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今
、石
綿（
ア
ス
ベス
ト
）が
大
き
な
社
会
問
題
と
な
って
い
る
。
発
が
ん
物
質
で
あ
る
石
綿
は
肺
が
ん
、中

皮
腫
、じ
ん
肺
な
ど
の
病
気
の
原
因
と
な
る
。
そ
の
石
綿
が
、学
校
の
天
井
な
ど
に
吹
き
付
け
ら
れ
、建
築

材
料
や
断
熱
材
、ブ
レ
ー
キ
な
ど
身
の
ま
わ
り
の
日
常
生
活
の
中
で
も
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、石
綿

を
取
り
扱
い
製
品
を
つ
く
る
労
働
現
場
を
は
じ
め
、石
綿
製
品
を
使
用
し
て
い
る
労
働
現
場
の
石
綿
曝
露

は
深
刻
で
あ
る
。

本
集
会
に
お
い
て
、私
た
ち
は
、石
綿
が
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
使
用
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、石
綿

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
さ
れ
ず
、ま
た
、石
綿
の
危
険
性
が
知
ら
さ
れ
ず
、石
綿
の
規
制
と
安
全
対
策
が
確
立

し
て
い
な
い
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、私
た
ち
は
、石
綿
に
関
す
る
認
識
を
深
め
、労
働
者
・

市
民
の
立
場
か
ら
の
対
策
を
立
て
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

こ
の
た
め
に
、本
集
会
に
結
集
し
た
労
組
・
市
民
団
体
に
よ
り「
石
綿
対
策
全
国
連
絡
会
議
」を
結
成
す

る
。私

た
ち
は
、当
面
次
の
対
政
府
要
求
の
実
現
を
図
る
。

① 

石
綿
の
全
面
禁
止
を
め
ざ
し
、当
面
、極
め
て
発
が
ん
性
の
高
い
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
の
使
用
禁
止
、そ
の

他
の
石
綿
の
抑
制
基
準
濃
度
を
〇
・
二
繊
維
／
cm3

と
す
る
こ
と
。

② 

安
全
な
代
替
品
の
研
究
・
開
発
を
進
め
る
と
と
も
に
、代
替
可
能
な
も
の
に
は
代
替
品
の
使
用
を
促

進
す
る
こ
と
。

③ 

石
綿
含
有
量
五
％
以
下
を
含
め
た
す
べ
て
の
石
綿
含
有
製
品
に
石
綿
が
発
が
ん
物
質
で
あ
る
こ
と
、

な
ら
び
に
取
り
扱
い
上
の
注
意
な
ど
の
表
示
を
義
務
づ
け
る
こ
と
。

④ 

石
綿
の
飛
散
を
と
も
な
う
す
べ
て
の
過
程
で
の
測
定
調
査
を
行
う
こ
と
。

⑤ 

石
綿
特
殊
健
康
診
断
を
す
べ
て
の
石
綿
曝
露
者
を
対
象
と
し
て
実
施
し
、
健
康
管
理
手
帳
の
交
付
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等
に
よ
る
生
涯
に
わ
た
る
健
康
管
理
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
。

⑥ 

石
綿
に
関
す
る
労
災
認
定
を
石
綿
肺
、
肺
が
ん
、
中
皮
腫
以
外
の
疾
病
に
拡
大
し
、
労
働
者
以
外
の

石
綿
被
災
者
の
補
償
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
。

⑦ 

労
働
者
・
国
民
に
石
綿
に
関
す
る
安
全
衛
生
上
の
情
報
の
普
及
、教
育
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、石

綿
含
有
分
析
、測
定
な
ど
の
依
頼
に
無
料
で
応
じ
ら
れ
る
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
。

⑧ 

以
上
の
措
置
を
実
施
す
る
た
め
に
、
関
係
省
庁
を
一
本
化
し
た
石
綿
対
策
機
構
を
直
ち
に
設
置
す

る
こ
と
。

⑨ 

Ｉ
Ｌ
Ｏ
石
綿
条
約（
第
一
六
二
号
）を
批
准
す
る
こ
と
。

私
た
ち
は
、今
後
、労
働
者・市
民
の
立
場
か
ら
の
石
綿
対
策
に
関
す
る
情
報
の
収
集・提
供
、各
団
体
の

運
動
の
連
携
強
化
、宣
伝
、教
育
活
動
を
行
い
、そ
し
て
行
政
・
関
係
業
界
に
対
す
る
働
き
か
け
を
強
め
、

石
綿
に
よ
る
健
康
障
害
や
環
境
破
壊
を
な
く
す
た
め
に
、職
場
か
ら
、地
域
か
ら
運
動
を
お
こ
し
て
い
く
。

一
九
八
七
年
一
一
月
一
四
日

労
働
者
�住
民
�
�
�
�
�
健
康
�
破
壊
�
許
�
�
�
石
綿
�
�
�
�
�
�
参
加
者
一
同

こ
れ
は
、現
在
の
課
題
を
整
理
し
た
文
書
と
し
て
で
も
通
用
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、「
原
則

禁
止
」
が
す
で
に
導
入
さ
れ
、
全
面
禁
止
に
向
け
て
残
さ
れ
た
例
外
は
ご
く
わ
ず
か
に
な
って
い
る（
①
②
）。
作

業
環
境
に
お
け
る
管
理
濃
度
は
〇
・一
五
繊
維
／cc
に（
①
）、ま
た
、
規
制
対
象
は
含
有
率
〇
・一
％
超
の
含
有

製
品
に
強
化
さ
れ（
③
）、
健
康
管
理
手
帳
の
交
付
要
件
も
拡
大
さ
れ
た（
⑤
）。「
労
働
者
以
外
の
石
綿
被
災
者

の
補
償
制
度
」（
⑥
）も
石
綿
健
康
被
害
救
済
法
と
い
う
か
た
ち
で
実
現
し
、Ｉ
Ｌ
Ｏ
石
綿
条
約（
⑨
）も
採
択
か

ら
一
九
年
後
の
二
〇
〇
五
年
に
批
准
さ
れ
た
。



し
か
し
、そ
の
よ
う
な
成
果
を
誇
示
す
る
よ
り
も
、こ
こ
に
至
る
ま
で
に
二
〇
年
も
の
期
間
を
費
や
し
て
し
ま
っ

た
こ
と
に
対
し
て
、ま
た
、私
た
ち
が
一
九
九
〇
年
に
ま
と
め
た「
全
面
使
用
禁
止
を
目
標
に
、製
造
か
ら
廃
棄
ま

で
の
総
合
的
な
対
策
の
確
立
」
を
求
め
る
政
策
提
言
と
そ
れ
を
踏
ま
え
た
「
ア
ス
ベス
ト
規
制
法
の
制
定
」
が
実

現
で
き
て
い
れ
ば
、よ
り
多
く
の
労
働
者・市
民
の
命
を
救
え
た
は
ず
だ
と
い
う
痛
恨
の
思
い
が
強
い
。
ま
し
て
や
、

こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た
多
く
の
課
題
が
い
ま
だ
に
未
解
決
で
あ
る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、ア
ス
ベス
ト
問
題
は

決
し
て
終
わ
って
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

二
〇
〇
五
年
夏
の
ク
ボ
タ
・
シ
ョッ
ク
は
、ア
ス
ベス
ト
被
害
が
労
働
者
の
職
業
病
に
と
ど
ま
ら
ず
、工
場
や
鉱
山

等
の
周
辺
に
住
む
／
住
ん
だ
こ
と
の
あ
る
近
隣
住
民
や
一
般
市
民
に
対
す
る
公
害
病
を
も
引
き
起
こ
す
恐
る
べ

き
産
業
災
害
で
あ
る
こ
と
を
突
き
つ
け
た
。

石
綿
対
策
全
国
連
絡
会
議
は
、当
初
か
ら
、労
働
者
、市
民
、様
々
な
分
野
の
専
門
家
や
関
心
を
も
つ
個
人
の

連
合
体
と
し
て
、ア
ス
ベス
ト
問
題
の
総
合
的
対
策
の
確
立
を
求
め
て
き
た
。
そ
し
て
結
成
以
来
、ア
ス
ベス
ト
被

害
の
掘
り
起
こ
し
に
努
め
、被
害
が
顕
在
化
し
始
め
る
に
つ
れ
て
、被
害
者
と
そ
の
家
族
を
支
援
し
、団
結
し
て
中

皮
腫
・
ア
ス
ベス
ト
疾
患
・
患
者
と
家
族
の
会
を
結
成
す
る
の
を
援
助
し
て
き
た
。い
ま
患
者
と
家
族
の
会
は
、職

業
病
と
公
害
病
の
垣
根
を
つ
く
ら
ず
に
、同
じ
ア
ス
ベス
ト
に
よ
る
患
者
と
家
族
が
一
緒
に
な
って
活
動
し
て
い
る
、

世
界
的
に
も
ユニ
ー
ク
な
団
体
と
な
って
い
る
。

ま
た
、ク
ボ
タ
・
シ
ョッ
ク
以
降
、ア
ス
ベス
ト
公
害
が
尼
崎
に
と
ど
ま
ら
ず
全
国
に
ひ
ろ
が
る
な
か
で
、被
害
や
曝

露
を
受
け
た
住
民
ら
が
団
結
し
て
立
ち
上
が
り
始
め
て
い
る
。
石
綿
対
策
全
国
連
絡
会
議
は
二
〇
〇
七
年
三
月

二
五
日
、石
綿
健
康
被
害
救
済
法
一
周
年
を
検
証
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム（
別
途
報
告
書
を
出
版
）に
そ
う
し
た
住

民
団
体
の
代
表
に
も
結
集
し
て
い
た
だ
き
、各
地
の
住
民
相
互
、住
民
と
労
働
者
、全
国
連
と
諸
団
体
・
個
人
等

と
の
連
携
を
築
き
、強
化
す
る
努
力
を
積
み
重
ね
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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さ
ら
に
は
、二
〇
〇
四
年
世
界
ア
ス
ベス
ト
東
京
会
議
（
Ｇ
Ａ
Ｃ
２
０
０
４
）の
成
功
を
引
き
継
い
だ
国
際
的
な

取
り
組
み
も
、地
球
規
模
で
の
ア
ス
ベス
ト
禁
止
の
実
現
に
向
け
て
い
ま
ま
さ
に
重
要
な
山
場
を
迎
え
つつ
あ
る
と

言
って
よ
い
。

そ
の
よ
う
な
現
在
進
行
形
の
諸
課
題
に
取
り
組
む
な
か
で
、私
た
ち
は
、結
成
二
〇
周
年
を
迎
え
る
。一
方
、政

府
や
一
部
の
人
々
に
と
って
は
、ア
ス
ベス
ト
問
題
は
ク
ボ
タ
・
シ
ョッ
ク
に
よ
って
急
に
持
ち
上
が
っ
た
問
題
で
、石
綿

健
康
被
害
救
済
法
の
成
立
等
に
よ
って
解
決
し
た（
こ
と
に
し
た
い
）と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
で

な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
も
、私
た
ち
の
二
〇
年
の
活
動
を
記
録
す
る
意
味
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

ア
ス
ベス
ト
問
題
は
、労
働
者
と
住
民
、職
業
病
と
公
害
と
いっ
た
垣
根
を
超
え
た
総
合
的
な
対
策
確
立
に
向
け

た
未
解
決
の
試
金
石
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。ま
た
、将
来
に
向
け
た
予
防
原
則
の
教
訓
を
引
き
出
す
た
め
に
も
、

過
去
の
企
業
・
産
業
界
や
政
府
の
対
応
が
徹
底
的
に
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
り
、さ
ら
に
、国
や

地
域
の
垣
根
も
超
え
て
英
知
を
出
し
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
世
界
共
通
の
課
題
で
も
あ
り
続
け
て
い
る
。

何
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
様
々
な
課
題
の
解
決
に
向
け
た
、
多
く
の
関
係
者
の
努
力
に
少
し
で
も
役
立
つ
こ
と

を
願
って
、本
書
は
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

石
綿
対
策
全
国
連
絡
会
議
と
し
て
は
、諸
課
題
に
対
処
す
る
中
心
的
な
柱
と
し
て
、「
す
べ
て
の
ア
ス
ベス
ト
被

害
者
・
家
族
に
公
正
・
平
等
な
補
償
」、及
び
、「
ア
ス
ベス
ト
対
策
基
本
法
の
制
定
」を
掲
げ
て
い
る
。
読
者
の
皆
様

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
た
い
。

末
筆
な
が
ら
、二
〇
年
間
、石
綿
対
策
全
国
連
絡
会
議
の
活
動
を
担
い
、支
え
、ま
た
励
ま
し
て
い
た
だ
い
て
き

た
関
係
者
の
皆
様
に
心
か
ら
感
謝
し
た
い
。

二
〇
〇
七
年
一
一
月  

石
綿
対
策
全
国
連
絡
会
議



１ 
石
綿
被
害
の
本
格
化
は
こ
れ
か
ら

欧
米
に
遅
れ
た
使
用
の
開
始
と
中
止

国
際
労
働
機
関（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）は
、
世
界
の
労
働
災
害
・
職
業
病
に
よ
る
年
間
死
亡
者
数
が
一
九
〇
〜
二
三
〇
万

人
、そ
の
う
ち
、ア
ス
ベス
ト（
石
綿
）だ
け
で
毎
年
一
〇
万
人
の
命
を
奪
って
い
る
と
推
計
し
て
い
る＊

。
西
欧
と
北

米
、日
本
、オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
、現
在
、約
八
億
人
の
人
口
に
対
し
て
、毎
年
約
一
万
件
の
中
皮
腫
と
二
万
件
の
石

綿
肺
が
ん
が
発
生
し
て
い
る
と
す
る
推
計
も
あ
る＊

＊

。
ま
さ
に
石
綿
は
、人
類
史
上
最
悪
の
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル・キ

ラ
ー（
産
業
殺
人
者
）な
の
で
あ
る
。

石
綿
が
深
刻
な
健
康
被
害
を
も
た
ら
す
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
ま
た
社
会
問
題
化
す
る
に
つ
れ
て
、
各
国

は
対
策
に
乗
り
出
す
。
対
策
は
ど
こ
の
国
で
も
、ま
ず
、職
業
曝
露
に
よ
る
労
働
者
の
健
康
被
害
の
防
止
の
観
点

か
ら
、
最
初
に
じ
ん
肺
を
予
防
す
る
た
め
の
対
策
、
次
い
で
発
が
ん
物
質
と
し
て
の
性
質
に
着
目
し
た
対
策
へ
と

進
み
、
並
行
し
て
、
労
働
者
だ
け
で
な
く
一
般
住
民
や
環
境
保
護
の
観
点
か
ら
の
対
策
や
規
制
も
導
入
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。い
ず
れ
に
し
ろ
、そ
れ
ら
は
管
理
し
て
安
全
に
使
用
し
よ
う
と
い
う
対
策
で
あ
る
が
、や
が
て
石
綿

の「
管
理
使
用
」は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
事
実
を
直
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、よ
り
抜
本
的
な
対
策
で
あ
る「
使

用
禁
止
」と
い
う
方
向
に
進
ん
で
い
く
。「
使
用
禁
止
」も
、よ
り
有
害
性
の
高
い
青
石
綿（
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
）や

＊ Takala J, ILO and asbestos, Asbestos Conference, Dresden, Germany, 2003, 
 http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/accidis/asbestos-dresden1.pdf
＊＊ Consensus report, Asbestos, asbestosis, and cancer: the Helsinki criteria for diagnosis 

and atribution, Scand J Work Environ Health, 1997; 23: 311-6、抄訳 『安全センター情報』
1998年6月号

1  石綿被害の本格化はこれから   8



9   アスベスト問題の過去と現在

よ
り
飛
散
性
の
高
い
吹
き
付
け

の
禁
止
か
ら
始
ま
り
、
全
石
綿

の
部
分
的
禁
止
や
段
階
的
禁

止
、
そ
し
て
全
面
禁
止
へ
と
進

む
と
い
う
の
が
共
通
し
た
パ
タ
ー

ン
で
あ
る
。
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
、

茶
石
綿
（
ア
モ
サ
イ
ト
）
等
の
角

閃
石
系
石
綿
が
使
用
さ
れ
な
く

な
って
か
ら
は
、
蛇
紋
石
系
の
白

石
綿
（
ク
リ
ソ
タ
イ
ル
）
が
残
さ

れ
た
石
綿
で
あ
る
こ
と
か
ら＊

、ク

リ
ソ
タ
イ
ル
の
禁
止
＝
全
石
綿

の
禁
止
と
し
て
議
論
さ
れ
る
場

合
が
多
く
な
って
い
る
。

石
綿
は
、そ
の
優
れ
た
不
燃
・

耐
熱
性
、
絶
縁
性
、
耐
摩
耗
性

等
の
性
質
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
産

業
分
野
で
利
用
さ
れ
て
き
た
。

よ
く
最
盛
時
の
用
途
は
三
千
種

類
以
上
と
言
わ
れ
る
が
、こ
れ
は

＊ アスベスト（石綿）には、角閃石（Amphibole）系のアモサイト（Amosite：茶石綿）、クロシドライト
（Crocidolite：青石綿）、アンソフィライト（Anthopylite）、トレモライト（Tremolite）、アクチノライト
（Actinolite）、及び、蛇紋石（Serpentine）系のクリソタイル（Chrisotile：白石綿）がある。
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＊ Quebec Asbestos Information Service, The strangest mineral ever known (3rd ed.), 
1959

＊＊ US Geological Survey, Worldwide Asbestos Supply and Consumption Trends from 
1900 through 2003, http://pubs.usgs.gov/circ/2006/1298/c1298.pdf

＊＊＊ 2006年9月29日の第3回アスベスト問題に関する関係閣僚会合が公表した「政府の過去の対
応の検証について（補足）」は、「検証結果全体としては、それぞれの時点において、当時の科学
的知見に応じて関係省庁による対応がなされており、行政の不作為があったということはできない
が、当時においては予防的アプローチ（完全な科学的確実性がなくても深刻な被害をもたらすお
それがある場合には対策を遅らせてはならないという考え方）が十分に認識されていなかったとい

一
九
五
九
年
の
段
階
で
す
で
に
ケ
ベッ
ク
・
ア
ス
ベス
ト
情
報
サ
ー
ビ
ス
が
あ
げ
て
い
た
数
字
で
あ
る＊

。
し
か
し
、
ど

こ
の
国
で
も
、主
な
用
途
は
建
材
に
集
約
さ
れ
て
い
く
傾
向
を
た
ど
って
い
る
。

ア
メ
リ
カ
の
連
邦
地
質
調
査
所（
Ｕ
Ｓ
Ｇ
Ｓ
）が
二
〇
〇
六
年
に
、「
一九
〇
〇
年
か
ら
二
〇
〇
三
年
ま
で
の
世

界
的
な
石
綿
の
供
給
及
び
消
費
の
ト
レ
ン
ド
」
と
い
う
報
告
書
を
ま
と
め
て
い
る＊

＊

。
こ
こ
で
推
計
さ
れ
た
実
効
消

費
量
を
用
い
て
、日
本
、ア
メ
リ
カ
、イ
ギ
リ
ス
、ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
及
び
世
界
の
人
口
一
人
当
た
り

年
間
石
綿
消
費
量
の
推
移
を
示
し
た
の
が
図
１
で
あ
る
。

こ
れ
ら
諸
国―

い
わ
ゆ
る
先
進
工
業
国
が
、二
〇
世
紀
に
、
世
界
平
均
を
は
る
か
に
上
回
る
石
綿
消
費
国
で

あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
日
本
は
、他
の
諸
国
に
比
べ
て
、本
格
的
な
石
綿
の
産
業
利
用
の
開
始
も
遅
れ

た
が
、
使
用
を
中
止
す
る
の
も
遅
れ
た
。
様
々
な
レ
ベ
ル
で
の
対
策
が
他
国
と
比
べ
て
遅
く
な
か
っ
た
か
ど
う
か
、

そ
れ
ら
の
対
策
の
実
効
性
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
等
と
いっ
た
議
論
が
可
能
で
は
あ
る＊

＊
＊が

、
実
際
に
使
用
し
な
い
よ

う
に
な
っ
た
の
が
、ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
北
欧
諸
国
よ
り
も
四
半
世
紀
遅
く
、
他
の
諸
国
か
ら
も
一
五
年
く
ら
い
遅

れ
た
こ
と
は
、図
１
を
み
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

石
綿
疾
患
の
流
行
に
も
タ
イ
ム
ラ
グ

石
綿
は
、中
皮
腫
、肺
が
ん
、石
綿
肺
等
の
致
死
的
な
健
康
被
害
を
引
き
起
こ
す
が
、こ
れ
ら
の
疾
病
の
潜
伏

期
間
は
長
い
。ほ
と
ん
ど
全
て
が
石
綿
曝
露
に
よ
る
も
の
と
言
わ
れ
、石
綿
被
害
の「
指
標
疾
患
」と
み
な
さ
れ
て

い
る
中
皮
腫
の
潜
伏
期
間
は
そ
の
中
で
も
最
も
長
く
、一
般
に
初
回
曝
露
か
ら
二
〇
〜
五
〇
年
と
さ
れ
て
い
る
。

石
綿
が
、「
静
か
な
時
限
爆
弾
」と
呼
ば
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

森
永
謙
二
編
『
職
業
性
石
綿
ば
く
露
と
石
綿
関
連
疾
患―

基
礎
知
識
と
労
災
補
償―

』（
改
訂
新
版
・

1  石綿被害の本格化はこれから   10



11  アスベスト問題の過去と現在

二
〇
〇
五
年
）は
、
主
な
石
綿

関
連
疾
患
が
各
国
で
最
初

に
報
告
さ
れ
た
時
期
を
、
石

綿
肺―

イ
ギ
リ
ス
一
九
〇
六

年
、
ア
メ
リ
カ
一
九
一
八
年
、

日
本
一
九
二
九
年
、
石
綿
肺

が
ん―

ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ

ス
と
も
一
九
三
五
年
、
日
本

一
九
六
〇
年
、
中
皮
腫―

イ

ギ
リ
ス
一
九
三
五
年
、ア
メ
リ
カ

一
九
六
〇
年
、
日
本
一
九
七
三

年
、と
紹
介
し
て
い
る
。

図
２
は
、図
１
で
取
り
上
げ

た
各
国
に
お
け
る
人
口
百
万

人
当
た
り
年
間
中
皮
腫
死
亡

数
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
。

実
は
、中
皮
腫
の
発
症
・
死

亡
状
況
を
で
き
る
限
り
正
確

に
把
握・監
視
す
る
こ
と
自
体
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う事情に加え、個別には関係省庁間の連携が必ずしも十分でなかった等の反省すべき点もみられ
た」としている。



が
各
国
共
通
の
課
題
と
な
って
お
り
、
そ
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
の
努
力
の
ひ

と
つ
と
し
て
中
皮
腫
登
録
制
度
を
整
備
す
る
こ
と
が
あ
り
、イ
ギ
リ
ス（
安
全
衛
生
庁（
Ｈ
Ｓ
Ｅ＊

））と
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア（
健
康
福
祉
研
究
所（
Ａ
Ｉ
Ｈ
Ｗ＊

＊
））に
つい
て
は
、そ
れ
に
基
づ
く
デ
ー
タ
を
使
って
い
る
。

他
の
三
か
国
に
つい
て
は
世
界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
死
亡
デ
ー
タ
ベ
ー
ス＊

＊
＊か

ら
デ
ー
タ
を
と
っ
た
が
、Ｗ
Ｈ
Ｏ
の

国
際
疾
病
分＊

＊
＊
＊類

で
は
、
第
一
〇
版
（
Ｉ
Ｃ
Ｄ
一
〇
）
か
ら
、
中
皮
腫
に
独
立
し
た
コ
ー
ド
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
図
２
で
は
便
宜
的
に
、第
九
版（
Ｉ
Ｃ
Ｄ
九
）が
適
用
さ
れ
て
い
る
年
に
つい
て
は「
胸
膜
の
悪
性
腫
瘍
」の

数
字
を
使
って
い
る
。
こ
れ
ら
の
数
字
が
中
皮
腫
死
亡
の
実
態
を
ど
れ
だ
け
正
確
に
反
映
で
き
て
い
る
か
は
必
ず

し
も
定
か
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
が
一
九
九
八
年
か
ら
一
九
九
九
年
に
激
変
し
て
い
る
の
は
コ
ー
ド
分
類
の
変
更

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
限
界
を
踏
ま
え
つつ
も
、
図
２
は
、
日
本
に
お
け
る
中
皮
腫―

石
綿
被
害
が
じ
わ
じ
わ
と
増
加

し
て
き
た
こ
と
、ま
た
、本
格
的
な
石
綿
使
用
の
タ
イ
ム
ラ
グ
を
反
映
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、中
皮
腫
の「
流

行
」が
他
国
に
比
べ
て
遅
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。

最
も
早
く
石
綿
の
使
用
を
中
止
し
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
北
欧
諸
国
を
含
め
て
、
各
国
の
研
究
者
の
み
な
ら

ず
政
府
も
、
石
綿
被
害
が
ピ
ー
ク
を
過
ぎ
た
と
は
み
な
し
て
い
な
い
。
よ
り
正
確
に
将
来
の
被
害
を
予
測
す
る

努
力
も
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
中
皮
腫
死
亡
件
数
の
歴
史
的
推
移
に
も
と
づ
い
た
将
来
予

測
と
し
て
、西
ヨ
ー
ロッ
パ
に
お
け
る
胸
膜
中
皮
腫
に
よ
る
男
性
の
年
間
死
亡
数
が
、一
九
九
八
年
の
五
千
件
か
ら

二
〇
一
八
年
頃
に
約
九
千
件
へ
と
、二
〇
年
間
で
ほ
ぼ
二
倍
と
な
り
、三
五
年
間
で
合
計
約
二
五
万
件
の
死
亡
に

な
る
と
い
う
推
計
が
有
名
で＊

＊
＊
＊
＊

あ
る
。
同
様
の
手
法
を
用
い
て
推
計
さ
れ
た
日
本
の
将
来
予
測
で
は
、二
〇
〇
〇

年
以
降
の
四
〇
年
間
の
男
性
胸
膜
中
皮
腫
死
亡
数
が
約
一
〇
万
三
千
人
で
、
過
去
一
〇
年
間
（
二
、〇
八
八
人
）

の
五
〇
倍
近
く
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
推
計
さ
れ
て

＊
＊
＊
＊
＊
＊

い
る
。
日
本
が
イ
ギ
リ
ス
な
ど
と
同
様
の
道
を
辿
る
だ

1  石綿被害の本格化はこれから   12

＊ UK Health and Safety Executive, Mesothelioma statistic, http://www.hse.gov.uk/
statistics/causdis/meso.htm

＊＊ Australia National Occupational Health and Safety Commission, The incidence of 
mesothelioma in Australia: Australian Mesothelioma Register Report, http://www.ascc.
gov.au/ascc/aboutus/publications/statreports/australianmesotheliomaregister.htm

＊＊＊ WHO Mortality Database, http://www.ciesin.org/IC/who/MortalityDatabase.html
＊＊＊＊ 正しくは「疾病及び関連保健問題の国際統計分類：International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems」。http://www.mhlw.go.jp/
toukei/sippei/index.html, http://www.who.int/classifications/icd/en/



13  アスベスト問題の過去と現在

ろ
う
と
予
測
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
が
、職
業
上
石
綿
に
曝
露
し
た
労
働
者
だ
け
で
な
く
、汚
染
さ
れ
た
労
働
者
の
作
業

服
を
洗
濯
し
た
家
族
や
石
綿
鉱
山
・
工
場
等
の
周
辺
住
民
に
ま
で
発
生
す
る
こ
と
も
、
古
く
か
ら
明
ら
か
に
さ

れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
、直
接
及
び
間
接
の
職
業
曝
露
、傍
職
業
曝
露（
家
庭
内
曝
露
）、近
隣
曝
露
、そ
の
他
の

環
境
曝
露
、
等
と
類
型
化
も
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
統
計
の
整
備
や
調
査
研
究
の
進
ん
だ
と
こ
ろ
の
経
験
か
ら
、

中
皮
腫
一
件
に
つ
き
石
綿
肺
が
ん
二
件
と
い
う
比
率＊
や
、中
皮
腫
全
体
に
占
め
る
職
業
曝
露
の
寄
与
が
約
八
〇
％

（
男
性
で
九
〇
％
，女
性
で
二
五
％
、
残
り
は
環
境
曝
露
等
に
よ
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
）
な
ど
と
い
う
数
字＊

＊

も
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
壮
大
な
人
体
実
験
と
も
言
う
べ
き
犠
牲
の
う
え
に
、
石
綿
関
連
疾
患
の
研
究
が
進
ん

だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

今
わ
れ
わ
れ
の
前
に
は
、欧
米
や
日
本
の
負
の
教
訓
を
生
か
し
て
、世
界
的
な
石
綿
被
害
の
拡
大
を
食
い
止
め

る
と
い
う
課
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

ク
ボ
タ・
シ
ョ
ッ
ク
の
実
相

兵
庫
県
尼
崎
市
の
ク
ボ
タ
旧
神
崎
工
場
で
は
、
水
道
管
等
の
石
綿
セ
メ
ン
ト
管
（
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
及
び
ク

リ
ソ
タ
イ
ル
を
使
用
）
を
一
九
五
四
〜
七
五
年
の
間
、
石
綿
含
有
住
宅
建
材
（
ク
リ
ソ
タ
イ
ル
の
み
を
使
用
）
を

一
九
七
〇
〜
九
七
年
に
製
造
し
て
い
た
が
、一
九
七
九
年
に
最
初
の
石
綿
肺
、一
九
八
六
年
に
最
初
の
中
皮
腫
に
よ

る
死
亡
者
が
出
た
と
さ
れ
て
い
る＊

。

二
〇
〇
四
年
度
末
時
点
で
同
社
が
把
握
し
て
い
た
石
綿
関
連
疾
患
に
よ
る
死
亡
者
の
累
計
は
七
四
人
、
他
に

療
養
中
の
も
の
が
一
五
人
で
合
わ
せ
て
八
九
人（
中
皮
腫
四
六
人
、肺
が
ん
一
七
人
、そ
の
他
三
三
人
）で
あ
っ
た
。

＊＊＊＊＊ Peto J et al, The European mesothelioma epidemica, British J Cancer, 1999；79：
666-672

＊＊＊＊＊＊ Murayama T et al, Estimation of future mortality from pleural malignant 
mesothelioma in Japan based on an age-cohort model, Am J Ind Med, 2006; 40: 1-7

＊ Henderson D et al, After Helsinki: a multidisciplinary review of the relationship 
between asbestos exposure and lung cancer, with emphasis on studies published 
during 1997-2004, Pathology, 2004, 36: 517-550 他

＊＊ WHO Environmental Burden of Disease Series, No. 6, Occupational carcinogen, 2004 
他



こ
の
時
点
で
、在
籍
者
及
び
同
工
場
に
一
年
以
上
在
籍
し
た
退
職
者
の
合
計
は
一、〇
一
五
人
。
そ
の
う
ち
、よ
り

有
害
な
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
を
使
用
し
た
石
綿
管
製
造
作
業
に
一
〇
年
以
上
従
事
し
た
者
の
四
四
・
六
％（
一
二
四

人
）、
原
料
供
給（
オ
プ
ナ
ー
）作
業
に
従
事
し
た
者
の
四
一・
〇
％（
一
六
人
）が
罹
患
と
い
う
恐
る
べ
き
被
害
実

態
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
被
害
事
例
の
ほ
と
ん
ど
は
労
災
認
定
を
受
け
て
い
る
の
で
、会
社
だ
け
で
な
く
国
も
、そ
し
て
患
者
を

診
て
い
た
医
療
機
関
等
も
も
ち
ろ
ん
こ
の
被
害
実
態
を
知
って
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
事
実
を
公
表
し
、
近
隣
住

民
等
に
警
告
す
る

こ
と
は
か
つ
て
な

か
っ
た
。
労
働
者

被
害
の
多
発
に
加

え
て
、
職
業
曝
露

歴
を
持
た
な
い
工

場
近
隣
住
民
に
も

五
人
（
う
ち
二
人

は
す
で
に
死
亡
）

中
皮
腫
患
者
が
い

る
こ
と
、ク
ボ
タ
が

住
民
患
者
に
対
し

て
見
舞
金
を
支
払

う
こ
と
を
検
討
中

クボタの製造した石綿セメント管（同社パンフレットから）

1  石綿被害の本格化はこれから   14

＊ 2005年にクボタが開示した資料には、「石綿疾病患
者の状況」（3枚）、「従事歴別工程別発生状況、患者
への対応経緯など」（10枚）、「神崎工場の石綿取扱
い事業履歴など」（5枚）、「製造工程など」（4枚）、「作
業環境、工場敷地境界測定結果」（5枚）、「神崎工
場の航空写真」（7枚、右は1961年当時のもの）、「神
崎工場ご見学のしおり」（22頁）が含まれていた。『安
全センター情報』2005年12月号参照



15  アスベスト問題の過去と現在

と
い
う
事
実
を
、二
〇
〇
五
年
六
月
二
九
日
付
け
の
毎
日
新
聞
夕
刊
が
ス
ク
ー
プ
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
石
綿
問

題
が
日
本
中
を
揺
る
が
す
こ
と
に
な
っ
た
。
ク
ボ
タ・シ
ョッ
ク
と
呼
ば
れ
た
事
態
で
あ
る
。

一
年
後
の
二
〇
〇
五
年
度
末
時
点
で
、ク
ボ
タ
・
シ
ョッ
ク
後
に
発
症
、あ
る
い
は
会
社
に
連
絡
が
あ
っ
た
も
の
を

加
え
て
、前
述
の
数
字
は
、死
亡
者
一
〇
五
人
、療
養
中
二
〇
人
、合
計
一
二
五
人（
内
中
皮
腫
六
〇
人
、肺
が
ん

二
九
人
、そ
の
他
三
六
人
）へ
と
四
〇
％
も
増
加
し
、さ
ら
に
増
え
続
け
て
い
る＊

。
死
亡
者
は
、
在
籍
一
年
以
上
の

労
働
者
数
の
一
割
を
超
え
た
こ
と
に
な
る（
二
〇
〇
六
年
度
末
の
数
字
は
ク
ボ
タ
全
体
で
死
亡
者
一
二
四
人
、
療

養
中
二
八
人
、合
計
一
五
二
人
と
発
表
さ
れ
て
い
る
が＊

＊
、ほ
と
ん
ど
は
旧
神
崎
工
場
関
連
と
思
わ
れ
る
）。

住
民
被
害
に
関
し
て
は
、
車
谷
典
男
・
奈
良
県
立
医
科
大
学
教
授
と
熊
谷
信
二
・
大
阪
府
立
公
衆
衛
生
研

究
所
生
活
衛
生
課
課
長
に
よ
る
「
尼
崎
市
ク
ボ
タ
旧
神
崎
工
場
周
辺
に
発
生
し
た
中
皮
腫
の
疫
学
評
価
」
が

二
〇
〇
六
年
四
月
に
公
表
さ
れ
て
い＊

＊
＊る

。
患
者
本
人
ま
た
は
家
族
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
及
び
医
学
証
拠
の
収
集
等

に
よ
って
確
認
さ
れ
た
、ク
ボ
タ
旧
神
崎
工
場
近
隣
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
以
外
に
石
綿
曝
露
歴
が
認
め
が
た
い

中
皮
腫
患
者
の
数
は
公
表
時
点
で
九
九
人
、さ
ら
に
そ
の
後
も
増
え
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。こ
の
報
告
書
は
、

「
ク
ボ
タ
旧
神
崎
工
場
周
辺
に
中
皮
腫
患
者
が
有
意
に
集
積
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
原
因
と
し
て
同
工
場

で
使
用
さ
れ
た
ア
ス
ベス
ト
、特
に
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
が
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

る
」と
結
論
づ
け
て
い
る
。

工
場
の
中
で（
労
働
者
に
）百
人
を
超
す
被
害
者（
中
皮
腫
六
〇
人
超
）、工
場
の
外
で（
近
隣
住
民
に
）中
皮
腫

だ
け
で
百
人
を
超
す
被
害
者
を
出
し
、そ
の
数
が
ど
こ
ま
で
増
え
る
か
、誰
に
も
わ
か
って
い
な
い
と
い
う
状
況
で

あ
る
。
被
害
規
模
の
大
き
さ
に
加
え
、
職
業
病
と
公
害
が
同
根
の
産
業
災
害
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い

る
と
い
う
意
味
で
も
、十
分
な
検
証
が
行
わ
れ
、内
外
に
教
訓
を
伝
え
る
べ
き
事
例
で
あ
る
と
さ
え
言
え
よ
う
。

遅
す
ぎ
た
と
は
い
え
、こ
こ
ま
で
実
態
が
明
か
さ
れ
た
の
は
、い
ま
だ
に
ク
ボ
タ
一
社
に
と
ど
ま
って
い
る
。
ク
ボ

＊ 『安全センター情報』2006年6月号
＊＊ http://www.kubota.co.jp/kanren/index7.html
＊＊＊ http://www.joshrc.org/̃open/files/20060331-022.pdf



タ
・
シ
ョッ
ク
に
よ
って
、中
皮
腫
と
い
う
病
名
と
そ
の
原
因
が
石
綿
で
あ
る
こ
と
は
日
本
中
に
知
れ
わ
た
っ
た
。
そ

れ
以
前
、二
〇
〇
四
年
度
ま
で
の
中
皮
腫
の
累
計
労
災
認
定
件
数
が
五
〇
二
件
だ
っ
た
も
の
が
、二
〇
〇
五
年
度

の
労
災
認
定
件
数
五
〇
三
件
、二
〇
〇
六
年
度
一、〇
〇
六
件
、合
計
二
、〇
一
一
件
へ
と
、わ
ず
か
二
年
の
う
ち
に

四
倍
に
増
え
た（
肺
が
ん
は
、各
々
、三
五
四
件
、二
一
九
件
、七
九
〇
件
、合
計
一、三
六
三
件
）。
ク
ボ
タ
・
シ
ョッ
ク

直
後
に
、厚
生
労
働
省
は
二
〇
〇
四
年
度
以
前
分
の
労
災
認
定
事
例
に
係
る
事
業
場
名
を
公
表
し
た＊

が
、新
た

に
認
定
さ
れ
た
、
全
体
の
四
分
の
三
に
当
た
る
分
の
情
報
は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。
他
の
企
業
に
よ
る
公
表
内
容

は
量
質
と
も
に
ク
ボ
タ
の
足
元
に
も
及
ば
ず
、
尼
崎
以
外
の
住
民
被
害
の
実
態
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

な
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。

ま
た
、
新
た
に
制
定
さ
れ
た
石
綿
健
康
被
害
救
済
法
に
よ
る
救
済
を
受
け
た
中
皮
腫
の
事
例
数
が
、

二
〇
〇
六
年
度
一
年
間
で
二
、七
三
四
件
に
の
ぼ
り
、
累
計
労
災
認
定
件
数
と
合
わ
せ
る
と
総
計
四
、七
四
五
件

と
な
り
、こ
れ
は
、補
償
／
救
済
す
べ
き
対
象
を
二
〇
〇
六
年
ま
で
の
全
中
皮
腫（
死
亡
）数
と
考
え
れ
ば
、全
体

の
約
三
七
・
六
％
が
補
償
ま
た
は
救
済
を
受
け
た
計
算
と
な
る
。
肺
が
ん
の
方
は
、新
法
に
よ
る
救
済
が
四
九
九

件
、累
計
労
災
認
定
件
数
と
合
わ
せ
た
総
計
一、八
五
九
件
と
な
り
、補
償
／
救
済
す
べ
き
対
象
を
中
皮
腫（
死

亡
）数
の
二
倍
と
仮
定
す
る
と
、補
償・救
済
率
は
七
・
四
％
強
に
と
ど
ま
って
い
る＊

＊

。（
表
１
）

「
隙
間
な
く
公
正
な
補
償・救
済
」の
実
現
は
も
と
よ
り
、わ
が
国
に
お
け
る
石
綿
被
害
の
実
態
の
解
明
も
、今

後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊ 厚生労働省「石綿ばく露作業に係る労災認定事業場一覧表の公表」―第1回（2005年7月29日） 
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/07/h0729-2.html 及び 第2回（同年8月26日） http://
www.mhlw.go.jp/houdou/2005/08/h0826-3.html

＊＊ 補償/救済状況のより詳しい検討内容については、 『安全センター情報』2007年8月号

1  石綿被害の本格化はこれから   16
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※石綿対策全国連絡会議： http://park3.wakwak.com/̃banjan/



２ 
日
本
に
お
け
る
石
綿
の
使
用

石
綿
利
用
の
始
ま
り
と
産
業
化

わ
が
国
で
石
綿
が
初
め
て
成
書
に
登
場
す
る
の
は
、平
安
時
代
の『
竹
取
物
語
』に
出
て
く
る
、火
に
燃
え
な
い

「
唐
土（
中
国
）に
あ
る
と
い
う
火
鼠
の
裘（
か
わ
こ
ろ
も
）｣

で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
実
際
に
石
綿
で
燃
え
な
い
布

「
火
浣（
か
ん
）布
」
を
つ
く
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
の
平
賀
源
内
で
、
実
物
が
京
都
大
学
図
書
館
に
保
管
さ
れ
て

い
る＊

。
そ
の
後
、新
潟
、長
崎
、熊
本
等
で
小
規
模
な
が
ら
石
綿
が
採
取
さ
れ
、石
綿
布
が
作
ら
れ
た
が
、わ
が
国

で
石
綿
が
産
業
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
明
治
二
〇
年
代
に
入
って
か
ら
の
こ
と
で
、
同
じ
頃
、
石
綿
及
び

石
綿
製
品
の
輸
入
も
始
ま
っ
た
。

咸
臨
丸
、
朝
陽
丸
を
は
じ
め
幕
末
か
ら
日
本
に
輸
入
さ
れ
た
軍
艦
の
蒸
気
機
関
の
保
温
材
や
パッ
キ
ン
等
に

石
綿
製
品
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、一
八
八
五（
明
治
一
八
）年
に
、日
本
造
船
所
で
石
綿
布
を
生
産
し
た
と
い
う
記

録
も
残
って
い
る＊

＊

。
本
格
的
国
産
化
は
、一
八
九
一（
明
治
二
四
）年
の
物
部
式
石
綿
保
温
材
の
製
造
に
始
ま
り
、、

一
八
九
六
年
に
は
、
会
社
組
織
で
石
綿
製
品
の
製
造
加
工
を
行
う
初
の
試
み
と
し
て
、日
本
ア
ス
ベ
ス
ト
株
式
会

社
が
設
立
さ
れ＊

＊
＊た（

当
初
の
主
力
製
品
は
石
綿
保
温
材
だ
っ
た
が
、衛
帯（
シ
ー
ル
）、布
団
、塗
料
、板
、布
、糸
等

も
製
造
し
た
）。

＊ （社）日本石綿協会『THE ASBESTOS せきめん読本』
（1996年）。右の写真―平賀源内のつくった火浣（か
ん）布―も。

＊＊ 石綿に関する健康管理等専門家会議『石綿ばく露歴
把握のための手引～石綿ばく露歴調査票を使用するに
当たって～』

＊＊＊ 『ニチアス株式会社百年史』

2  日本における石綿の使用   18



19  アスベスト問題の過去と現在

一
九
〇
〇
年
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ハ
チ
ェッ
ク
が
石
綿
セ
メ
ン
ト
製
造
技
術
を
開
発
し
、
そ
の
製
造
法
を
エ
タ
ニッ

ト
と
呼
ん
だ
が
、ハ
チ
ェッ
ク
式
に
よ
る
石
綿
セ
メ
ン
ト
製
品
製
造
は
急
速
に
世
界
中
に
広
ま
っ
た
。
日
本
に
も
四

年
後
に
、こ
の
製
造
法
で
作
ら
れ
た
石
綿
ス
レ
ー
ト
が
輸
入
さ
れ
て
い
る
が
、石
綿
ス
レ
ー
ト
の
国
産
が
開
始
さ
れ

た
の
は
一
九
一
四（
大
正
四
）年（
浅
野
ス
レ
ー
ト
株
式
会
社
、
当
初
は
ハ
チ
ェッ
ク
式
で
は
な
か
っ
た
）、
高
圧
用
石

綿
管
を
製
造
す
る
日
本
エ
タ
ニッ
ト
パ
イ
プ
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
た
の
が
一
九
三
一（
昭
和
六
）年
の
こ
と
で
あ

る＊

。
石
綿
ジ
ョ
イ
ン
ト
シ
ー
ト
製
造
も
一
九
三
〇（
昭
和
五
）年
に
始
ま
って
い
る
。

以
降
、ま
さ
に「
富
国
強
兵
・
殖
産
興
業
」の
波
に
乗
って
、軍
備
や
産
業
施
設
の
拡
張
、各
種
車
両
の
増
加
、建

設
需
要
や
水
道
整
備
等
々
に
応
じ
て
、石
綿
製
品
の
生
産
も
用
途
も
拡
大
し
て
いっ
た
。
そ
の
結
果
、石
綿
製
品

の
輸
入
を
駆
逐
し
た
と
豪
語
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、海
外
輸
出
に
も
積
極
的
だ
っ
た
。一
方
、原
料

石
綿
は
輸
入
に
依
存
し
て
い
た
が
、北
海
道
で
ク
リ
ソ
タ
イ
ル
鉱
床
が
発
見
さ
れ
、多
く
は
な
い
も
の
の
産
出
さ
れ

る
よ
う
に
も
な
っ
た（
別
掲
写
真
は
富
良
野
産
の
原
石
）。
戦
前
の
輸
入
量
の
ピ
ー
ク
は
、一
九
三
九
年
の
四
万
四
千

ト
ン
強
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
り
、「
輸
入
の
杜
絶
に
よ
る
既
存
品
の
繰
延
使
用
と
内
地
石
綿
の
積
極
的

開
発
、外
地
石
綿
の
移
入
並
び
に
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
の
消
費
統
制
の
強
化
及
び
石
綿
代
用
繊
維
事
業
の
拡
充

等
」
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
態
に
な
っ
た（
後
述
の
石
綿
協
会
の
機
関
紙『
石
綿
』創
刊
号＊

＊

）。
物

資
統
制
令
に
基
づ
く
石
綿
配
給
統
制
規
則
が
施
行
さ
れ
、
大
日
本
石
綿
統
制
株
式
会
社
に
よ
る
配
給
制
の
も

と
で
、海
軍
省
、鉄
道
省
、航
空
会
社
等
の
言
わ
ば
下
請
け
工
場
と
化
し
た
わ
け
で
あ
る
。
石
綿
は
軍
に
押
さ
え

ら
れ
、質
の
よ
い
も
の
は
海
軍
が
持
って
い
た
と
言
わ
れ
る
。

途
絶
し
た
輸
入
の
穴
を
埋
め
る
た
め
に
、全
国
各
地
及
び
韓
国
、中
国
、台
湾
等
で
も
石
綿
鉱
床
の
開
発
が
行

わ
れ
た
。
し
か
し
、国
内
の
石
綿
鉱
山
は
量
質
と
も
に
劣
り
、採
掘
の
採
算
性
が
悪
い
た
め
、戦
後
間
も
な
く
ほ

＊ 林卯之助「石綿高圧管  回顧と将来」『石綿』No.10,11（1947
年）

＊＊  『石綿』創刊号（1946年5月10日）―次頁図



と
ん
ど
が
閉
鎖
さ
れ
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
急
成
長

敗
戦
後
も
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）に
よ
る
占
領
下
、（
旧
）
軍
に
代
わ
って
商
工
省
に

よ
る
、
ま
た
臨
時
物
資
需
給
調
整
法
に
基
づ
く
指
定
生
産
資
材
と
し
て
、石
綿
の
配
給
統
制
が
続
い
た
。
石
綿

業
界
は
軍
需
産
業
で
あ
っ
た
の
で
、
機
械
没
収
や
工
場
閉
鎖
等
さ
れ
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
が
、
食
料
増
産
が
至
上

命
令
と
さ
れ
る
な
か
、
肥
料（
硫
安
）製
造
に
不
可
欠
な
電
解
隔
膜
用
石
綿
布
の
生
産
が
急
務
と
い
う
こ
と
で
、

一
転
し
て
平
和
産
業

に
衣
更
え
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た＊

。
旧
軍
保
有

（
隠
匿
）
石
綿
の
配
分

だ
け
で
は
需
要
を
ま

か
な
い
き
れ
ず
、
廃
石

綿
の
回
収
や
代
用
石

綿
の
開
発
な
ど
も
行

わ
れ
て
い
る＊

＊

。

一
九
四
六
年
四
月

に
、
石
綿
製
品
業
者
、

石
綿
セ
メ
ン
ト
製
品
業

日本石綿協会機関紙『石綿』創刊号

＊ 「石綿製品業界の回顧と将来」『石綿』No.9（1947年）
＊＊  「石綿30年回顧座談会」『せきめん』No.389（1978年）
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21  アスベスト問題の過去と現在

者
、石
綿
開
発
業
者
、石
綿
貿
易
業
者
と
そ
れ
ら
の
共
同
団
体
に
よ
る
日
本
石
綿
協
会（
石
綿
協
会
）が
設
立
さ

れ
た（
一
九
四
七
年
六
月
末
の
会
員
名
簿
に
は
、一
四
三
社
・
事
業
所
と
日
本
鉱
物
繊
維
製
品
工
業
協
同
組
合
、

石
綿
鉱
山
協
議
会
の
名
が
連
ね
ら
れ
て
い
る＊

）。
復
興
計
画
や
内
務
省
の
火
災
予
防
新
対
策
に
対
応
し
て
石
綿

及
び
石
綿
セ
メ
ン
ト
製
品
の
用
途
拡
張
並
び
に
効
用
宣
伝
、
払
拭
し
て
き
た
石
綿
の
輸
入
促
進（
懇
請
）等
が
設

立
当
初
の
主
要
課
題
だ
っ
た
。

一
九
四
九
年
に
戦
後
初
の
石
綿
が
横
浜
港
に
入
荷
し＊

＊
、
翌
年
以
降
本
格
的
に
輸
入
が
再
開
さ
れ
て
供
給
の
足

枷
が
緩
和
さ
れ
る
の
と
同
時
に
、一
九
五
〇
年
の
朝
鮮
戦
争
勃
発
に
伴
う
特
需
（
保
温
材
、パッ
キ
ン
や
ト
ラ
ッ
ク

用
の
ブ
レ
ー
キ
ラ
イ
ニ
ン
グ
、ク
ラ
ッ
チ
等
）を
は
じ
め
需
要
も
急
速
に
拡
大
し
た
。
国
鉄
の
Ｓ
Ｌ
機
関
車
向
け
ジ
ョ

イ
ン
ト
シ
ー
ト
や
布
・
糸
、防
熱
布
団
等
の
需
要
が
あ
っ
た
り
、一
九
五
〇
年
九
月
に
関
西
を
襲
っ
た
ジェ
ー
ン
台
風

は
石
綿
ス
レ
ー
ト
の
在
庫
を
一
掃
し
て
、ス
レ
ー
ト
業
界
に
と
って
の
神
風
と
言
わ
れ＊

＊
＊た（

そ
の
後
品
質
も
向
上
し

て
、台
風
が
来
る
と
需
要
が
増
え
る
と
い
う
現
象
は
少
な
く
な
っ
た
と
い
う
）。

一
九
五
四
年
一
二
月
の
石
綿
協
会
機
関
紙
『
石
綿
』
紙
上
に
は
、
早
く
も
「
造
船
ブ
ー
ム
に
期
待
す
る
石
綿
業

界―

造
船
は
石
綿
製
品
の
最
大
の
需
要＊

＊
＊
＊家

」、翌
年
一
一
月
に
は「
造
船
・
自
動
車
を
中
心
に
し
て
上
げ
歩
調―

原
料
不
足
で
価
格
も
上
昇
？
」、「
新
製
品
の
台
頭
目
立
つ―
石
綿
ス
レ
ー
ト
上
半
期
実
績
」
等
の
記
事
が
み
ら

れ＊
＊
＊
＊
＊

る
。
電
力
業
界
も
大
口
需
要
者
で
あ
っ
た
し
、各
種
産
業
等
に
よ
る
需
要
が
、多
様
化
、大
型
化
も
伴
い
な
が

ら
、拡
大
し
て
いっ
た
。

ビ
ル
建
設
、住
宅
建
設
の
大
幅
な
伸
長
と
、防
火
・
耐
火
規
制
の
強
化
も
、各
種
石
綿
含
有
建
材
の
需
要
を
拡

大
し
た
。
一
九
五
五
年
石
綿
含
有
吹
き
付
け
材
、一
九
五
七
年
パ
ー
ラ
イ
ト
板
、一
九
六
一
年
石
綿
含
有
屋
根
材

（
化
粧
ス
レ
ー
ト
）、一
九
六
七
年
窯
業
系
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
、一
九
七
〇
年
押
出
成
形
セ
メ
ン
ト
板
、
等
新
た
な
建

材
の
製
造
も
始
ま
って
い
る
。
一
九
五
〇
年
に
建
築
基
準
法
が
制
定
さ
れ
た
時
点
で
は
、
石
綿
含
有
建
材
は
例

＊ 『石綿』No.14（1947年）
＊＊  「待望の石綿到着す」『石綿』No.36（1949年）
＊＊＊  「石綿30年回顧座談会」『せきめん』No.389（1978年）
＊＊＊＊  『石綿』No.107（1954年）
＊＊＊＊＊  『石綿』No.118（1955年）



示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
が
、品
質
・
性
能
の
改
善
、新
製
品
開
発
と
並
行
し
た
業
界
の
精
力
的
な
働
き
か
け

の
結
果
、国
が
防
火
・
耐
火
材
等
と
し
て
公
認
し
、そ
の
普
及
を
促
進
し
て
いっ
た
と
い
う
経
過
が
あ
る
。

石
綿
の
輸
入
は
、と
り
わ
け
一
九
六
二
年
に
自
由
化
さ
れ
て
以
来
、ま
さ
に
経
済
成
長
と
歩
を
合
わ
せ
て
急
激

に
増
加
し
、一
九
七
四
年
に
三
五
万
ト
ン
超
で
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
間
は
、品
種
別
の

協
会
、工
業
会
が
そ
ろ
い
、活
躍
し
た
時
代
と
も
言
わ
れ
る＊

。

1958年12月21日付け朝日新聞の記事
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23  アスベスト問題の過去と現在

＊ （保険院社会保険局）健康保険相談所資料第4輯『アスベスト工場における石綿肺の発生状況に
関する調査研究』、瀬良好澄「大阪の石綿肺」『大阪の労働衛生史』、『日本産業衛生学会近畿
地方会の歴史』

＊＊ 日本産業衛生協会許容濃度等に関する委員会「許容濃度の勧告」『産業医学』7: 374-376
（1965年）、日本産業衛生学会「石綿問題に関する見解」（2006年） http://www.sanei.or.jp/
topics/topic_ishiwata.html

３ 
石
綿
肺
か
ら
発
が
ん
性
、公
害
問
題
も

石
綿
肺
予
防
の
粉
じ
ん
対
策

一
九
三
四
年
に
出
版
さ
れ
た
杉
山
旭『
石
綿
』は
、「
石
綿
工
場
の
衛
生
」と
い
う
項
目
を
た
て
て
、「
工
場
内
の

塵
芥
の
程
度
は
、
筆
者
の
見
た
る
範
囲
に
於
い
て
は
実
に
甚
だ
し
い
も
の
」で
あ
り
、
紡
績
工
場
と
比
べ
て「
未
だ

余
り
重
大
視
さ
れ
な
い
石
綿
工
場
は
、衛
生
設
備
尚
不
完
全
で
あ
り
、従
って
不
健
康
者
を
出
し
て
い
る
様
で
あ

る
」と
記
し
て
い
る
。
石
綿
肺
は
、
戦
前
か
ら
そ
の
危
険
性
が
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、一
九
三
七
〜
四
〇
年
に

内
務
省
保
険
院
社
会
保
険
局
の
医
師
ら
に
よ
って
、
大
阪
・
泉
南
地
域
を
中
心
と
す
る
石
綿
工
場
等
一
九
工
場

千
余
名
を
対
象
に
実
施
さ
れ
た
衛
生
学
的
調
査
で
は
、石
綿
肺
罹
患
率
が
実
に
一
二
％
に
も
及
ん
だ
と
報
告
さ

れ
て
い
る＊

。

し
か
し
、戦
後
一
九
五
五
年
に
成
立
し
た
珪
肺
法
で
は
石
綿
肺
は
対
象
と
さ
れ
ず
、一
九
六
〇
年
の
じ
ん
肺
法

に
よ
って
、
初
め
て
労
働
現
場
の
石
綿
粉
じ
ん
対
策
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。一
九
五
八
年
に
は
、
労
働
省
労

働
衛
生
試
験
研
究
と
し
て「
石
綿
肺
の
診
断
基
準
に
関
す
る
研
究
」報
告
書
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
、一
九
六
二
年

に
は
、日
本
産
業
衛
生
協
会
が
許
容
濃
度
等
委
員
会
粉
じ
ん
班
を
組
織
し
、一
九
六
五
年
に
、石
綿
を
含
む
第
一

種
粉
じ
ん
の
許
容
濃
度
を
二
㎎
／m3
（
三
三
繊
維
／㏄
相
当
と
さ
れ
る
）と
勧
告
し
て
い
る＊

＊

。



一
九
七
一
年
に
制
定
さ
れ
た
特
定
化
学
物
質
等
障
害
予
防
規
則（
特
化
則
）で
も
石
綿
が
対
象
と
さ
れ
、そ
の

前
後
に
石
綿
取
扱
事
業
場
の
総
点
検
・
監
督
指
導
が
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、指
導
の
重
点
は
、マ
ス
ク
の
着
用
、局

所
排
気
装
置
の
設
置
等
で
あ
っ
た
。
同
装
置
の
性
能
要
件
と
し
て
、フ
ー
ド
外
側
に
お
け
る
石
綿
粉
じ
ん
濃
度

が
、二
㎎
／m3

を
超
え
な
い
こ
と
と
さ
れ
、こ
れ
を
抑
制
濃
度
と
呼
ん
だ
。

特
化
則
制
定
に
先
だ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
労
働
省
の
労
働
環
境
技
術
基
準
委
員
会
報
告
書
で
は
、「
抑
制

濃
度
の
値
と
し
て
は
、
当
面
、
社
団
法
人
日
本
産
業
衛
生
学
会
が
勧
告
す
る
許
容
濃
度
の
値
を
、こ
れ
に
定
め

て
い
な
い
も
の
に
つい
て
は
、
米
国
労
働
衛
生
専
門
官
会
議
（
Ａ
Ｃ
Ｇ
Ｉ
Ｈ
）
等
で
定
め
る
値
を
、
そ
れ
ぞ
れ
利
用

す
る
こ
と
が
適
当
」（
こ
の
考
え
方
は
現
在
も
維
持
さ
れ
て
い
る
）と
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、Ａ
Ｃ
Ｇ
Ｉ
Ｈ
は
、同
じ

一
九
七
一
年
に
石
綿
の
許
容
曝
露
限
界
値
と
し
て
五
繊
維
／㏄
を
採
択
し
、さ
ら
に
二
繊
維
／㏄
と
い
う
緊
急
提

案
も
行
って
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
す
で
に
一
九
六
九
年
に
、石
綿
肺
発
症
の
リ
ス
ク
を
一
％
以
下
に
す
る
環
境
基

準
濃
度
と
し
て
、二
繊
維
／㏄（
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
は
〇
・
二
繊
維
／㏄
）と
定
め
ら
れ
、こ
れ
が
各
国
で
採
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
って
い
た
の
で
あ
る＊

。

残
念
な
が
ら
、石
綿
肺
を
含
め
た
じ
ん
肺
は
、
今
も
な
お
毎
年
千
件
を
超
え
る
新
規
労
災
認
定
が
あ
る
と
い

う
状
況
で
あ
り
、減
少
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
判
断
し
て
も
、わ
が
国
の
じ
ん
肺
対
策
の
内
容
・
執

行
の
実
効
性
に
は
問
題
が
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

発
が
ん
性
・
公
害
に
関
す
る
報
道

一
九
七
〇
年
に
、「
シ
ョッ
キ
ン
グ
な
報
道
が
三
つ
続
い
た
。
最
初
は
、
堺
市
長
曽
根
町
、
国
立
療
養
所
近
畿
中

央
病
院
の
瀬
良
好
澄
院
長
が
、大
阪
府
泉
佐
野
、泉
南
両
市
の
石
綿
紡
績
、紡
織
工
場
で
、最
近
一
一
年
間
に
八

＊ 森永謙二他「アスベストによる健康障害の予防対策」『公衆衛生』52巻6号（1988年）

3  石綿肺から発がん性、公害問題も   24
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人
の
肺
が
ん
患
者
が
出

て
、
六
人
が
死
ん
だ
事
実

を
発
表
し
た
こ
と
だ
。
…

こ
れ
を
追
い
か
け
る
よ
う

に
、都
衛
生
研
究
所
公
害

衛
生
第
一
研
究
室
の
溝

口
勲
主
任
研
究
員
が
、
東

京
・
本
郷
三
丁
目
の
大
気

中
か
ら
、
微
量
だ
が
石
綿

を
検
出
し
た
。
同
時
に
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
環
境
保

護
局
が
、き
び
し
い『
大
気

汚
染
規
制
条
例
案
』を
議

会
に
提
出
、
こ
の
条
例
で

石
綿
の
吹
き
付
け
を
禁
止
す
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
」（
同
年
一
二
月
一
一
日
付
け
朝
日
新
聞
、別
掲
）。
こ
の
記

事
は
、石
綿
肺
だ
け
で
な
く
肺
が
ん
、中
皮
腫
の
研
究
の
歴
史
を
簡
潔
に
紹
介
し
て
、「
一
九
五
〇
年
代
に
は
、疫

学
的
に
も
石
綿
が
肺
が
ん
を
起
す
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
き
た
」、「
一
九
六
二
〜
六
七
年
に
か
け
て
各
国
で
、
ネ

ズ
ミ
や
ニ
ワ
ト
リ
を
使
って
、石
綿
で
が
ん
を
起
す
こ
と
に
成
功
、発
が
ん
物
質
で
あ
る
こ
と
が
確
定
し
た
」こ
と
、

ま
た
各
国
で
、
鉱
山
や
工
場
だ
け
で
な
く
「
問
題
は
一
般
の
住
民
に
ま
で
広
が
って
き
た
」
状
況
も
報
道
し
て
い

る
。一
九
七
二
年
一
〇
月
五
日
に
は
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
で「
あ
す
への
記
録
〜
ア
ス
ベス
ト
追
跡
・
肺
を
冒
す
粉
塵
」

1970年12月11日付け朝日新聞の記事



が
放
映
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
マ
ス
コ
ミ
報
道
に
対
し
て
、「
行
政
当
局
の
対
策
は
き
わ
め
て
消
極
的
」（
一
九
七
一
年
二
月
一
日
付

け
日
本
経
済
新
聞
、同
じ
記
事
で
、「
も
は
や
石
綿
が
発
ガ
ン
物
質
で
あ
る
こ
と
は
、
疫
学
的
に
疑
う
余
地
が
な

く
な
っ
た
」
と
い
う
、
米
マ
ウ
ン
ト
サ
イ
ナ
イ
医
科
大
学
の
鈴
木
康
之
亮
博
士
の
発
言
も
紹
介
し
て
い
る
）、
自
動

車
部
品
各
社
や
摩
擦
材
協
会
が「
ア
ス
ベス
ト
公
害
防
止
対
策
に
動
く
」（
一
九
七
二
年
九
月
二
九
日
付
け
日
本

経
済
新
聞
）一
方
で
、『
石
綿
』紙
は「
石
綿
粉
じ
ん
は
大
気
汚
染
の
決
定
的
因
子
で
は
な
い
」（
一
九
七
二
年
一
二

月
）と
い
う
記
事
を
掲
載
し
た
り
し
て
い
る
。

国
際
的
知
見
の
日
本
へ
の
紹
介
・
反
映

こ
こ
で
紹
介
さ
れ
た
よ
う
な
科
学
的
知
見
は
、ワ
グ
ナ
ー
ら
が
南
ア
フ
リ
カ
の
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
鉱
山
の
労
働

者
だ
け
で
な
く
付
近
の
居
住
者
等
の
多
数
の
中
皮
腫
発
症
例＊

を
発
表
し
た
一
九
五
九
年
の
国
際
じ
ん
肺
会
議＊

＊

（
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
）、一
九
六
四
年
の
ニュ
ー
ヨ
ー
ク
科
学
ア
カ
デ
ミ＊

＊
＊ー

「
石
綿
の
生
物
学
的
影
響
」、
国
際
対
が
ん

連
合（
Ｕ
Ｉ
Ｃ＊

＊
＊
＊Ｃ

）「
石
綿
と
が
ん
」に
関
す
る
国
際
会
議
、一
九
七
二
年
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の「
職
業
が
ん
に
関
す
る
専
門

家
会
議
」、国
際
が
ん
研
究
機
関（
Ｉ
Ａ
Ｒ
Ｃ
）「
石
綿
の
生
物
学
的
影
響
」に
関
す
る
研
究
会
議（
リ
ヨ
ン
、別
掲

図
）、Ｉ
Ａ
Ｒ
Ｃ
「
人
に
対
す
る
化
学
物
質
の
発
が
ん
リ
ス
ク
の
評
価
に
関
す
る
研
究
グ
ル
ー
プ
報
告
、一
九
七
三

年
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ「
石
綿
の
安
全
使
用
に
関
す
る
専
門
家
会
議
」、一
九
七
四
年
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ「
職
業
が
ん
条
約
」な
ど
の

国
際
的
な
場
で
も
確
認
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ

＊
＊
＊
＊
＊る

。

日
本
の
行
政
文
書
で
は
、労
働
省
の
一
九
七
一
年
一
月
五
日
付
け
基
発
第
一
号「
石
綿
取
扱
い
事
業
場
の
環
境

改
善
等
に
つい
て
」が
、「
最
近
、石
綿
粉
じ
ん
を
多
量
に
吸
入
す
る
と
き
は
、石
綿
肺
を
起
こ
す
ほ
か
、肺
が
ん
を

＊ Wagner J et al, Diffuse pleural mesothelioma and asbestos exposure in the north 
western Cape province, British J Ind Med, 1960; 17: 260-71

＊＊ Pneumoconiosis Conference, 1959, Johannesburg, South Africa
＊＊＊ New York Academy of Sciences
＊＊＊＊ Union Internationale Contre le Cancer
＊＊＊＊＊ 森永謙二ら「アスベストによる健康障害」『住友産業衛生』第19号（1983年）、労働省化

学物質調査課「石綿管理に関するわが国の法規制とILOの動き」『産業医学ジャーナル』9巻2号
（1986年）

3  石綿肺から発がん性、公害問題も   26



27  アスベスト問題の過去と現在

発
生
す
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、

ま
た
、
特
殊
な
石
綿
に
よ
っ
て
胸
膜
な
ど

に
中
皮
腫
と
い
う
悪
性
腫
瘍
が
発
生
す

る
と
の
説
も
生
ま
れ
て
き
た
」と
記
述
し

て
い
る
。

ま
た
、「
昭
和
四
七
年
度
環
境
庁
公

害
委
託
研
究
費
に
よ
る
ア
ス
ベ
ス
ト
の
生

態
影
響
に
関
す
る
研
究
報
告
」（
労
働

省
労
働
衛
生
研
究
所
・
坂
部
弘
之
）は
、

前
出
の
Ｉ
Ａ
Ｒ
Ｃ
リ
ヨ
ン
研
究
会
議
の
レ

ビ
ュ
ー
に
沿
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
だ
っ

1972年のIARCリヨン会議のプレスリリース

た
。
同
じ
く
環
境
庁
の
一
九
七
二
年
度
委
託
研
究「
人マ

マ

肺
の
病
理
組
織
学
的
研
究
」で
は
、国
内
で
の
調
査
研
究

結
果
か
ら
、一
般
環
境
で
も
石
綿
汚
染
が
あ
る
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。一
九
七
九
年
度
に
は「
大
気
中
発

が
ん
物
質
の
レ
ビュ
ー（
石
綿
）」が
ま
と
め
ら
れ
、
出
版
さ
れ
て
い
る（
日
本
科
学
技
術
情
報
セ
ン
タ
ー
）。
こ
の
報

告
書
で
は
、近
隣
汚
染
や
非
職
業
的
家
庭
内
曝
露
か
ら
も
中
皮
腫
が
出
現
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
か

ら
、わ
が
国
の
現
状
把
握
の
た
め
の
組
織
的
な
活
動
を
直
ち
に
開
始
す
る
こ
と
、一
般
大
気
中
への
石
綿
放
出
の

防
止
、と
く
に
石
綿
鉱
山
、粉
砕
所
、造
船
所
、石
綿
加
工
工
場
の
近
隣
地
区
の
大
気
汚
染
防
止
対
策
に
向
か
っ

て
具
体
的
行
動
を
と
る
こ
と
な
ど
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、一
九
七
二
年
に
、労
働
基
準
法
か
ら
分
離
・
独
立
し
て
労
働
安
全
衛
生
法
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、特
化
則
も
再
制
定
さ
れ
、石
綿
関
連
規
定
も
若
干
強
化
さ
れ
た
も
の
の
、そ
の
内
容
は
石
綿
肺
予
防
対
策
の



枠
内
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。

一
九
七
三
年
に
は
、
石
綿
配
合
作
業
に
従
事
し
た
労
働
者
に
発
生
し
た
肺
が
ん
が
労
災
認
定
さ
れ
て
い
る＊

（
わ
が
国
に
お
け
る
石
綿
肺
が
ん
労
災
認
定
第
一
号
。
初
め
て
の
石
綿
肺
労
災
認
定
は
一
九
五
四
年
、中
皮
腫
は

一
九
七
八
年
で
あ
る
と
い
う
）。
こ
れ
よ
り
後
の
事
例
に
な
る
が
、一
九
七
五
年
七
月
五
日
付
け
基
収
第
二
三
〇
二

号「
石
綿
肺
が
ん
に
よ
る
死
亡
労
働
者
の
業
務
上
外
の
認
定
例（
一
件
業
務
上
、一
件
業
務
外
）」に
よ
る
と
、「
石

綿
粉
じ
ん
と
肺
が
ん
と
の
関
連
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
」、「
ば
く
露
開
始
か
ら
発
症
ま
で
の
期
間
に
つい
て
は

…
一
〇
年
が
当
面
の
認
定
基
準
上
の
目
安
と
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
」、「
喫
煙
は
石
綿
肺
が
ん
の
労
災
認
定
上

業
務
外
と
す
る
要
素
と
は
取
り
扱
う
べ
き
で
な
い
」等
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一
九
七
三
年
七
月
一
一
日
付
け
基
発
第
四
〇
七
号
「
特
定
化
学
物
質
等
障
害
予
防
規
則
に
係
る
有
害
物
質

（
石
綿
及
び
コ
ー
ル
タ
ー
ル
）の
作
業
環
境
中
の
濃
度
に
つい
て
」
で
は
、「
最
近
、石
綿
が
肺
が
ん
及
び
中
皮
腫
等

の
悪
性
新
生
物
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
等
に
よ
り
、
各
国
の
規
制
に
お
い
て
も
気
中
石
綿

粉
じ
ん
濃
度
を
抑
止
す
る
措
置
が
強
化
さ
れ
つつ
あ
る
」と
し
て
、当
面
、石
綿
粉
じ
ん
の
抑
制
濃
度
を
五
繊
維

／㏄
と
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

一
方
、日
本
産
業
衛
生
学
会
は
一
九
七
四
年
に
な
って
、
他
の
粉
じ
ん
か
ら
石
綿
を
独
立
さ
せ
、ク
ロ
シ
ド
ラ
イ

ト
以
外
の
石
綿
の
許
容
濃
度
に
つい
て
は
、イ
ギ
リ
ス
の
考
え
方（
石
綿
肺
抑
制
の
観
点
）に
沿
って
二
繊
維
／㏄
、

「
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
の
許
容
濃
度
に
つい
て
は
、こ
れ
ら
の
濃
度
を
は
る
か
に
下
回
る
必
要
が
あ
る
」
と
改
訂
す
る

勧
告
を
行
っ
た
。「
石
綿
粉
じ
ん
の
許
容
濃
度
の
改
訂
勧
告
」理
由
に
は
、国
際
的
に「
石
綿
肺
の
み
で
な
く
肺
及

び
消
化
器
の
ガ
ン
及
び
中
皮
腫
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
」に
な
っ
た
一
方
で
、「
現
行（
一
九
六
五
年
）許
容
濃
度
」は

外
国
に
比
べ「
き
わ
め
て
高
い
」こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る＊

＊

。
な
お
、一
九
八
一
年
の
再
改
訂
に
よ
り
、ク
ロ
シ
ド
ラ
イ

ト
の
許
容
濃
度
は
〇
・
二
繊
維
／㏄
と
さ
れ＊

＊
＊た

。

＊ 厚生労働省「アスベスト問題に関する厚生労働省の過去の対応の検証」（2005年） http://
www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/topics/dl/050826-3a.pdf

＊＊ 日本産業衛生学会粉じん許容濃度検討班「石綿粉じんの許容濃度の改訂勧告」『産業医学』
15: 289-294（1973年）

＊＊＊ 日本産業衛生学会許容濃度等委員会粉じん班「粉じん―提案理由」『産業医学』22: 436-439
（1980年）、日本産業衛生学会「石綿問題に関する見解」（2006年） http://www.sanei.or.jp/
topics/topic_ishiwata.html
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発
が
ん
物
質
と
し
て
の
労
働
対
策

一
九
七
五
年
の
特
化
則
改
正
に
よ
り
、石
綿
は
ヒ
ト
に
対
す
る
発
が
ん
性
が
明
ら
か
に
な
っ
た
特
別
管
理
物
質

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、が
ん
予
防
の
観
点
か
ら
の
曝
露
防
止
対
策
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
主
な
内
容

は
、吹
き
付
け
作
業
の
原
則
禁
止
、記
録
の
保
存
期
間
の
延
長（
三
〇
年
間
）、特
殊
健
康
診
断
の
実
施
等
で
あ

る
。
た
だ
し
、規
制
対
象
は
、石
綿
及
び
石
綿
を
五
％
を
超
え
て
含
有
す
る
製
品
等
で
あ
っ
た（
後
に
、一
九
九
五

年
に
一
％
超
含
有
、二
〇
〇
六
年
〇
・一
％
超
含
有
へ
と
拡
大
さ
れ
る
）。

合
わ
せ
て
、局
所
排
気
装
置
の
性
能
要
件
を
定
め
る
告
示
が
改
正
さ
れ
、抑
制
濃
度
を
五
繊
維
／㏄
と
し
て
、

行
政
指
導
が
法
令
レ
ベ
ル
に
格
上
げ
さ
れ
た
。
同
時
に
、
新
た
な
行
政
指
導―

一
九
七
六
年
五
月
二
二
日
付
け

基
発
第
四
〇
八
号「
石
綿
粉
じ
ん
に
よ
る
健
康
障
害
予
防
対
策
の
推
進
に
つい
て＊

」で
、日
本
産
業
衛
生
学
会
の

一
九
七
四
年
許
容
濃
度
を
踏
ま
え
て
、二
繊
維
／㏄（
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
は
〇
・
二
繊
維
／㏄
）
以
下
を
目
途
と
し

て
指
導
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る（
既
述
の
と
お
り
、二
繊
維
／㏄
は
石
綿
肺
抑
制
の
観
点
か
ら
導
き
出
さ
れ

た
基
準
で
あ
り
、
発
が
ん
抑
制
の
観
点
に
立
っ
た
基
準
へ
の
転
換
は
、
わ
が
国
で
は
二
〇
〇
五
年
ま
で
待
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
）。

抑
制
濃
度
に
関
し
て
は
が
ん
抑
制
の
観
点
を
貫
け
な
か
っ
た
も
の
の
、同
通
達
に
は
、
代
替
化
の
促
進
（
ク
ロ
シ

ド
ラ
イ
ト
は
優
先
的
に
代
替
措
置
）、汚
染
し
た
作
業
衣
の
家
庭
持
ち
込
み
に
よ
る
家
族
曝
露
の
防
止
、自
動
車

の
ブ
レ
ー
キ
修
理
業
務
関
係
者
に
対
す
る
指
導（
一
九
七
八
年
九
月
二
八
日
付
け
基
発
第
五
四
三
号
「
自
動
車
の

ブ
レ
ー
キ
ド
ラ
ム
等
か
ら
の
た
い
積
物
除
去
作
業
に
つい
て＊

＊

」も
示
さ
れ
て
い
る
）等
が
盛
り
込
ま
れ
、ま
た
、前
出

の「
昭
和
四
七
年
度
環
境
庁
公
害
委
託
研
究
報
告
」の
一
部
が
参
考
資
料
と
し
て
添
付
さ
れ
、そ
の
中
に
は
、中

＊ http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-28/hor1-28-17-1-0.htm
＊＊ http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-28/hor1-28-31-1-0.htm
次頁＊ 労働省労働基準局補償課編著『改正労働基準法施行規則第35条の解説―職業病の範囲

と分類』（1978年）



皮
腫
患
者
に
は
石
綿
作
業
従
事
者
の
身
内
親
戚
者
や
工
場
近
隣
居
住
者
も
存
在
す
る
報
告
し
た
イ
ギ
リ
ス
の

ニュー
ハ
ウ
ス
の
一
九
六
五
年
の
論
文
の
内
容
等
も
含
ま
れ
て
い
た
。

一
方
、労
働
省
は
一
九
七
六
年
以
来
、「
業
務
上
疾
病
の
範
囲
等
に
関
す
る
検
討
委
員
会
」を
設
置
し
て
検
討

を
進
め
、一
九
七
八
年
に
、職
業
病
リ
ス
ト

（
労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
別
表
第
一

の
二（
第
三
五
条
関
係
））を
改
正
し
た＊

。

こ
れ
に
よ
って
、
第
七
号
の
七
「
石
綿
に
さ

ら
さ
れ
る
業
務
に
よ
る
肺
が
ん
又
は
中

皮
腫
」
と
い
う
例
示
が
新
設
さ
れ
、
労
災

認
定
基
準
（
同
年
一
〇
月
二
三
日
付
け

基
発
第
五
八
四
号
「
石
綿
ば
く
露
作
業

従
事
労
働
者
に
発
生
し
た
疾
病
の
業
務

上
外
の
認
定
に
つ
い
て
」
）
も
策
定
さ
れ

た
。一
九
七
七
年
度
以
前
の
累
計
労
災
認

定
件
数
は
、
肺
が
ん
が
一
〇
件
で
、
中
皮

腫
は
一
九
七
八
年
度
に
最
初
の
労
災
認

定
事
例
が
出
て
い
る（
石
綿
肺
は
、第
五
号

「
じ
ん
肺
又
は
そ
の
合
併
症
」
に
含
ま
れ

る
）。同
年
、労
働
省
労
働
基
準
局
編『
石

綿
に
よ
る
健
康
障
害
の
評
価
』（
労
働
法

1976年の労働省通達で示された資料のひとつ

注  労働の場における石綿ばく露歴のある者に発生した肺がん等の悪性腫瘍に

ついて現在までに把握された事例である（※、※※以外は肺がん）
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例
実
務
セ
ン
タ
ー
）が
発
行
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、一
九
七
七
年
か
ら
作
業
場
の
気
中
有
害
物
質
の
濃
度
管
理
基
準
に
関
す
る
検
討
が
進
め
ら
れ
、
わ
が

国
独
特
の
管
理
濃
度
に
よ
る
規
制
を
導
入
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
、一
九
八
四
年
に「
作
業
環
境
の
評
価
に
基
づ
く

作
業
管
理
要
領
」（
一
九
八
四
年
二
月
一
三
日
付
け
基
発
第
六
九
号
）が
示
さ
れ
た
が
、石
綿
の
管
理
濃
度
は
、抑

制
濃
度
時
代
の
行
政
指
導
と
同
じ
く
、二
繊
維
／㏄
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

一
般
住
民
・
環
境
対
策
は
動
か
ず

な
お
、一
九
七
二
年
六
月
七
日
の
衆
議
院
科
学
技
術
振
興
対
策
特
別
委
員
会
で
、
労
働
者
に
が
ん
が
多
発
し

て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
石
綿
製
造
工
場
周
辺
住
民
対
策
が
問
わ
れ
、
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
長
が
、「
過
去
の

そ
の
よ
う
な
工
場
が
地
域
社
会
に
粉
じ
ん
を
ま
き
散
ら
し
た
と
い
う
よ
う
な
状
態
は
か
な
り
改
善
さ
れ
て
い

る
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
問
題
が
そ
う
い
う
よ
う
に
発
展
す
る
可
能
性
は
防
が
れ
て
い
る
と
は
思
い
ま
す

が
、
あ
れ
ば
一
般
住
民
の
健
診
に
つい
て
は
わ
れ
わ
れ
の
ほ
う
で
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
」
等
と
答
弁
し
て
い
る＊

。

し
か
し
、厚
生
省
が
実
態
の
把
握
な
り
、監
視
に
向
け
た
検
討
等
を
行
っ
た
形
跡
は
な
い
。

環
境
庁
で
は
、一
九
七
五
年
度
か
ら
一
般
環
境
中
の
石
綿
測
定
法
の
検
討
を
開
始
し
、「
昭
和
五
〇
年
度
環

境
庁
委
託
研
究
環
境
中
に
浮
遊
す
る
ア
ス
ベ
ス
ト
粉
塵
の
測
定
方
法
に
関
す
る
委
託
研
究
報
告
書
」（
労
働
科

学
研
究
所
・
木
村
菊
二
）が
ま
と
め
ら
れ
、こ
れ
に
基
づ
い
て
一
九
七
七
〜
七
八
年
度
に
、石
綿
含
有
製
品
製
造
工

場
の
排
出
口
及
び
敷
地
境
界
で
の
濃
度
測
定
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
を
受
け
一
九
七
八
年
末
に（
第
一
次
）「
ア
ス

ベス
ト
発
生
源
対
策
検
討
会｣

を
設
置
、一
九
八
〇
年
に
報
告
書
が
ま
と
め
ら
れ
、石
綿
発
生
源
と
し
て
石
綿
製

品
製
造
工
場
、自
動
車
の
ブ
レ
ー
キ
ラ
イ
ニ
ン
グ
の
摩
耗
、建
築
・
解
体
作
業
等
が
あ
げ
ら
れ
た
が
、得
ら
れ
た
情

＊ 厚生労働省「アスベスト問題に関する厚生労働省の過去の対応の検証」（2005年） http://
www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/topics/dl/050826-3a.pdf



報
の
整
理
に
と
ど
ま
り
、具
体
的
な
対
策
を
打
ち
出
す
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

一
九
七
六
年
末
に
行
田
労
働
基
準
監
督
署
が
実
施
し
た
曙
ブ
レ
ー
キ
羽
生
製
造
所
に
対
す
る
労
働
衛
生
監

督
に
際
し
て
、
下
請
事
業
場
周
辺
住
民
に
肺
が
ん
に
よ
る
死
亡
例
が
あ
る
こ
と
を
把
握
。
同
監
督
署
は
、
行
田

保
健
所
及
び
羽
生
市
役
所
に
協
力
要
請
し
て
肺
が
ん
死
亡
者
の
追
跡
調
査
を
実
施
し
た
。
こ
の
件
は
、埼
玉
労

働
基
準
局
及
び
労
働
省
労
働
基
準
局
長
宛
て
に
も
一
度
な
ら
ず
報
告
さ
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、上
部
機
関

が
腰
を
上
げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た＊

。

石
綿
業
界
の
反
応
、Ａ
Ｉ
Ａ
加
盟

以
上
み
て
き
た
よ
う
な
健
康
・
環
境
問
題（
内
外
で
の
発
が
ん
性
、公
害
の
可
能
性
の
焦
点
化
と
規
制
の
強
化

等
）は
、一
九
七
三
年
秋
か
ら
の
第
一
次
石
油
シ
ョッ
ク
と
重
な
って
、わ
が
国
の
石
綿
業
界
を
直
撃
し
た
。
石
綿
ス

レ
ー
ト
業
界
の
不
況
カ
ル
テ
ル
の
実
施
や
、
石
綿
紡
織
品
業
界
に
お
け
る
中
小
企
業
事
業
転
換
法
に
基
づ
く
事

業
転
換
の
促
進
等
と
いっ
た
事
態
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
、そ
の
よ
う
な
中
で
、一
方
で
、
脱
石
綿（
や
海
外
移
転
）の

道
を
探
る
動
き
が
出
始
め
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
業
界
全
体
と
し
て
規
制
強
化
に
抵
抗
し
て
延
命
を
図
る

動
き
が
活
発
化
し
て
い
く
。

一
九
七
六
年
初
め
に
、日
本
石
綿
製
品
工
業
会
は『
石
綿
あ
れ
こ
れ
』と
い
う
パ
ン
フ
レッ
ト
を
発
行＊

＊

。こ
こ
で
は
、

「
昔
の
ひ
じ
ょ
う
に
悪
い
作
業
環
境
の
時
代
の
も
の
が
現
在
問
題
に
な
っ
て
い
る
…
最
近
の
よ
う
に
管
理
が
行
き

届
い
て
い
れ
ば
、今
後
ほ
と
ん
ど
影
響
は
な
い
と
考
え
て
よ
い
」（
二
〇
〇
五
年
夏
の
ク
ボ
タ
・
シ
ョッ
ク
時
の
業
界
の

主
張
と
全
く
同
じ
で
あ
る
）、「
石
綿
に
よ
る
害
は
公
害
で
は
な
く
、職
業
病
」等
と
主
張
し
て
い
る
。

同
年
八
月
に
は
、日
本
石
綿
紡
織
工
業
会
が
、五
月
に
発
出
さ
れ
た
前
述
の
行
政
通
達「
石
綿
粉
じ
ん
に
よ
る

＊ 厚生労働省「アスベスト問題に関する厚生労働省の過去の対応の検証」（2005年） http://
www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/topics/dl/050826-3a.pdf

 井上浩『労働基準監督官日記』（1979年）、井上浩「監督官労災日記」『安全センター情報』1999
年4月号～2000年3月号

＊＊  『石綿』No.365（1976年）に全文掲載
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健
康
障
害
予
防
対
策
の
推
進
に
つ
い
て
」
の
緩
和
を

求
め
る
陳
情
書
を
労
働
省
に
提
出
し
て
い
る
。
そ
の

な
か
で
は
、「
代
替
措
置
の
促
進
に
つい
て
は
是
非
取

止
め
ら
れ
た
い
」、
抑
制
濃
度
に
つい
て「『
改
正
特
化

則
』
に
て
五
繊
維
／㏄
と
規
制
さ
れ
て
間
も
な
い
の

に
、
そ
の
結
果
も
見
ず
し
て
更
に
二
繊
維
と
す
る
こ

と
を
打
出
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
承
服
で
き
な
い
」

等
と
主
張
し
た＊

。

ま
た
、同
じ
一
九
七
六
年
の
三
月
に
は
、日
本
石
綿

製
品
工
業
会
と
石
綿
ス
レ
ー
ト
協
会
の
二
団
体
が
一

本
化
し
た
か
た
ち
で
、一
九
七
四
年
に
設
立
さ
れ
て
い

た
国
際
石
綿
情
報
会
議（
Ｉ
Ａ
Ｉ
Ｃ
）に
加
盟
し
た
。

「
Ｉ
Ａ
Ｉ
Ｃ
の
発
足
は
、一
九
七
二
年
に
国
際
ガ
ン
研

究
機
構
の
医
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
石
綿
の
発
ガ
ン
性

が
報
告
さ
れ
て
以
降
、石
綿
に
対
し
て
極
端
な
認
識

を
持
た
れ
る
傾
向
が
生
ま
れ
、
石
綿
製
品
へ
の
正
し

い
理
解
が
ゆ
が
め
ら
れ
る
お
そ
れ
が
出
た
た
め
、
世

界
的
な
規
模
の
な
か
で
石
綿
に
関
す
る
情
報
の
交

換
を
行
お
う
と
い
う
趣
旨
に
よ
る
」。「
す
で
に
主
要

一
五
か
国
が
加
盟
し
て
お
り
」「
日
本
は
米
国
、
英

＊ 『石綿』No.367（1976年）



国
と
な
ら
ぶ
三
大
石
綿
消
費
国
で
あ
り
、Ｉ
Ａ
Ｉ
Ｃ
への
参
加
を
か
ね
て
要
請
さ
れ
て
い
た
」（
『
石
綿
』
三
六
三

号
）。
翌
一
九
七
七
年
に
は
、Ｉ
Ａ
Ｉ
Ｃ
が
改
称
し
た
Ａ
Ｉ
Ａ（
一
九
七
六
年
設
立
、加
盟
国
三
四
か
国
）に
、業
界

全
体―
石
綿
協
会
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
に
な
り
、
同
協
会
内
に
Ａ
Ｉ
Ａ
部
会
が
設
置
さ
れ
て
活
動
が
開
始
さ

れ
た
。

こ
の
事
情
は
、『
せ
き
め
ん
』誌
三
八
九
号（
設
立
満
三
〇
年
記
念
号
、一
九
七
八
年
）に
寄
せ
た
会
長
挨
拶
で
次

の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。「
当
局
御
了
解
の
下
に
石
綿
協
会
が
中
心
と
な
って
本
件
処
理
に
当
る
こ
と
と
な

り
、昨（
一
九
七
七
）年
は
石
綿
国
際
協
会（
Ａ
Ｉ
Ａ
）へ
加
盟
致
し
、本（
一
九
七
八
）年
四
月
に
は
日
本
経
営
者
団

体
連
盟（
日
経
連
）に
加
盟
、今
後
労
働
衛
生
問
題
に
つ
き
会
員
及
び
当
局
間
の
一
層
緊
密
な
連
絡
の
保
持
に
心

が
け
る
決
心
で
居
り
ま
す
」。

「
品
種
別
の
協
会
・
工
業
会
が
活
躍
し
た
時
代
」か
ら
、健
康
・
環
境
問
題
、規
制
強
化
に
対
抗
す
る
た
め
に
再

び
石
綿
協
会
が
前
面
に
出
て
く
る
時
代
に
な
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。一
九
八
二
年
に
同
協
会
内
に
安
全
衛
生
委

員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
当
初
は
Ａ
Ｉ
Ａ
部
会
の
下
部
組
織
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
協
会
に
お
け
る
安
全
衛
生

問
題
の
位
置
づ
け
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
一
九
八
一
年
、日
本
ア
ス
ベス
ト
は
、社
名
を
ニ
チ
ア
ス
に
変
更
し
た
。
同
社
百
年
史
に
よ
る
と
、「
石

綿
が
健
康
障
害
の
原
因
の一つ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
始
め
た
こ
と
、一
方
で
は
当
社
製
品・商
品
に
占
め
る
原
料

と
し
て
の
石
綿
の
割
合
は
す
で
に
約
一
〇
％
に
低
下
し
て
お
り
、
石
綿
と
い
う
一
つ
の
物
質
を
社
名
と
す
る
こ
と

は
適
切
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
」と
説
明
さ
れ
て
い
る＊

。

＊ 『ニチアス株式会社百年史』
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４ 
管
理
使
用
か
禁
止
か―

Ｉ
Ｌ
Ｏ
石
綿
条
約

禁
止
措
置
導
入
の
動
き
始
ま
る

と
き
は
ま
さ
に
、
管
理
使
用
か
ら
使
用
禁
止
へ
と
世
界
的
流
れ
が
変
わ
り
始
め
た
時
期
で
あ
っ
た
。
内
外
の

石
綿
業
界
は
、
管
理
規
制
の
強
化
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
可
能
性
を
予
知
し
た
か
ら
こ
そ
、
前
記
の
よ
う
な

動
き
に
な
って
き
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、一
九
七
〇
〜
七
二
年
に
ミ
ネ
ソ
タ
州
、ニュ
ー
ヨ
ー
ク
州
な
ど
が
禁
止
し
た
の
を
受
け
て
、連
邦

政
府
も
一
九
七
三
年
に
吹
き
付
け
を
禁
止
し
た
。

一
九
七
二
年
に
デ
ンマ
ー
ク
が
、
吹
き
付
け
及
び
断
熱
材
へ
の
石
綿
の
使
用
禁
止
を
導
入
。
同
じ
く
一
九
七
二

年
に
イ
ギ
リ
ス
が
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
の
輸
入
を
中
止（
企
業
に
よ
る
自
主
措
置
）。ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
一
九
七
五
年
に

ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
の
流
通
及
び
使
用
を
禁
止
し
、
続
い
て
一
九
七
六
年
に
断
熱
材
への（
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
以
外
の

石
綿
の
）使
用
を
禁
止
し
た
。

一
九
八
三
年
に
欧
州
経
済
共
同
体
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
）
と
し
て
、ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
の
流
通
・
使
用
を
原
則
禁
止
す
る

指
令
を
採
択
。
同
じ
年
に
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
が
、
全
石
綿
の
原
則
禁
止
を
導
入
し
た
世
界
初
の
国
と
な
っ
た
。
翌

一
九
八
四
年
に
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
も
こ
れ
に
続
き
、一
九
八
五
年
に
は
Ｅ
Ｅ
Ｃ
レ
ベ
ル
で
全
石
綿
に
つい
て
吹
き
付
け
な



ど
六
品
目
への
禁
止
。一
九
八
六
年
に
は
、デ
ンマ
ー
ク
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
全
石
綿
の
原
則
禁
止
を
導
入＊

。

ア
メ
リ
カ
で
は
石
綿
訴
訟
が
激
増
。
世
界
最
大
の
石
綿
企
業
と
言
わ
れ
た
マ
ン
ヴ
ィ
ル
社
が
、
被
害
訴
訟
の
負

担
に
耐
え
か
ね
て
一
九
八
二
年
に
計
画
倒
産
し
た
こ
と
も
大
き
な
注
目
を
集
め
、
環
境
保
護
庁（
Ｅ
Ｐ
Ａ
）が
段

階
的
禁
止
導
入
の
提
案
を
行
う
に
至
っ
た＊

＊

。

な
お
、Ｉ
Ａ
Ｒ
Ｃ
が
一
九
七
七
年
に
、「
人
に
対
す
る
化
学
物
質
の
発
が
ん
リ
ス
ク
に
関
す
る
モ
ノ
グ
ラ
フ
一
四
巻

ア
ス
ベス＊

＊
＊ト

」で
、ま
た
一
九
八
二
年
の
再
評
価
で
も
石
綿
の
発
が
ん
性
を
再
確
認
、一
九
八
六
年
に
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が「
環

境
保
健
ク
ラ
イ
テ
リ
ア（
Ｅ
Ｈ
Ｃ
）五
三  

石
綿
及
び
そ
の
他
の
天
然
鉱
物
繊＊

＊
＊
＊維

」を
、一
九
八
七
年
に
は
Ｉ
Ａ
Ｒ
Ｃ

が「
石
綿
の
ヒ
ト
に
対
す
る
が
ん
原
性
の＊

＊
＊
＊
＊

根
拠
」に
関
す
る
見
解
を
公
表
し
て
い
る（
石
綿
は
第
一
群（
ヒ
ト
に
対

し
て
が
ん
原
性
で
あ
る
）に
分
類
さ
れ
た
）。

国
際
論
争
を
反
映
し
た
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
討
議

＊ European Commission DGIII, Asbestos directive; Detailed explanatory notes, 1999、『安
全センター情報』1999年10月号

＊＊ 広瀬弘忠『静かな時限爆弾―アスベスト災害』（1985年）他
＊＊＊ Summary http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol14/volume14.pdf
＊＊＊＊ http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc53.htm、石綿協会が1989年に日本語

訳を出版。
＊＊＊＊＊ http://www.inchem.org/documents/iarc/suppl7/asbestos.html
＊＊＊＊＊＊ http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/

download/e841853.pdf

Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、一
九
八
一
年
及
び
一
九
八
三
年
に
、「
石
綿

の
使
用
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
専
門
家
会
議
」
を

開
催
し
、「
石
綿
の
使
用
に
お
け
る
安
全  

実
施＊

＊
＊
＊
＊
＊

要
綱
」

（
別
掲
図
）
を
起
草
、こ
れ
は
理
事
会
の
承
認
を
受
け

て
出
版
さ
れ
た（
翌
年
石
綿
協
会
が
日
本
語
訳
を「
石

綿
を
安
全
に
使
用
す
る
た
め
の
実
施
要
綱
」
と
し
て

発
行
し
て
い
る
）。
同
じ
理
事
会
で
は
ま
た
、一
九
八
五

年
の
第
七
一
回
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
の
議
題
の
ひ
と
つ
と
し
て

4  管理使用か禁止か―ILO石綿条約   36
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「
石
綿
の
使
用
に
お
け
る
安
全
」を
取
り
上
げ
る
こ
と
も
決
定
さ
れ
、同
総
会
で
第
一
次
討
議
が
行
わ
れ
た
。

そ
し
て
一
九
八
六
年
の
第
七
二
回
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
で
、第
二
次
討
議
が
行
わ
れ
た
う
え
で
、「
石
綿
の
使
用
に
お
け

る
安
全
に
関
す
る
条
約＊

」（
石
綿
条
約
、第
一
六
二
号
）が
採
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

石
綿
条
約
を
め
ぐ
る
討
議
は
、こ
の
時
期
の
国
際
的
な
論
争
を
反
映
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、使
用

者
代
表
は
、「
こ
れ
か
ら
も
石
綿
の
使
用
は
増
大
す
る
だ
ろ
う
。
使
用
禁
止
は
発
展
途
上
国
の
雇
用
に
影
響
を

与
え
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
、
発
展
途
上
国
の
施
設
建
設
に
有
効
な
措
置
を
と
る
よ
う
に
石
綿
の
安
全
な
使
用

（
管
理
使
用
）を
規
定
し
た
条
約
と
す
べ
き
」と
主
張
。

こ
れ
に
対
し
て
労
働
者
代
表
は
、「
石
綿
の
安
全
な
使
用
で
は
な
く
、石
綿
の
使
用
に
お
け
る
安
全
を
討
議
し

て
い
る
の
で
あ
り
、防
止
・
抑
制
措
置
だ
け
で
な
く
、段
階
的
な
禁
止
・
代
替
措
置
を
含
め
た
総
合
的
な
対
策
が

必
要
」と
の
立
場
で
あ
っ
た
。

北
欧
諸
国
を
代
表
し
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府
代
表
は「
条
約
に
は
使
用
禁
止
の
原
則
を
入
れ
る
べ
き
」と
述
べ
、

開
発
途
上
国
の
政
府
代
表
は「
発
展
途
上
国
に
と
って
は
、や
っ
と
石
綿
を
使
用
で
き
る
技
術
を
も
ち
え
た
段
階

で
あ
り
、
代
替
促
進
や
使
用
禁
止
は
大
き
な
負
担
に
な
る
。
常
識
的
な
工
学
的
抑
制
措
置
を
基
準
と
し
た
柔

軟
な
条
約
と
す
べ
き
」と
の
立
場
が
多
か
っ
た
。

〈
労
働
者
代
表
＋
北
欧
諸
国
政
府
代
表
グ
ル
ー
プ
〉対〈
使
用
者
代
表
＋
開
発
途
上
国
政
府
代
表
グ
ル
ー
プ
〉、

〈
Ｅ
Ｃ
、ア
メ
リ
カ
等
の
政
府
代
表
〉が
中
間
に
位
置
す
る
と
い
う
構
図
と
な
っ
た＊

＊

。

工
学
的
管
理
等
と
代
替
・
禁
止
を
並
列

結
果
的
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
石
綿
条
約
に
は
、ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
及
び
石
綿
の
吹
き
付
け
作
業
の
禁
止
が
盛
り
込
ま
れ
、

＊ http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm、日本語訳 http://www.ilo.org/public/
japanese/region/asro/tokyo/standards/c162.htm

＊＊ 伊藤彰信「ILO石綿条約の討議に参加して」『いのち』No.250（1987年）  次頁別掲図



ま
た
、工
学
的
管
理
等
ま
た
は
認
可
等
と
、必
要
か
つ
実
行
可
能
な
場
合
の
代
替
ま
た
は
禁
止
を
並
列
す
る
も

の
と
な
っ
た（
原
案
で
は
、前
者
が
十
分
で
き
な
い
場
合
に
は
後
者
と
さ
れ
て
い
て
、労
働
者
代
表
は
後
者
を
前
者

に
優
先
さ
せ
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
た
）。

日
本
政
府
は
、
管
理
使
用
を
支
持
す
る
立
場
で
、
使
用
禁
止
に
反
対
し
た
。
ま
た
、日
本
独
自
の
作
業
環
境

評
価
基
準
と
い
う
考
え
方
を
容
認
さ
せ
る
、個
人
保
護
具
の
使
用
を「
一
時
的
、緊
急
的
」以
外
に「
例
外
的
」措

置
と
し
て
も
認
め
さ
せ
る
、さ
ら
に
、一
定
の
建
物
等
か
ら
の
石
綿
の
除
去
を「
認
可
制
」と
す
る
こ
と
に
反
対
し

て
、い
ず
れ
も
何
と
か
主
張
を
認
め
さ
せ
た
。「
作
業
場
か
ら
発
散
さ
れ
る
石
綿
粉
じ
ん
が
一
般
環
境
を
汚
染
す

る
こ
と
を
防
止
す
る
」
規
定
に
つい
て
も
全
文
削
除
を
求
め
た
が
、こ
れ
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。い
ず
れ
に

し
ろ
、き
わ
め
て
消
極
的
な
態
度
を
と
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
日
本
政
府
が
こ
の
条
約
を
批
准
す
る
の
は
、一
九
年
後

の
二
〇
〇
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。
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石
綿
協
会
は
、「
我
国
の

規
制
が
現
在
以
上
に
厳
し

さ
を
増
大
す
る
様
な
条
約

の
締
結
に
反
対
」
と
い
う

姿
勢
で
臨
み
、「
Ａ
Ｉ
Ａ
会

員
相
互
間
で
は
率
直
な
話

し
合
い
も
出
来
た
し
、
又

仲
間
意
識
も
あ
っ
て
非
常

に
協
力
的
で
大
い
に
プ
ラ

ス
と
な
っ
た
事
、又
…
日
経
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連
に
所
属
し
て
い
た
事
か

ら
、有
益
な
助
言
、協
力
も

得
ら
れ
、
今
回
は
ほ
ぼ
満

足
出
来
る
内
容
に
ま
と
め

る
事
が
出
来
た
」
と
評
価

し
て
い
る＊

。
こ
れ
は
、
自
分

の
都
合
に
合
わ
せ
て
条
約

を
解
釈
す
る
や
り
方
で
あ

り
、Ａ
Ｉ
Ａ
も
こ
の
後
、
管

理
使
用
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
石
綿
条

約
に
よって
裏
打
ち
さ
れ
て

い
る
と
し
て
宣
伝
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
。

他
方
、
世
界
の
労
働
組
合
等
は
、一
九
七
四
年
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
職
業
が
ん
条
約＊

＊
の「
労
働
者
が
就
業
中
に
さ
ら
さ
れ

る
が
ん
原
性
物
質
・
因
子
を
非
が
ん
原
性
物
質
・
因
子
ま
た
は
有
害
性
の
低
い
物
質
・
因
子
で
代
替
化
さ
せ
る
あ

ら
ゆ
る
努
力
を
払
う
」
等
の
原
則
と
石
綿
条
約
の
「
労
働
者
の
健
康
を
守
る
た
め
に
必
要
か
つ
技
術
的
に
実
行

可
能
な
場
合
に
は
代
替
ま
た
は
禁
止
の
措
置
を
定
め
る
」
等
の
積
極
的
な
要
素
を
強
調
し
な
が
ら
、
両
条
約
の

批
准
、石
綿
対
策
の
強
化
を
促
進
し
て
いっ
た
。

＊  『せきめん』No.487（1986年） 別掲図
＊＊ http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm、日本語訳 http://www.ilo.org/public/

japanese/region/asro/tokyo/standards/c139.htm



５ 
石
綿
の
本
格
的
な
社
会
問
題
化

わ
が
国
で
の
先
駆
的
な
取
り
組
み

わ
が
国
で
は
、一
九
八
六
年
か
ら
八
九
年
に
か
け
て
各
種
メ
デ
ィ
ア
が
石
綿
問
題
を
大
き
く
取
り
上
げ
、本
格

的
な
社
会
問
題
化
が
始
ま
っ
た
。「
ア
ス
ベス
ト
・
パ
ニッ
ク
」、
あ
る
い
は
と
く
に
一
九
八
七
・
八
八
年
に
学
校
の
吹

き
付
け
石
綿
が
焦
点
に
な
っ
た
こ
と
か
ら「
学
校
パ
ニッ
ク
」と
も
呼
ば
れ
る
。

こ
れ
に
は
、わ
が
国
で
の
実
態
把
握
等
の
調
査
研
究
や
、被
害
の
掘
り
起
こ
し
、対
策
を
求
め
る
先
駆
的
な
取

り
組
み
が
あ
っ
た
。

厚
生
省
が
ん
研
究
助
成
金
「
地
域
が
ん
登
録
に
よ
る
予
防
、
医
療
活
動
の
評
価
に
関
す
る
研
究  

昭
和
五
五

年
度
報
告
書
」に
は
、
大
阪
府
が
ん
登
録
及
び
日
本
病
理
剖
検
輯
報
等
を
も
と
に
一
九
六
七
〜
七
八
年
の
大
阪

府
に
お
け
る
中
皮
腫
の
罹
患
率
及
び
そ
の
推
移
を
わ
が
国
で
初
め
て
報
告
（
同
期
間
に
五
九
例
の
中
皮
腫
症
例

を
確
認
）
し
て
諸
外
国
と
比
較
、
ま
た
各
国
の
中
皮
腫
登
録
の
活
動
も
紹
介
し
た
「
大
阪
に
お
け
る
中
皮
腫
の

疫
学
」（
森
永
謙
二
他
）が
収
録
さ
れ
て
い
る
。一
九
八
〇
年
七
月
に
は
大
阪
中
皮
腫
研
究
会（
代
表
、世
良
好
澄・

国
立
療
養
所
近
畿
中
央
病
院
院
長
）の
準
備
会
が
組
織
さ
れ
、
翌
年
六
月
に
第
一
回
目
の
中
皮
腫
パ
ネ
ル（
病

理
学
的
検
討
）が
行
わ
れ
て
お
り
、一
九
八
〇
年
三
月
一
五
日
付
け
朝
日
新
聞
は
、「
研
究
者
の
間
で
は『
そ
ろ
そ

5  石綿の本格的な社会問題化   40
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ろ
石
綿
関
係
労
働
者
だ
け
で
な
く
、一
般
の
人
に
も
肺
が
ん
や
中
皮
腫
が
増
え
る
恐
れ
が
あ
る
』と
し
て
自
主
的

な
監
視
、研
究
体
制
を
作
る
動
き
が
出
て
き
て
い
る
」と
、こ
の
よ
う
な
動
き
を
報
じ
て
い
る
。

全
港
湾
で
は
、一
九
七
四
年
の
神
戸
港
で
の
集
団
健
診
で
初
め
て
石
綿
肺
を
確
認
。一
九
七
六
年
に
石
綿
肺

と
診
断
さ
れ
た
労
働
者
二
人
の
じ
ん
肺
管
理
区
分
申
請
を
行
っ
た
が
、
港
湾
荷
役
作
業
は
粉
じ
ん
作
業
で
は
な

い
と
い
う
理
由
で
却
下
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
全
国
的
な
調
査
結
果
を
も
と
に
、一
九
八
一
年
に
、一
〇
九

人
の
じ
ん
肺
申
請
を
一
斉
に
行
う
と
と
も
に
、労
働
省
に
港
湾
荷
役
作
業
を
粉
じ
ん
作
業
と
す
る
こ
と
を
要
求

し
、一
九
八
五
年
に
実
現
さ
せ
た
。
ま
た
、
喉
頭
が
ん
、
胃
が
ん
に
つい
て
も
石
綿
曝
露
に
よ
る
も
の
と
認
め
さ
せ

る
た
め
に
労
災
申
請
を
行
っ
た
が
認
め
ら
れ
ず
、以
来
、わ
が
国
で
は
ま
だ
認
定
事
例
が
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

石
綿
含
有
建
材
を
取
り
扱
う
機
会
の
多
い
労
働
者
の
立
場
か
ら
、
全
京
都
建
築
労
働
組
合
は
一
九
八
一
年

に
、
日
本
に
お
け
る
石
綿
使
用
の
全
廃
を
求
め
る
方
針
を
決
め
て
い
る
。
各
地
の
建
設
労
組
に
石
綿
被
害
の
掘

り
起
こ
し
や
被
害
を
防
止
す
る
取
り
組
み
が
ひ
ろ
ま
り
、全
建
総
連
は
一
九
八
七
年
に
、ア
ス
ベス
ト
対
策
委
員

会
を
設
置
、他
団
体
と
も
連
絡
を
取
り
、全
面
使
用
禁
止
を
求
め
て
い
く
こ
と
を
決
定
し
た
。

一
九
八
二
年
五
月
八
日
付
け
読
売
新
聞
夕
刊
は
、「
石
綿
肺
ガ
ン
の
恐
怖  

五
年
で
三
九
人
死
ん
で
い
た  

基
地

や
造
船
関
係
」と
い
う
見
出
し
で
、横
須
賀
共
済
病
院
で
一
九
七
六
〜
八
二
年
に
入
院
・
死
亡
し
た
患
者
の
病
理

解
剖
結
果
と
石
綿
曝
露
歴
の
追
跡
調
査
の
結
果
を
報
じ
た
。
こ
の
ニュ
ー
ス
に
衝
撃
を
受
け
た
全
造
船
浦
賀
分

会
と
退
職
者
の
会
は
、神
奈
川
労
災
職
業
病
セ
ン
タ
ー
等
と
協
力
し
て
退
職
者
の
会
会
員
三
三
〇
名
を
対
象
に

健
康
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
。
翌
年
四
月
か
ら
は
自
主
健
診
を
開
始
し
、一
九
八
四
年
か
ら
は
全
駐
労
横
須

賀
支
部
も
加
わ
って
調
査
・
健
診
対
象
者
を
米
海
軍
横
須
賀
基
地
退
職
者（
約
六
千
人
）に
拡
大
す
る
と
と
も

に
、発
見
さ
れ
た
石
綿
肺
患
者
の
労
災
認
定
等
に
も
取
り
組
み
、一
九
八
五
年
一
一
月
、全
国
じ
ん
肺
患
者
同
盟

横
須
賀
支
部
・
横
須
賀
地
区
じ
ん
肺
被
災
者
の
会
が
結
成
さ
れ
た
。
こ
の
間
、横
須
賀
地
区
労
、神
奈
川
県
評



等
と
と
も
に
横
須
賀
市
、神
奈
川
県
等
に
石
綿
対
策
に
取
り
組
む
よ
う
要
請
も
行
わ
れ
、全
造
船
は
同
年
の
定

期
大
会
運
動
方
針
の
な
か
で
石
綿
製
品
の
全
面
使
用
禁
止
を
掲
げ
る
に
至
っ
た
。

ま
た
、こ
の
横
須
賀
で
の
取
り
組
み
の
中
か
ら
、
石
綿
肺
に
罹
患
し
た
住
友
重
機
械
工
業
の
元
労
働
者
八
人

が
、一
九
八
八
年
七
月
に
横
須
賀
石
綿
じ
ん
肺
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
る
が
、わ
が
国
に
お
け
る
先
行
す
る

石
綿
訴
訟
と
し
て
は
、日
本
ア
ス
ベス
ト
で
吹
付
工
と
し
て
働
き
石
綿
肺
に
罹
患
し
た
二
人
の
労
働
者
に
係
る
損

害
賠
償
請
求
訴
訟
が
一
九
八
〇
年
三
月
に
東
京
地
裁
で
和
解
し
て
お
り
、
ま
た
、
後
述
の
長
野
じ
ん
肺
訴
訟
が

一
九
七
七
年
に
提
訴
さ
れ
て
い
る
。

沖
縄
で
は
、一
九
九
四
年
か
ら
米
軍
基
地
に
使
用
さ
れ
て
い
る
石
綿
及
び
そ
の
解
体
に
よ
る
健
康
被
害
、大
気

汚
染
等
が
社
会
問
題
化
し
、全
駐
労
沖
縄
地
本
は
基
地
内
立
ち
入
り
調
査
の
徹
底
、全
面
撤
去
、健
康
対
策
等

を
要
求
、問
題
は
県
庁
舎
解
体
対
策
等
に
も
及
び
、石
綿
対
策
を
講
じ
た
建
築
物
解
体
の
必
要
性
が
ひ
ろ
く
県

民
に
浸
透
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

総
評・春
闘
共
闘
に
は「
労
災
職
業
病
対
策
会
議
」が
あ
っ
た
が
、一
九
八
〇
年
代
は
じ
め
に
関
係
単
産
と
研
究

者
に
よ
る「
職
業
が
ん
研
究
会
」が
発
足
、各
単
産
や
地
方
で
の
取
り
組
み
と
同
研
究
会
の
存
在
、そ
し
て
Ｉ
Ｌ
Ｏ

石
綿
条
約
の
討
議
に
代
表
を
派
遣
し
た
こ
と
が
、後
述
の
石
綿
全
国
連
の
結
成
呼
び
か
け
に
つ
な
が
っ
た
。

ま
た
一
九
八
五
年
末
に
は
、わ
が
国
初
め
て
の
石
綿
問
題
の
一
般
向
け
の
啓
蒙
書
と
し
て
、
広
瀬
弘
忠（
東
京

女
子
大
学
教
授
）『
静
か
な
時
限
爆
弾―

ア
ス
ベス
ト
災
害
』（
新
曜
社
）が
発
刊
さ
れ
て
い
る
。

ア
ス
ベ
ス
ト・パ
ニ
ッ
ク

一
九
八
六
年
に
な
る
と
、
ま
ず
一
月
に
、ア
メ
リ
カ
で
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
石
綿
の
段
階
的
全
面
禁
止
の
方
針
を
打
ち
出
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し
た
こ
と
が
大
き
く
報
じ
ら
れ
た
。
四
月
に
は
、大
阪
府
北
部
で
石
綿
糸
・
布
等
を
製
造
し
一
九
八
一
年
に
閉
鎖

さ
れ
た
小
規
模
な
石
綿
紡
績
工
場
の
全
従
業
員
二
〇
八
人
を
一
九
八
三
年
末
ま
で
追
跡
調
査
し
た
結
果
、
石

綿
関
連
疾
患
で
七
人
が
死
亡（
肺
が
ん
三
人
、中
皮
腫
一
人
）、肺
が
ん
死
亡
は
一
般
の
六
・
八
倍
等
と
明
ら
か
に

し
た「
日
本
初
の
疫
学
調
査
」の
結
果
が
公
表
さ
れ
た
。

六
月
に
は
、前
述
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
石
綿
条
約
が
採
択
さ
れ
、ま
た
、長
野
市
内
の
石
綿
紡
績
工
場
に
勤
務
し
石
綿
肺

に
な
っ
た
元
従
業
員
と
遺
族
計
二
四
人
が
、
雇
用
主
の
平
和
石
綿
工
業
と
親
会
社
の
朝
日
石
綿
工
業
、
国
の
三

者
を
相
手
取
って
損
害
賠
償
を
求
め
て
い
た
長
野
石
綿
じ
ん
肺
訴
訟
の
判
決
が
長
野
地
裁
で
下
さ
れ
た
。
同
判

決
は
、国
の
責
任
は
認
め
な
か
っ
た
も
の
の
、被
告
二
社
の
安
全
配
慮
義
務
違
反
を
認
め
一
億
九
千
万
円
の
賠
償

金
の
支
払
い
を
命
じ
た（
七
月
に
和
解
が
成
立
）。

一
〇
月
に
は
、
米
海
軍
横
須
賀
基
地
で
空
母
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
の
改
修
工
事
（
別
掲
写
真
）に
伴
う
石
綿
廃
棄
物

が
路
上
に
不
法
投
棄
さ
れ
て
い
た
と
い
う
ニュ
ー
ス
が
報
じ
ら
れ
た
。
被
害
者
の
掘
り
起
こ
し
を
進
め
て
い
た
神

奈
川
労
災
職
業
病
セ
ン
タ
ー
等
が
、
春
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
同
空
母
の
改
修
工
事
で
排
出
さ
れ
た
石
綿
廃
棄
物

の
行
方
を
追
跡
す
る
中
で
発
覚
し
た
も
の
で
、
米
軍
基
地
内
で
は「
石
綿
廃
棄
物
専
用
」コ
ン
テ
ナ
で
他
の
廃
棄

物
と
区
別
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
基
地
か
ら
運
び
出
さ
れ
た
と
た
ん
横
浜
市
内
の
中
間
処
理
場
で
粉
砕
さ
れ
て

他
の
廃
棄
物
と
混
ざ
り
、さ
ら
に
千
葉
県
内
の
最
終
処
分
場
に
無
防
備
に
捨
て
ら
れ
て
い
る
実
態
も
曝
露
さ
れ
、

大
き
く
報
道
さ
れ
て
、
廃
棄
物
処
理
法
の
不
備
も
明
る
み
に
出
し
た
。
結
局
、
米
軍
は
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
か
ら
出
た

石
綿
廃
棄
物
を
本
国（
ク
ェ
ー
ク
島
）に
持
ち
帰
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
な
か
で
一
一
月
に
は
、石
綿
問
題
に
取
り
組
ん
で
き
た
研
究
者
が
中
心
に
な
って
、名
古
屋
大
学
で

「
第
一
回
日
本
石
綿
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
が
開
催
さ
れ
た
。「
石
綿
研
究
の
歴
史
と
最
近
の
知
見
」
及
び
「
わ
が
国
の

石
綿
問
題
の
現
況
」が
報
告
さ
れ
、全
京
都
建
築
労
組
や
沖
縄
か
ら
の
報
告
も
行
わ
れ
て
い
る
。ニュ
ー
ヨ
ー
ク・マ



ウ
ン
ト
サ
イ
ナ
イ
医
科
大
学
の
鈴
木
康
之
亮
教
授
の
特
別
講
演
も
行
わ
れ
た
。
な
お
、
三
年
後
の
一
九
八
九
年

九
月
に「
第
二
回
日
本
石
綿
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」が
開
催
さ
れ
、世
界
の
石
綿
研
究
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
マ
ウ
ン
ト
サ

イ
ナ
イ
医
科
大
学
の
セ
リ
コ
フ
教
授
が
来
日
し
て
特
別
講
演
を
行
っ
た
他
、一
九
八
七
年
に
結
成
さ
れ
た
石
綿
全

国
連
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
ア
ス
ネ
ッ
ト
、
全
港
湾
、
全
建
総
連
か
ら
の
報
告
も
行
わ
れ
た
。「
第
三
回
日
本
石

綿
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」は
、石
綿
規
制
法
案
が
争
点
と
な
っ
た
一
九
九
一
年
一
一
月
に
開
催
さ
れ
て
い
る
。

翌
一
九
八
七
年
二
月
一
八
日
付
け
朝
日
新
聞
夕
刊
は
、「
石
綿
を
使
う
工
場
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
主
婦
が
、

石
綿
が
原
因
と
み
ら
れ
る
が
ん
・
中
皮
腫
に
か
か
って
い
た
こ
と
が
、文
部
省
の『
環
境
科
学
研
究
班
』（
代
表
、原

一
郎
・
関
西
医
科
大
教
授
）の
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
大
気
中
に
出
た
石
綿
が
中
皮
腫
の
原
因
で
あ
れ
ば
、日

本
で
初
め
て
の
例
と
い
う
」
と
報
じ
た
。
こ
れ
は
、
大
阪
中
皮
腫
研
究
会
が
収
集
し
た
中
皮
腫
症
例
の
肺
組
織

内
石
綿
繊
維
数
等
を
検
討
し
た
結
果
の
な
か
で
示
さ
れ
た
も
の
で
、
同
年
四
月
七
日
付
け
読
売
新
聞
夕
刊
も
、

こ
の
検
討
結
果
を
紹
介
し
て
い
る
。

ま
た
同
年
一
二
月
二
八
日
付
け
毎
日
新
聞
は
、「
兵
庫
県
内
に
あ
る
石
綿
関
連
工
場
の
従
業
員
、
元
従
業
員

三
人
が
昨
年
か
ら
今
年
に
か
け
、こ
の
が
ん（
中
皮
腫
）で
相
次
い
で
死
亡
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
」

と
の
記
事
を
掲
載
し
た
。「
問
題
の
工
場
は
、
大
阪
に
本
社
の
あ
る
大
手
会
社
の
住
宅
建
材
、パ
イ
プ
製
造
部
門

で
、作
業
過
程
で
石
綿
を
使
って
い
る
」―

す
な
わ
ち
ク
ボ
タ
旧
神
崎
工
場
の
こ
と
で
あ
り
、後
に
明
か
さ
れ
た
同

社
資
料
に
よ
れ
ば
、「
勤
労
課
よ
り
、
各
職
場
毎
に
記
事
の
説
明
を
実
施
し
た
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
旧
神
崎

工
場
に
お
け
る
労
働
者
の
石
綿
関
連
疾
患
に
よ
る
累
積
死
亡
者
数
は
一
九
八
七
年
ま
で
に
六
人
、八
六
年
に
初

め
て
中
皮
腫
患
者
が
出
て
お
り
、同
年
に「
石
綿
取
扱
い
経
験
者
リ
ス
ト
を
作
成
」、翌
八
七
年
に
は「
他
事
業
所

への
転
出
者
の
追
跡
調
査
」、「
定
年
退
職
者
は
、Ｏ
Ｂ
会
組
織
で
健
康
状
態
を
把
握
」し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
近
隣
住
民
は
、
企
業
名
が
匿
名
の
報
道
だ
け
で
は
、
自
ら
に
関
わ
り
の
あ
る
事
態
と
は
知
る
す
べ
も
な
か
っ
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た
。一

九
八
七
年
に
入
る
と
、二
月
に
大
阪
大
学
環
境
工
学
科
研
究
棟
で
、続
い
て
東
京
大
学
工
学
部
、神
戸
市
の

公
共
上
屋
（
港
湾
倉
庫
）、
川
越
市
の
教
職
員
住
宅
、
小
松
市
の
自
衛
隊
基
地
周
辺
の
小
中
学
校
等
々
で
吹
き

付
け
石
綿
が
み
つ
か
り
、メ
デ
ィ
ア
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
、ま
た
、利
用
者
や
住
民
の
取
り
組
み
が
始
ま
る
な
ど
、

建
物
内
の
吹
き
付
け
等
の
石
綿
、
建
築
物
解
体
時
の
石
綿
粉
じ
ん
飛
散
防
止
対
策
に
対
す
る
関
心
が
全
国
各

地
で
急
速
に
高
ま
っ
た
。

と
り
わ
け
学
校
の
吹
き
付
け
石
綿
に
対
す
る
社
会
の
関
心
が
集
ま
り
、
地
方
自
治
体
も
調
査
せ
ざ
る
を
得

な
く
な
って
、結
局
文
部
省
が
全
国
の
公
立・私
立
の
学
校・幼
稚
園
、国
立
学
校
等
に
お
け
る
吹
き
付
け
石
綿
の

実
態
調
査
を
指
示
、
公
立
学
校
（
小
中
高
等
）
合
計
約
四
万
校
の
う
ち
千
三
百
余
校
で
み
つ
か
る
な
ど
の
結
果

が
公
表
さ
れ
た
。
厚
生
省
、建
設
省
、防
衛
庁
等
も
同
様
に
、所
管・関
連
す
る
施
設・建
物
等
に
お
け
る
吹
き
付

け
石
綿
の
実
態
調
査
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
結
果
、と
り
わ
け
一
九
八
八
年
の
夏
休
み
期
間
中
に
集

中
し
て
、発
見
さ
れ
た
吹
き
付
け
石
綿
の
除
去
等
工
事
が
全
国
で
行
わ
れ
る
と
い
う
状
況
の
中
で
、各
地
で
混
乱

や
ト
ラ
ブ
ル
も
頻
発
し
て
い
る
。

さ
ら
に
一
九
八
七
年
七
月
に
は
、ベ
ビ
ー
パ
ウ
ダ
ー
に
石
綿
が
混
入
し
て
い
る
と
い
う
分
析
結
果
が
、シ
ョッ
キ
ン

グ
な
ニュ
ー
ス
と
し
て
大
々
的
に
伝
え
ら
れ
た
。
分
析
を
行
っ
た
産
業
医
学
研
究
所
・
神
山
宣
彦
氏
が
一
九
七
五

年
に
行
っ
た
分
析
結
果
で
す
で
に
確
認
さ
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、石
綿
に
汚
染
さ
れ
た
ベ
ビ
ー
パ
ウ
ダ
ー
が
流

通
し
続
け
て
い
た
と
い
う
事
実
も
関
心
を
煽
る
こ
と
に
な
っ
た
。
厚
生
省（
薬
務
局
審
査
第
二
課
長
）は「
ベ
ビ
ー

パ
ウ
ダ
ー
の
品
質
確
保
の
た
め
の
検
討
会｣

を
設
け
、一
一
月
に
、今
後
輸
入
、製
造
に
あ
た
って
原
料
に
石
綿
が
含

ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
メ
ー
カ
ー
側
に
確
認
さ
せ
る
よ
う
、
各
都
道
府
県
に
通
知
し
た
。
ま
た
、
学
校
で
使
用
さ

れ
る
石
綿
金
網
や
石
綿
含
有
水
道
管
の
こ
と
な
ど
も
問
題
に
な
っ
た
。



石
綿
対
策
全
国
連
絡
会
議
の
結
成

一
九
八
五
年
以
前
か
ら
の
先
駆
的
な
取
り
組
み
も
含
め
て
、一
九
八
六
〜
八
七
年
の
諸
事
件
の
現
場
や
関
係
者

に
よ
る
取
り
組
み
が
急
速
に
広
が
って
い
た
。
住
民
、
市
民
の
立
場
か
ら
の
運
動
も
新
た
に
生
ま
れ
て
き
た
わ
け

で
、日
本
消
費
者
連
盟
が
一
九
八
七
年
春
に
発
刊
し
た
ブ
ッ
ク
レッ
ト『
グ
ッ
バ
イ
・
ア
ス
ベス
ト
』は
、各
地
で
活
用

さ
れ
た
。

一
九
八
七
年
九
月
に
東
大
全
学
職
員
連
絡
会
議
と
東
大
自
主
講
座
が
開
催
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
石
綿（
ア
ス

ベス
ト
）問
題
は
今
」を
契
機
と
し
て
、一
一
月
に
ア
ス
ベス
ト
根
絶
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク（
ア
ス
ネ
ッ
ト
）準
備
会
が
結
成

さ
れ
、一
九
八
八
年
二
月
に
正
式
に
発
足
し
た
。
ア
ス
ネ
ッ
ト
は
、
建
物
の
石
綿
問
題
に
取
り
組
む
市
民
ら
が
結

集
す
る
場
と
な
り
、ま
た
、各
地
の
住
民
、市
民
団
体
等
の
相
談
に
応
じ
て
いっ
た
。

ま
た
、横
須
賀
で
の
取
り
組
み
の
中
心
と
な
っ
た
神
奈
川
労
災
職
業
病
セ
ン
タ
ー
の
田
尻
宗
昭
所
長
の
呼
び
か

け
で
、
鈴
木
武
夫
（
国
立
公
衆
衛
生
院
院
長
）、

佐
野
辰
雄
（
元
労
働
科
学
研
究
所
副
所
長
）
両

氏
を
は
じ
め
研
究
者
、
医
師
、
弁
護
士
ら
に
よ
っ

て
ア
ス
ベ
ス
ト
問
題
研
究
会
が
組
織
さ
れ
、
そ
の

成
果
が『
ア
ス
ベス
ト
対
策
を
ど
う
す
る
か
』（
日

本
評
論
社
）
と
し
て
一
九
八
八
年
七
月
に
出
版

さ
れ
た
。

様
々
な
努
力
を
結
集
さ
せ
る
か
た
ち
で
、

石綿対策全国連絡会議機関誌

『アスベスト対策情報』創刊号

（1988年1月30日）
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一
九
八
七
年
一
一
月
一
四
日
、
労
組
、
市
民
団
体
、
様
々
な
分
野
の
専
門
家
を
は
じ
め
関
心
を
持
つ
個
人
で
構
成

さ
れ
る
石
綿
対
策
全
国
連
絡
会
議
（
石
綿
全
国
連
）の
結
成
総
会
を
か
ね
て
、同
準
備
会
と
総
評
の
共
催
に
よ

る「
労
働
者
・
住
民
の
い
の
ち
と
健
康
の
破
壊
を
許
さ
な
い
石
綿（
ア
ス
ベス
ト
）シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」が
開
催
さ
れ
た
。

集
会
で
は
、横
山
邦
彦
・
近
畿
中
央
病
院
医
長
の
記
念
講
演
、国
労
、日
本
消
費
者
連
盟
、全
駐
労
、全
建
総
連
、

全
港
湾
、日
教
組
、東
大
全
学
職
員
連
絡
会
議
、自
治
労
、神
奈
川
労
災
職
業
病
セ
ン
タ
ー
、全
水
道
、全
国
じ

ん
肺
弁
護
団
、廃
棄
物
を
考
え
る
市
民
の
会
等
の
参
加
団
体
か
ら
の
報
告
も
行
わ
れ
、結
成
さ
れ
た
石
綿
全
国

連
の
代
表
委
員
に
は
、黒
川
武
・
総
評
議
長
、江
口
利
作
・
全
建
総
連
委
員
長
、竹
内
直
一・日
本
消
費
者
連
盟
代

表
、田
尻
宗
昭（
前
出
）、佐
野
辰
雄（
前
出
）の
五
人
が
就
任
し
た＊

。

石
綿
全
国
連
は
早
速
、
①
石
綿
の
全
面
使
用
禁
止
を
め
ざ
し
、
当
面
、
極
め
て
発
が
ん
性
の
高
い
ク
ロ
シ
ド
ラ

イ
ト
の
使
用
禁
止
、そ
の
他
の
石
綿
の
抑
制
基
準
濃
度
を
〇
・
二
繊
維
／㏄
と
す
る
こ
と
、②
石
綿
に
関
す
る
労

災
認
定
を
石
綿
肺
、肺
が
ん
、中
皮
腫
以
外
に
も
拡
大
し
、労
働
者
以
外
の
石
綿
被
害
者
の
補
償
制
度
を
確
立

す
る
こ
と
、
③
関
係
省
庁
を
一
本
化
し
た
石
綿
対
策
機
構
を
直
ち
に
設
置
す
る
こ
と
、
④
Ｉ
Ｌ
Ｏ
石
綿
条
約
を

批
准
す
る
こ
と
、⑤
公
立
学
校
な
ど
教
育
施
設
に
お
い
て
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
者
が
発
生
し
な
い
よ
う
、石
綿

の
除
去
及
び
健
康
対
策
を
確
立
す
る
こ
と
な
ど
を
申
し
入
れ
て
、労
働
、環
境
、厚
生
、通
産
、文
部
、建
設
の
六

省
庁
と
の
交
渉
を
行
っ
た
。し
か
し
、関
係
省
庁
間
の
連
携
は
ま
っ
た
く
な
く
、い
ず
こ
も
新
た
な
対
策
の
着
手
に

は
消
極
的
な
対
応
で
あ
っ
た＊

＊

。

翌
一
九
八
八
年
三
月
に
は
、
社
会
党
に
提
言
す
る
会
公
害
・
環
境
プ
ロ
ジェク
ト
チ
ー
ム（
田
尻
宗
昭
・
代
表
）

が
、前
出
と
同
じ
六
省
庁
の
担
当
部
局
の
課
長
ク
ラ
ス
約
四
〇
名
を
一
堂
に
集
め
て
石
綿
問
題
合
同
ヒ
ア
リ
ン
グ

を
実＊

＊
＊施

、社
会
党
か
ら
土
井
た
か
子
・
委
員
長
ら
と
石
綿
全
国
連
参
加
団
体
な
ど
、全
国
各
地
で
石
綿
問
題
に

取
り
組
む
団
体
の
代
表
ら
約
五
〇
名
が
参
加
し
た
。

＊ 『アスベスト対策情報』No.1（1988年）
＊＊ 『アスベスト対策情報』No.2（1988年）
＊＊＊ 『アスベスト対策情報』No.4（19888年）



石
綿
全
国
連
と
し
て
も
、夏
休
み
に
全
国
一
斉
に
行
わ
れ
る
見
込
み
の
石
綿
除
去
等
工
事
に
対
し
て
高
ま
って

い
る
不
安
に
応
え
る
こ
と
も
目
的
に
、
同
年
六
〜
七
月
に
石
綿
問
題
連
続
講
座
（
テ
ー
マ
は
、
①
石
綿
に
よ
る
健

康
障
害
、②
吹
き
付
け
石
綿
と
環
境
汚
染
、③
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
と
諸
外
国
の
石
綿
対
策
、④
石
綿
廃
棄
物
と
有
害

物
対
策
）と「
ア
ス
ベス
ト
の
追
放
を
求
め
る
労
働
者
、市
民
の
つ
ど
い
」の
開
催（
集
会
後
、保
護
衣
着
用
者
を
先

頭
に
わ
が
国
で
は
じ
め
て
の
石
綿
追
放
デ
モ
も
実
施
）、文
部
科
学
省
、東
京
労
働
基
準
局
、東
京
教
育
庁
と
の

交
渉
、都
道
府
県
に
夏
休
み
中
に
工
事
の
行
わ
れ
る
学
校
名
を
公
表
さ
せ
る
働
き
か
け
、ま
た
三
月
大
阪
、一
〇

月
福
岡
で
の
石
綿
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
、と
精
力
的
に
活
動
を
開
始
し
た
。一
〇
月
二
七
日
に
は
、第
二
回
総
会＊

と

合
わ
せ
て
、ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
労
働
総
同
盟
顧
問
医
の
ウ
ェス
タ
ー
ホ
ル
ム
博
士
を
招
い
て
、
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
ア
ス

ベス
ト
に
よ
る
健
康
・
環
境
破
壊
防
止
対
策―

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
対
策
を
参
考
に
」を
開
催＊

＊

し
た
が
、こ
れ

は
わ
が
国
の
今
後
の
政
策
提
言
に
向
け
た
取
り
組
み
の
第
一
歩
で
も
あ
っ
た
。

労
働
者
・
市
民
を
代
表
し
て
、石
綿
の
全
面
使
用
禁
止
を
め
ざ
し
て
、総
合
的
な
石
綿
対
策
の
強
化
・
確
立
を

求
め
る
石
綿
全
国
連
が
登
場
し
た
こ
と
は
わ
が
国
の
歴
史
上
画
期
的
な
こ
と
で
あ
り
、
様
々
な
現
場
で
問
題
に

取
り
組
む
全
国
の
労
働
者
・
市
民
を
結
集
し
、取
り
組
み
を
立
ち
上
げ
・
展
開
し
、ま
た
そ
れ
を
支
援
す
る
と
い

う
か
た
ち
で
、石
綿
全
国
連
は
一
九
八
七
〜
八
八
年
の
全
国
各
地
の
運
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

行
政
の
学
校
パ
ニ
ッ
ク
へ
の
対
応

し
か
し
、政
府
の
対
応
は
鈍
か
っ
た
。
石
綿
全
国
連
第
二
回
総
会
は
、政
府
の
基
本
的
態
度
を
、①
石
綿
は
安

全
に
使
用
す
れ
ば
よ
い
、②
一
般
環
境
の
リ
ス
ク
は
少
な
い
、③
低
濃
度
な
ら
ば
安
全
で
あ
る
、④
吹
き
付
け
石
綿

の
対
策
だ
け
が
問
題
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
と
要
約
し
て
い
る
。
加
え
て
、
縦
割
り
行
政
の
な
か
で
の
各
省
庁
ま

＊ 『アスベスト対策情報』No.6（1988年）
＊＊ http://www.env.go.jp/air/asbestos/minist_conf/conf050826/mat03_2_an/ref03-1.pdf
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49  アスベスト問題の過去と現在

か
せ
と
い
う
こ
と
も
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

労
働
省
は
、一
九
八
六
年
九
月
六
日
付
け
基
安
発
第
三
四
号
「
建
築
物
の
解
体
又
は
改
修
の
工
事
に
お
け
る

労
働
者
の
石
綿
粉
じ
ん
への
ば
く
露
防
止
等
に
つい
て
」を
発
出
、法
令
に
よ
る
措
置
に
加
え
て
、石
綿
等
の
使
用

箇
所
・
使
用
状
況
の
事
前
調
査
の
実
施
、解
体
作
業
場
所
の
隔
離
等
を
指
示
し
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
建
設
業

労
働
災
害
防
止
協
会
が
一
九
八
七
年
七
月
に
、「
建
築
物
の
解
体
又
は
改
修
の
工
事
に
お
け
る
石
綿
粉
じ
ん
への

ば
く
露
防
止
の
た
め
の
マニュア
ル
」を
作
成
、一
九
八
八
年
三
月
三
〇
日
付
け
基
発
第
二
〇
〇
号「
石
綿
除
去
作

業
、石
綿
を
含
有
す
る
建
設
用
資
材
の
加
工
等
の
作
業
等
に
お
け
る
石
綿
粉
じ
ん
ば
く
露
防
止
対
策
の
推
進
に

つい
て
」も
示
さ
れ
た
。

一
九
八
七
年
一
〇
月
二
四
日
に
環
境
庁
は
文
部
省
に
対
し
て
、
ま
た
同
月
二
六
日
に
は
都
道
府
県
等
に
対
し

て
、「
吹
付
け
石
綿
で
覆
わ
れ
た
天
井
等
が
存
在
す
る
学
校
施
設
の
改
修
、解
体
等
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、ア

ス
ベス
ト
の
環
境
大
気
中
への
排
出
抑
制
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、施
設
管
理
者
への
指
導
」を
要
請（
環
大

規
第
二
一
四
号＊

）。文
部
省
は
、同
年
一
一
月
一
一
日
付
け
で
都
道
府
県
教
育
委
員
会
施
設
主
管
課
長
等
宛
て
に

「
ア
ス
ベス
ト（
石
綿
）に
よ
る
大
気
汚
染
の
未
然
防
止
等
に
つい
て
」通
知（
六
二
国
施
指
第
四
号
）し
た
。

翌
一
九
八
八
年
一
月
二
〇
日
に
は
、
厚
生
省
の
建
築
物
内
に
お
け
る
健
康
に
影
響
を
及
ぼ
す
粉
じ
ん
の
実
態

と
そ
の
抑
制
に
関
す
る
研
究
班（
前
年
八
月
に
設
置
）の「
当
面
の
建
築
物
内
ア
ス
ベス
ト
対
策
に
つい
て（
中
間

報
告
）」が
ま
と
め
ら
れ（
同
年
三
月
に
最
終
報
告
、同
月
に「
生
活
衛
生
領
域
に
お
け
る
ア
ス
ベス
ト
の
測
定・評

価
法
に
関
す
る
研
究
報
告
書
」
も
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
）、同
年
二
月
一
日
に
は
、
環
境
庁
大
気
保
全
局
大
気
規

制
課
長
と
厚
生
省
生
活
衛
生
局
企
画
課
長
の
連
名
で
、「
建
物
内
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ア
ス
ベス
ト
に
係
る
当
面

の
対
策
に
つい
て
」通
知
さ
れ
た（
環
大
規
第
二
六
号＊

・
衛
企
第
九
号
）。
な
お
前
後
し
て
、文
部
省
、厚
生
省
は
、

石
綿
処
理
工
事
等
を
国
庫
補
助
の
対
象
と
す
る
こ
と
も
決
定
、通
知
し
て
い
る
。

＊ http://www.env.go.jp/air/asbestos/minist_conf/conf050826/mat03_2_an/ref03-1.pdf



一
九
八
八
年
六
月
に
、建
設
省
住
宅
局
建
築
指
導
課
、建
設
大
臣
官
房
官
庁
営
繕
部
監
督
課
監
修『
既
存
建

築
物
の
吹
付
け
ア
ス
ベス
ト
粉
じ
ん
飛
散
防
止
処
理
技
術
指
針
・
同
解
説
』が
日
本
建
築
セ
ン
タ
ー
よ
り
発
行
さ

れ
、
建
設
省
は
、「
既
存
建
築
物
の
吹
付
け
ア
ス
ベス
ト
粉
じ
ん
飛
散
防
止
対
策
の
推
進
に
つい
て
」
通
達
、同
年

一
〇
月
に
は
上
記
技
術
指
針
・
同
解
説
を
踏
ま
え
て
、建
設
省
所
管
官
庁
施
設
に
お
け
る
調
査
方
法
や
標
準
的

な
仕
様
書
の
内
容
等
を
示
し
た
「
吹
き
付
け
ア
ス
ベ
ス
ト
粉
じ
ん
飛
散
防
止
対
策
暫
定
方
針
」
を
定
め
て
地
方

建
設
局
等
に
通
知
、一
一
月
に
は
、都
道
府
県
宛
て
に
公
共
住
宅
に
お
い
て
も
的
確
な
対
策
を
継
続
す
る
よ
う
通

知
し
て
い
る（
な
お
、上
記
暫
定
方
針
の
内
容
に
つい
て
一
定
の
実
績
を
得
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
と
し
て
、一
九
九
八

年
度
版
の「
建
築
改
修
工
事
共
通
仕
様
書
」に
吹
き
付
け
石
綿
に
係
る
規
定
が
追
加
さ
れ
た
）。

関
係
省
庁
か
ら
新
た
な
行
政
指
導
通
達
等
が
乱
発
さ
れ
る
一
方
で
、施
設・建
物
等
の
所
有
者・管
理
者
等
に

対
す
る
教
育
・
指
導
は
徹
底
さ
れ
ず
、生
徒
・
児
童
や
父
母
、利
用
者
等
に
石
綿
と
そ
の
対
策
に
対
す
る
理
解
も

徹
底
さ
れ
な
い
ま
ま
に
調
査
や
工
事
の
迅
速
さ
の
み
が
強
調
さ
れ
、
法
令
に
も
違
反
す
る
工
事
が
少
な
く
な
い

実
態
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に「
学
校
パ
ニッ
ク
」と
呼
ば
れ
た
所
以
で
あ
る
。

調
査
指
示
に
誤
り
が
あ
っ
た
り
、
調
査
か
ら
漏
れ
た
吹
き
付
け
石
綿
も
少
な
く
な
く
、
吹
き
付
け
以
外
の
石

綿
含
有
建
材
等
は
ほ
と
ん
ど
調
査
も
さ
れ
な
い
ま
ま
。
ま
た
、除
去
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
も
、調
査
結
果
の
記
録

が
文
書
保
存
期
間
終
了
後
に
破
棄
さ
れ
て
し
ま
い
、情
報
が
引
き
継
が
れ
ず
に
後
に
問
題
を
生
じ
さ
せ
た
な
ど

の
例
も
少
な
く
な
い（
建
設
省
は
、自
ら
が
所
管
す
る
建
物
に
つい
て
は
、調
査
結
果
と
そ
の
後
の
処
理
・
対
策
の

経
過
を
継
続
的
に
把
握
し
続
け
た
が
、
同
じ
こ
と
を
自
ら
以
外
の
も
の
に
は
求
め
な
か
っ
た
）。
建
設
省
の
対
応

が
相
対
的
に
遅
れ
た
よ
う
に
も
見
え
る
が
、逆
に
他
省
庁
の
対
応
の
方
が
拙
速
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
も

で
き
る
。い
ず
れ
に
し
ろ
、省
庁
間
の
連
携
の
と
れ
た
対
応
と
は
到
底
言
い
難
か
っ
た
。

東
京
都
の「
ア
ス
ベス
ト
対
策
大
綱
」、大
阪
府
の「
ア
ス
ベス
ト
対
策
基
本
方
針
」な
ど
、独
自
の
対
策
を
定
め
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51  アスベスト問題の過去と現在

る
地
方
自
治
体
も
出
て
き
て
い
る
。

廃
棄
物
対
策
・
濃
度
基
準

一
九
八
七
年
一
〇
月
二
六
日
に
は
、環
境
庁
水
質
保
全
局
長
と
厚
生
省
生
活
衛
生
局
水
道
環
境
部
長
の
連
名

で「
ア
ス
ベス
ト（
石
綿
）廃
棄
物
の
処
理
に
つい
て＊

」
通
知
し
て
い
る
。「
ア
ス
ベス
ト
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
基

準
に
つい
て
、今
後
、必
要
な
調
査
検
討
を
行
う
」と
し
つつ
、当
面
留
意
す
べ
き
事
項
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

厚
生
省
は
、（
社
）日
本
廃
棄
物
対
策
協
会
に
依
頼
し
て
、「
建
築
、解
体
工
事
に
伴
う
ア
ス
ベス
ト
廃
棄
物
処
理

に
関
す
る
技
術
指
針
・
同
解
説
」を
取
り
ま
と
め
、翌（
一
九
八
八
）年
夏
に
、工
事
業
者
、産
業
廃
棄
物
処
理
業

者
、医
療
関
係
団
体
等
に
周
知
、「
ア
ス
ベス
ト
廃
棄
物
の
適
正
処
理
に
つい
て
」指
導
し
た
。

一
九
八
七
〜
八
九
年
に
厚
生
省
が（
財
）日
本
環
境
衛
生
セ
ン
タ
ー
に
委
託
し
た
、「
最
終
処
分
場
に
お
け
る
ア

ス
ベス
ト
の
挙
動
に
関
す
る
研
究
報
告
書
」で
は
、上
記
技
術
指
針
・
同
解
説
に
対
す
る
評
価
と
し
て
、（
廃
棄
物

に
つい
て
）石
綿
か
ど
う
か
の
識
別
が
困
難
で
あ
る
、不
適
正
処
理
への
罰
則
が
な
い
な
ど
の
問
題
点
を
指
摘
し
て

い
る
も
の
の
、「
こ
の
よ
う
な
問
題
点
は
あ
る
が
、吹
付
け
ア
ス
ベス
ト
等
飛
散
性
の
高
い
大
量
発
生
ア
ス
ベス
ト
廃

棄
物
は
、当
面
こ
の
技
術
指
針
に
即
し
た
適
正
処
理
の
推
進
を
図
る
必
要
が
あ
る
」と
し
て
、法
令
に
よ
る
対
応

は
勧
告
し
て
い
な
い
。

厚
生
省
、
環
境
省
は
一
九
八
一
〜
八
九
年
度
に
廃
棄
物
最
終
処
分
場
の
敷
地
周
辺
（
最
高
濃
度
八
・
三
七
繊

維
／
㍑
）及
び
埋
立
作
業
場
所
周
辺（
最
高
濃
度
三
三
・
三一繊
維
／
㍑
）の
大
気
中
石
綿
濃
度
を
測
定
し
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
判
断
と
し
て
も「
当
時
の
石
綿
の
紡
績
品
製
造
工
場
の
敷
地
境
界（
最
高
濃
度
三
七
八

（
平
均
九
九
・
三
）
繊
維
／
㍑
：
昭
和
六
二
年
度
環
境
庁
調
査
結
果
）
等
と
比
較
し
て
低
い
も
の
で
あ
っ
た
」
と

＊ http://www.env.go.jp/air/asbestos/minist_conf/conf050826/mat03_2_an/ref03-1.pdf



す
る
評
価＊

を
妥
当
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

一
九
八
八
年
に
、労
働
大
臣
が
作
業
環
境
評
価
基
準
を
新
た
に
作
成
、労
働
安
全
衛
生
法
改
正
に
よ
り
作
業

環
境
測
定
結
果
の
評
価
は
同
基
準
に
従
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。
同
基
準
で
示
さ
れ

た
石
綿
の
管
理
濃
度
は
二
繊
維
／㏄（
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
の
場
合
は
〇
・
二
繊
維
／㏄
）で
、一
九
七
六
年
か
ら
行
政

指
導
で
行
わ
れ
て
き
た
も
の
を
法
令
に
よ
る
規
制
に
格
上
げ
し
た
に
す
ぎ
ず
、
翌
年
度
の
労
働
省
の
委
託
研
究

「
石
綿
の
諸
外
国
に
お
け
る
許
容
基
準
に
関
す
る
文
献
的
研
究
」
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
、一
繊
維
／㏄
が
こ
の

時
点
で
の
大
勢
、ア
メ
リ
カ
で
は
す
で
に
〇
・
二
繊
維
／㏄（
一
九
八
六
年
か
ら
、一
九
九
〇
年
か
ら
は
〇
・一
繊
維

／㏄
）と
比
べ
て
高
す
ぎ
る
数
値
で
あ
っ
た
。

日
本
産
業
衛
生
学
会
に
よ
る
と
、一
九
八
一
年
の
許
容
濃
度
に
つい
て
、「
そ
の
後
、一
九
八
六
年
に
改
訂
の
動
き

が
あ
っ
た
。…
一
九
八
七
年
に
石
綿
に
関
す
る
小
委
員
会
が
発
足
し
、
発
が
ん
物
質
に
つい
て
の
小
委
員
会
と
並

行
し
て
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
小
委
員
会
の
担
当
委
員
が
大
学
の
要
職
に
就
き
、
そ
の
後
健
康
を
害
し
た
こ

と
、日
本
バ
イ
オ
ア
ッ
セ
イ
研
究
セ
ン
タ
ー
で
の
吸
入
実
験
が
実
施
中
で
あ
っ
た
こ
と
等
の
理
由
で
、
検
討
は
行
わ

れ
た
が
提
案
に
至
ら
な
か
っ
た
」と
い
う＊

＊

。

い
ず
れ
に
し
ろ
、現
在
に
至
る
ま
で
、作
業
現
場
の
濃
度
規
制
は
屋
内
作
業
場
に
し
か
適
用
さ
れ
ず
、問
題
と

な
って
き
た
建
築
物
の
解
体
・
改
修
現
場
や
廃
棄
物
処
分
場
等
の
屋
外
作
業
は
規
制
の
網
か
ら
漏
れ
た
ま
ま
放

置
さ
れ
続
け
て
い
る
。

環
境
庁
が
一
九
八
一
〜
八
三
、八
七
〜
八
九
年
度
に
建
築
物
解
体
現
場
の
大
気
中
の
石
綿
濃
度
を
測
定
し
て

い
る
が（
解
体
工
事
後
最
高
濃
度
八
・
五
二
繊
維
／
㍑
）、こ
れ
ま
た
、
当
時
も
現
在
も
「
石
綿
製
品
製
造
工
場

周
辺
と
比
較
し
て
相
当
に
低
濃
度
で
あ
っ
た
」
と
い
う
評
価
で
、
建
築
物
解
体
等
現
場
周
辺
の
環
境
濃
度
は
今

日
に
至
る
も
規
制
さ
れ
て
い
な
い
。

＊ 厚生労働省「アスベスト問題に関する厚生労働省の過去の対応の検証」（2005年） http://
www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/topics/dl/050826-3a.pdf

 環境省「石綿（アスベスト）問題に関する環境省の過去の対応について」（2005年）http://www.
env.go.jp/air/asbestos/minist_conf/conf050826/mat03_2.pdf

＊＊ 日本産業衛生学会粉じん許容濃度検討班「石綿粉じんの許容濃度の改訂勧告」『産業医学』
15: 289-294（1973年）
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一
九
八
九
年
度
に
は
、厚
生
省
が（
財
）ビ
ル
管
理
教
育
セ
ン
タ
ー
に「
室
内
空
気
環
境
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に

関
す
る
研
究
」
を
委
託
し
て
い
る
が
、
室
内
空
気
環
境
の
濃
度
基
準
が
今
な
お
策
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
同
様

で
あ
る
。

環
境
庁
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等

環
境
庁
で
は
、一
九
八
〇
年
の「
ア
ス
ベス
ト
発
生
源
対
策
検
討
会
報
告
書｣

の
後
も
調
査
・
研
究
が
継
続
さ
れ

て
い
る
。一
九
八
〇
〜
八
三
年
度
に
は
石
綿
健
康
影
響
に
関
す
る
委
託
調
査
が
行
わ
れ
、こ
れ
は
、一
九
八
七
年

度
に
「
ア
ス
ベ
ス
ト
健
康
影
響
調
査
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。一
九
八
一
〜
八
三
年
度
に
は
、
全
国
規
模
の

大
気
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ（「
ア
ス
ベス
ト
環
境
濃
度
の
立
地
特
性
別
相
対
評
価
調
査
」）も
行
わ
れ
、石
綿
製
品

製
造
工
場
散
在
地
域
、道
路
沿
線
、蛇
紋
岩
採
石
場
、工
業
地
域
、住
宅
地
域
等
に
お
け
る
大
気
中
の
石
綿
濃

度
が
測
定
さ
れ
た
。
こ
の
調
査
に
助
言
を
与
え
、結
果
を
評
価
す
る
た
め
に
一
九
八
一
年
に
第
二
次「
ア
ス
ベス
ト

発
生
源
対
策
検
討
会
」が
設
置
さ
れ
、一
九
八
四
年
末
に
報
告
書
が
ま
と
め
ら
れ
て
、翌
年『
ア
ス
ベス
ト
排
出
抑

制
マニュア
ル
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
）と
し
て
発
行
さ
れ
た
。
環
境
庁
は
一
九
八
五
年
二
月
に
、厚
生
、通
産
、労
働
、建
設

の
各
省
、都
道
府
県
、石
綿
協
会
等
に
、同
報
告
書
を
送
付
し
、「
ア
ス
ベス
ト
に
よ
る
大
気
汚
染
が
長
期
的
に
は

問
題
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
本
報
告
書
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
石
綿
の
大
気
環
境
中
へ
の
排
出
の
抑
制
等

に
つい
て
配
慮
す
る
よ
う
取
り
計
ら
う｣

こ
と
を
依
頼
し
て
い
る＊

。

一
九
八
二
年
度
に
は
、「
大
気
汚
染
物
質
と
遅
発
性
健
康
障
害
」報
告
書
も
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、ア
ス
ベス
ト

に
つい
て
も
取
り
上
げ
て
、一
般
大
気
環
境
中
の
石
綿
濃
度
に
つい
て
、「
日
本
に
お
い
て
も
、環
境
汚
染
の
実
態
把

握
、
発
生
源
の
探
索
、日
本
人
に
つい
て
の
生
物
学
的
デ
ー
タ
の
収
集
な
ど
地
道
に
努
力
を
積
み
重
ね
る
必
要
が

＊ 昭和60年2月21日付け環大気第38号「アスベスト（石綿）による大気汚染の未然防止について」 
http://www.env.go.jp/air/asbestos/minist_conf/conf050826/mat03_2_an/ref03-1.pdf



あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。一
九
八
〇
年
度
「
自
動
車
よ
り
排
出
さ
れ
る
排
気
以
外
の
排
出
物
に
関
す
る
研
究
」、

八
二
〜
八
三
年
度「
自
動
車
よ
り
排
出
さ
れ
る
ア
ス
ベス
ト
調
査
」も
行
わ
れ
て
い
る
。

一
九
八
六
年
度
に
は
、前
出
一
九
七
九
年
の「
大
気
中
発
が
ん
物
質
の
レ
ビュ
ー（
石
綿
）」の
大
幅
な
増
補
が
行

わ
れ
、翌
年
度『
石
綿
・
ゼ
オ
ラ
イ
ト
の
す
べ
て
』と
し
て
発
行
さ
れ
た（（
財
）日
本
環
境
衛
生
セ
ン
タ
ー
）。
こ
れ

に
は
、一
九
八
七
年
二
月
一
八
日
付
け
朝
日
新
聞
夕
刊
で
報
じ
ら
れ
た
石
綿
工
場
近
隣
居
住
主
婦
の
中
皮
腫
の

事
例
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
報
告
書
は
、「
大
気
汚
染
物
質
と
し
て
の
石
綿
に
関
す
る
一
層
の
重
点
課
題
と
し
て

取
り
組
む
べ
き
で
あ
る
」と
括
り
、「
両
疾
患（
肺
が
ん
・
中
皮
腫
）を
対
象
と
す
る
こ
と
に
異
論
の
余
地
は
な
い
」

と
も
し
て
い
る
。

一
九
八
四
年
の
検
討
会
報
告
書
で
長
期
的
に
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
継
続
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
、ま
た
同

年
度「
ア
ス
ベス
ト
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
マニュア
ル
」が
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、一
九
八
五
年
度
か
ら
隔
年
で
全

国
規
模
の
大
気
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ（「
未
規
制
大
気
汚
染
物
質
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」）が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

（
し
か
し
、一
九
九
五
年
度
で
打
ち
切
ら
れ
た
）。

ま
た
、一
九
八
七
〜
八
九
年
度
に
は
、石
綿
製
品
製
造
工
場
の
敷
地
境
界
、建
築
物
解
体・改
修
工
事
現
場
、廃

棄
物
処
分
場
に
重
点
を
置
い
た
発
生
源
精
密
調
査
、八
八
〜
八
九
年
度
に
は「
ア
ス
ベス
ト
製
品
製
造
工
場
に
お

け
る
排
出
抑
制
対
策
等
実
態
点
検
調
査
」も
実
施
さ
れ
た
。
前
者
の
結
果
を
評
価
す
る
た
め
に
一
九
八
八
年
に

「
ア
ス
ベス
ト
対
策
検
討
会｣

が
設
置
さ
れ
、同
年
一
一
月
に
報
告
書
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
。
同
報
告
書
は
、次

の
よ
う
な「
ま
と
め
」を
し
て
い
る
。

「
昭
和
六
二
年
度
の
調
査
結
果
を
見
る
と
、一
部
の
ア
ス
ベ
ス
ト
製
品
製
造
工
場
の
敷
地
境
界
に
お
い
て
最
高

値
約
一
〇
〇
繊
維
／
㍑（
平
均
）の
ア
ス
ベス
ト
濃
度
が
測
定
さ
れ
る
な
ど
排
出
抑
制
の
十
分
な
実
施
が
疑
わ
れ

る
場
合
の
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。こ
の
よ
う
な
濃
度
が
今
後
と
も
継
続
し
た
場
合
に
は
、発
生
源
周
辺
に
お
い
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て
リ
ス
ク
が
相
対
的
に
高
ま
る
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
って
、
発
生
源
周
辺
に
お
け
る
ア
ス
ベス
ト
濃
度
を
Ｗ
Ｈ
Ｏ

が
検
出
で
き
な
い
ほ
ど
低
い
リ
ス
ク
と
し
て
い
る
濃
度
範
囲
に
お
さ
え
る
た
め
、ア
ス
ベス
ト
製
品
製
造
工
場
に
お

い
て
、
適
正
な
維
持
管
理
等
の
実
施
を
確
保
す
る
よ
う
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え

る
」。な

お
、一
九
八
八
年
三
月
に
は
、前
出
の『
ア
ス
ベス
ト
排
出
抑
制
マニュア
ル  

増
補
版
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
）が
発
行

さ
れ
て
い
る
。

一
九
八
九
年
大
気
汚
染
防
止
法
改
正

環
境
庁
は
、ア
ス
ベス
ト
対
策
検
討
会
報
告
書
を
受
け
て
一
九
八
九
年
に
、大
気
汚
染
防
止
法
の
改
正
を
行
っ

て
、石
綿
製
品
製
造
工
場
に
対
す
る
規
制
に
乗
り
出
し
た
。
主
な
改
正
内
容
は
、①
特
定
粉
じ
ん（
石
綿
）発
生

施
設（
解
綿
用
機
械
、
混
合
機
等
九
種
類
）を
設
置
す
る
工
場
・
事
業
場
の
規
制
基
準（
一
〇
繊
維
／
㍑
）を
定

め
る
、②
特
定
粉
じ
ん
発
生
施
設
の
設
置
・
変
更
に
当
た
って
は
事
前
に
都
道
府
県
知
事
へ
届
け
出
る
こ
と
と
と

し
、当
該
届
出
に
係
る
施
設
に
つい
て
必
要
に
応
じ
計
画
変
更
命
令
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
、③
規
制
基
準
に

適
合
し
な
い
場
合
に
は
改
善
命
令
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
、
④
事
業
者
に
測
定
義
務
を
課
す
ほ
か
、
罰
則
等

を
設
け
る
こ
と
と
す
る
等
で
あ
る
。
同
年
一
一
月
に
は
、
規
制
対
象
施
設
、
規
模
要
件
等
の
政
省
令
事
項
を
検

討
し
た「
ア
ス
ベス
ト
対
策
推
進
検
討
会
報
告
書
」も
ま
と
め
ら
れ
た
。

た
し
か
に
、一
九
七
〇
年
頃
か
ら
公
害
・一
般
環
境
対
策
が
問
題
に
な
り
、
調
査
研
究
だ
け
を
延
々
と
続
け

て
き
た
環
境
庁
が
法
規
制
に
乗
り
出
し
た
（
一
部
で
は
あ
る
が
法
の
網
が
か
け
ら
れ
た
）こ
と
に
な
り
、
ま
た
、

一
九
八
六
年
以
来
全
国
的
に
石
綿
が
大
問
題
と
な
って
き
て
通
達
や
マニュア
ル
・
指
針
ば
か
り
が
乱
発
さ
れ
る
な



か
で
、初
め
て
の
法
令
に
よ
る
対
応
と
い
う
こ
と
で
は
あ
っ
た
。
メ
デ
ィ
ア
は
こ
れ
を
機
に
石
綿
問
題
を
取
り
上
げ

る
機
会
が
激
減
し
て
いっ
た
。

し
か
し
、
当
時
も
石
綿
全
国
連
等
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
①
一
〇
繊
維
／
㍑
は
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
基
準
で
も
安
全
基

準
で
も
な
い
、
②
規
制
対
象
は
石
綿
製
品
製
造
工
場
約
四
百
事
業
所
と
い
う
が
労
働
安
全
衛
生
法
の
特
化
則

適
用
対
象
事
業
場
は
約
三
千
、そ
の
ほ
か
建
築
物
の
解
体
・
改
修
、廃
棄
物
処
分
場
、幹
線
道
路
沿
線
な
ど
は
対

象
に
な
って
い
な
い
、③
職
業
曝
露
由
来
以
外
の
健
康
被
害
に
関
す
る
対
策
は
含
ま
れ
て
い
な
い
、④
代
替
化
・
使

用
禁
止
の
促
進
対
策
も
盛
り
込
ま
れ
て
は
い
な
い
、⑤
関
係
省
庁
が
連
携
す
る
総
合
的
な
対
策
の
一
環
に
な
って

い
な
い
、等
の
問
題
点
、課
題
は
山
積
み
で
あ
っ
た＊

。

濃
度
基
準
は
、こ
の
後
も
度
々
問
題
に
な
る
が
、環
境
省
は
一
九
九
六
年
に
、生
涯
死
亡
率
一
〇
万
分
の
一（
一

生
涯
の
曝
露
で
一
〇
万
人
に
一
人
が
特
定
物
質
への
曝
露
に
よ
り
死
亡
）を
環
境
リ
ス
ク
の「
当
面
の
目
標
」に
す

る（
「
環
境
リ
ス
ク
の
レ
ベ
ル
は
本
来
低
減
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、こ
の
基
準
ま
で
許
容
さ
れ
る
と
受
け
止
め
ら
れ

る
べ
き
で
は
な
い
」
と
も
し
て
い
る
）
と
い
う
考
え
方
を
確
立
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
で
に
濃
度
基
準

を
設
定
し
て
い
る
物
質
に
つい
て
は
、こ
の
原
則
に
照
ら
し
た
見
直
し
を
し
な
い
ま
ま
現
在
に
至
って
し
ま
って
い

る
こ
と
が
、石
綿
の
濃
度
基
準
に
関
す
る
混
乱
の
元
の
ひ
と
つ
と
な
って
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
原
則
に
も
と
づ
い
て
石
綿
の
環
境
濃
度
基
準（
リ
ス
ク
レ
ベ
ル
に
対
応
す
る
評
価
値
）を
算
出
す
れ
ば
、ク

リ
ソ
タ
イ
ル
単
独
で
〇
・
二
繊
維
／
㍑
未
満
、単
独
以
外
な
ら
ば
〇
・
〇
五
繊
維
／
㍑
程
度
に
な
る
。
わ
が
国
に

お
け
る
最
近
の
住
宅
地
の
大
気
中
石
綿
濃
度
は
概
ね
〇
・一
〜
〇
・
二
繊
維
／
㍑
で
あ
る
か
ら
、こ
の
数
字
は
、一

般
環
境
中
の
石
綿
濃
度
自
体
が
健
康
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
も

あ
る
。い
ず
れ
に
し
ろ
、一
〇
繊
維
／
㍑
が
、一
般
大
気
環
境
中
の
石
綿
濃
度
の
安
全
基
準
な
ど
と
呼
べ
る
数
字
で

な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

＊ 『アスベスト対策情報』No.7（1989年）他
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57  アスベスト問題の過去と現在

一
九
九
一
年
廃
棄
物
処
理
法
改
正

厚
生
省
水
道
環
境
部
で
は
、一
九
九
〇
年
頃
よ
り
廃
棄
物
処
理
法
の
改
正
に
係
る
検
討
を
開
始
し
、
そ
の
一

環
と
し
て
、
毒
性
や
有
害
性
等
を
有
し
特
別
な
管
理
を
要
す
る
廃
棄
物
の
規
制（
特
別
管
理
廃
棄
物
制
度
）に

つい
て
も
検
討
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
は
、既
出
の
一
九
八
七
年
通
知
で
処
理
方
法
等
を
指
示
し
て
い
た
廃
石
綿
に
つ

い
て
も
、
当
初
か
ら
特
別
管
理
廃
棄
物
制
度
の
対
象
と
し
て
想
定
し
て
、
処
理
基
準
の
内
容
や
そ
の
管
理
手
法

に
つい
て
の
検
討
が
行
わ
れ
た
。

一
九
九
一
年
に
廃
棄
物
処
理
法
が
改
正
さ
れ
て
特
別
管
理
廃
棄
物
制
度
が
導
入
さ
れ
、
①
廃
棄
物
の
特
性

を
踏
ま
え
た
特
別
な
処
理
基
準
を
適
用
、②
廃
棄
物
の
排
出
か
ら
最
終
処
分
に
至
る
ま
で
の
管
理
体
制
の
強
化

（
排
出
事
業
者
に
管
理
責
任
者
の
選
任
、
処
分
を
委
託
す
る
場
合
に
は
マニュフェス
ト
交
付
の
義
務
づ
け
な
ど
）

等
が
図
ら
れ
た
。
廃
棄
物
処
理
法
施
行
令
に
お
い
て
、廃
石
綿
及
び
石
綿
が
含
ま
れ
、若
し
く
は
付
着
し
て
い
る

産
業
廃
棄
物
の
う
ち
一
定
の
要
件
を
満
た
す
も
の
を「
廃
石
綿
等
」と
し
て
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
指
定
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
処
理
基
準
を
規
定
し
て
、一
九
九
二
年
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
廃
棄
物
処
分
場
に
係

る
大
気
環
境
中
の
石
綿
粉
じ
ん
濃
度
規
制
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

一
九
九
三
年
に
は
、
厚
生
省
水
道
環
境
部
産
業
廃
棄
物
対
策
室
監
修
『
特
別
管
理
廃
棄
物
シ
リ
ー
ズ
Ⅱ  

廃

石
綿
等
処
理
マニュア
ル
』（（
財
）廃
棄
物
研
究
財
団
編
、
化
学
工
業
日
報
社
）、
翌
一
九
九
四
年
に
は
石
綿
協
会

『
石
綿
含
有
廃
棄
物
実
務
処
理
マニュア
ル
』が
発
行
さ
れ
て
い
る
。



６ 
石
綿
規
制
法
案
を
め
ぐ
る
攻
防

業
界
ま
か
せ
で
は
進
ま
ぬ
代
替
化

ア
ス
ベス
ト
・
パ
ニッ
ク
、学
校
パ
ニッ
ク
が
、石
綿
除
去
・
処
理
等
事
業
の
拡
大
や
新
規
参
入
等（
一
九
八
八
年
七

月
一
六
日
に
は
日
本
石
綿
処
理
工
業
協
会
が
発
足
し
て
い
る
）と
と
も
に
、代
替
化
を
一
定
促
進
し
た
こ
と
は
事

実
で
あ
る
。
例
え
ば
、一
九
八
九
年
一
二
月
二
九
日
付
け
日
本
経
済
新
聞
は
、「
発
が
ん
性
物
質
で
あ
る
こ
と
が
問

題
に
な
って
い
る
ア
ス
ベ
ス
ト
に
つい
て
、
日
本
自
動
車
工
業
会
は
九
二
年
ま
で
に
乗
用
車
、
小
型
商
用
車
用
に
一

切
使
用
し
な
い
よ
う
に
す
る
、と
の
自
主
規
制
案
を
ま
と
め
た
」と
報
じ
て
い
る
。
ク
ボ
タ
・
シ
ョッ
ク
後
、同
工
業

会
が
運
輸
省
、通
産
省
、環
境
庁
に
対
し
て
、同
年
四
月
に
は
、一
九
九
四
年
ま
で
に
全
て
の
自
動
車
に
つい
て
切

り
替
え
を
完
了
す
る
と
し
た「
自
動
車
に
お
け
る
石
綿
材
部
品
の
非
石
綿
材
への
切
り
替
え
計
画
策
定
の
件
」、

一
九
九
四
年
に
は
、乗
用
車
・
小
型
ト
ラ
ッ
ク（
Ｇ
Ｖ
Ｗ
二
・
五
ト
ン
以
下
）に
つい
て
切
り
替
え
完
了
、大
型
車
・
二

輪
車
用
等
は
計
画
に
遅
れ
が
出
て
い
る
と
の「
中
間
報
告
」、一
九
九
六
年
に
は「
完
了
報
告
」を
提
出
し
て
い
た

こ
と
も
わ
か
って
い
る＊

。

建
設
省
は
、
す
で
に
一
九
七
三
年
に
官
庁
営
繕
工
事
に
お
け
る
技
術
指
針
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
庁
舎
仕
上
げ

標
準（
暫
定
修
正
版
）」（
現
在
は「
建
築
設
計
基
準
」に
統
合
）で
内
部
仕
上
げ
の
方
法
か
ら
石
綿
吹
き
付
け

＊ 国土交通省「アスベスト問題に関する国土交通省の対応の検証」（2005年） http://www.env.
go.jp/air/asbestos/minist_conf/conf050826/mat03_7.pdf
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材
を
削
除
、一
九
八
七
年
九
月
に
、同
省
所
管
の
官
庁
施
設
に
お
け
る
方
針
と
し
て
、「
石
綿
及
び
石
綿
を
含
む

材
料
・
機
材
の
取
扱
に
関
す
る
当
面
の
方
針
に
つい
て
」地
方
建
設
局
に
連
絡
し
、吹
き
付
け
石
綿
等
の
み
な
ら

ず
、将
来
の
解
体
時
等
に
お
け
る
飛
散
防
止
の
た
め
の
コ
ス
ト
増
等
を
考
慮
し
て
、や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き

で
き
る
限
り
石
綿
ス
レ
ー
ト
等
の
通
常
の
使
用
状
態
で
は
飛
散
す
る
お
そ
れ
の
な
い
石
綿
含
有
建
材
も
使
用

し
な
い
こ
と
等
を
指
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
自
ら
が
直
接
所
管
す
る
施
設
限
り
の
こ
と
で

あ
っ
て
、一
九
八
七
年
に
建
築
基
準
法
関
連
告
示
に
お
い
て
耐
火
構
造
の
規
定
か
ら
吹
き
付
け
石
綿
を
用
い
た

構
造
の
規
定
（
こ
の
規
定
が
あ
っ
た
が
た
め
に
、一
九
七
五
年
の
特
化
則
改
正
に
お
い
て
吹
き
付
け
を
禁
止
で
き

な
か
っ
た
）を
削
除
し
た
こ
と
を
除
け
ば
、自
ら
以
外
を
対
象
と
し
た
建
築
行
政
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

（
一
九
八
九
年
九
月
に
は
、
建
設
中
の
東
京
新
都
庁
舎
に
石
綿
含
有
の
外
壁
耐
火
目
地
材
が
使
用
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
発
覚
し
て
問
題
と
な
って
い
る
）。

こ
の
間
の
労
働
省
の「
代
替
化
促
進
」対
策
は
、一
九
八
三
〜
八
四
年
度
の
石
綿
取
扱
い
事
業
場
等
実
態
調
査

研
究
、一
九
八
七
・
九
〇
年
度
の
石
綿
代
替
物
質
の
有
害
性
・
生
態
影
響
に
関
す
る
研
究
、一
九
八
八
〜
九
三
年

度
に
か
け
て
石
綿
代
替
繊
維
の
工
程
や
取
扱
い
上
の
労
働
衛
生
対
策
と
し
て
必
要
な
事
項
に
つい
て
の
調
査
研
究

（
一
九
九
六
年
に
中
央
労
働
災
害
防
止
協
会
か
ら
『
石
綿
代
替
繊
維
と
そ
の
生
体
影
響
』
と
し
て
出
版
）
と
いっ

た
調
査
研
究
に
限
ら
れ
て
い
る
と
言
って
よ
い
。

「
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
を
優
先
的
に
代
替
」
の
は
ず
だ
っ
た
も
の
が
、「
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
だ
け
が
使
用
中
止
に
な

れ
ば
よ
い
」と
い
う
方
針
に
転
換
し
た
か
の
ご
と
く
、一
九
八
九
年
に
実
施
し
た
調
査
的
監
督
で
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト

を
使
用
し
て
い
る
事
業
場
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
、ま
た
、石
綿
協
会
が
一
九
八
七
年
か
ら
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
の

使
用
を
中
止
し
て
い
る
と
言
って
い
る
の
を
よ
し
と
し
て
、
状
況
確
認
以
上
の
努
力
は
払
わ
な
か
っ
た
と
言
って
も

よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、一
九
八
九
年
度
に
実
施
さ
れ
た「
石
綿
製
品
製
造
事
業
場
に
係
る
調
査
的
監
督
調
査
結



果
」
の
全
国
集
計
で
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
を
使
用
し
て
い
る
事
業
場
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
た
に
も
関
わ

ら
ず
、
当
時
大
阪
労
働
局
が
取
り
ま
と
め
て
い
た
集
計
表
に
は
同
局
管
内
に
お
け
る
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
使
用
量

一
二
二
ト
ン
と
記
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
て
、二
〇
〇
六
年
一
一
月
に
厚
生
労
働
省
が
そ
の
事
実
及
び
事

実
関
係
を
調
査
す
る
と
発
表
す
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
る＊

。

環
境
庁
も
、一
九
八
八
年
度
「
ア
ス
ベス
ト
（
石
綿
）
代
替
品
の
開
発
及
び
普
及
状
況
に
関
す
る
調
査
中
間
報

告
」及
び
一
九
八
九
年
度
の
資
料
集「
ア
ス
ベス
ト
代
替
品
の
す
べ
て
」（
日
本
環
境
衛
生
セ
ン
タ
ー
）な
ど
、
状
況

確
認
以
上
の
こ
と
は
行
って
い
な
い
。

通
産
省
は
、一
九
九
二
〜
二
〇
〇
四
年
に
石
綿
協
会
に
「
石
綿
含
有
率
低
減
化
製
品
等
調
査
研
究
」
を
委
託

す
る
な
ど
、代
替
化
促
進
を
図
って
き
た
と
い
う
が
、中
小
企
業
の
経
営
支
援
と
い
う
側
面
が
主
で
あ
っ
た
。

石
綿
協
会
は
ま
た
、一
九
八
四
年
に
自
主
的
に
吹
き
付
け
石
綿
を
中
止
し
た
と
し
、一
九
八
九
年
以
降
は
、会

員
企
業
が
製
造
す
る
石
綿
含
有
（
五
重
量
％
を
超
え
る
）
建
材
の
一
枚
一
枚
に
自
主
的
に
「ａ
」マ
ー
ク
を
表
示

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、日
本
石
綿
製
品
工
業
会
が
一
九
八
七
年
九
月
に『
吹
付
け
石
綿
の
対
応
等
に
つい

て  

石
綿
繊
維
飛
散
防
止
処
理
の
留
意
点
』（
一
九
八
八
年
に
は『
吹
付
け
石
綿
除
去
工
事
マニュア
ル
』）を
、石

綿
協
会
と
し
て
は
、一
九
八
七
年『
ア
ス
ベス
ト
あ
れ
こ
れ
』、一
九
八
八
年『
せ
き
め
ん
の
素
顔
』、一
九
八
九
年『
石

綿
建
築
材
料
の
取
扱
いマニュア
ル
』、一
九
九
〇
年『
石
綿
と
健
康
』及
び『
石
綿
粉
じ
ん
排
出
抑
制
マニュア
ル
』、

一
九
九
一
年『
石
綿
を
よ
く
知
る
た
め
に  

ア
ス
ベス
ト
Ｑ
＆
Ａ
』（『
ア
ス
ベス
ト
あ
れ
こ
れ
』の
改
訂
版
）を
発
行
。

最
後
の
小
冊
子
は「
は
じ
め
に
」で
、「
一
部
の
マ
ス
コ
ミ
が
、石
綿
の
恐
怖
の
み
を
あ
お
り
た
て
た
記
事
に
惑
わ
さ

れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
切
望
し
て
や
ま
な
い
」と
記
し
て
い
る
。代
替
化
よ
り
も
、「
管
理
使
用
」の
促
進
が
業
界
の

基
本
的
姿
勢
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

結
果
と
し
て
、例
え
ば
、一
九
八
九
年
五
月
一
二
日
付
け
日
本
経
済
新
聞
は
、「
発
ガ
ン
性
叫
ば
れ
て
い
る
が
…

＊ 2006年11月24日厚生労働
省発表「平成元年度にお
ける石綿製品製造事業場
に対する調査的監督に関
する文書について」
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石
綿
の
輸
入
が
急
増  

建
材
用
に
大
量
消
費
」
と
い
う
見
出
し
で
、「
環
境
庁
が
ア
ス
ベ
ス
ト
工
場
の
大
気
汚
染

防
止
対
策
に
乗
り
出
し
、ア
ス
ベ
ス
ト
を
多
く
使
う
建
材
業
界
な
ど
で
も
使
用
量
削
減
を
目
ざ
し
て
い
る
の
と

は
裏
腹
に
、
内
需
景
気
で
住
宅
や
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
の
建
設
に
ア
ス
ベス
ト
入
り
建
材
が
ひっ
ぱ
り
だ
こ
に
な
って
い
る

か
ら
だ
」
と
報
じ
て
い
る
よ
う
な
実
態
で
あ
っ
た
。
同
記
事
で
は
、「
通
産
省
は
学
識
経
験
者
や
業
界
関
係
者
ら

を
集
め
て
対
策
委
員
会
を
こ
の
ほ
ど
発
足
さ
せ
た
。
今
年
度
中
に
代
替
製
品
開
発
の
方
法
な
ど
を
ま
と
め
る
」

と
し
て
お
り
、
通
産
省
は
同
年
四
月
に
石
綿
対
策
検
討
委
員
会（
生
活
産
業
局
長
の
私
的
諮
問
機
関
）を
設
置

し
、同
委
員
会
で
の
検
討
も
踏
ま
え
つつ
、翌
九
〇
年
三
月
、委
託
調
査
に
お
い
て
石
綿
代
替
製
品
開
発
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
を
作
成
し
た
と
い
う
。
ま
た
、一
九
九
二
年
五
月
三
〇
日
付
け
読
売
新
聞
に
は
、「
石
綿
建
材
な
お
大
量

使
用  

国
、業
者
は
規
制
に
消
極
的
」と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る（
同
記
事
に
は
、石
綿
全
国
連
の
伊
藤
彰

信・事
務
局
長
の「
法
規
制
以
外
に
解
決
策
は
な
い
」と
い
う
コ
メ
ン
ト
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
）。

実
際
、わ
が
国
の
石
綿
輸
入
量
は
、一
九
七
四
年
に
三
五
万
ト
ン
強
で
ピ
ー
ク
に
達
し
た
後
、漸
減
し
な
が
ら
も

一
九
八
四
年
以
降
漸
増
に
転
じ
、一
九
八
八
年
に
は
三
二
万
ト
ン
強
と
第
二
の
ピ
ー
ク
を
つ
く
って
い
た
の
で
あ
る
。

い
く
ら「
代
替
化
の
促
進
」を
唱
え
て
行
政
指
導
に
努
め
、
管
理
使
用
の
規
制
強
化
を
し
て
い
る
と
主
張
し
よ
う

と
も
、
現
実
の
状
況
が
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
す
る
反
省
は
い
ま
だ
に
国
か
ら
も
、
関
係
企
業
か
ら
も
聞

こ
え
て
き
て
い
な
い
。

ア
ス
ベ
ス
ト
規
制
法
案

こ
の
た
め
石
綿
全
国
連
は
、「
全
面
使
用
禁
止
を
目
標
に
、製
造
か
ら
廃
棄
ま
で
の
総
合
的
な
対
策
の
確
立
」

を
求
め
る
立
場
か
ら
政
策
提
言
を
行
う
こ
と
に
力
を
入
れ
た
。一
九
八
九
年
九
月
に
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ア
メ
リ



＊ 『アスベスト対策情報』No.8（1989年）
＊＊ 『アスベスト対策情報』No.9（1989年）

カ
消
費
者
運
動
リ
ー
ダ
ー
ラ
ル
フ
・
ネ
ー
ダ
ー
と
ア
ス
ベス
ト
・
環
境
問
題
を
考
え
る  

有
害
物
規
制
と
労
働
者
・

市
民
の
知
る
権
利
」を
開
催＊（
こ
の
成
果
は『
環
境
を
ま
も
る  

情
報
を
つ
か
む
』（
第
一
書
林
）と
し
て
出
版
さ
れ

て
い
る
）。
同
年
一
一
月
一
五
日
の
石
綿
全
国
連
第
三
回
総
会＊

＊
で
政
策
提
言
（
案
）の
討
論
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、

検
討
を
進
め
る
な
か
で
、縦
割
り
行
政
の
も
と
で
の
既
存
の
法
令
の
改
正
で
対
処
す
る
の
で
は
不
十
分
で
、新
た

に「
ア
ス
ベス
ト
規
制
法（
仮
称
）」を
制
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
認
識
に
達
し
て
い
た
。

一
九
九
〇
年
一
月
一
〇
日
、石
綿
全
国
連
は
、

「
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
の
政
策
提
言―

ア
ス
ベ
ス

ト
規
制
法（
仮
称
）制
定
に
向
け
て―

」
を
発

表
し
た
。
こ
れ
は
、一
九
九
四
年
ま
で
に
原
則

禁
止
、
二
〇
〇
〇
年
ま
で
に
完
全
禁
止
す
る

こ
と
を
目
標
に
、
段
階
的
な
使
用
禁
止
や
許

可
制
度
と
代
替
の
促
進
や
抑
制
の
強
化
を
行

い
、
労
働
現
場
の
対
策
を
は
じ
め
、
使
用
禁
止

後
も
継
続
す
る
一
般
環
境
に
お
け
る
汚
染
対

策
、さ
ら
に
は
健
康
対
策
な
ど
、輸
入
か
ら
製

造
、使
用
、廃
棄
に
至
る
ま
で
の
総
合
対
策
を

確
立
す
る
。
そ
の
た
め
に
、政
府
レ
ベ
ル
に
お
い

て
は
労
働
、厚
生
、環
境
、通
産
、建
設
、文
部
、

運
輸
、自
治
、防
衛
の
各
省
庁
に
よ
る「
ア
ス
ベ

ス
ト
対
策
委
員
会（
仮
称
）」
を
総
理
府
に
設

「アスベスト規制法制定をめざす全国集会」後のデモ（1990年11月27日）
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63  アスベスト問題の過去と現在

置
し
て
、労
働
者
、市
民
の
代
表
の
意
見
を
聴
き
な
が
ら
対
策
を
進
め
る
こ
と
と
し
、「
ア
ス
ベス
ト
対
策
基
本
計

画（
仮
称
）」を
策
定
し
て
調
査
、教
育
訓
練
、広
報
啓
蒙
、許
認
可
、資
格
認
定
な
ど
活
動
を
総
合
的
に
実
施
す

る
。
ま
た
、石
綿
に
関
す
る
情
報
を
公
開
し
て
、労
働
者
・
市
民
の
知
る
権
利
を
確
立
す
る
。
以
上
の
こ
と
を
推

進
す
る
た
め
に「
ア
ス
ベス
ト
規
制
法（
仮
称
）」を
制
定
す
る
こ
と
を
提
言
し
た
。

同
年
四
月
一
八
日
、石
綿
全
国
連
の
呼
び
か
け
で
、「
ア
ス
ベス
ト
規
制
法
制
定
を
め
ざ
す
会
」（
め
ざ
す
会
）の

＊ 『アスベスト対策情報』No.12（1991年）、『安全センター情報』1991年1月号

結
成
総
会
が
開
催
さ
れ
た
。
青
山
英
康
・
岡
山
大
学
医

学
部
教
授
、佐
野
辰
雄
、竹
内
直
一
、田
尻
宗
昭
、天
明

佳
臣
・
労
働
者
住
民
医
療
機
関
連
絡
会
議
議
長（
当
時
、

現
全
国
労
働
安
全
衛
生
セ
ン
タ
ー
連
絡
会
議
議
長
）、広

瀬
弘
忠
の
各
氏
を
代
表
に
選
出
し
、
特
別
国
会
提
出
を

め
ざ
し
て
法
案
作
成
を
進
め
る
と
と
も
に
、
ア
ス
ベ
ス
ト

規
制
法
（
仮
称
）
制
定
を
求
め
る
国
会
請
願
署
名
運
動

に
取
り
組
む
こ
と
な
ど
を
決
定
し
た
。

さ
ら
に
同
年
一
一
月
二
七
日
に
、石
綿
全
国
連
第
四
回

総
会
に
続
い
て
、「
ア
ス
ベス
ト
規
制
法
制
定
を
め
ざ
す
全

国
集
会
」
を
開
催＊

し
、
①
石
綿
及
び
石
綿
含
有
製
品
の

製
造
、輸
入
、販
売
の
原
則
的
禁
止
、②
既
存
石
綿
製
品

の
飛
散
防
止
、
③
市
民
、
労
組
代
表
が
参
加
す
る
石
綿

対
策
審
議
会
の
設
置
、を
骨
子
と
す
る「
石
綿
の
規
制
等

に
関
す
る
法
律
案
要
綱
（
案
）」
を
発
表
し
た
。
六
百
人

「アスベスト規制法制定をめざすシンポジウム」（1991年3月22日）



が
参
加
し
、
集
会
終
了
後
、
保
護
衣
着
用
者
を
先
頭

に
国
会
前
を
デ
モ
行
進
し
た
。
ま
た
、一
九
九
〇
年
九

月
に
は
、ア
ス
ネ
ッ
ト
が『
ア
ス
ベス
ト
な
ん
て
い
ら
な
い
』

（
リ
サ
イ
ク
ル
文
化
社
）を
出
版
し
て
い
る
。

翌
一
九
九
一
年
三
月
二
二
日
に
開
催
さ
れ
た
「
ア
ス

ベス
ト
規
制
法
制
定
を
め
ざ
す
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
で
は
、

社
会
党
政
策
審
議
会
の
「
石
綿
の
規
制
等
に
関
す
る

法
律
案
要
綱
（
案
）」の
説
明
が
あ
り
、四
月
下
旬
に

は
社
会
党
の
法
律
案
が
ま
と
ま
っ
た
。
四
月
二
四
日
に

は
め
ざ
す
会
が
参
議
院
議
員
会
館
で
集
会
を
開
き
、

約
六
三
万
人
分
の
国
会
請
願
署
名
を
紹
介
議
員
に

な
っ
た
全
野
党
の
国
会
議
員
に
渡
し
て
衆
参
両
院
議

長
に
提
出
し
た
。
め
ざ
す
会
は
ま
た
、三
月
二
二
日
に

は
国
会
議
員
と
市
民
の
共
同
政
策
ネ
ッ
ト
と
協
力
し

て
関
係
省
庁
と
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
、
前
年
末
か
ら
九
月
に

か
け
て
日
本
石
綿
処
理
工
業
会
、
日
本
石
綿
製
品
工

めざす会が63万人分の署名を提出（1991年4月24日）

業
会
、日
本
硝
子
繊
維
工
業
会
、石
綿
ス
レ
ー
ト
協
会
、石
綿
協
会
有
志
と
の
話
し
合
い
、七
・
八
月
に
は
全
国
建

設
業
協
会
、日
本
自
動
車
工
業
会
、日
本
建
築
士
事
務
所
連
合
会
、新
日
本
建
築
家
協
会
に
石
綿
を
使
用
し
な

い
よ
う
申
し
入
れ
を
行
う
な
ど
精
力
的
な
活
動
を
展
開
し
た
。

一
一
月
五
日
に
は
、石
綿
全
国
連
の
第
五
回
総
会＊

が
開
催
さ
れ
、日
本
石
綿
処
理
工
業
協
会（
Ｎ
Ａ
Ａ
）の
宮
川
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65  アスベスト問題の過去と現在

起
を
し
た
も
の
だ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

残
念
な
が
ら
す
で

に
後
退
し
て
い
た
メ

デ
ィ
ア
は
、
こ
の
本

質
的
問
題
に
敏
感

と
は
言
え
ず
、政
治

家
、
官
僚
を
巻
き

込
ん
だ
業
界
と
労

働
者
・
市
民
と
の
対

決
を
十
分
カ
バ
ー

で
き
な
か
っ
た
。

石
綿
協
会
は
ま

ず
一
九
九
一
年
四

社会党（上）と石綿協会（下）の懇談会（1992年5月18日）

隆
司・運
営
委
員
が「
ア
ス
ベス
ト
処
理
の
現
状
に
つい
て
」特
別
講
演
を
行
って
い
る
。

業
界
の
反
撃
で
法
案
は
廃
案
に

規
制
法
案
に
対
す
る
石
綿
業
界
の
反
応
は
、こ
れ
ま
で
と
は
打
って
変
わ
っ
た
激
し
い
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
が
、

「
管
理
使
用
」
の
強
化
と
い
う
「
程
度
」
の
問
題
で
は
な
く
、「
使
用
禁
止
」への
転
換
と
い
う
本
質
的
な
問
題
提



月
号
か
ら『
せ
き
め
ん
』の
誌
面
を
一
新
し
て
、「
石
綿
の
正
し
い
認
識
、使
い
方
な
ど
を
協
会
内
外
に
普
及
し
、コ

ン
セ
ン
サ
ス
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
そ
の
努
力
を
集
中
す
る｣

こ
と
と
し
た
。
同
年
八
月
一
日
に
は
、「
環
境
・
健
康

に
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
安
全
衛
生
面
に
十
分
配
慮
し
て
使
用
し
て
ま
い
り
ま
す
」
と
う
た
っ
た
「
石
綿
協
会
の

ポ
ジ
シ
ョン
・
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
」を
発
表
し
た
。
こ
の
な
か
で
は
、労
働
安
全
衛
生
法
令
に
よ
る
管
理
濃
度
二
繊
維
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アスベスト規制法制定を訴える街頭宣伝

／㏄
よ
り
厳
し
い
一
繊
維
／㏄
と
い
う
協
会
独
自
の
石
綿

粉
じ
ん
自
主
基
準
値
を
設
定
し
て
、
翌
年
五
月
ま
で
の

達
成
を
め
ざ
す
と
表
明
。
同
時
に
製
品
別
の「
代
替
化

の
状
況
及
び
今
後
の
動
向
」
を
示
す
こ
と
で
、
業
界
に

よ
る
自
主
規
制
に
委
ね
る
べ
き
で
、
法
令
に
よ
る
「
使

用
禁
止
」
措
置
は
不
要
と
主
張
し
た
。
続
い
て
一
〇
月

に
は
、『
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョン
・
ブ
レ
テ
ィ
ン  

石
綿
の
動

向
』
第
一
号
を
発
行
。
こ
れ
を
マ
ス
コ
ミ
を
含
め
た
「
世

の
オ
ピ
ニ
オ
ン・リ
ー
ダ
ー
の
方
々
」に
送
る
よ
う
に
な
り
、

一
九
九
九
年
二
月
の
第
三
九
号
ま
で
継
続
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

一
九
九
一
年
一
一
月
に
は
、「
第
三
回
日
本
石
綿
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
」が
開
催
さ
れ
、「
最
近
の
ア
ス
ベス
ト
研
究
と

話
題
」及
び「
ア
ス
ベス
ト
代
替
品
に
関
す
る
最
近
の
知

見
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
ほ
か
、「
ア
ス
ベ
ス
ト
の
有
効

利
用
と
規
制
に
つい
て
」と
題
し
て
、石
綿
協
会
と
め
ざ



67  アスベスト問題の過去と現在

す
会
の
報
告
及
び
討
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。

同
年
一
二
月
の『
石
綿
の
動
向
』第
二
号
で
は
、一
〇
月
に
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
高
裁
が
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
禁
止
規
制
を
無

効
と
す
る
判
決
を
下
し
た
こ
と
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、こ
れ
を
追
い
風
に
一
層
強
気
に
転
じ
て
、「
石
綿
は
管

理
す
れ
ば
使
用
で
き
る
」
と
い
う
協
会
会
長
表
明
を
掲
載
。
翌
一
九
九
二
年
三
月
に
は
、「
Ｅ
Ｐ
Ａ
、
連
邦
最
高

裁
判
所
への
上
告
を
断
念
」と
伝
え
る
速
報（
号
外
）も
発
行
し
た
。

一
九
九
二
年
四
月
に
、め
ざ
す
会
が
石
綿
協
会
に
規
制
法
案
に
つい
て
の
意
見
交
換
の
場
を
も
つ
こ
と
を
求
め

た
が
、協
会
は
話
し
合
い
を
拒
否
。め
ざ
す
会
は
五
月
に
は
、ノ
ン
ア
ス
車
を
公
表
す
る
よ
う
国
内
の
自
動
車
メ
ー

カ
ー
一
二
社
と
主
な
外
車
総
代
理
店
四
社
に
要
請（
一
〇
社
か
ら
回
答
あ
り
）、Ｅ
Ｕ
輸
出
仕
様
乗
用
車
に
は
す

で
に
石
綿
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
や
、前
述
の
代
替
化
計
画
の
一
部
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

石
綿
協
会
は
、社
会
党
が
呼
び
か
け
た
規
制
法
案
国
会
提
出
前
の
事
前
懇
談
会
に
は
五
月
一
八
日
に
応
じ
た

が
、
協
会
側
は
、「
自
主
規
制
の
継
続
に
よ
って
対
応
可
能
、石
綿
業
界
な
ら
び
に
産
業
界（
工
業
及
び
建
築
）に

は
な
は
だ
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、規
制
法
制
定
に
は
反
対
」と
の
態
度
表
明
を
行
っ
た
。
ま

た
、そ
の
立
場
を
説
明
し
た「
石
綿
製
品
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
制
定
に
つい
て
」、「
法
律
案
に
対
す
る
石

綿
協
会
の
見
解
」も
提
示
し
て
い
る
。

同
年
六
月
の『
石
綿
の
動
向
』第
五
号
で
は
、「
一
九
九
三
年
六
月
よ
り
ア
モ
サ
イ
ト
の
使
用
廃
止
を
決
定
」を

発
表
す
る
と
と
も
に
、
規
制
法
案
に
対
す
る
反
対
表
明
を
掲
載
。
八
月
の『
石
綿
の
動
向
』
第
六
号
で
は
、「
会

員
の
約
九
七
％
が
自
主
基
準
値
達
成―

作
業
環
境
に
お
け
る
石
綿
粉
じ
ん
濃
度
調
査
結
果
ま
と
ま
る―

」
と

報
告
し
て
い
る
。
協
会
は
ま
た
、『
天
然
の
贈
り
も
の
ア
ス
ベス
ト
』と
題
し
た
冊
子
等（
一
九
九
四
年
に
は
ビ
デ
オ

『
社
会
に
貢
献
す
る
天
然
資
源
ア
ス
ベス
ト
』）も
作
成
す
る
な
ど
し
て
、各
方
面
に
強
力
な
逆
宣
伝
を
行
っ
た
。

Ｐ
Ｋ
Ｏ
協
力
法
案
や
佐
川
疑
惑
等
で
国
会
審
議
が
混
乱
す
る
な
か
で
法
案
提
出
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
探
っ
て
き



た
社
会
党
は
、一
九
九
二
年
一
二
月
三
日
に
社
会
民
主
連
合
と
の
共
同
提
案
に
よ
り
、「
石
綿
の
規
制
等
に
関
す

る
法
律
案
要
綱
（
案
）」
を
議
員
立
法
と
し
て
衆
議
院
に
提
出
し
た
。
議
事
運
営
委
員
会
で
法
案
の
取
り
扱
い

が
協
議
さ
れ
た
が
、厚
生
委
員
会
への
付
託
を
要
求
し
た
社
会
党
に
対
し
て
、自
民
党
は「
ど
こ
の
委
員
会
に
付

託
す
る
か
検
討
し
た
い
」と
時
間
稼
ぎ
を
し
た
あ
げ
く
、社
会
党
以
外
の
野
党
議
員
も
継
続
審
議
を
主
張
し
た

に
も
関
わ
ら
ず
、態
度
を
急
変
さ
せ
て
廃
案
に
追
い
込
ん
だ＊

。

ク
ボ
タ・シ
ョッ
ク
後
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、「
大
気
汚
染
防
止
法
の
改
正
等
を
受
け
て
、石
綿

粉
じ
ん
の
飛
散
等
に
関
す
る
国
民
の
関
心
が
高
ま
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
関
係
省
庁
相
互
間
に
お
い
て
必
要
な

情
報
交
換
、
意
見
交
換
を
図
る
た
め
」、一
九
九
〇
年
一
〇
月
に
第
一
回
石
綿
対
策
関
係
省
庁
連
絡
会
議
が
開

催
さ
れ
、
①
石
綿
の
使
用
禁
止
を
求
め
る
意
見
に
つい
て
、
②
石
綿
代
替
品
の
開
発
状
況
に
つい
て
等
の
内
容
が

話
し
合
わ
れ
た
。ま
た
、一
九
九
三
年
五
月
の
第
二
回
会
議
で
は
、一
九
九
二
年
の
臨
時
国
会
に
社
会
党
が
提
出
し

た
石
綿
規
制
法
案
に
関
す
る
動
き
等
に
つい
て
情
報
提
供
、意
見
交
換
等
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。
構
成
員
は
、防

衛
施
設
庁
、環
境
庁（
事
務
局
）、文
部
省
、厚
生
省
、通
産
省
、運
輸
省
、労
働
省
及
び
建
設
省
の
課
長
ク
ラ
ス
で

あ
っ
た
と
い
う
が
、詳
し
い
内
容
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い＊

＊
。

厚
生
労
働
省
は「
過
去
の
対
応
の
検
証
」の
中
で
、（
同
法
案
に
対
し
て
）「
特
段
、賛
否
の
意
を
表
明
し
て
い
な

い
。
た
だ
し
、石
綿
の
代
替
品
の
使
用
促
進
に
つい
て
は
…
そ
の
安
全
性
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
中
で
は
、
慎
重
で

あ
る
べ
き
と
の
立
場
で
あ
っ
た
」と
、
行
政
通
達
等
で
表
明
し
て
い
た
代
替
化
の
促
進
に
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
こ

と
を
は
か
ら
ず
も
自
ら
告
白
し
て
い
る＊

＊

。
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＊ 『アスベスト対策情報』No.14（1992年）
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 環境省「石綿（アスベスト）問題に関する環境省の過去の対応について」（2005年）http://www.
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７ 
被
害
の
掘
り
起
こ
し
と
管
理
規
制
強
化
の
積
み
重
ね

石
綿
被
害
掘
り
起
こ
し
等
の
本
格
化

こ
の
間
、石
綿
全
国
連
と
全
国
労
働
安
全
衛
生
セ
ン
タ
ー
連
絡
会
議
（
全
国
安
全
セ
ン
タ
ー
、一
九
九
〇
年
五

月
設
立
）は
、一
九
九
一
年
七
月
二
日
に
、全
国
一
四
か
所
の
相
談
窓
口
で「
ア
ス
ベス
ト
・
職
業
が
ん
一
一
〇
番
」を

実
施＊

。一
日
で
三
二
五
件
の
電
話
相
談
が
あ
り
、
う
ち
職
業
曝
露
に
よ
る
健
康
被
害
相
談
が
一
三
一
件
で
あ
っ

た
。
同
様
に
翌
一
九
九
二
年
四
月
二
八
日
に
実
施
し
た
第
二
回
目
の「
ア
ス
ベス
ト
・
職
業
が
ん
一
一
〇
番
」に
は

一
九
三
件
の
相
談
が
寄
せ
ら
れ
た＊

＊

。
以
後
、
各
地
域
の
安
全
セ
ン
タ
ー
や
労
組
等
に
よ
り
日
常
的
な
相
談
体
制

が
継
続
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
掘
り
起
こ
し
の
本
格
化
で
あ
っ
た
。
横
須
賀

に
お
け
る
地
域
ぐ
る
み
で
の
被
害
者
の
掘
り
起
こ
し
と
組
織
化
、
全
建
総
連
や
全
港
湾
等
に
よ
る
組
合
員
に
お

け
る
被
害
の
掘
り
起
こ
し
や
組
織
化
な
ど
の
モ
デ
ル・パ
タ
ー
ン
も
形
成
さ
れ
て
いっ
た
。

わ
が
国
に
お
け
る
中
皮
腫
・
石
綿
肺
が
ん
の
労
災
認
定
件
数
の
推
移
は
、一
九
八
五
〜
九
一
年
度
一
〇
件
台
、

九
二
〜
九
七
年
度
二
〇
件
台
、
九
八
・
九
九
年
度
各
四
二
件
、
二
〇
〇
〇
・
〇
一
年
度
各
五
五
件
、
〇
二
年
度

七
八
件
、〇
三
年
度
一
二
三
件
、〇
四
年
度
一
八
六
件
と
徐
々
に
増
加
し
て
い
く
が
、ク
ボ
タ・シ
ョッ
ク
ま
で
の
間
の

労
災
認
定
件
数
の
数
割
は
石
綿
全
国
連
関
係
団
体
の
努
力
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

＊ 『アスベスト対策情報』No.13（1991年）、『安全センター情報』1991年9月号
＊＊  『安全センター情報』1992年7月号



一
九
九
〇
年
に
は
、
石
綿
全
国
連
は
遠
藤
直
哉
、
森
田
明

両
弁
護
士
の
協
力
を
得
て
米
ジ
ョン
ズ・マ
ン
ビ
ル
社
の
信
託
基

金
に
対
す
る
日
本
の
被
害
者
の
補
償
請
求
に
も
取
り
組
ん
だ

（
約
百
人
が
請
求
、一
九
九
六
年
に
一
一
人
に
補
償
金
が
支

払
わ
れ
、そ
の
後
数
名
追
加
さ
れ
て
い
る
）。

労
組
に
よ
る
労
働
現
場
の
安
全
衛
生
環
境
対
策
、
市
民

ら
に
よ
る
安
全
な
建
築
物
の
解
体
・
除
去
等
を
求
め
、
監
視

す
る
取
り
組
み
も
積
み
重
ね
ら
れ
た
。
ア
ス
ネ
ッ
ト
か
ら
は
、

一
九
九
四
年
七
月
に『
ノ
ー
モ
ア
ア
ス
ベ
ス
ト―

こ
れ
か
ら
の

有
害
廃
棄
物
対
策
』（
ク
ロ
ウ
ジ
ン
出
版
事
務
所
）、一
九
九
六

年
八
月
に『
こ
こ
が
危
な
い
！
ア
ス
ベス
ト―
発
見
・
対
策
・
除

去
の
イ
ロハ
教
え
ま
す
』（
緑
風
出
版
）が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

＊ 『アスベスト対策情報』No.14（1992年）

規
制
法
案
再
提
出
な
ら
ず

石
綿
全
国
連
は
、一九
九
二
年
九
月
二
五
日
に
、シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
こ
れ
か
ら
が
本
番
！
ア
ス
ベス
ト
対
策
」
を
開

催
。
一
一
月
五
日
に
開
催
さ
れ
た
第
六
回
総
会＊

で
は
、
規
制
法
案
の
再
提
出
を
め
ざ
す
こ
と
を
確
認
し
た
が
、こ

の
実
現
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。一九
九
三
年
四
月
二
〇
日
、シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
ノ
ン
ア
ス
社
会
への
展
望
」
を
開
催
、

同
年
五
月
二
〇
日
に
は
、
め
ざ
す
会
が
衆
参
両
院
の
全
厚
生
委
員
会
委
員
に
規
制
法
の
早
期
成
立
を
要
請
し

た
。

「アスベスト・職業がん110番（1992年4月28日）
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一
方
、五
月
一
八
日
に
、「
石
綿
業
に
た
ず
さ
わ
る
者
の
連
絡
協
議
会
」（
八
労
組―

産
別
組
織
で
は
な
く
単
組

―
の
名
で
社
会
党
に
対
し
て
、
規
制
法
を
国
会
に
提
出
し
な
い
よ
う
要
請
す
る
と
い
う
動
き
が
あ
っ
た
。
ま
た
、

社
会
、公
明
、民
社
三
野
党
共
同
提
案
で
の
再
提
出
を
模
索
し
て
き
た
と
こ
ろ
、細
川
連
立
政
権
に
代
わ
り（
そ

の
後
、羽
田
、細
川
連
立
政
権
と
続
く
）、与
党
間
調
整
と
い
う
従
来
に
な
い
事
態
の
な
か
で
再
提
出
の
機
会
を
つ

か
め
な
か
っ
た
。

石
綿
全
国
連
は
、一
九
九
三
年
一
一
月
四
日
に
第
七
回
総
会＊

と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ブ
ル
ー
ス
・
ホ
ー
ガ
ン
氏
を

＊ 『アスベスト対策情報』No.15（1993年）
＊＊ 『安全センター情報』1994年3月号
＊＊＊ 『アスベスト対策情報』No.16（1994年）
＊＊＊＊ 『アスベスト対策情報』No.18（1994年）

ゲ
ス
ト
に
「
ア
ス
ベ
ス
ト
規
制
法
を
め
ざ
す
国
際
交
流
集
会
」

を（
八
日
広
島
、一
七
日
大
阪
で
も
）開
催＊

＊

、一
九
九
四
年
三
月

九
日
に
は
、
衆
議
院
第
一
議
員
会
館
内
で
労
働
、
厚
生
、
環

境
、建
設
、通
産
の
五
省
庁
と
の
ヒ
ア
リ
ン
グ（
九
月
労
働
省
、

一
〇
月
建
設
省
、一
一
月
通
産
省
と
各
々
再
度
意
見
交
換
）

を
実
施
し＊

＊
＊た

。
同
年
一
一
月
一
五
日
の
石
綿
全
国
連
第
八

回
総＊

＊
＊
＊会

（
同
時
に
「
ア
ス
ベ
ス
ト
規
制
法
を
求
め
る
討
論
集

会
」を
開
催
）で
は
、こ
の
間
の
成
果
と
し
て
、①
規
制
強
化
へ

の（
翌
一
九
九
五
年
の
労
働
安
全
衛
生
法
令
の
改
正
に
つ
な

が
る
）
労
働
省
等
の
国
の
動
き
及
び
東
京
都
が
従
来
の
指
導

要
綱
を
条
例
化
し
た
な
ど
行
政
の
動
き
、
②
労
働
界
に
お
い

て
も
連
合
に
あ
って
規
制
強
化
を
求
め
る
動
き（
社
会
党
、連

合
、石
綿
全
国
連
で
協
議
を
重
ね
て
お
り
、
労
働
安
全
衛
生

法
令
に
よ
る
規
制
強
化
等
に
つ
い
て
は
建
設
的
な
意
見
交
換

「アスベスト規制法をめざす国際交流集会」（1993年11月4日）



が
で
き
て
い
た
）、
③
業
界
に
あ
って
も
厚
形
ス
レ
ー
ト
瓦
業
界
で
の
勉
強
会「
ア
ス
ベス
ト
を
考
え
る
会
」が
開
催

さ
れ
た
、④
被
災
者
の
補
償
で
和
解
成
立
、等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

結
局
、規
制
法
案
の
再
提
出
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
が
、石
綿
全
国
連
の
働
き
か
け
な
ど
も
あ
って
、以
下
に
述

べ
る
よ
う
な
管
理
規
制
の
一
定
の
強
化
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
いっ
た
。

一
九
九
五
年
労
働
安
全
衛
生
法
令
改
正

一
九
九
五
年
に
、労
働
安
全
衛
生
法
関
係
政
省
令
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。
主
な
改
正
内
容
は
、①
ク
ロ
シ
ド
ラ

イ
ト
、ア
モ
サ
イ
ト
の
輸
入
・
製
造
・
使
用
等
の
禁
止（
業
界
は
そ
れ
以
前
に
使
用
中
止
）、②
規
制
対
象
を
含
有

率
五
％
を
超
え
る
も
の
か
ら
一
％
超
に
拡
大
、
③
発
じ
ん
し
や
す
い
場
所
で
の
対
策
と
し
て
湿
潤
化
に
呼
吸
用

保
護
具
・
作
業
衣
の
使
用
を
追
加
、④
建
築
物
の
解
体
・
改
修
等
作
業
開
始
前
の
石
綿
等
の
使
用
状
況
の
調
査

及
び
結
果
の
記
録
、⑤
吹
き
付
け
石
綿
の
除
去
作
業
場
所
の
隔
離
、⑥
耐
火
・
準
耐
火
建
築
物
に
吹
き
付
け
ら

れ
た
石
綿
の
除
去
作
業
の
労
働
基
準
監
督
署
への
事
前
届
出
等
で
あ
る
。

石
綿
協
会
は
、一
九
九
五
年
か
ら
、「ａ
」マ
ー
ク
の
自
主
表
示
を
「
石
綿
含
有
率
が
一
重
量
％
を
超
え
る
建
材

全
て
」に
拡
大
。
同
協
会
は
、「
今
回
の
改
正
は
、協
会
の
自
主
規
制
と
相
ま
って
、石
綿
含
有
製
品
の
製
造
か
ら

廃
棄
ま
で
の『
管
理
』を
徹
底
・
強
化
さ
せ
る
効
果
を
生
む
こ
と
に
な
る
と
思
わ
」れ
る
と
し
た＊

。
石
綿
全
国
連

は
、「
規
制
の
強
化
と
し
て
評
価
で
き
る
が
、
吹
き
付
け
石
綿
の
全
面
禁
止
、
作
業
環
境
評
価
基
準
の
引
き
下

げ
、健
康
管
理
体
制
の
強
化
、ク
リ
ソ
タ
イ
ル
の
使
用
禁
止
等
が
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
」と
し
た＊

＊

。

ま
た
、
労
働
省
が
一
九
八
九
年
に「
健
康
管
理
手
帳
交
付
対
象
業
務
等
検
討
会
」を
設
置
し
、石
綿
業
務
を

含
め
て
検
討
を
行
って
い
た
結
果
が
、一
九
九
五
年
末
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
翌
一
九
九
六
年

＊ 『せきめん』No.588（1995年）
＊＊ 『アスベスト対策情報』No.19（1995年）
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に
再
び
労
働
安
全
衛
生
法
関

係
政
省
令
の
改
正
が
行
わ
れ

て
、離
退
職
後
の
健
康
管
理
の

た
め
の
健
康
管
理
手
帳
の
交

付
対
象
に
、「
石
綿
の
製
造・取

扱
業
務
に
常
時
従
事
し
た
こ

と
の
あ
る
労
働
者
」
で
、「
両

肺
野
に
石
綿
に
よ
る
不
整
形

陰
影
ま
た
は
胸
膜
肥
厚
が
あ
る
場
合
」が
追
加
さ
れ
た
。
健
康
管
理
手
帳

所
持
者
は
、
半
年
に
一
回
、
指
定
医
療
機
関
で
無
料
で
健
康
診
断
が
受
け

ら
れ
る
。

阪
神
大
震
災
被
災
地
の
石
綿
問
題

一
九
九
五
年
一
月
一
七
日
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
は
多
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
が
、吹
き
付
け
等
の
石
綿
が

使
用
さ
れ
て
い
る
倒
壊
・
損
壊
建
築
物
が
多
数
あ
り
、そ
れ
ら
の
復
旧
・
解
体
等
工
事
や
廃
棄
物
処
理
な
ど
に
伴

う
石
綿
粉
じ
ん
の
飛
散
が
懸
念
さ
れ
た
。

環
境
庁
、労
働
省
は
じ
め
関
係
省
庁
や
地
方
自
治
体
も
対
策
を
検
討
、行
政
指
導
等
も
行
っ
た
。
基
本
的
に

は
吹
き
付
け
石
綿
の
事
前
確
認
と
解
体
前
除
去
、
散
水
等
と
いっ
た
こ
と
だ
っ
た
が
、三
月
頃
ま
で
は
水
道
が
復

旧
し
な
か
っ
た
等
の
制
約
に
加
え
、工
事
を
急
か
さ
れ
る
中
で
法
的
裏
付
け
の
な
い
対
策
に
ま
で
従
わ
な
い
業
者

阪神・淡路大震災の倒壊

建築物の吹き付け石綿



も
少
な
く
な
か
っ
た
。
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
が
吹
き
付
け
ら
れ
た

鉄
骨
を
ユ
ン
ボ
で
つ
か
み
、吹
き
付
け
を
ふ
る
い
落
と
し
て
、剥

き
出
し
の
ま
ま
ト
ラ
ッ
ク
の
荷
台
に
乗
せ
て
搬
出
す
る
な
ど

と
い
う
実
態
も
み
ら
れ
た（
前
頁
上
写
真
の
現
場
）。

被
災
地
の
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
を
考
え
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク（
被

災
地
ア
ス
ネ
ッ
ト
）
が
つ
く
ら
れ
、五
月
に
被
災
地
の
ア
ス
ベ
ス

ト
汚
染
を
考
え
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
、
独
自
に
調
査
や

分
析
、情
報
提
供
や
監
視
活
動
等
を
行
っ
た
。
ア
ス
ネ
ッ
ト
も

「
阪
神
大
震
災
マ
ス
ク
支
援
プ
ロ
ジェク
ト
」
と
し
て
、
現
地
で

六
万
枚
以
上
の
マ
ス
ク
を
配
布
し
た
り
も
し
て
い
る
。

環
境
庁
に
よ
る
発
生
源
近
傍
及
び
定
点
で
の
大
気
中
石

綿
粉
じ
ん
濃
度
の
追
跡
継
続
調
査
や
自
治
体
に
よ
る
濃
度

測
定
も
行
わ
れ
、
最
高
で
五
〜
一
一
繊
維
強
／
㍑
等
と
公

表
さ
れ
て
い
る
が
、
被
災
地
ア
ス
ネ
ッ
ト
が
独
自
に
実
施
し

た
、
吹
き
付
け
石
綿
の
事
前
除
去
も
散
水
も
な
さ
れ
て
い
な
い
ビ
ル
の
解
体
現
場
周
辺
で
は
一
六
〇
繊
維
／
㍑
、

二
五
〇
繊
維
／
㍑
と
い
う
石
綿
濃
度
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。
結
局
、被
災
地
に
ど
れ
だ
け
の
石
綿
が
存
在
し
て
い

て
、ど
れ
く
ら
い
の
飛
散
が
あ
っ
た
の
か
の
全
体
像
は
不
明
。
健
康
・
環
境
影
響
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
も
な
さ
れ
て
い

な
い
ま
ま
で
あ
る
。

石
綿
全
国
連
は
、被
災
地
の
関
係
団
体
等
と
も
連
絡
を
取
り
な
が
ら
、一
九
九
五
年
一
月
末
に
労
働
省
に「
兵

庫
県
南
部
地
震
復
旧
作
業
で
の
ア
ス
ベス
ト
飛
散
防
止
に
関
す
る
要
請
」を
提
出
、三
月
に
環
境
庁
、労
働
省
と

「アスベスト被害と企業責任を問う集会」（1995年11月7日）
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意
見
交
換
、五
月
に
も
環
境
庁
、労
働
省
、厚
生
省
に
対
し
て
再
要
請
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
四
月
に
は
、鈴
木
康
之

亮
教
授
を
講
師
に「
ア
ス
ベス
ト
被
害
と
規
制
を
考
え
る
集
会
」
を
開
催＊

、七
月
の
参
議
院
選
挙
に
当
た
って
政

党
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
、一
一
月
七
日
に
第
九
回
総
会＊

＊

と
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、ポ
ー
ル・ブ
ロ
ー
ダ
ー
氏

を
ゲ
ス
ト
に「
ア
ス
ベス
ト
被
害
と
企
業
責
任
を
問
う
集
会
」を
開
催
し
て
い
る
。

一
九
九
六
年
大
気
汚
染
防
止
法
改
正

環
境
省
は
、阪
神
・
淡
路
大
震
災
を
契
機
と
し
て
、翌
一
九
九
六
年
、大
気
汚
染
防
止
法
令
を
改
正
し
た
。
主

な
改
正
内
容
は
、
①
一
定
の
吹
き
付
け
石
綿
の
あ
る
建
築
物
の
解
体
・
改
修
等
を
「
特
定
粉
じ
ん
排
出
作
業
」

に
指
定
、②
都
道
府
県
知
事
への
作
業
計
画
の
事
前
届
出
、③
作
業
種
類（
解
体
、改
造
又
は
補
修
）ご
と
に
、隔

離
、集
じ
ん
装
置
設
置
、湿
潤
化
等
の
作
業
基
準
の
遵
守
の
義
務
付
け
、等
で
あ
る
。
た
だ
し
、作
業
現
場
か
ら

の
石
綿
粉
じ
ん
の
排
出
な
り
、現
場
周
辺
大
気
環
境
中
の
石
綿
粉
じ
ん
濃
度
な
り
に
関
す
る
規
制
・
基
準
は
設

け
ら
れ
て
い
な
い
。

一
九
七
〇
年
頃
か
ら「
石
綿
公
害
」が
問
題
と
な
り
、一
般
環
境
対
策
が
望
ま
れ
て
き
た
中
で
、一
九
八
九
年
に

石
綿
製
品
製
造
工
場
対
策
、一
九
九
一
年
廃
棄
物
処
理
対
策
、そ
し
て
よ
う
や
く
建
築
物
対
策
へ
と
進
ん
だ
と
い

う
わ
け
で
は
あ
る
。
し
か
し
、濃
度
基
準
ば
か
り
で
な
く
、規
制
対
象
範
囲
や
内
容
に
つい
て
も
、労
働
安
全
衛

生
法
令
等
も
含
め
た
関
係
法
令
間
で「
整
合
性
」が
と
れ
て
い
な
い
点
も
少
な
く
な
く
、ま
た
、規
制
の「
隙
間
」

も
数
多
く
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。

石
綿
協
会
は
、「
特
に
過
去
に
製
造
さ
れ
、
現
在
は
製
造
さ
れ
て
い
な
い
石
綿
含
有
製
品
の
う
ち
、
解
体
等
に

伴
い
石
綿
粉
じ
ん
の
飛
散
が
著
し
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
つい
て
は
、し
っ
か
り
と
し
た
管
理
を
す
る
こ
と
が
重



＊ 『アスベスト対策情報』No.20（1996年）、『安全センター情報』1996年6月
号

＊＊ 『アスベスト対策情報』No.21（1996年）
＊＊＊ 『安全センター情報』1997年1・2月号
＊＊＊＊ 『アスベスト対策情報』No.22（1997年）
＊＊＊＊＊ 『アスベスト対策情報』No.23（1997年）、『安全センター情報』1998

年1・2月号

要
…
今
回
の
法
改
正
に
よ
り
従
来
行
政
指
導
で
な
さ
れ
て
き
た
も
の
が
、罰
則
を
伴
って
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、石
綿
粉
じ
ん
に
よ
る
大
気
汚
染
の
防
止
が
よ
り
一
層
徹
底
さ
れ
る
こ
と
を
歓
迎
す
る
」と
し
た
。
過
去
に
自

ら
が
製
造
・
販
売
し
て
き
た
有
害
物
の
後
始
末
が
再
び
ビ
ジ
ネ
ス
に
な
る
こ
と
を
歓
迎
し
て
い
る
よ
う
に
も
受
け

取
れ
る
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
な
お
、同
協
会
は
一
九
九
六
年
三
月
に『
Ｔ
Ｈ
Ｅ 

Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｓ  

せ
き
め
ん
読

本
』を
発
行
し
て
い
る
。

石
綿
全
国
連
は
、一
九
九
六
年
三
月
に
環
境
庁
、建
設
省
、労
働
省
と
交
渉
を
行
い＊

、一
一
月
二
七
日
の
第
一
〇

回
総
会＊

＊
で
は
、
改
正
大
気
汚
染
防
止
法
の
規
制
対
象
に
石
綿
ス
レ
ー
ト
等
の
成
形
板
を
含
め
さ
せ
、
建
築
基
準

法
関
連
の
例
示
か
ら
石
綿
ス
レ
ー
ト
等
の
削
除
を
求
め
て
い
く
な
ど
の
方
針
を
確
認
し
て
い
る
。
総
会
後
、「
ア
ス

ベス
ト
の
禁
止
を
め
ざ
す
一
一・
二
七
集
会  

広
が
る
ア
ス
ベス
ト
被
害
・
海
外
で
強
ま
る
禁
止
の
動
き
」
を
開
催

し
、奈
良
医
大
の
車
谷
典
男
教
授
か
ら「
ア
ス
ベス
ト
の
人
体
影
響
」と
題
し
て
、日
本
に
お
け
る
疫
学
研
究
の
レ

ビ
ュ
ー
と
米
海
軍
横
須
賀
基
地
の
労
働
者
を
対
象
と
し
た
最
新
の
研
究
成
果
が
紹
介
さ
れ
た
ほ
か
、
市
民
エ
ネ

ル
ギ
ー
研
究
所
の
真
下
俊
樹
氏
か
ら
使
用
禁
止
を
め
ぐ
る
フ
ラ
ン
ス
の
最
新
の
動
き
に
つい
て
も
報
告
さ
れ＊

＊
＊た

。

改
正
大
気
汚
染
防
止
法
は
、一
九
九
七
年
四
月
か
ら
施
行
さ
れ
、同
年
二
月
に
は
ア
ス
ベス
ト
飛
散
防
止
対
策

検
討
会
報
告
書
、一
九
九
八
年
三
月
に
は「
建
築
物
の
解
体
等
に
係
る
石
綿
飛
散
防
止
対
策
マニュア
ル
」が
取
り

ま
と
め
ら
れ
、一
九
九
九
年
二
月
に
環
境
庁
ア
ス
ベス
ト
飛
散
防
止
対
策
研
究
会
編
と
し
て
同
マニュア
ル（
ぎ
ょ
う

せ
い
）が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

石
綿
全
国
連
は
、一
九
九
七
年
三
月
、環
境
、労
働
、通
産
、建
設
、厚
生
の
五
省
庁
と
の
交
渉
を
実＊

＊
＊
＊施

、一
一
月

一
三
日
に
第
一
一
回＊

＊
＊
＊
＊

総
会
を
開
催
し
て
、国
際
情
勢
に
関
す
る
学
習
会
と
し
て
、前
年
に
続
き
真
下
俊
樹
氏
か
ら

フ
ラ
ン
ス
、ま
た
、神
奈
川
労
災
職
業
病
セ
ン
タ
ー
の
川
本
浩
之
さ
ん
か
ら
イ
ギ
リ
ス
の
状
況
が
報
告
さ＊

＊
＊
＊
＊

れ
た
。
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８ 
石
綿
禁
止
が
世
界
の
流
れ
に

海
外
の
動
き
の
一
時
的
停
滞

国
際
的
に
は
、一
九
八
六
年
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
石
綿
条
約
後
、Ｗ
Ｈ
Ｏ
も
一
九
八
九
年
に「
石
綿
の
職
業
曝
露
限
界
」と

い
う
報
告
書
を
取
り
ま
と
め
、
有
害
性
が
著
し
く
高
く
曝
露
限
界
の
提
案
が
で
き
な
い
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
及
び

ア
モ
サ
イ
ト
の
使
用
禁
止
、及
び
ク
リ
ソ
タ
イ
ル
の
曝
露
限
界
と
し
て
当
面
二
繊
維
／㏄
、将
来
は
一
繊
維
／㏄
と

す
る
こ
と
等
を
勧
告
し
た
。

一
方
で
、一
九
八
八
年
の
Ｉ
Ａ
Ｒ
Ｃ
「
人
に
対
す
る
化
学
物
質
の
発
が
ん
リ
ス
ク
に
関
す
る
モ
ノ
グ
ラ
フ
四
三
巻  

人
造
鉱
物
繊
維＊

」で
は
、グ
ラ
ス
ウ
ー
ル
、ロッ
ク
ウ
ー
ル
、ス
ラ
グ
ウ
ー
ル
、セ
ラ
ミ
ッ
ク
フ
ァ
イ
バ
ー
が
第
二
Ｂ
群（
ヒ

ト
に
対
し
て
が
ん
原
性
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
）に
分
類
さ
れ
た
。
こ
れ
を
も
って
内
外
の
石
綿
業
界
は
、
代
替

物
質
の
安
全
性
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
の
に
、石
綿
を
禁
止
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。
Ｉ
Ａ
Ｒ

Ｃ
は
、二
〇
〇
一
年
に
再
評
価
を
行
い
、「
モ
ノ
グ
ラ
フ
八
一
巻  

人
造
鉱
物
繊
維＊

＊

」で
は
、マ
イ
ク
ロ
グ
ラ
ス
ウ
ー
ル

と
セ
ラ
ミ
ッ
ク
フ
ァ
イ
バ
ー
は
第
二
Ｂ
群
、
断
熱
材
グ
ラ
ス
ウ
ー
ル
、ロッ
ク
ウ
ー
ル
、ス
ラ
グ
ウ
ー
ル
は
第
三
群（
ヒ
ト

に
対
す
る
が
ん
原
性
と
し
て
分
類
さ
れ
得
な
い
）に
再
分
類
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
一
九
八
九
年
に
、一
九
九
六
年
ま
で
に
段
階
的
に
ほ
と
ん
ど
全
て
の
石
綿
の
使
用

＊ Summary http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol43/volume43.pdf
＊＊ Summary http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol81/volume81.pdf



を
禁
止
す
る
規
則
を
制
定
し
た
。
し
か
し
、ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ
の
業
界
団
体
等
が
起
こ
し
た
訴
え
に
対
し
て
、

一
九
九
一
年
一
〇
月
に
第
五
巡
回
連
邦
高
等
裁
判
所
は
、
主
に
規
則
策
定
手
続
上
の
不
備
を
理
由
に
無
効
と

す
る
判
決
を
下
し
、Ｅ
Ｐ
Ａ
は
翌
年
二
月
に
上
告
を
断
念
。
こ
の
こ
と
を
わ
が
国
の
石
綿
協
会
が
日
本
で
の
規
制

法
制
定
反
対
の
キ
ャ
ンペ
ー
ン
に
利
用
し
た
こ
と
は
す
で
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。

一
方
、Ｅ
Ｅ
Ｃ
で
は
、一
九
九
一
年
に
全
て
の
種
類
の
石
綿
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ⅰ
の
発
が
ん
物
質（
ヒ
ト
に
対
し
て
発

が
ん
性
あ
り
）に
分
類
し
て
、ク
リ
ソ
タ
イ
ル
以
外
の
全
石
綿
を
禁
止
、ク
リ
ソ
タ
イ
ル
の
禁
止
も
一
四
品
目
に
拡

大
し
た（
同
年
、曝
露
限
界
も
、ク
リ
ソ
タ
イ
ル
〇
・
六
繊
維
／㏄
、ク
リ
ソ
タ
イ
ル
以
外
の
石
綿
〇
・
三
繊
維
／㏄

に
引
き
下
げ
て
い
る
）。

こ
の
時
点
で
、Ｅ
Ｅ
Ｃ
の
基
本
方
針
を
「
管
理
使
用｣

か
ら「
使
用
禁
止
」に
転
換
す
る
こ
と
が
議
論
に
な
り
、

欧
州
委
員
会
は
、一
九
九
三
年
に「
販
売
・
使
用
可
能
な
石
綿
製
品
リ
ス
ト
付
き
禁
止
案
」の
起
草
ま
で
し
た
が
、

合
意
に
は
い
た
ら
ず
棚
上
げ
に
さ
れ
た（
こ
の
時
点
で
は
、フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ
リ
ス
が
強
硬
な
禁
止
反
対
派
で
あ
っ

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
）。
石
綿
協
会
は
、『
せ
き
め
ん
』や『
石
綿
の
動
向
』で
、そ
う
し
た
動
き
も
紹
介
し
て
い

る
。し

か
し
、全
石
綿
の
使
用
禁
止
を
導
入
す
る
国
は
、一
九
九
〇
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、九
一
年
オ
ラ
ン
ダ
、九
二
年

イ
タ
リ
ア
、九
三
年
ド
イ
ツ
と
続
き
、九
四
年
に
は
す
で
に
禁
止
を
導
入
し
て
い
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
が
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）に
加
わ
り
、こ
の
時
点
で
Ｅ
Ｕ
加
盟
一
五
カ
国
中
八
か
国
が
す
で
に
禁
止
を

導
入
し
て
い
る
と
い
う
状
況
に
な
っ
た＊

。

＊ European Commission DGIII, Asbestos directive; Detailed explanatory notes, 1999、『安
全センター情報』1999年10月号
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79  アスベスト問題の過去と現在

フ
ラ
ン
ス
の
全
面
禁
止
決
定

一
九
九
六
年
に
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
、
石
綿
を
含
有
す
る
ほ
ぼ
す
べ
て
の
製
品
の
製
造
、
輸
入
及
び
使
用
を
禁
止

す
る
と
発
表
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
九
九
四
年
以
降
急
速
に
世
論
が
盛
り
上
が
り
、一
九
九
五
年
に
政
府
が

国
立
衛
生
医
学
研
究
所
（
Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｒ
Ｍ
）
に
対
し
て
石
綿
の
健
康
影
響
に
関
す
る
調
査
研
究
の
徹
底
的
な
レ

ビ
ュ
ー
を
要
請
。
そ
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
の
が
一
九
九
六
年
六
月
二
一
日
で
、
七
月
三
日
に
は
政
府
の
禁
止

方
針
発
表
と
い
う
急
展
開
だ
っ
た
。
禁
止
措
置
は
一
九
九
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
、
そ
れ
以
前
に
、一
戸

建
て
住
宅
を
除
く
全
て
の
建
物
の
所
有
者
へ
の
石
綿
の
使
用
状
況
の
調
査
及
び
一
定
の
場
合
に
は
除
去
を
義
務

付
け
、ま
た
、作
業
環
境
の
許
容
基
準
を
〇
・一
本
／㏄
に
引
き
下
げ
る
と
い
う
政
令
も
公
布
さ
れ
た＊

。

石
綿
協
会
は
、Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｒ
Ｍ
報
告
書
の「
ま
と
め
方
の
ス
タ
ン
ス
は
比
較
的
公
平
な
も
の
と
言
え
る
」と
し
な

が
ら
、
政
府
の
禁
止
決
定
ま
で
二
週
間
足
ら
ず
と
「
極
め
て
短
期
間
で
あ
り
、レ
ポ
ー
ト
が
求
め
て
い
る
よ
う
な

議
論
が
十
分
に
行
わ
れ
た
か
疑
問
が
残
る
」。
そ
し
て
、「
今
回
の
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
決
定
で
、欧
州
全
体
が
石
綿

禁
止
に
傾
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
石
綿
協
会
は
『
有
用
な
天
然
資
源
で
あ
る
石
綿
は
、
今
後
も
ク
リ
ソ
タ
イ
ル
を

管
理
使
用
』し
て
い
く
た
め
、一
層
の
努
力
を
続
け
て
い
く
所
存
」と
表
明
し
て
い
る＊

＊

。

パ
リ
に
本
部
を
置
い
て
き
た
国
際
石
綿
協
会（
Ａ
Ｉ
Ａ
）は
、フ
ラ
ン
ス
が
禁
止
に
踏
み
切
っ
た
後
に
移
転
し
、結

局
、カ
ナ
ダ
・
ケ
ベッ
ク
州
の
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
に
落
ち
着
い
た
。
そ
の
直
後
、一
九
九
八
年
九
月
に
Ａ
Ｉ
Ａ
は
モ
ン
ト

リ
オ
ー
ル
で
、ク
リ
ソ
タ
イ
ル
石
綿
国
際
会
議
を
開
催
し
て
い
る
。五
四
か
国
約
三
百
名
の
参
加
で
、発
展
途
上
国

の
政
府
・
行
政
機
関
、そ
し
て
労
働
組
合
か
ら
も
多
く
出
席
し
た
の
が
特
徴
と
言
わ
れ
た
。
会
議
の
場
で
、カ
ナ

ダ
連
邦
政
府
資
源
省
大
臣
が
、「
ク
リ
ソ
タ
イ
ル
石
綿
の
安
全
使
用
を
促
す
目
的
で
、
発
展
途
上
国
へ
二
五
万
ド

＊ 『安全センター情報』1997年1・2月号、1998年1・2月号他
＊＊  『石綿の動向』No.29～31（1996～1997年）



ル
の
教
育
・
訓
練
資
金
を
拠
出
す
る
」
と
発
表

し
た
と
い
う＊

。
黄
昏
を
迎
え
つつ
も
、
自
ら
舞

台
か
ら
引
く
意
志
の
な
い
石
綿
産
業
の
姿
を

象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
石
綿
協
会
は
、
こ

れ
ら
の
情
報
を
伝
え
た
後
、一
九
九
九
年
二
月

の
第
三
九
号
を
も
って『
石
綿
の
動
向
』の
発
行

を
終
了
し
た（『
せ
き
め
ん
』誌
は
、二
〇
〇
二

年
三
月
号
か
ら
月
刊
か
ら
隔
月
刊
に
な
り
、

二
〇
〇
五
年
三
／
四
月
号
を
も
っ
て
発
行
を

＊ 『石綿の動向』No.34・35（1997年・1998年）

休
止
し
た
）。

石
綿
問
題
が
国
際
貿
易
紛
争
化

続
い
て
一
九
九
七
年
初
め
頃
か
ら
、イ
ギ
リ
ス
も
、ま
た
、Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
も
、イ
ギ
リ
ス
が
閣
僚
理
事
会
議
長
を

務
め
る
一
九
九
八
年
前
半
に
も
全
面
禁
止
を
導
入
し
そ
う
だ
と
い
う
情
報
が
伝
え
ら
れ
は
じ
め
た
。
石
綿
全

国
連
は
発
足
当
初
か
ら
国
際
情
勢
に
は
敏
感
で
あ
り
、一
九
八
六
・
八
七
年
の
総
会
で
も
フ
ラ
ン
ス
等
の
動
き
を

フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
た
が
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
も
あ
って
、世
界
の
石
綿
問
題
、労
働
安
全
衛
生
問
題
等
に
取
り

組
む
諸
団
体
・
個
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
急
速
に
拡
大
・
強
化
さ
れ
つつ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
石
綿
全
国
連
に
加
盟

す
る
全
国
安
全
セ
ン
タ
ー
が
、そ
の
月
刊
誌
『
安
全
セ
ン
タ
ー
情
報
』に
「
ア
ス
ベス
ト
禁
止
を
め
ぐ
る
世
界
の
動

き
」と
い
う
連
載
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
た
の
が
一
九
九
八
年
五
月
号
か
ら
だ
っ
た
。
石
綿
協
会
の『
石
綿
の
動
向
』等

8  石綿禁止が世界の流れに   80
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＊ 『安全センター情報』1998年6月号（王令全文日本語訳）
＊＊ 『安全センター情報』1998年6月号
＊＊＊ 『安全センター情報』1998年12月号（抄訳）

に
代
わ
って
、国
際
情
報
に
つい
て
も
労
働
者・市
民
サ
イ
ド
が
リ
ー
ド
す
る
時
代
が
始
ま
っ
た
。

一
九
九
八
年
二
月
に
は
ベル
ギ
ー
が
原
則
禁
止
を
導
入
し＊

、同
じ
く
二
月
に
Ｅ
Ｕ
が
車
両
用
ブ
レ
ー
キ・ラ
イ
ニ
ン

グ
への
ク
リ
ソ
タ
イ
ル
使
用
の
段
階
的
禁
止
を
決
定
す
る
に
至
り
、カ
ナ
ダ
は
、フ
ラ
ン
ス
が
石
綿
の
輸
入
等
を
禁

止
し
た
の
は
自
由
貿
易
に
反
す
る
技
術
的
貿
易
障
壁
だ
と
し
て
世
界
貿
易
機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）に
提
訴
し
た＊

＊

。
石

綿
問
題
は
、
名
実
と
も
に
国
際
貿
易
紛
争
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
世
界
の
石
綿
産
業
に
と
って
は
、
相
対
的
に

縮
小
し
つつ
あ
っ
た
欧
州
市
場
を
守
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、欧
州
に
お
け
る
禁
止
が
地
球
規
模
の
禁
止
に
拡
大

す
る
ド
ミ
ノ
効
果
を
何
よ
り
も
恐
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
時
期
に
ケ
ベッ
ク
州
政
府
が
そ
の
駐
日
事
務

所
に
日
本
で
の
動
向
調
査
を
指
示
し
、石
綿
全
国
連
に
も
調
査
に
来
る
な
ど
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

Ｅ
Ｕ
新
指
令
と
世
界
ア
ス
ベ
ス
ト
会
議

一
九
九
八
年
九
月
に
Ｅ
Ｕ
の
毒
性
、
環
境
毒
性
及
び
環
境
に
関
す
る
科
学
検
討
委
員
会
（
Ｃ
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｅ
）
が
、

「
ク
リ
ソ
タ
イ
ル
石
綿
及
び
代
替
候
補
物
質
に
関
す
る
見
解
」の
最
終
報
告
を
発
表
し＊

＊
＊た

。
こ
こ
で
は
、セ
ル
ロ
ー

ス
、ポ
リ
ビ
ニ
ル
ア
ル
コ
ー
ル（
Ｐ
Ｖ
Ａ
）、パ
ラ
・
ア
ラ
ミ
ッ
ド
繊
維
の
三
つ
を
取
り
上
げ
て
、そ
の
い
ず
れ
も
が「
発
が

ん
性
及
び
肺
の
繊
維
化
の
誘
発
に
関
し
て
、リ
ス
ク
は（
ク
リ
ソ
タ
イ
ル
よ
り
も
）
相
対
的
に
小
さ
い
よ
う
だ
と
い

う
合
意
に
達
し
た
」と
結
論
づ
け
た
。こ
の
検
討
は
、Ｉ
Ａ
Ｒ
Ｃ
が
一
九
八
八
年
に
人
造
鉱
物
繊
維
の
発
が
ん
リ
ス

ク
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
か
ら
、
石
綿
禁
止
反
対
派
か
ら
、「
代
替
物
質
の
安
全
性
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
の
に
禁

止
す
べ
き
で
な
い
」と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
同
年
一
一
月
に
公
刊
さ
れ
た
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の「
環
境
保
健
ク
ラ
イ
テ
リ
ア（
Ｅ
Ｈ
Ｃ
）二
〇
三  

ク
リ
ソ
タ
イ
ル
石

綿
」は
、「
ク
リ
ソ
タ
イ
ル
石
綿
への
曝
露
は
、量―

反
応
関
係
を
も
って
、石
綿
肺
、肺
が
ん
及
び
中
皮
腫
の
過
剰



リ
ス
ク
を
も
た
ら
す
。
発
が
ん
性
に
関
す
る
閾
値
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
」、「
ク
リ
ソ
タ
イ
ル
よ
り
も
相
対
的
に

安
全
な
代
替
品
が
利
用
可
能
な
場
合
に
は
、そ
れ
ら
の
使
用
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」と
結
論
づ
け
た＊

。
こ

れ
は
、一
九
八
六
年
の
Ｅ
Ｈ
Ｃ
五
三
が
全
石
綿
を
一
括
り
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
は
有
害
だ

が
ク
リ
ソ
タ
イ
ル
は
安
全
と
い
う
主
張
を
裏
付
け
る
た
め
に
、
石
綿
擁
護
派
か
ら
ク
リ
ソ
タ
イ
ル
単
独
の
評
価
を

求
め
ら
れ
て
始
ま
っ
た
作
業
の
結
論
で
あ
っ
た
。

一
九
九
九
年
七
月
、Ｅ
Ｕ
が
つい
に
全
石
綿
の
流
通
・
使
用
を
禁
止
す
る
指
令
を
採
択
し
た＊

＊

。
唯
一
の
例
外
は

塩
素
プ
ラ
ン
ト
の
電
解
槽
に
使
用
さ
れ
る
隔
膜
向
け
だ
け
で
、こ
れ
も
二
〇
〇
八
年
ま
で
に
見
直
さ
れ
る
。
新
指

令
は
、す
で
に
原
則
禁
止
を
導
入
し
て
い
る
国
も
含
め
て
全
加
盟
国
に
遅
く
と
も
二
〇
〇
五
年
ま
で
に
、新
指
令

に
沿
っ
た
禁
止
を
実
行
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
新
指
令
の
も
と
で
の
一
番
乗
り
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
が
、
同
年
一
一

月
か
ら
禁
止
措
置
を
実
行
し＊

＊
＊た

。
Ｅ
Ｕ
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
裁
定
を
待
た
ず
に
、フ
ラ
ン
ス
の
禁
止
措
置
を
支
持
す
る
立

場
を
鮮
明
に
し
た
わ
け
で
、Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
裁
定
次
第
で
は
禁
止
措
置
が
無
効
化
さ
れ
る
危
険
性
も
は
ら
ん
で
い
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
二
〇
〇
〇
年
九
月
、長
年
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
石
綿
セ
メ
ン
ト
製
品
製
造
業
の
メッ

カ
で
あ
っ
た
オ
ザ
ス
コ
市（
サ
ン
パ
ウ
ロ
の
西
隣
に
位
置
す
る
工
業
都
市
）で
、「
世
界
ア
ス
ベス
ト
会
議―

過
去
、現

在
、未
来
」が
開
催
さ
れ＊

＊
＊
＊た（

Ｇ
Ａ
Ｃ
２
０
０
０
）。
こ
れ
は
、科
学
者
、石
綿
疾
患
被
災
者
、労
働
者
、市
民
、政
府

当
局
者
等
々
、様
々
な
立
場
の
人
々
が
一
堂
に
会
し
、し
か
も
、石
綿
の
輸
出
国
と
輸
入
国
、い
わ
ゆ
る
先
進
国
と

開
発
途
上
国
、す
で
に
禁
止
し
た
国
と
禁
止
し
て
い
な
い
国
の
代
表
が
顔
を
そ
ろ
え
て
、石
綿
問
題
の
過
去
と
現

在
を
検
証
し
、未
来
に
向
け
た
共
通
の
解
決
策
を
探
ろ
う
と
い
う
、初
め
て
の
画
期
的
な
試
み
で
あ
っ
た
。
五
大

陸
の
す
べ
て
三
五
か
国
以
上
か
ら
、三
百
人
を
こ
え
る
人
々
が
参
加
し
た
。
日
本
か
ら
も
石
綿
全
国
連
の
代
表
ら

が
参
加
し
た
が
、
禁
止
に
向
け
た
国
際
的
な
潮
流
が
確
実
に
な
る
な
か
で
日
本
だ
け
が
取
り
残
さ
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
危
機
感
す
ら
感
じ
た
。

＊ http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc203.htm、『安全センター情報』1999年12月
号（抄訳）

＊＊ 安全センター情報』1999年10月号（指令全文、「詳細な解説」訳）
＊＊＊ 『安全センター情報』2000年1・2月号
＊＊＊＊ 『アスベスト対策情報』No.29（2001年）、『安全センター情報』2000年12月号
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石
綿
禁
止
は
国
際
潮
流
に

世
界
会
議
初
日
の
九
月
一
八
日
に
、Ｗ
Ｔ
Ｏ
は
、フ
ラ
ン
ス
の
禁

止
措
置
を
支
持
す
る
と
い
う
紛
争
解
決
パ
ネ
ル
の
報
告
を
正
式

に
公
表
し
た＊

。
カ
ナ
ダ
は
予
想
さ
れ
た
と
お
り
上
訴
し
た
が
、Ｗ

Ｔ
Ｏ
の
上
訴
機
関
は
、
二
〇
〇
一
年
三
月
に
自
国
民
の
健
康
や

環
境
を
守
る
た
め
に
フ
ラ
ン
ス
が
石
綿
を
全
面
禁
止
し
た
こ
と

の
正
当
性
を
認
め
る
最
終
決
定
を
下
し
た＊

＊

。
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
紛
争
解

決
ル
ー
ル
が
開
始
さ
れ
て
以
来
、
貿
易
を
制
限
す
る
何
ら
か
の

措
置
を
Ｗ
Ｔ
Ｏ
が
容
認
し
た
、
初
め
て
の
ケ
ー
ス
と
な
っ
た
。
石

綿
禁
止
を
め
ぐ
る
国
際
貿
易
紛
争
が
決
着
し
た
わ
け
で
あ
る
。

わ
が
国
の
厚
生
労
働
省
は
ク
ボ
タ
・
シ
ョッ
ク
の
後
に
な
っ
て
、

使
用
禁
止
が
課
題
に
な
る
に
至
っ
た
「
状
況
の
変
化
」
と
し
て
、

こ
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
裁
定
と
後
述
の
Ｉ
Ｍ
Ｏ
の
決
定
及
び
二
〇
〇
一
年

に
Ｉ
Ａ
Ｒ
Ｃ
が
グ
ラ
ス
ウ
ー
ル
、ロッ
ク
ウ
ー
ル
等
に
対
す
る
評
価

を「
発
が
ん
性
に
分
類
し
な
い
」と
変
更
し
、
本
格
的
な
代
替
化

が
可
能
な
状
況
と
な
っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い＊

＊
＊る

が
、Ｅ
Ｕ
や
Ｗ
Ｔ

Ｏ
が
以
上
の
決
定
を
す
る
の
に
Ｉ
Ａ
Ｒ
Ｃ
の
再
評
価
を
必
要
と

し
な
か
っ
た
し
、
多
く
の
欧
州
諸
国
に
と
って
は
全
面
禁
止
を
導

＊ 『安全センター情報』2000年11月号
＊＊ 安全センター情報』2001年5月号
＊＊＊ 厚生労働省「アスベスト問題に関する厚生労働省の過去の対応の検証」（2005年） http://

www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/topics/dl/050826-3a.pdf

「世界アスベスト会議―過去、現在、未来（GAC2000）」（2000年9月  ブラジル・オザスコ）



入
す
る
に
あ
た
って
、
前
述
の
Ｃ
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｅ
報
告
や
Ｅ
Ｈ
Ｃ
二
〇
三
も
待
つ
必
要
が
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
指
摘

し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
れ
で
各
国
が
禁
止
措
置
を
導
入
す
る
う
え
で
の
障
害
は
な
く
な
っ
た
。
二
〇
〇
一
年
中
に
チ
リ＊

、オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア＊

＊

が
全
面
禁
止
導
入
を
決
定
し
た
。
ま
た
、
使
用
禁
止
を
導
入
し
た
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
提
案
を
受
け
て
検

討
を
進
め
て
い
た
国
際
海
事
機
関（
Ｉ
Ｍ
Ｏ
）は
、「
海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の（
Ｓ
Ｏ
Ｌ
Ａ
Ｓ
）国
際

条
約
」を
改
正
し
、二
〇
〇
二
年
七
月
よ
り
、石
綿
含
有
製
品
の
船
舶
への
使
用
の
原
則
禁
止
が
導
入
さ
れ
た
。

Ｅ
Ｕ
で
は
そ
の
後
、全
面
禁
止
導
入
と
い
う
新
た
な
局
面
を
踏
ま
え
た
総
合
的
な
対
策
の
確
立
が
焦
点
と
な

り
、そ
の
一
環
と
し
て
二
〇
〇
三
年
四
月
に
は
、労
働
者
の
曝
露
限
界
値
の
〇
・一
繊
維
／㏄
への
引
き
下
げ
等
も

行
わ
れ＊

＊
＊た

。
二
〇
〇
三
年
九
月
に
、Ｅ
Ｕ
の
上
級
労
働
監
督
官
会
議（
Ｓ
Ｌ
Ｉ
Ｃ
）の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
って
ド

イ
ツ
・
ド
レ
ス
デ
ン
で
開
催
さ
れ
た「
二
〇
〇
三
年
欧
州
ア
ス
ベス
ト
会
議
」に
は
、Ｅ
Ｕ
全
加
盟
国
・
加
盟
予
定
国

の
政
労
使
代
表
等
が
参
加
し
、
欧
州
委
員
会
と
Ｓ
Ｌ
Ｉ
Ｃ
、
各
国
の
政
労
使
及
び
Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
対
す
る
要
請
事
項

を
列
挙
し
た
、「
労
働
者
の
防
護
に
関
す
る
ド
レ
ス
デ
ン
宣
言
」が
採
択
さ
れ＊

＊
＊
＊た

。
同
宣
言
は
、「
ア
ス
ベス
ト
に
関

連
し
た
健
康
リ
ス
ク
を
根
絶
す
る
こ
と
は
、
欧
州
の
経
験
を
普
及
し
、
そ
れ
を
他
の
諸
国
の
ニ
ー
ズ
に
適
合
さ
せ

る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。二
〇
〇
三
年
欧
州
ア
ス
ベス
ト
会
議
は
、究
極
の
目
標
は
、ア
ス
ベス
ト
の
生
産・

使
用
の
地
球
規
模
で
の
禁
止
で
あ
る
と
い
う
確
信
を
表
明
」し
て
い
る
。

二
〇
〇
三
年
一
二
月
に
開
催
さ
れ
た
労
働
衛
生
に
関
す
る
Ｉ
Ｌ
Ｏ
／
Ｗ
Ｈ
Ｏ
合
同
委
員
会
（
Ｊ
Ｃ
Ｏ
Ｈ
）
の

第
一
三
回
会
合
は
、
特
別
の
注
意
を
払
う
こ
と
を
勧
告
す
る
世
界
的
な
労
働
安
全
衛
生
課
題
の
筆
頭
と
し
て
、

「
石
綿
関
連
疾
患
の
根
絶
」を
新
た
に
追
加
し
て＊

＊
＊
＊
＊

い
る
。

＊ 『安全センター情報』2001年10月号
＊＊ 『安全センター情報』2001年7月号
＊＊＊ 『安全センター情報』2003年5月号
＊＊＊＊ 『安全センター情報』2003年11月号
＊＊＊＊＊ 『安全センター情報』2004年4月号
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85  アスベスト問題の過去と現在

９ 
日
本
に
お
け
る
原
則
使
用
禁
止

＊ 『アスベスト対策情報』No.25（1998年）、『安全センター情報』1998年12月号

「アスベスト禁止を求める国際交流集会」（1998年11月6日）

国
際
情
勢
の
認
識
に
格
差

一
九
九
八
年
一
一
月
六
日
、
石
綿
全
国
連
は
第
一
二
回

総
会＊

と
合
わ
せ
て
、「
ア
ス
ベス
ト（
石
綿
）禁
止
を
求
め
る

国
際
交
流
集
会―

ア
ス
ベ
ス
ト
禁
止
に
向
か
う
ヨ
ー
ロッ
パ

（
英
・
仏
）
代
表
を
迎
え
て―

」
を
開
催＊

、
英
仏
の
ゲ
ス
ト

か
ら
直
接
、現
地
で
の
生
々
し
い
動
き
を
聞
い
た
。
集
会
で

は
、カ
ナ
ダ
政
府
への「
発
が
ん
物
質
・
ア
ス
ベス
ト
禁
止
に

向
け
た
国
際
的
な
流
れ
を
妨
害
す
る
世
界
貿
易
機
関
へ

の
提
訴
に
対
す
る
抗
議
文
」及
び
日
本
政
府
への「
発
が
ん

物
質
・
ア
ス
ベス
ト
の
早
期
禁
止
実
現
に
関
す
る
要
請
」が

採
択
さ
れ
、
同
月
九
日
に
通
訳
を
同
行
し
て
カ
ナ
ダ
大
使

館
を
訪
れ
申
し
入
れ
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、一
〇
日
大
阪

集
会
、一
一
日
広
島（
呉
）集
会
も
開
催
さ
れ
て
い
る
。



石
綿
全
国
連
は
、一
九
九
八
年
四
・
五
月
に
環
境
、労
働
、建
設
、通
産
の
四
省
庁
と
交
渉＊

を
持
ち
、国
際
情
勢

に
対
す
る
認
識
を
質
し
た
が
、
そ
れ
な
り
に
情
報
を
も
って
い
た
の
は
、
石
綿
協
会
か
ら
聞
い
た
と
い
う
通
産
省

だ
け
で
、
他
の
省
庁
は
、「
新
た
な
科
学
的
知
見
が
得
ら
れ
れ
ば
必
要
な
見
直
し
を
検
討
す
る
」と
い
う
従
来
ど

お
り
の
官
僚
答
弁
を
繰
り
返
す
だ
け
だ
っ
た
。

そ
こ
で
石
綿
全
国
連
で
は
、石
綿
粉
じ
ん
濃
度
の
許
容
濃
度
の
見
直
し
を
進
め
て
い
た
日
本
産
業
衛
生
学
会

理
事
会
、同
許
容
濃
度
委
員
会
、同
石
綿
許
容
濃
度
小
委
員
会
宛
て
に
、一
九
九
九
年
五
月
に
、「
日
本
に
お
け
る

ア
ス
ベス
ト
禁
止
の
実
現
に
向
け
た
要
請
」
を
送
っ
た＊

＊

。
要
請
書
で
は
、
上
述
し
た
よ
う
な
国
際
的
進
展
を
紹
介

す
る
と
と
も
に
、
尊
敬
さ
れ
る
研
究
者
の
独
立
的
国
際
組
織
で
あ
る
ラ
マッ
チ
ー
ニ
協
会
が
一
九
九
九
年
三
月
に

公
表
し
た
声＊

＊
＊明「

国
際
的
な
石
綿
禁
止
を
求
め
る
」も
添
付
し
、①
日
本
に
お
け
る
石
綿（
ク
リ
ソ
タ
イ
ル
）禁
止

の
早
期
実
現
、
②
石
綿
被
害
の
実
態
の
把
握
・
将
来
予
測
、
③
現
在
な
お
石
綿
に
曝
露
す
る
可
能
性
の
あ
る
労

働
者
に
対
す
る
防
護
措
置
の
一
層
の
強
化
、の
た
め
に
格
段
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
発
揮
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
要

請
し
た
。
回
答
は
な
か
っ
た
が
、
科
学
界
に
対
す
る
情
報
提
供
と
警
鐘
を
鳴
ら
す
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
な
お
、同
学
会
の
石
綿
粉
じ
ん
濃
度
の
許
容
濃
度
は
、一
九
九
六
年
に
は
ク
リ
ソ
タ
イ
ル
と
ク
ロ
シ
ド
ラ

イ
ト
以
外
は
「
検
討
中
」、さ
ら
に
一
九
九
八
年
に
は
ク
リ
ソ
タ
イ
ル
と
ク
ロ
シ
ド
ラ
イ
ト
に
つい
て
も
「
検
討
中
」

と
表
記
さ
れ
て
き
た
が
、二
〇
〇
一
年
の
改
訂
で
、中
皮
腫
及
び
肺
が
ん
の
合
計
過
剰
発
が
ん
生
涯
リ
ス
ク
レ
ベ
ル

一
、〇
〇
〇
分
の
一
に
対
応
す
る
評
価
値
と
し
て
、ク
リ
ソ
タ
イ
ル
の
み
の
と
き
〇
・一
五
繊
維
／㏄
、ク
リ
ソ
タ
イ

ル
以
外
の
石
綿
繊
維
を
含
む
と
き
〇
・
〇
三
／㏄
等
と
改
訂
さ
れ＊

＊
＊
＊た

。

石
綿
全
国
連
は
、
続
け
て
同
じ
一
九
九
九
年
五
月
に
、
前
年
の
四
省
庁
に
厚
生
、
運
輸
両
省
を
加
え
た
六
省

庁
と
交
渉＊

＊

。
再
び「
石
綿（
ク
リ
ソ
タ
イ
ル
）の
早
期
禁
止
の
実
現
」を
全
省
庁
共
通
の
要
求
と
し
て
前
面
に
押
し

出
し
た
。
し
か
し
、「
世
界
の
流
れ
は
禁
止
に
向
か
って
い
る
。
日
本
で
も
規
制
が
必
要
と
考
え
る
が
、う
ち
に
は

＊ 『アスベスト対策情報』No.24（1998年）
＊＊ 『アスベスト対策情報』No.26（1999年）
＊＊＊ 『安全センター情報』1999年5月号
 http://www.collegiumramazzini.org/download/6_SixthCRStatement(1999).pdf
＊＊＊＊ 日本産業衛生学会「許容濃度の勧告（1996）」『産業医学』38: 172-191（1996年）、日本産

業衛生学会「許容濃度の勧告（1998）」『産業医学』40: 129-153（1998年）、日本産業衛生学会
許容濃度等に関する委員会「発がん物質の過剰発がん生涯リスクレベルに対応する評価暫定
値(2000)の提案理由」『産業衛生学雑誌』42: 177-186、日本産業衛生学会「許容濃度等の勧告

（2001）」『産業衛生学雑誌』43: 95-104
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87  アスベスト問題の過去と現在

権
限
が
な
い
」と
言
う
環
境
庁
か
ら
、「
経
済
性
を
と
る
か
、安
全
性
を
と
る
か
は
市
場
の
選
択
に
ゆ
だ
ね
る
」と

言
い
放
つ
建
設
省（
建
築
基
準
法
を
所
管
す
る
住
宅
局
建
築
指
導
課
）ま
で
、
全
く
統
一
性
の
な
い
姿
勢
で
あ
っ

た
。
厚
生
省
で
石
綿
問
題
の
担
当
と
い
う
生
活
衛
生
局
企
画
課
の
担
当
者
か
ら
は
、「
ク
リ
ソ
タ
イ
ル
と
い
う
タ

イ
ル
に
は
ア
ス
ベス
ト
が
入
って
い
る
の
で
す
か
？
」と
い
う
発
言
ま
で
飛
び
出
す
始
末
だ
っ
た
。

Ｐ
Ｒ
Ｔ
Ｒ
対
象
物
質
に
石
綿
を
追
加

一
方
、一
九
九
八
年
に
は
、
有
害
廃
棄
物
の
国
境
を
越
え
た
移
動
及
び
処
分
の
管
理
に
関
す
る
バ
ー
ゼ
ル
条
約

の
国
内
法
令（
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
告
示
）が
改
正
さ
れ
、石
綿
廃
棄
物

が
同
法
の
規
制
対
象
と
し
て
明
記
さ
れ
た
。

ま
た
、一
九
九
九
年
に
、「
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る

法
律（
化
学
物
質
管
理
促
進
法
）」
が
成
立
し
、二
〇
〇
一
年
度
か
ら
、
新
た
な
化
学
物
質
管
理
手
法
と
し
て
、

わ
が
国
で
も
Ｐ
Ｒ
Ｔ
Ｒ（
環
境
汚
染
物
質
排
出
・
移
動
登
録
）制
度
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
Ｐ
Ｒ
Ｔ
Ｒ
制

度
は
、
直
接
化
学
物
質
の
使
用
規
制
を
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
事
業
者
に
、
環
境
に
有
害
な
化
学
物
質
の
大

気
、土
壌
等
への
排
出
量
を
把
握
、登
録
さ
せ
る
こ
と
に
よって
、そ
の
適
切
な
管
理
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

一
九
九
九
年
一
一
月
に
中
央
環
境
審
議
会
等
か
ら
、
対
象
物
質
、
製
品
の
要
件
、
対
象
事
業
者
の
案
が
示
さ
れ
、

直
接
広
く
国
民
の
意
見
を
求
め
る
パ
ブ
リ
ッ
ク・コ
メ
ン
ト
手
続
が
実
施
さ
れ
た
。

石
綿
全
国
連
は
、石
綿
は
早
期
全
面
禁
止
が
第
一
で
あ
る
が
、
既
存
石
綿
対
策
を
含
め
、
あ
ら
ゆ
る
化
学
物

質
対
策
に
お
い
て
高
い
優
先
順
位
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
、対
象
物
質
に
石
綿
を
含
め
る
こ

と
等
の
意
見
を
提
出
し
た＊

。
結
果
的
に
、
同
審
議
会
は
こ
の
意
見
を
採
用
し
て
、
対
象
化
学
物
質
に
石
綿
を
追

＊ 『アスベスト対策情報』No.27（2000年）、『安全センター情報』2000年3月号



加
し
、ま
た
、そ
れ
に
伴
って
製
品
の
要
件
に
お
い
て
も
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
追
加
し
て
、石
綿
を
含
有
す
る
製

品
で
あ
って
、取
り
扱
い
の
過
程
で
精
製
や
切
断
等
の
加
工
が
行
わ
れ
る
も
の
も
対
象
と
す
る
と
い
う
最
終
報
告

を
ま
と
め
、そ
の
ま
ま
関
係
政
省
令
に
盛
り
込
ま
れ
た
。
こ
れ
は
、一
九
九
九
年
度
か
ら
政
府
・
全
省
庁
で
実
施

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
パ
ブ
リ
ッ
ク・コ
メ
ン
ト
手
続
の
中
で
、初
期
の
画
期
的
な
成
果
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
る
。

Ｅ
Ｕ
が
禁
止
決
定
を
し
た
直
後
の
二
〇
〇
〇
年
六
月
に
行
わ
れ
た
石
綿
全
国
連
の
交
渉＊

で
も
、関
係
六
省
庁

の
態
度
に
目
立
っ
た
変
化
は
な
か
っ
た
。
直
前
の
四
月
に
日
本
産
業
衛
生
学
会
が
翌
年
正
式
決
定
さ
れ
た
、前
述

＊ 『アスベスト対策情報』No.28（2000年）

石綿全国連と石綿協会の意見交換（2001年2月9日）

の
許
容
濃
度（
評
価
値
）の
勧
告
を
行
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
労
働
省

が
管
理
濃
度
を
「
近
い
う
ち
に
見
直
し
を
行
う
」
と
し
た
こ
と
が
わ

ず
か
な
前
進
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
前（
一
九
九
九
）年
に
は
、四
八
年
ぶ
り
に
、
例
示
列
挙
規

定
か
ら
性
能
要
件
規
定
へ
の
転
換
等
の
建
築
基
準
法
の
抜
本
改
正

が
行
わ
れ
て
い
た
。
同
法
関
連
政
省
令
・
告
示
等
に
耐
火
建
材
等
と

し
て
例
示
さ
れ
て
き
た
石
綿
含
有
建
材
の
削
除
を
求
め
続
け
て
き

た
石
綿
全
国
連
は
、
強
く
そ
の
実
現
を
求
め
た
が
、二
〇
〇
〇
年
に

示
さ
れ
た
案
で
は
な
お
多
く
の「
石
綿
」の
文
字
が
残
さ
れ
た
ま
ま
、

二
〇
〇
二
年
に
施
行
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

企
業
の
自
主
的
努
力
で
は
不
十
分

二
〇
〇
〇
年
二
月
一
六
日
付
け
の
毎
日
新
聞
は
一
面
ト
ッ
プ
で
、
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「
『
ア
ス
ベス
ト
死
』二
、二
四
三
人  

過
去
四
年
間  

国
内
規
制
立
ち
遅

れ
」
と
い
う
記
事
を
掲
載
し
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｄ
一
〇
の
採
用
に
よ
って
わ
が
国

で
も
統
計
で
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
中
皮
腫
に
よ
る
死
亡
者
数
を

取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。

石
綿
全
国
連
は
、一九
九
九
年
一
一
月
一
九
日
に
第
一
三
回
総
会＊

を
開

催
、
翌（
二
〇
〇
〇
）年
六
月
二
三
日
に
は
、「
ア
ス
ベス
ト
問
題
を
考
え

る
集
い
」
を
開
催
し
て
、日
本
産
業
衛
生
学
会
の
石
綿
許
容
濃
度
小
委

員
会
の
委
員
長
で
あ
っ
た
矢
野
栄
二
・
帝
京
大
学
教
授
に
よ
る
「
ア
ス
ベ

ス
ト
に
よ
る
健
康
リ
ス
ク―

許
容
濃
度
の
考
え
方
」、高
橋
謙
・
産
業
医

科
大
学
教
授
に
よ
る
「
ア
ス
ベ
ス
ト
疾
患
の
国
際
的
動
向
と
最
近
の
話

題
」と
い
う
二
本
の
講
演
が
行
わ
れ
た＊

＊

。

二
〇
〇
〇
年
後
半
に
な
る
と
、
関
係
業
界
に
お
い
て
石
綿
の
自
主
的

使
用
中
止
の
動
き
が
あ
る
と
い
う
情
報
が
流
れ
て
く
る
よ
う
に
な
っ

＊ 『アスベスト対策情報』No.27（2000年）
＊＊ 『アスベスト対策情報』No.28（2000年）

た
。
真
偽
を
確
認
す
べ
く
石
綿
全
国
連

は
、二
〇
〇
一
年
二
月
に
石
綿
協
会
と
の

話
し
合
い
を
も
ち
、
業
界
と
し
て
使
用

中
止
を
決
断
す
る
よ
う
求
め
た
。
し
か

し
、「
協
会
と
し
て
は
、
管
理
し
て
使
用

す
れ
ば
安
全
と
い
う
ポ
ジ
シ
ョン
に
変
更

は
な
く
、（
使
用
中
止
に
つい
て
は
）検
討



も
し
て
い
な
い
」と
い
う
公
式
回
答
で
あ
っ
た＊

。

業
界
レ
ベ
ル
で
な
い
と
す
れ
ば
個
別
企
業
レ
ベ
ル
で
の
動
き
が
予
想
さ
れ
た
が
、
同
年
三
月
六
日
付
け
朝
日
新

聞
及
び
七
日
付
け
毎
日
新
聞
に
よ
って
、
住
宅
屋
根
材
製
造
の
大
手
二
社―

ク
ボ
タ
と
松
下
電
工
が
石
綿
の
使

用
中
止
を
決
定
し
て
い
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
た
。
こ
の
二
社
で
当
時
の
日
本
の
石
綿
使
用
量
全
体
の
約
四
割
を

消
費
し
て
い
た
。

こ
の
報
道
を
受
け
て
石
綿
全
国
連
は
、た
だ
ち
に
石
綿
協
会
加
盟
各
社（
二
〇
〇
〇
年
度
末
時
点
で
正
会
員

六
七
社
、輸
入
・
販
売
業
者
一
一
社
）に
対
し
て
、「
今
後
の
石
綿
使
用
等
に
関
す
る
緊
急
質
問
」を
発
送
し
た
。

回
答
が
あ
っ
た
の
は
一
〇
社
に
と
ど
ま
っ
た
が
、日
本
の
石
綿
使
用
中
止
の
未
来
を
企
業
の
自
主
的
努
力
だ
け
に

委
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
る
と
と
も
に
、自
力
で
使
用
中
止
で
き
な
い
中
小
零
細
企
業
の
た

め
に
も
、使
用
中
止
の
法
的
裏
付
け
の
必
要
性
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
結
果
で
あ
っ
た＊

＊

。

全
面
禁
止
の
早
期
導
入
求
め
る
動
き

二
〇
〇
一
年
か
ら
省
庁
再
編
が
実
施
さ
れ
た
た
め
、
石
綿
全
国
連
の
省
庁
交
渉
は
こ
れ
ま
で
の
六
省
庁
か
ら

四
省（
厚
生
労
働
省
、経
済
産
業
省
、国
土
交
通
省
、環
境
省
）に
か
え
て
、同
年
六
・
七
月
に
行
わ
れ
た
。
全
般

的
に
国
際
情
勢
に
つい
て
以
前
よ
り
も
情
報
把
握
を
す
る
よ
う
に
な
って
き
た
と
い
う
印
象
で
、
同
年
三
月
の
Ｗ

Ｔ
Ｏ
上
訴
機
関
の
裁
決
に
つい
て
四
省
と
も
事
実
は
承
知
し
て
い
た
も
の
の
、
裁
定
文
を
入
手
し
て
い
た
と
こ
ろ

は
皆
無
。「
総
合
的
な
ア
ス
ベス
ト
対
策
を
確
立
す
る
た
め
の
、責
任
体
制
を
は
っ
き
り
と
さ
せ
た
、関
係
省
庁
連

絡
会
を
開
催
す
る
よ
う
に
さ
れ
た
い
」
と
の
共
通
要
請
に
対
し
て
、
積
極
的
に
全
面
禁
止
導
入
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ブ
を
と
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
も
現
わ
れ
な
か
っ
た＊

＊

。
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＊ 『アスベスト対策情報』No.30（2001年）
＊＊ 『アスベスト対策情報』No.30（2001年）
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同
年
七
月
の
参
議
院

選
挙
に
際
し
て
、石
綿
全

国
連
は
主
要
政
党
に
質

問
状
を
送
っ
た
。
内
外

情
勢
を
詳
し
く
説
明
し

な
が
ら
、①
日
本
に
お
け

る
石
綿
全
面
禁
止
、
②

＊ 『アスベスト対策情報』No.30（2001年）
＊＊ 『アスベスト対策情報』No.31（2002年）

石
綿
被
害
の
実
態
把
握
と
将
来
予
測
、③
既
存
石
綿
の
現
状
把
握
と
除

去
対
策
、④
既
存
石
綿
に
対
す
る
規
制
の
強
化
、⑤
各
省
に
ま
た
が
っ
た

規
制
の
斉
一
化
と
共
同
調
査・監
視
体
制
、各
々
の
必
要
性
に
つい
て
の
意

見
を
求
め
た
も
の
。
回
答
が
あ
っ
た
の
は
、民
主
、自
由
、公
明
、保
守
、二

院
ク
ラ
ブ
、共
産
、社
民
の
七
政
党
で
、自
由
党
以
外
の
六
政
党
か
ら
は
、

い
ず
れ
の
質
問
に
対
し
て
も
肯
定
的
な
回
答
が
寄
せ
ら
れ
た＊

。

石
綿
全
国
連
は
、
同
年
一
二
月
四
日
に
第
一
五
回
総
会＊

＊

を
開
催
し
、
翌
二
〇
〇
二
年
こ
そ
日
本
に
お
け
る
石

綿
禁
止
に
向
け
た
山
場
の
年
と
位
置
づ
け
た
。
総
会
で
は
、労
働
者
被
害
の
損
害
賠
償
訴
訟
二
件
、労
災
認
定

を
め
ぐ
る
行
政
訴
訟
一
件
、石
綿
管
工
場
で
働
い
て
い
た
父
親
が
家
に
持
ち
帰
っ
た
汚
染
さ
れ
た
衣
服・マ
ス
ク
等

に
よ
る
家
庭
内
曝
露
で
中
皮
腫
死
亡
し
た
事
例
の
損
害
賠
償
訴
訟
一
件
と
、係
争
中
の
石
綿
裁
判
が
勢
ぞ
ろ
い

し
た
報
告
と
、森
永
謙
二
・
大
阪
府
立
成
人
病
セ
ン
タ
ー
参
事
か
ら「
ア
ス
ベス
ト
の
健
康
被
害
と
代
替
品
の
リ
ス

ク
」と
題
し
た
記
念
講
演
が
行
わ
れ
て
い
る＊

＊

。

二
〇
〇
二
年
四
月
二
日
付
け
朝
日
新
聞
は
、一
面
に
特
ダ
ネ
で
「
石
綿
被
害
急
増
の
恐
れ  

四
〇
年
間
で
死

2002年4月2日付け

朝日新聞朝刊記事



＊ 『アスベスト対策情報』No.30（2001年）
＊＊ 『アスベスト対策情報』No.31（2002年）
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二
〇
〇
二
年
原
則
禁
止
検
討
の
大
臣
表
明

交
渉
の
場
で
の
厚
生
労
働
省
担
当
者
の
対
応
は
「
鈍
い
反
応
」（
五
月
二
一
日
付
け
毎
日
新
聞
）と
報
じ
ら
れ

る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
坂
口
力
・
厚
生
労
働
大
臣
が「
石
綿
の
使
用
等
を
原
則
禁
止
す
る
方
針
で
検
討
」

「緊急報告集会」（2002年4月17日、体験を語る

古川和子さん（右）と大森華恵子さん（中）

者
一
〇
万
人
の
推
計
も
」と
報
じ
た
。
同
月
一
〇
日
に
神

戸
で
開
催
さ
れ
た
第
七
五
回
日
本
産
業
衛
生
学
会
で
発

表
さ
れ
た
、「
わ
が
国
に
お
け
る
悪
性
胸
膜
中
皮
腫
死
亡

数
の
将
来
予
測
」
の
内
容
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

石
綿
全
国
連
は
同
月
一
七
日
に
、
研
究
チ
ー
ム
の
村
山
武

彦
・
早
稲
田
大
学
教
授
を
招
い
て「
緊
急
報
告
集
会
」を

開
催
し
た＊

。
ま
た
こ
の
場
で
、埼
玉
と
大
阪
の
石
綿
被
害

の
ご
遺
族
の
体
験
も
話
さ
れ
た
。

翌
五
月
二
〇
日
、
石
綿
全
国
連
と
厚
生
労
働
省
と
の

交
渉
が
行
わ
れ
た
。
全
国
連
の
呼
び
か
け
で
初
め
て
全

国
か
ら
、中
皮
腫
や
石
綿
肺
が
ん
で
夫
を
亡
く
し
た
一
〇

名
の
遺
族
と
石
綿
肺
の
被
災
者
数
名
も
加
わ
って
、石
綿

被
害
の
恐
ろ
し
さ
と
被
災
者
本
人
・
家
族
の
苦
し
み
、悔

し
さ
、怒
り
を
口
々
に
訴
え
、早
期
全
面
禁
止
の
導
入
を

強
く
要
求
し
た＊

＊

。
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し
た
い
と
い
う
意
向
を
表
明
し
た
の
は
、そ
の
一
か
月
後
の
六
月
二
八
日
の
こ
と
で
あ
っ
た＊

。

こ
の
日
、石
綿
全
国
連
関
係
者
ら
が
協
力
し
て
中
村
敦
夫・参
議
院
議
員
が
五
月
に
提
出
し
て
い
た「
ア
ス
ベス

ト
禁
止
措
置
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」に
対
す
る「
答
弁
書
」が
閣
議
決
定
さ
れ
た
が
、そ
の
内
容
は
、「
今
後

と
も
石
綿
に
よ
る
労
働
者
の
健
康
障
害
の
防
止
措
置
の
実
施
を
事
業
者
に
徹
底
さ
せ
る
と
と
も
に
、現
在
使
わ

れ
て
い
る
石
綿
に
つい
て
も
、他
の
物
質
に
よ
り
代
替
で
き
な
い
か
等
を
調
査
し
、そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、石
綿
の

使
用
等
の
禁
止
措
置
に
つい
て
検
討
を
行
って
ま
い
り
た
い
」と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

＊ http://www.mhlw.go.jp/kaiken/
daijin/2002/06/k0628.html

し
か
し
閣
議
後
記
者
会
見
に
お
け
る
大
臣
発
言
は
、

「
近
年
白
石
綿
の
代
替
品
の
開
発
が
進
ん
で
ま
い
り
ま

し
た
こ
と
も
踏
ま
え
ま
し
て
、
白
石
綿
に
つ
き
ま
し
て

も
国
民
の
安
全
、社
会
経
済
に
と
り
ま
し
て
石
綿
製
品

の
使
用
が
や
む
を
得
な
い
も
の
を
除
き
、
原
則
と
し
て

使
用
等
を
禁
止
す
る
方
針
で
検
討
を
進
め
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
や
む
を
得
な
い
も
の
と
い
う
中

に
は
、
例
え
ば
化
学
プ
ラ
ン
ト
な
ど
の
時
に
こ
れ
に
代
わ

る
べ
き
良
い
も
の
が
な
い
と
いっ
た
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ

て
、
全
部
と
は
言
って
お
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、し
か
し

原
則
と
し
て
こ
れ
も
使
用
等
を
禁
止
す
る
方
針
で
検

討
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
って
お
り
ま

す
』」と
、「
原
則
使
用
等
禁
止
」の
方
針
を
明
確
に
打

ち
出
し
た
も
の
だ
っ
た
。

全国の患者・家族が参加した厚労省交渉（2002年5月20日）



石
綿
全
国
連
は
そ
の
日
の
う
ち
に「
声
明
」を
発
表
し
て
、こ
の
方
針
を
歓
迎
し
、「
一
日
も
早
く
具
体
的
に
禁

止
措
置
を
実
行
す
る
よ
う
強
く
要
望
」す
る
と
と
も
に
、禁
止
措
置
か
ら
の
除
外
や
猶
予
措
置
を
不
合
理
に
拡

大
し
た
り
、
そ
れ
ら
措
置
の
検
討
に
い
た
ず
ら
に
時
間
を
費
や
し
て
禁
止
の
実
行
が
遅
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ

て
は
な
ら
ず
、と
り
わ
け
代
替
品
が
存
在
し
な
い
も
の
は
な
い
建
材
に
例
外
を
設
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
釘
を
刺

し
た
。
同
時
に
、
石
綿
全
面
禁
止
の
早
期
実
現
は
問
題
解
決
へ
の
最
初
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
り
、
①
今
後
の
健
康
被

害
対
策
、②
既
存
石
綿
対
策
の
二
点
を
柱
と
す
る
様
々
な
問
題
に
具
体
的
に
対
処
し
て
い
く
た
め
に
、「
政
府
が

強
力
な
指
導
力
を
発
揮
し
て
、
関
係
省
庁
が
垣
根
を
越
え
て
包
括
的
な
取
り
組
み
を
行
う
べ
き
」こ
と
を
あ
ら

た
め
て
要
望
し
た＊

。
こ
の
声
明
は
英
文
で
世
界
に
も
流
さ
れ
、
海
外
か
ら
お
祝
い
や
激
励
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
届
け

ら
れ
て
い
る＊

＊

。

石
綿
協
会
が
正
式
な
コ
メ
ン
ト
を
公
表
し
た
記
録
は
な
い
が
、六
月
一
六
日
付
け
東
京
新
聞
は
、「
協
会
と
し

て
も
禁
止
は
や
む
を
得
な
い
流
れ
と
考
え
て
い
る
。
石
綿
を
使
わ
な
い
屋
根
材
や
外
壁
材
に
切
り
替
え
る
動
き

も
こ
こ
一
、二
年
、
目
立
って
き
て
い
る
」
と
い
う
同
協
会
専
務
理
事
の
発
言
を
紹
介
し
て
い
る
。
石
綿
全
国
連
は

二
月
の
段
階
で
、
前
年
に
引
き
続
き
意
見
交
換
の
場
を
設
定
す
る
よ
う
要
請
し
て
お
り
、
協
会
側
の
体
制
変
更

や
事
務
所
移
転
等
の
た
め
実
現
し
た
の
は
九
月
に
な
って
か
ら
だ
っ
た
が
、
前
年
と
は
打
って
変
わ
り
、「
禁
止―

代
替
化
の
方
向
や
む
な
し
」と
い
う
同
協
会
の
立
場
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
協
会
側
か
ら
は
、石
綿
を
使
わ
な

く
な
っ
た
ら
協
会
は
不
要
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、既
存
石
綿
の
処
理
対
策
や
過
去
の
情
報
の
管
理
等
々
の
社
会

的
責
任
を
果
た
し
て
い
こ
う
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
と
い
う
立
場
が
表
明
さ
れ
た＊

。

石
綿
全
国
連
は
六
月
に
、
経
済
産
業
、
国
土
交
通
、
環
境
の
各
省
に
対
し
て
も
「
石
綿
の
早
期
禁
止
の
実
現
、

健
康
被
害
の
増
加
に
対
す
る
対
応
及
び
石
綿
含
有
建
材
等
の
既
存
石
綿
対
策
の
一
層
の
強
化
に
向
け
た
要
請
」

を
行
い
、
七
月
に
三
省
と
の
交
渉
を
行
っ
た＊

。
今
回
は
厚
生
労
働
省
の
妨
害
を
さ
せ
な
い
こ
と
も
目
的
の
ひ
と
つ

＊ 『アスベスト対策情報』No.32（2003年）
＊＊ 20002年の厚生労働大臣表明までの経過については、古谷杉郎「アスベスト全面禁止に向かう

世界と日本」『環境と公害』第32巻第2号（2002年）も参照
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95  アスベスト問題の過去と現在

だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
国
土
交
通
省
も
こ
こ
に
至
っ
て
、「
厚
生
労
働
省
で
使
用
禁
止
と
な
れ
ば
『
反
射
的
に
』

建
築
基
準
法
関
連
の
耐
火
建
材
等
の
例
示
も
削
除
す
る
方
向
で
対
応
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
て
い

る
」
と
回
答
。
ま
た
、
船
舶
安
全
法
の
船
舶
設
備
規
程
等
を
改
正
し
て
、Ｉ
Ｍ
Ｏ
の
Ｓ
Ｏ
Ｌ
Ａ
Ｓ
条
約
改
正
に
対

応
し
た
こ
と
を
報
告
し
た
。
経
済
産
業
省
も
、一
九
九
一
〜
二
〇
〇
〇
年
度
の「
石
綿
含
有
低
減
化
製
品
等
調

査
研
究
」（
石
綿
協
会
への
委
託
事
業
）の
結
論
と
し
て
も
、「
方
向
付
け
は
確
認
で
き
て
い
る
と
思
う
」
と
の
認

識
を
示
し
た
。

原
則
禁
止
の
検
討
か
ら
実
施
へ

大
臣
の
方
針
表
明
後
、
厚
生
労
働
省
で
は
、「
現
時
点
で
代
替
化
が
困
難
な
商
品
及
び
そ
の
用
途
を
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
代
替
困
難
品
の
代
替
見
込
み
時
期
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
」
と
し
た
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
を
実
施
、こ
の「
調
査
結
果
の
概
要
」は
二
〇
〇
二
年
一
二
月
に
公
表
さ
れ
た
。
同
時
に
、「
調
査
結
果
も

踏
ま
え
専
門
技
術
的
観
点
か
ら
代
替
化
の
困
難
な
石
綿
製
品
の
範
囲
を
絞
り
込
み
、今
後
の
非
石
綿
製
品
への

代
替
可
能
性
等
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
」に「
石
綿
の
代
替
化
等
検
討
委
員
会
の
設
置
」
も
発
表
さ
れ

た＊
（
経
済
産
業
省
も
「
石
綿
製
品
に
つい
て
の
調
査
票
」に
よ
る
調
査
を
行
って
い
る
が
、こ
ち
ら
の
結
果
は
公
表

さ
れ
て
い
な
い
）。

厚
生
労
働
省
は
並
行
し
て
、「
管
理
濃
度
検
討
会
」
及
び
「
石
綿
ば
く
露
労
働
者
に
発
生
し
た
疾
病
の
認
定

基
準
に
関
す
る
検
討
会
」も
参
集
し
て
検
討
を
開
始
し
た
。
石
綿
全
国
連
は
、
前
者
に
つい
て
は
、
す
で
に
国
際

水
準
の
〇
・一
繊
維
／㏄
への
引
き
下
げ
を
要
求
し
て
お
り
、
後
者
に
つい
て
は
、一
二
月
三
日
に「『
石
綿
ば
く
露

労
働
者
に
発
生
し
た
疾
病
の
認
定
基
準
』見
直
し
に
係
る
要
請
」を
提
出
し
た＊

＊

。

＊ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/12/h1212-2.html
＊＊ 『アスベスト対策情報』No.32（2003年）



石
綿
全
国
連
は
、
世
論
喚
起
の
た
め
に
一
〇
月
に

集
中
キ
ャ
ンペ
ー
ン
を
展
開
。
五
月
二
〇
日
の
厚
生
労

働
省
交
渉
で
表
明
さ
れ
た
患
者
・
遺
族
の
声
を
も
と

に
全
国
連
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に「
被
害
者
の
声＊

」の
コ
ー

ナ
ー
を
開
設
。一
〇
月
七
日
の
横
須
賀
石
綿
じ
ん
肺

裁
判
の
横
須
賀
地
裁
横
須
賀
支
部
に
お
け
る
勝
訴

判
決
の
マ
ス
コ
ミ
報
道
に
乗
っ
て
、
八
・
九
日
の
両
日
、

横
須
賀
の
じ
ん
肺
・
ア
ス
ベ
ス
ト
被
災
者
救
済
基
金

と
全
国
安
全
セ
ン
タ
ー
加
盟
の
全
国
一
八
団
体
が
フ

リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
を
設
置
し
て
、「
な
く
せ
じ
ん
肺
！
ア

ス
ベ
ス
ト
被
害
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
を
開
設
し
、
過
去
最

高
の
三
三
〇
件
の
電
話
相
談
が
全
国
か
ら
寄
せ
ら
れ

た＊
＊

。翌
二
〇
〇
三
年
二
月
八
日
に
は
、
石
綿
全
国
連
第

一
七
回
総＊

＊
＊会

に
合
わ
せ
て
、
全
国
の
石
綿
被
災
者
と

そ
の
家
族
の
代
表
ら
が
初
め
て
顔
を
合
わ
せ
る「
ア
ス
ベス
ト
被
害
者
・
家
族
の
集
い
」が
開
催
さ
れ
た
。

同
年
四
月
に「
石
綿
の
代
替
化
等
検
討
委
員
会
報
告
書
」が
公
表
さ＊

＊
＊
＊れ

、五
月
に
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令

改
正
案
が
示
さ
れ
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
が
実
施
さ＊

＊
＊
＊
＊

れ
た
。
調
査
の
結
果
確
認
さ
れ
た
石
綿
製
品
を
建
材
五
、

非
建
材
五
の
製
品
種
類
に
分
類
し
て
そ
れ
ら
の
代
替
可
能
性
等
を
判
断
し
た
結
果
、
建
材
は
五
種
類
す
べ
て
、

非
建
材
で
は
二
種
類―

「
断
熱
材
用
接
着
剤
」と「
摩
擦
材（
ブ
レ
ー
キ・ク
ラ
ッ
チ
）」が
、「
国
民
の
安
全
確
保
等

横須賀石綿じん肺裁判の原告・支援者たち

＊ 『アスベスト対策情報』No.32（2003年）、http://park3.wakwak.com/
̃banjan/main/higaisha.html

＊＊ 『安全センター情報』2002年12月号
＊＊＊ 『アスベスト対策情報』No.32（2003年）
＊＊＊＊ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/04/h0404-4.html
＊＊＊＊＊ 『アスベスト対策情報』No.32（2003年）、http://www.mhlw.go.jp/

public/index.html
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97  アスベスト問題の過去と現在

の
観
点
か
ら
石
綿
の
使
用
が
不
可
欠
な
も
の
で
は
な
く
、か
つ
、技
術
的
に
代
替
化
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
」と
判
断
さ
れ
た
。
残
る
三
つ
の
製
品
種
別
の
う
ち
、「
耐
熱
・
電
気
絶
縁
板
」、「
ジ
ョ
イ
ン
ト
シ
ー
ト
・
シ
ー
ル

材
」
に
つい
て
は
、「
非
石
綿
製
品
への
代
替
化
が
可
能
な
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、一
部
の
も
の
に
つい
て

は
、
安
全
確
保
の
観
点
か
ら
石
綿
の
使
用
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
現
時
点
で
代
替
可
能
な
も
の
と
代
替
困
難

な
も
の
を
温
度
等
の
使
用
限
界
や
使
用
さ
れ
る
機
器
の
種
類
等
か
ら
明
確
に
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」、

「アスベスト被害者と家族の集い」（2003年2月8日）

「
石
綿
布
・
石
綿
糸
等
」
に
つい
て
は
、「
こ
れ
ら
の
製

品
は
シ
ー
ル
材
等
と
し
て
使
用
さ
れ
る
か
、二
次
的
に

シ
ー
ル
材
等
の
代
替
可
能
性
に
連
動
す
る
と
考
え
ら

れ
る
」
と
さ
れ
、
結
果
的
に
、一
〇
種
類
の
う
ち
七
種

類
の
製
品
の
使
用
等
を
禁
止
す
る
と
い
う
提
案
で

あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
石
綿
全
国
連
は
、
①
七
種
類
の
み

の
禁
止
で
は
な
く
、
使
用
等
が
許
さ
れ
る
製
品
を
除

き
、原
則
全
面
禁
止
と
す
る
、②
石
綿
を
〇
・一
％
を

超
え
て
含
有
す
る
製
品
を
禁
止
を
含
め
た
規
制
の

対
象
と
す
る
、
③
製
品
に
よ
っ
て
禁
止
の
実
施
時
期

に
差
を
設
け
ず
に
、
遅
く
と
も
二
〇
〇
五
年
一
月
一

日
ま
で
に
禁
止
を
実
施
す
る
、④
石
綿
含
有
製
品
製

造
の
海
外
移
転
等
を
阻
止
す
る
実
効
性
の
あ
る
施

策
を
講
じ
る
な
ど
一
六
項
目
の
意
見
を
提
出
し
た＊

。

＊ 『アスベスト対策情報』No.33（2004年）



＊ http://www.mhlw.go.jp/
shingi/2003/08/s0826-4.html

＊＊ http://www.mhlw.go.jp/
houdou/2003/09/h0919-6.
html

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
寄
せ
ら
れ
た
意
見（
延
べ
約
九
〇
件
）の
う
ち
、「
摩
擦
材
は
当
面
適
用
猶
予
」（
一
件
）、

「
繊
維
強
化
セ
メ
ン
ト
板
の
禁
止
反
対
」（
八
件
）
以
外
に
は
、
原
則
禁
止
の
導
入
に
反
対
す
る
意
見
は
な
か
っ

た
。厚

生
労
働
省
は
、
国
内
向
け
に
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
を
実
施
す
る
一
方
で
、Ｗ
Ｔ
Ｏ
への
通
報
及
び
申
し

入
れ
の
あ
っ
た
外
国
人
関
係
者
か
ら
の
意
見
聴
取
も
行
って
い
る
。
こ
れ
に
は
カ
ナ
ダ
が
、二
度
に
わ
た
り
ミ
ッ
シ
ョ

ン
を
送
っ
て
禁
止
の
導
入
に
反
対
す
る
意
見
を
表
明
し
た
ほ
か
、
数
か
国
の
石
綿
業
界
か
ら
同
様
の
主
張
の
Ｅ

メ
ー
ル
や
Ｆ
Ａ
Ｘ
が
届
け
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
って
い
る
。

厚
生
労
働
省
は
、結
果
的
に
石
綿
全
国
連
の
意
見
も
カ
ナ
ダ
の
反
対
も
採
用
せ
ず
に
、提
案
ど
お
り―

た
だ
し

「
摩
擦
材（
ブ
レ
ー
キ
・
ク
ラ
ッ
チ
）」を
四
つ
に
細
分
類
し
た
の
で
、石
綿
セ
メ
ン
ト
円
筒
、押
出
成
形
セ
メ
ン
ト
板
、

住
宅
屋
根
用
化
粧
ス
レ
ー
ト
、繊
維
強
化
セ
メ
ン
ト
板
、窯
業
系
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
、ク
ラ
ッ
チ
フェ
ー
シ
ン
グ
、ク
ラ
ッ
チ

ラ
イ
ニ
ン
グ
、ブ
レ
ー
キ
パッ
ド
、ブ
レ
ー
キ
ラ
イ
ニ
ン
グ
の
一
〇
種
類
の
製
品
の
使
用
等
を
禁
止
す
る
労
働
安
全
衛

生
法
施
行
令
の
改
正
を
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
に
公
布
し
、二
〇
〇
四
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。
調
査
の
結
果
確
認
さ
れ
た
石
綿
製
品
の
う
ち
、
三
種
類
を
除
く
す
べ
て
の
製
品
を
禁
止
す
る
こ
と
と
し
た

と
い
う
経
過
か
ら「
原
則
禁
止
」と
称
し
た
が
、条
文
上
は
一
〇
種
類
の
製
品
の
み
の
禁
止
で
あ
る
。

石
綿
疾
患
労
災
認
定
基
準
の
改
正

二
〇
〇
三
年
八
月
に
、「
石
綿
ば
く
露
労
働
者
に
発
生
し
た
疾
病
の
認
定
基
準
に
関
す
る
検
討
会
報
告
書
」

が
公
表
さ
れ＊

、
厚
生
労
働
省
は
二
五
年
ぶ
り
に
労
災
認
定
基
準
を
改
正
し
た＊

＊（
同
年
九
月
一
九
日
付
け
基
発
第

〇
九
一
九
〇
〇
一
号「
石
綿
に
よ
る
疾
病
の
認
定
基
準
に
つい
て
」）。
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99  アスベスト問題の過去と現在

主
な
改
正
内
容
は
、
①
中
皮
腫
に
つい
て
、
従
来
示
さ
れ
て
い
た「
胸
膜
又
は
腹
膜
の
中
皮
腫
」に「
心
膜
、
精

巣
鞘
膜
の
中
皮
腫
」を
追
加
、
②
石
綿
と
の
関
連
が
明
ら
か
な
疾
病
と
し
て「
良
性
石
綿
胸
水
」及
び「
び
ま
ん

性
胸
膜
肥
厚
」を
新
た
に
例
示
、③
過
去
の
認
定
事
例
等
を
踏
ま
え
て「
石
綿
ば
く
露
作
業
」の
例
示
を
追
加
・

整
理
し
、「
間
接
曝
露
を
受
け
る
可
能
性
の
あ
る
作
業
」も
例
示
、④
中
皮
腫
・
肺
が
ん
の
医
学
的
所
見
に
係
る

要
件
を
、イ  
石
綿
肺
、ロ  

胸
膜
プ
ラ
ー
ク（
胸
膜
肥
厚
斑
）、ハ  

石
綿
小
体
又
は
石
綿
繊
維
の
い
ず
れ
か
の
医

学
的
所
見
が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
、に
整
理
、
⑤
上
記
ロ
ま
た
は
ハ（
ど
ち
ら
も
重
要
な
石
綿
曝
露
指
標
と
さ
れ

＊ 『アスベスト対策情報』No.33（2004年）

石綿全国連の厚生労働省交渉（2003年10月24日）

る
）の
場
合
に
必
要
な
石
綿
曝
露
作
業
へ
の
従
事
期
間
に

係
る
要
件
を
、
中
皮
腫
に
つい
て
は「
五
年
以
上
」か
ら「
一

年
以
上
」に
短
縮（
肺
が
ん
は「
一
〇
年
以
上
」の
ま
ま
）、

と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

前
述
の
石
綿
全
国
連
の
要
請
で
は
、
曝
露
歴
が
明
ら
か

で
石
綿
曝
露
指
標
と
し
て
の
医
学
的
所
見
が
な
い
場
合

や
、
逆
に
医
学
的
所
見
が
明
確
で
曝
露
歴
が
明
確
で
な
い

場
合
で
も
、よ
り
柔
軟
に
認
定
さ
れ
る
よ
う
求
め
て
い
た＊

。

無
関
心
な
厚
生
・
文
部
科
学
省

石
綿
全
国
連
は
、二
〇
〇
三
年
七
月
に
国
土
交
通
、
文

部
科
学
、環
境
の
各
省
、九
月
に
経
済
産
業
省
、一
〇
月
に

は
厚
生
労
働
省
と
の
交
渉
を
行
っ
た＊

。
今
回
は
、
対
策
を



「写真展●静かな時限爆弾＝アスベスト」（2003年9月）

原
則
禁
止
の
実
現
で
終
わ
り
に
さ
せ
な
い
た
め
に
、「
石
綿
全
面
禁
止
の
早
期
実
現
及
び
総
合
的
・
抜
本
的
な
健

康
被
害・既
存
石
綿
対
策
の
確
立
」の
必
要
性
を
強
く
訴
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。

国
民
の
健
康
対
策
と
し
て
厚
生
行
政
の
立
場
か
ら
の
対
応
を
求
め
た
の
に
対
し
て
は
、
厚
生
労
働
省
は
、
大

臣
官
房
総
務
課
名
で
、「
石
綿
関
連
疾
患
は
原
因
が
職
業
関
連
が
主
で
あ
り
、現
在
、一
般
の
方
が
広
く
か
か
る

病
気
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、厚
生
労
働
省
で
は
労
災
関
係
で
の
対
策
は
行
って
い
る
が
全
体
的
な
対
策
は
行
って

い
る
わ
け
で
は
な
い
」
旨
の
文
書
回
答
が
あ
り
、
要
は

答
え
ら
れ
る
部
署
が
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
健
康

局
は「
一
般
的
な
が
ん
対
策
」、労
働
基
準
局
は「
職
業

関
連
が
ん
対
策
」、
石
綿
健
康
被
害
に
係
る
総
合
的
・

全
省
庁
的
な
施
策
は「
環
境
省
が
中
心
と
な
って
講
じ

ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
」
な
ど
、
過
去
も
現
在
も
い
か

に
労
働
者
以
外
の
石
綿
健
康
被
害
に
厚
生
行
政
が
無

関
心
・
無
策
で
あ
る
か
を
さ
ら
け
出
し
て
い
る
。

久
し
ぶ
り
の
交
渉
と
な
っ
た
文
部
科
学
省
は
、

一
九
八
七
〜
八
九
年
の
学
校
パ
ニッ
ク
時
に
取
っ
た
一
連

の
対
策
で
石
綿
問
題
は
「
措
置
済
み
」
の
問
題
で
あ

り
、そ
の
後
重
要
な
法
改
正
等
も
積
み
重
ね
ら
れ
て
い

る
に
も
関
わ
ら
ず
、そ
れ
ら
の
内
容
を
周
知
徹
底
す
る

こ
と
も
な
い
ま
ま
、「
法
律
を
守
って
適
切
に
行
わ
れ
て

い
る
は
ず
」
と
考
え
て
い
る
と
い
う
回
答
だ
っ
た
。
し
か

9  日本における原則使用禁止   100



101 アスベスト問題の過去と現在

＊ 『アスベスト対策情報』No.32（2003年）

入
、②
既
存
石
綿
の
把
握
、管
理
、改
修
、解
体
、除
去
、廃
棄
等
の
す
べ
て
を
通
じ
た
首
尾
一
貫
し
た
抜
本
的
・
総

合
的
対
策
の
確
立
、③
石
綿
関
連
疾
患
の
健
康
、医
療
、福
祉
等
に
係
る
総
合
的
な
施
策
の
確
立
、④
上
記
対
策

の
確
立
への
被
災
者
・
家
族
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
参
画
、⑤
海
外
移
転
の
阻
止
及
び
地
球
規
模
で
の
石
綿
問
題
解
決
に

向
け
た
取
り
組
み
、
⑥「
石
綿
総
合
対
策
円
卓
会
議（
仮
称
）」の
開
催
等
に
つい
て
質
し
た
。「
石
綿
被
災
者
や

家
族
の
生
の
声
を
聞
く
用
意
が
あ
る
か
」と
の
問
い
に
対
し
て
は
、六
党
す
べ
て
が
基
本
的
に
前
向
き
な
返
事
で

あ
っ
た＊

。

「パネルディスカッション：中皮腫・アスベスト被害

―被災者の声と今後の対策」（2003年9月23日）

し
、
同
省
は
交
渉
後
、一
〇
月
一
日
付
け
で
大
臣
官
房

文
教
施
設
部
施
設
企
画
課
と
初
等
中
等
教
育
局
施

設
助
成
課
の
連
名
で
各
都
道
府
県
教
育
委
員
会
施
設

主
管
課
に
当
て
て
、
約
一
五
年
の
空
白
を
一
片
の
紙
切

れ
で
埋
め
る
か
の
よ
う
に
、「
主
な
関
係
法
令
」と「
主

な
参
考
文
献
等
」を
示
し
た
、「
学
校
に
お
け
る
ア
ス
ベ

ス
ト（
石
綿
）対
策
に
つい
て
」を
通
知
し
て
い
る
。

石
綿
全
国
連
で
は
、「
縦
割
り
行
政
の
旧
弊
を
排

し
、省
庁
の
垣
根
を
超
え
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
抜
本
的
・
総
合
的
対
策
の
確
立
に
向
け
て
は
…
従
来

の
各
省
庁
交
渉
の
積
み
重
ね
だ
け
で
は
実
現
で
き
な

い
と
実
感
さ
せ
ら
れ
た
」と
総
括
し
て
い
る＊

。

ま
た
同
年
一
一
月
の
衆
議
院
選
挙
に
あ
た
って
主
要

六
政
党
に
公
開
質
問
状
を
送
り
、
①
全
面
禁
止
の
導
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石
綿
疾
患
患
者
と
家
族
の
会
設
立

前
年
一
〇
月
の
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
で
も
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
中
皮
腫
を
は
じ
め
石
綿
関
連
疾
患
を
疑
わ
れ
る
健

康
相
談
が
、こ
れ
ま
で
相
談
が（
少
）な
か
っ
た
地
域
か

ら
も
含
め
て
増
加
し
つつ
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、

労
働
者・市
民
か
ら
の
様
々
な
石
綿
関
連
相
談
に
専
門

に
対
応
す
る
新
た
な
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
の
設
立
及

び
同
時
並
行
的
に
い
く
つ
か
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
構
想
が

持
ち
上
が
り
、
推
進
さ
れ
た
。
ま
ず
二
〇
〇
三
年
九

月
に
東
京
芸
術
劇
場
で
「
写
真
展
●
静
か
な
時
限
爆

弾
＝
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
」
が
開
催
さ
れ
、
七
日
間
で
約

六
〇
〇
名
が
会
場
を
訪
れ
た
。
そ
の
間
の
九
月
二
三

日
に
は
、「
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョン
： 

中
皮
腫
・ア
ス
ベ

ス
ト
被
害―

被
災
者
の
声
と
今
後
の
対
策
」
が
開
催

さ
れ
、
闘
病
中
の
中
皮
腫
患
者
が
多
数
の
聴
衆
を
前

に
自
ら
の
思
い
を
語
り
か
け
た
。
翌
二
四
・
二
五
日
に

は
、「
中
皮
腫
・
じ
ん
肺
・
ア
ス
ベス
ト
被
害
ホ
ッ
ト
ラ
イ

ン
」が
開
設
さ
れ
、一
八
〇
件
の
相
談
が
寄
せ
ら
れ
た
。

そ
し
て
一
二
月
に
、「
中
皮
腫・じ
ん
肺・ア
ス
ベス
ト
セ
ン
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タ
ー
」（
ア
ス
ベス
ト
セ
ン
タ
ー
）が
正
式
に
設
立
さ
れ
た＊

。

さ
ら
に
、二
〇
〇
二
年
四
月
の
石
綿
全
国
連
緊
急
学
習
会
、五
月
の
厚
生
労
働
省
交
渉
、二
〇
〇
三
年
二
月
の

初
め
て
の
全
国
的
な「
ア
ス
ベス
ト
被
災
者
・
患
者
の
集
い
」等
を
通
じ
て
、全
国
の
患
者
・
家
族
が
お
互
い
に
知
り

合
い
、交
流
を
深
め
て
き
た
基
礎
の
う
え
に
、二
〇
〇
四
年
二
月
七
日
、石
綿
全
国
連
第
一
七
回
総
会
に
合
わ
せ

て
、「
中
皮
腫
・ア
ス
ベス
ト
疾
患
・
患
者
と
家
族
の
会
」（
患
者
と
家
族
の
会
）が
設
立
さ
れ
た＊

＊

。
当
初
、設
置
さ
れ

た
地
方
組
織
は
、関
東
支
部
、横
須
賀
支
部
、関
西
支
部
の
三
つ
だ
っ
た
。

石
綿
全
国
連
第
一
七
回
総＊

＊
＊会

で
は
、翌
年
一
〇
月
か
ら
原
則
禁
止
が
実
施
さ
れ
る
と
い
う
新
た
な
局
面
を
踏

ま
え
た
課
題
の
柱
と
し
て
あ
ら
た
め
て
、①「
原
則
禁
止
」の
履
行
監
視
と
早
期
全
面
禁
止
の
実
現
、②
今
後
本

格
的
な「
流
行
」の
時
期
を
迎
え
る
こ
と
が
確
実
な
健
康
被
害
対
策
の
確
立
、③
既
存
石
綿
の
把
握
・
管
理
・
除

去
・
廃
棄
等
を
通
じ
た
対
策
の
確
立
、④
海
外
移
転
の
阻
止
及
び
地
球
規
模
で
の
石
綿
禁
止
の
実
現
、を
確
認
、

後
述
の
Ｇ
Ａ
Ｃ
２
０
０
４
成
功
の
た
め
に
最
大
限
の
努
力
を
し
て
い
く
こ
と
も
確
認
さ
れ
た
。

そ
の
後
、Ｇ
Ａ
Ｃ
２
０
０
４
の
プ
レ・イ
ベン
ト
第
一
弾
と
し
て
、イ
ギ
リ
ス・ア
ス
ベス
ト
禁
止
国
際
書
記
局（
Ｉ
Ｂ

Ａ
Ｓ
）コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
ロ
ー
リ
ー
・
カ
ザ
ン
ア
レ
ン
、ア
メ
リ
カ
・『
ア
ス
ベス
ト
医
学
的
・
法
的
側
面
』の
著
者
の

バ
リ
ー
・
キ
ャッ
ス
ルマ
ン
の
両
氏
を
ゲ
ス
ト
に
迎
え
、二
〇
〇
四
年
四
月
に「
ア
ス
ベス
ト
問
題
を
考
え
る
国
際
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
」を
開＊

＊
＊
＊催

、続
け
て
名
古
屋
、大
阪
、松
山
、鹿
児
島
、横
須
賀
で
も
地
方
集
会
が
開
催
さ
れ
た
。
さ
ら

に
第
二
弾
と
し
て
、同
年
七
〜
九
月
に
か
け
て
、四
回
に
わ
た
る
連
続
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
こ
れ
か
ら
が
本
番  

ア
ス

ベス
ト
対
策
」
も
開
催
さ
れ
た（
取
り
上
げ
た
テ
ー
マ
は
、
①
公
共
建
築
物
の
吹
き
付
け
石
綿
、
②
石
綿
含
有
建

築
材
料―

安
全
な
リ
フ
ォ
ー
ム
、③
地
震
と
石
綿
、④
廃
棄
物
と
石
綿
）。
石
綿
全
国
連
と
ア
ス
ベス
ト
セ
ン
タ
ー

編『
ノ
ン
ア
ス
ベス
ト
社
会
の
到
来
へ  

暮
ら
し
の
中
の
キ
ラ
ー
ダ
ス
ト
を
な
く
す
た
め
に
』（
か
も
が
わ
出
版
）も
、

二
〇
〇
四
年
一
一
月
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。

＊ http://www.asbestos-center.jp/
＊＊ http://www.chuuhishu-family.net/blog/index.shtml、『安全セン

ター情報』2003年12月号
＊＊＊ 『アスベスト対策情報』No.33（2004年）
＊＊＊＊ 『安全センター情報』2004年6月号



石
綿
障
害
予
防
規
則
の
策
定
等

厚
生
労
働
省
は
、改
正
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
周
知
に
努
め
る
と
と
も
に
、二
〇
〇
四
年
一
月
に
は
、中

央
労
働
災
害
防
止
協
会
技
術
支
援
部
化
学
物
質
管
理
支
援
セ
ン
タ
ー
内
に
「
石
綿
代
替
化
に
係
る
相
談
窓
口

を
設
置
」（
基
安
化
発
第
〇
一
二
〇
〇
〇
二
号
）、二
月
に
は
関
係
業
界
団
体
に
対
し
て
、
会
員
事
業
場
の
代
替

化
の
進
捗
状
況
の
把
握
と
代
替
化
計
画
の
集
約
ま
た
は
団
体
と
し
て
の
計
画
を
策
定
し
て
定
期
的
に
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
す
る
よ
う
求
め
た
（
基
安
発
第
〇
二
二
六
〇
〇
一
号
「
石
綿
に
よ
る
健
康
障
害
防
止
対
策
の
推
進
に
つい

て
」、基
安
化
発
第
〇
三
三
〇
〇
〇
一
号
で
は
、「
石
綿
含
有
製
品
の
代
替
化
に
係
る
計
画
等
の
提
出
」も
依
頼
、

二
〇
〇
五
年
に
な
って
か
ら
提
出
さ
れ
た
計
画
等
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
た＊

）。

ま
た
、「
（
現
時
点
で
代
替
化
が
困
難
な
）ジ
ョ
イ
ン
ト
シ
ー
ト
・
シ
ー
ル
材
の
原
料
と
し
て
も
使
用
さ
れ
る
た

め
」と
い
う
理
由
で
禁
止
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
た「
石
綿
紡
織
品
」（
布
、
手
袋
、
作
業
衣
、
前
掛
け
等
）が
、「
ご

く
一
部
の
事
業
場
に
お
い
て
は
代
替
化
の
検
討
も
な
さ
れ
な
い
ま
ま
そ
の
使
用
を
継
続
し
て
い
る
事
例
が
認
め

ら
れ
る
」
と
指
摘
し
て
、「
安
全
確
保
上
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
無
石
綿
の
代
替
品
に
交
換
す
る
」
よ
う
指

導
も
し
て
い
る（
基
安
発
第
〇
二
一
六
〇
〇
三
号「
石
綿
紡
織
品
の
使
用
に
係
る
健
康
障
害
防
止
の
徹
底
に
つい

て
」）。
同
年
七
月
に
は
、石
綿
含
有
の
左
官
用
モ
ル
タ
ル
混
和
材
が「
無
石
綿
」、「
ノ
ン
ア
ス
ベス
ト
」等
と
表
示

さ
れ
て
販
売
さ
れ
て
い
た
事
実
が
発
覚＊

＊

、「
蛇
紋
岩
系
左
官
用
モ
ル
タ
ル
混
和
材
に
よ
る
石
綿
ば
く
露
の
防
止
に

つい
て
」
通
達
し
て
い
る（
基
発
第
〇
七
〇
二
〇
〇
三
号―

改
正
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
禁
止
規
定
の
不

備
に
よ
り
、代
替
化
が
可
能
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
禁
止
リ
ス
ト
に
加
え
る
に
は
、再
度
の
政
令
改
正
を
待
た
な

い
と
で
き
な
い
）。

＊ http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hisekimen/index.html
＊＊ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/07/h0702-1.html
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同
年
八
月
に
は
、作
業
環
境
評
価
基
準
を
改
正
し
、石
綿
に
つい
て
は
二
繊
維
／㏄
か
ら
〇
・一
五
繊
維
／㏄
に

引
き
下
げ
る
案
を
示
し
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
、二
〇
〇
五
年
四
月
一
日
か
ら
改
正
告
示
を
施
行
す
る

こ
と
と
し
た
。
石
綿
全
国
連
は
、国
際
標
準
で
あ
る
〇
・一
繊
維
／㏄
と
す
る
こ
と
、屋
外
作
業
向
け
環
境
対
策

を
確
立
す
る
こ
と
、ま
た
、
安
全
レ
ベ
ル
で
は
な
い
こ
と
を
周
知
徹
底
、一
層
の
引
き
下
げ
を
指
導
す
る
こ
と
と
い

う
意
見
を
提
出
し
た＊

。

さ
ら
に
九
月
に
は
、
原
則
使
用
禁
止
と
い
う
新
た
な
条
件
の
も
と
で
の
「
石
綿
対
策
の
充
実
強
化
に
向
け
、

二
五
年
ぶ
り
に
健
康
障
害
防
止
の
た
め
の
省
令
を
新
た
に
策
定
」
と
う
た
って
、「
石
綿
障
害
予
防
規
則
」
の
案

を
示
し
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
も
実
施
。
石
綿
全
国
連
は
、二
八
項
目
に
の
ぼ
る
意
見
を
提
出
し
た＊

＊

。
厚
生
労

働
省
は
、新
規
則
の
施
行
を
二
〇
〇
五
年
七
月
一
日
の
予
定
と
し
た
。
ま
た
、こ
れ
に
よ
って
、Ｉ
Ｌ
Ｏ
石
綿
条
約

を
批
准
す
る
と
い
う
意
向
も
伝
え
ら
れ
た
。

原
則
禁
止
の
導
入
と
労
災
認
定
基
準
及
び
管
理
濃
度
の
改
正
、そ
し
て
石
綿
障
害
予
防
規
則
の
制
定
が
、労

働
行
政
に
お
け
る
新
た
な
石
綿
対
策
の
パッ
ケ
ー
ジ
と
し
て
示
さ
れ
、新
た
な
次
元
を
迎
え
つつ
あ
っ
た
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。
し
か
し
、
厚
生
行
政
及
び
他
省
庁
に
お
い
て
は
、こ
の
時
点
で
は
、
原
則
禁
止
に
対
応
し
た
国
土
交

通
省
の
建
築
基
準
法
令
の
見
直
し
の
予
定
を
除
く
と
、表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
と
も
言
え
る
大
気
汚
染
防
止

法
令
や
廃
棄
物
処
理
法
令
を
石
綿
障
害
予
防
規
則
を
含
め
た
新
た
な
労
働
安
全
衛
生
法
令
と
整
合
化
を
持

た
せ
る
と
い
う
、な
さ
れ
て
当
然
の
検
討
す
ら
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
（
環
境
省
は
二
〇
〇
五
年
三
月
に
、「
非
飛

散
性
ア
ス
ベス
ト
廃
棄
物
の
取
扱
い
に
関
す
る
技
術
指＊

＊
＊針

」を
策
定
し
た
が
、法
令
改
正
を
伴
わ
な
い
行
政
指
導

で
あ
る
）。

こ
れ
が
、ク
ボ
タ・シ
ョッ
ク
を
迎
え
る
直
前
の
日
本
政
府
の
状
況
で
あ
っ
た
。

＊ 『アスベスト対策情報』No.34（2005年）
＊＊ 『アスベスト対策情報』No.34（2005年）
＊＊＊ http://www.env.go.jp/recycle/misc/

asbesto.pdf
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日
本
の
石
綿
使
用
中
止
は
先
進
工
業
国
の
中
で
は
最
も
遅

れ
た
が
、ア
ジ
ア
で
は
原
則
使
用
禁
止
を
導
入
し
た
最
初
の
国

で
も
あ
っ
た
。

一
九
七
五
年
の
世
界
の
石
綿
消
費
の
分
布
は
、
欧
州
六
二
％
、

北
米
一四
％
、オ
セ
ア
ニ
ア
二
％（
上
記
の
合
計
七
八
％
）、ア
ジ
ア

一
六
％
、ア
フ
リ
カ
・
南
米
六
％（
上
記
の
合
計
二
二
％
）で
あ
っ

た
も
の
が
、ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
・
南
米
の
合
計
が
二
〇
〇
〇
年

六
一
％
、
〇
五
年
七
四
％
、ア
ジ
ア
単
独
で
は
〇
〇
年
五
〇
％
、

〇
五
年
五
九
％
へ
と
変
わ
って
い
る
。
地
球
規
模
で
の
石
綿
使
用

中
止
の
行
方
は
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
動
向
に
よ
っ
て
大
き
く
左
右

さ
れ
る
と
い
う
構
図
が
浮
き
彫
り
に
な
って
い
た
。

研
究
者
レ
ベ
ル
で
は
、二
〇
〇
二
年
九
月
に
産
業
衛
生
大
学

「カナダ・アスベスト会議」（2002年9月26-27日）
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＊ Proceedings of the Asbestos Symposium for the Asian Countries, 
Journal of UOEH, Vol 24, Supplement 2, 2002、『安全センター情報』
2003年3月号

＊＊ 『安全センター情報』2003年12月号
＊＊＊ Struggle for Justice: Workers' Compensation System in the 

Asia Pacific Region, AMRC, 2005
＊＊＊＊ http://park3.wakwak.com/̃gac2004/、『安全センター情報』

2005年3月号

に
お
い
て
、同
大
学
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
国
立
労
働
衛
生
研
究
所（
Ｆ
Ｉ
Ｏ
Ｈ
）の
共
催
、Ｉ
Ｌ
Ｏ
、Ｗ
Ｈ
Ｏ
等
の
後
援

で
、「
ア
ジ
ア
諸
国
の
た
め
の
ア
ス
ベス
ト
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム＊

」が
開
催
さ
れ
、シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、韓
国
、中
国
、ベ
ト
ナ
ム
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
、マ
レ
ー
シ
ア
、タ
イ
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、東
チ
モ
ー
ル
、日
本
、台
湾
の
一
一
か
国
に
お
け
る
石
綿
使
用
と

対
策
、健
康
被
害
の
状
況
等
に
つい
て
、情
報
の
有
無
の
確
認
を
含
め
た
、初
め
て
の
検
討
が
行
わ
れ
て
い
た
。

石
綿
全
国
連
は
、ブ
ラ
ジ
ル
で
の
初
の
世
界
会
議
・
Ｇ
Ａ
Ｃ
２
０
０
０
以
降
、前
出
の
ド
レ
ス
デ
ン
で
の
欧
州
会
議

と
同
じ
二
〇
〇
三
年
九
月
に
オ
タ
ワ
で
開
催
さ
れ
た
、カ
ナ
ダ
・
ア
ス
ベス
ト
会
議
に
も
代
表
を
派
遣＊

＊

、石
綿
問
題

に
取
り
組
む
世
界
の
団
体
・
個
人
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
つつ
あ
っ
た
。
全
国
安
全
セ
ン
タ
ー
も
そ
の
国
際
交

流
に
お
い
て
、ア
メ
リ
カ
、欧
州
の
労
働
安
全
衛
生
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
日
本
の
状
況
を
伝
え
、ま
た
、労
働
災
害
被

災
者
の
権
利
の
た
め
の
ア
ジ
ア
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク（
Ａ
Ｎ
Ｒ
Ｏ

Ａ
Ｖ
）で
二
〇
〇
一
年
以
降
、
毎
年
ア
ジ
ア
で
石
綿
問
題
に

取
り
組
む
こ
と
の
重
要
性
を
訴
え
て
き＊

＊
＊た

。

そ
の
よ
う
な
な
か
で
二
〇
〇
二
年
末
頃
か
ら
、
二
回
目

の
世
界
会
議
を
ア
ジ
ア
で
開
催
で
き
な
い
か
と
い
う
打
診

が
あ
っ
た
。
検
討
を
進
め
る
う
ち
に
日
本
で
の
開
催
と
い

う
案
が
有
力
に
な
り
、石
綿
全
国
連
は
加
盟
団
体
及
び
関

係
者
と
協
議
し
た
結
果
、二
〇
〇
四
年
一
一
月
一
九
〜
二
一

日
、
早
稲
田
大
学
国
際
会
議
場
に
お
い
て
「
二
〇
〇
四
年

世
界
ア
ス
ベス
ト
東
京
会
議（
Ｇ
Ａ
Ｃ
２
０
０
４
）」
と
し
て

開
催
す
る
こ
と
を
決
定
し
、二
〇
〇
三
年
四
月
に
組
織
委

員
会
が
立
ち
上
げ
ら
れ＊

＊
＊
＊た

。

ANROAV会議でアスベスト問題について提起する古谷杉郎・

石綿全国連事務局長（2002年5月  タイ・バンコク）



二
〇
〇
四
年
世
界
会
議
の
東
京
開
催

Ｇ
Ａ
Ｃ
２
０
０
４
は
、厚
生
労
働
省
、環
境
省
、

東
京
都
、Ｉ
Ｌ
Ｏ
駐
日
事
務
所
、日
本
労
働
組
合

総
連
合
会（
連
合
）、日
本
医
師
会
、日
本
弁
護
士

連
合
会
、
ア
ス
ベ
ス
ト
に
関
わ
り
の
あ
る
国
内
の

多
数
の
学
術
団
体
等
、
国
際
的
に
は
Ｉ
Ｂ
Ａ
Ｓ
、

ラ
マッ
チ
ー
ニ
協
会
、
労
働
環
境
衛
生
学
会
（
Ｓ
Ｏ

Ｅ
Ｈ
・ 

ア
メ
リ
カ
）、国
際
労
働
衛
生
会
議
・
呼
吸

器
障
害
科
学
委
員
会（
Ｓ
Ｃ―

Ｒ
Ｄ
、Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｈ
）、

ヨ
ー
ロッ
パ
労
連
（
Ｅ
Ｔ
Ｕ
Ｃ
）、
国
際
中
皮
腫
研

究
会（
Ｉ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
）と
いっ
た
幅
広
い
支
持（
後
援
）

を
受
け
て
開
催
さ
れ
た
。
開
会
式
で
は
、厚
生
労

働
省
、東
京
都
、Ｉ
Ｌ
Ｏ
駐
日
事
務
所
、連
合
、Ｉ

Ｆ
Ｂ
Ｗ
Ｗ
、Ｉ
Ｂ
Ａ
Ｓ
の
代
表
が
挨
拶
し
た
。

五
大
陸
に
ま
た
が
る
四
〇
か
国
・
地
域
か
ら
の

一
二
〇
名
の
海
外
代
表
（
ア
ジ
ア
か
ら
は
一
三
か

国
四
二
名
）
を
含
め
て
、
被
災
者
と
そ
の
家
族
、

労
働
者
、市
民
、医
療
従
事
者
、弁
護
士
、様
々
な

「2004年世界アスベスト東京会議  開会式」（2004年11月19日）
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分
野
の
専
門
家
・
研
究
者
、行
政
関
係
者
、学
生
等
々
、八
百
名
が
参
加
し
、口
演（
全
体
会
議
の
セ
ッ
シ
ョン
が
七
、

ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
が
八
）
と
ポ
ス
タ
ー
を
合
わ
せ
た
発
表
数
が
一
五
〇
。
石
綿
に
関
わ
る
ほ
と
ん
ど
全
て
の
側
面
を

包
括
的
に
取
り
上
げ
、な
お
か
つ
、現
状
と
課
題
、最
新
の
知
験
及
び
解
決
への
サ
ジェッ
シ
ョン
が
提
供
さ
れ
た
。

世
界
の
約
二
〇
の
石
綿
被
害
者
・
支
援
団
体
が
一
堂
に
会
し
た
の
は
初
め
て
の
画
期
的
な
こ
と
で
あ
り
、同
年

二
月
に
設
立
さ
れ
た
ば
か
り
の
日
本
の
患
者
と
家
族
の
会
は
、
全
国
か
ら
約
三
〇
名
が
参
加
し
た
ほ
か
、
会
場

に
来
ら
れ
な
か
っ
た
会
員
も
含
め
て
折
ら
れ
た
千
羽
鶴
な
ど
を
海
外
の
参
加
者
に
手
渡
し
な
が
ら
、
世
界
的
な

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
に
向
け
て
確
実
に
一
石
を
投
じ
た
。

ま
た
、ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ「
労
働
組
合
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」で
は
、自
治
労
、全
建
総
連
、全
造
船
機
械
、全
水
道
、

全
駐
労
、
日
教
組
の
各
代
表
か
ら
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
の
発
表
が
行
わ
れ
、フ
ロ
ア
か
ら
全
港
湾
代
表
も
発

言
。
海
員
組
合
、全
国
医
療
、Ｊ
Ａ
Ｍ
、Ｊ
Ｅ
Ｃ
連
合
、森
林
労
連
、建
交
労
等
々
、国
内
の
数
多
く
の
労
働
組
合

代
表
も
参
加
し
て
、海
外
参
加
者
と
と
も
に
熱
心
な
討
論
を
行
っ
た
。

Ｇ
Ａ
Ｃ
２
０
０
４
で
は
、①
禁
止
、②
労
働
者
及
び
一
般
の
人
々
の
保
護
、③
代
替
品
、④
情
報
交
換
、⑤
公
正

移
行
及
び
開
発
途
上
国
への
移
転
の
阻
止
、⑤
補
償
及
び
治
療
、⑦
人
々
の
協
力
、に
言
及
し
た「
東
京
宣
言＊

」が

採
択
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
国
際
自
由
労
連（
Ｉ
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｕ
）系
の
国
際
建
設
林
産
労
働
組
合
連
盟（
Ｉ
Ｆ
Ｂ
Ｗ

Ｗ
）、
国
際
労
連（
Ｗ
Ｃ
Ｌ
）系
の
国
際
建
設
労
働
者
連
合（
Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｗ
）、
世
界
労
連（
Ｗ
Ｆ
Ｔ
Ｕ
）系
の
建
築
木
材

建
築
資
材
労
働
組
合
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル（
Ｕ
Ｉ
Ｔ
Ｂ
Ｂ
）
と
い
う
異
な
る
建
設
労
働
組
合
組
織
の
共
同
宣
言＊

＊

が
ま
と
め
ら
れ
、発
表
さ
れ
た
こ
と
も
画
期
的
な
こ
と
だ
っ
た
。「
東
京
宣
言
」は
、「
未
来
の
た
め
に
と
も
に
行
動

す
る
こ
と
に
よ
って
、私
た
ち
は
変
化
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
し
、変
化
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、そ
し
て

変
化
を
起
こ
し
て
い
く
と
決
意
す
る
」と
宣
言
し
た
。
ラ
マッ
チ
ー
ニ
協
会
は
、こ
れ
を「
世
界
中
の
国
々
の（
行
方

を
指
し
示
す
）灯
台
の
役
割
を
果
た
す
」と
評
価
し＊

＊
＊た

。

＊ http://park3.wakwak.com/̃gac2004/jp/pdf/GAC2004_declaration_final-j1.pdf
＊＊ http://park3.wakwak.com/̃gac2004/jp/pdf/Declaration_Building_Workers_j.pdf
＊＊＊ Landrigan p et al, Editorial: Collegium Ramazzini Statement on the Tokyo 

Declaration banning asbestos, American Journal of Industrial Medicine, 48; 2: 89-90 
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/110571098/ABSTRACT?CRETR
Y=1&SRETRY=0



ロ
ー
チ
」の
な
か
で
、Ｉ
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｕ
と
そ
の
構
成
組
織
に
関
係
・

傘
下
組
織
と
協
力
し
て
以
下
の
こ
と
を
行
う
よ
う
指
示
し

た＊

。「
石
綿
の
使
用
及
び
商
業
利
用
の
世
界
的
全
面
禁
止
の

た
め
に
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
し
、
関
連
す
る
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
の

批
准
を
促
進
し
、ま
た
傘
下
組
織
と
と
も
に
国
の
政
府
に
対

し
て
、
今
後
の
石
綿
使
用
を
や
め
、
石
綿
製
品
に
曝
露
し
ま

た
は
曝
露
す
る
可
能
性
の
あ
る
労
働
者
及
び
地
域
社
会
を

防
護
す
る
た
め
の
適
切
な
、
強
化
さ
れ
た
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
を

確
保
し
、
と
く
に
影
響
を
受
け
る
地
域
への
経
済
的
支
援
を

含
む
、石
綿
禁
止
に
よ
り
職
を
失
う
労
働
者
の
た
め
の
雇
用

転
換
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
行
す
る
よ
う
圧
力
を
か
け
る
取
り
組

み
を
行
う
」。

こ
れ
は
、石
綿
の
世
界
的
全
面
禁
止
に
向
け
た
世
界
の
労

働
組
合
に
よ
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
本
格
的
開
始
の
号
令
で
あ
っ

た
。「
石
綿
に
関
す
る
国
別
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
」
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
も

世
界
的
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

Ｇ
Ａ
Ｃ
２
０
０
４
の
翌
月
、二
〇
〇
四
年
一
二
月
に
宮
崎
で
開
催
さ
れ
た
、ア
ジ
ア
で
初
め
て
の
国
際
自
由
労

連
（
Ｉ
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｕ
）
第
一
八
回
世
界
大
会
は
、「
決
議―

労
働
組
合
の
労
働
安
全
衛
生
に
関
す
る
二
一
世
紀
ア
プ

「2004年世界アスベスト東京会議  閉会式」（2004年11月21日）

＊ 『安全センター情報』2005年6月号
＊＊ Trade Union Sustainable Development Unit, Trade union country-bycountry profiles, 

http://www.tradeunionsdunit.org/profiles/profiles.php?ID=5&Lang=ENG
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開
発
さ
れ＊

＊

、Ｉ
Ｆ
Ｂ
Ｗ
Ｗ
、Ｉ
Ｍ
Ｆ（
国
際
金
属
労
連
）、Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｍ（
国
際
化
学
エ
ネ
ル
ギ
ー
鉱
山
一
般
労
連
）、Ｉ
Ｆ

Ｊ（
国
際
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
労
連
）、Ｉ
Ｕ
Ｆ（
国
際
食
品
労
連
）等
の
国
際
産
業
別
組
織
も
独
自
の
キ
ャ
ンペ
ー
ン

を
開
始
、二
〇
〇
五
年
、〇
六
年
の
ワ
ー
カ
ー
ズ
メ
モ
リ
ア
ル
デ
ー（
四
月
二
八
日
）で
は
多
く
の
諸
国
の
労
働
組
合

が
石
綿
問
題
に
焦
点
を
あ
て
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｕ
は
決
議
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
や
関
係
国
際
機
関
等
と
の
協
議
を
積

極
的
に
重
ね
、二
〇
〇
五
年
一
二
月
に
香
港
で
開
催
さ
れ
た
執
行
委
員
会
で
も「
世
界
的
ア
ス
ベス
ト
禁
止
に
関

す
る
決
議
」を
採
択
し
て
い
る＊

。

二
〇
〇
六
年
四
月
二
八
日
に
は
、日
本
の
公
明
、民
主
、共
産
、社
民
の
各
党
所
属
の
国
会
議
員
一
一
名
を
含

む
世
界
四
一
か
国
一
二
三
人
以
上
の
国
会
議
員
が
署
名
し
た「
ア
ス
ベス
ト
の
世
界
的
禁
止
を
求
め
る
世
界
の
国

会
議
員
の
共
同
ア
ピ
ー
ル
」も
発
表
さ
れ
た＊

＊

。
こ
の
ア
ピ
ー
ル
は
、「
世
界
的
な
石
綿
禁
止
は
、石
綿
が
も
た
ら
す

脅
威
を
取
り
除
く
キ
ャ
ンペ
ー
ン
の
最
初
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
国
会
議
員
と
し
て
、世
界
的
禁
止
を

確
実
に
す
る
た
め
に
、各
国
政
府
、地
域
及
び
国
際
機
関
に
働
き
か
け
、ま
た
、国
際
的
な
労
働
団
体
、Ｎ
Ｇ
Ｏ
、

石
綿
被
災
者
を
代
表
す
る
団
体
、そ
の
他
と
連
携
し
て
い
く
」と
表
明
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

Ｉ
Ｌ
Ｏ
・
Ｗ
Ｈ
Ｏ
等
に
お
け
る
進
展

二
〇
〇
六
年
一
月
六
日
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
た「
ア
ス
ベス
ト
：
潜
伏
中
の
有
害
影
響
が
姿

を
現
わ
す
」と
い
う
文
書
の
中
で
、セ
ー
フ
ワ
ー
ク・
イ
ン
フ
ォ
ー
カ
ス
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ユッ
カ・タ
カ
ラ
局
長
は
、「
石
綿

禁
止
を
世
界
中
に
広
め
る
こ
と
は
、大
き
な
そ
し
て
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、国
際
共
同
体
は
諸
国

が
必
要
な
再
構
築
措
置
に
対
処
す
る
の
を
助
け
、代
替
の
雇
用
を
創
出
し
、全
世
界
で
石
綿
代
替
品
の
使
用
を

促
進
す
る
た
め
に
、知
識
と
支
援
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
、積
極
的
な
姿
勢
を
表
明
し
て
い＊

＊
＊た

。

＊ 『安全センター情報』2006年6月号
＊＊ 『アスベスト対策情報』No.35（2006年）、『安全センター情報』2005年6月号
＊＊＊ http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/features/06/asbestos.htm、『安全セン

ター情報』2006年1・2月号



そ
し
て
同
年
六
月
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
第
七
五
回
総
会
で
は
、「
石
綿

に
関
す
る
決
議
」
が（
使
用
者
代
表
は
決
議
を
議
題
と
し
て

取
り
上
げ
る
こ
と
自
体
に
反
対
し
た
が
、
労
働
者
代
表
及
び

政
府
代
表
の
多
数
の
賛
成
に
よ
り
）
採
択
さ
れ
た＊

。
こ
れ
は
、

①
石
綿
曝
露
か
ら
労
働
者
を
防
護
し
、将
来
の
石
綿
関
連
疾

患
・
死
亡
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、今
後
の
石
綿
使
用
の
根
絶

及
び
現
に
使
用
さ
れ
て
い
る
石
綿
の
把
握
と
適
切
な
管
理
が

最
も
効
果
的
な
手
段
で
あ
る
こ
と
、及
び
、②
一
九
八
六
年
の

Ｉ
Ｌ
Ｏ
石
綿
条
約
は
、
石
綿
を
使
い
続
け
る
こ
と
の
正
当
化

ま
た
は
是
認
を
与
え
る
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
は
な
ら
な
い

こ
と
、を
明
確
に
決
議
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

翌
七
月
に
は
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
、「
政
策
文
書
・
ア
ス
ベス
ト
関
連
疾

患
の
根
絶
」の
草
案
を
公
表
し
た＊

＊

。
Ｗ
Ｈ
Ｏ
職
業
・
環
境
保
健

ユニッ
ト
、国
際
化
学
物
質
安
全
性
計
画（
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
）、Ｉ
Ａ
Ｒ

Ｃ
の
専
門
家
に
よ
って
準
備
さ
れ
た
こ
の
草
案
は
、国
際
的
に
意
見
を
求
め
た
後
、一
〇
月
に
公
式
な
文
書
と
な
っ

た
。
同
文
書
で
は
、Ｗ
Ｈ
Ｏ
は
以
下
の
戦
略
的
方
向
付
け
の
も
と
に
石
綿
関
連
疾
患
の
根
絶
に
取
り
組
ん
で
い

る
と
し
て
、
①
石
綿
の
使
用
を
中
止
す
る
、
②
石
綿
除
去
中
に
石
綿
曝
露
回
避
措
置
を
と
る
、
③
よ
り
安
全
な

代
替
品
への
石
綿
の
代
替
及
び
よ
り
安
全
な
代
替
品
に
よ
る
石
綿
の
代
替
を
促
進
す
る
経
済
的
・
技
術
的
メ
カ

ニ
ズ
ム
の
開
発
に
向
け
た
解
決
策
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
、④
早
期
診
断
、治
療
、社
会
的
・
医
学
的
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョン
及
び
石
綿
関
連
疾
患
の
補
償
を
改
善
し
、
過
去
及
び
／
ま
た
は
現
在
石
綿
に
曝
露
し
た
／
す
る

「2006年ワーカーズ・メモリアルデーの石綿全国連情宣（4月28日）
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＊ http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/pr-20.pdf、『安全センター
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＊＊ http://www.who.int/occupational_health/publications/asbestosrelateddiseases.pdf、
『安全センター情報』2006年9・10月号
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人
々
の
登
録
制
度
を
確
立
す
る
、を
明
示
し
た
。

国
際
社
会
保
障
協
会（
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ａ
）も
二
〇
〇
四
年
九
月
の
第
二
八
回
総
会
に
お
い
て
、予
防
特
別
委
員
会
が
、

「
す
べ
て
の
ア
ス
ベ
ス
ト
生
産
国
に
対
し
て
、
可
及
的
速
や
か
に
、
す
べ
て
の
種
類
の
石
綿
及
び
石
綿
含
有
製
品

の
製
造
、
貿
易
及
び
使
用
を
禁
止
す
る
よ
う
強
く
勧
告
」
し
た
「
二
〇
〇
四
年
北
京  

ア
ス
ベス
ト
に
関
す
る
宣

言
」
を
採
択
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、「
ア
ス
ベス
ト
：
世
界
的
禁
止
に
向
け
て
」
と
い
う
パ
ン
フ
レッ
ト
を
作
成
。

二
〇
〇
七
年
七
月
に
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
上
に
公
表
し
た＊

。

世
界
の
石
綿
業
界
の
抵
抗
が
奏
効
し
て
い
る
の
は
、唯
一
、ロッ
テ
ル
ダ
ム
条
約
の
も
と
で
の
国
際
貿
易
に
お
け
る

一
定
の
有
害
化
学
物
質
及
び
農
薬
の
事
前
の
情
報
に
基
づ
く
同
意
手
続
（
Ｐ
Ｉ
Ｃ
）の
有
害
物
質
リ
ス
ト
へ
の
ク

リ
ソ
タ
イ
ル
の
追
加
が
、二
〇
〇
三
、〇
四
、〇
六
年
と
三
度
妨
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で＊

＊
、カ
ナ
ダ
、ロ
シ
ア
等
一
部
諸

国
の
政
治
的
な
振
る
舞
い
が
ロッ
テ
ル
ダ
ム
条
約
の
実
効
性
を
損
な
う
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
さ
れ
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、二
〇
〇
六
年
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
・
Ｗ
Ｈ
Ｏ
等
に
お
け
る
重
要
な
進＊

＊
＊展

は
、
各
国
の
石
綿
対
策
に
大

き
な
影
響
を
与
え
つつ
あ
り
、
地
球
規
模
で
の
全
面
禁
止
に
向
け
た
流
れ
が
勢
い
を
得
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。ア

ジ
ア
で
、世
界
で

Ｇ
Ａ
Ｃ
２
０
０
４
を
直
接
引
き
継
ぐ
か
た
ち
で
初
め
て
の
ア
ジ
ア
・
ア
ス
ベス
ト
会
議
が
、二
〇
〇
六
年
七
月
に

タ
イ
・
バ
ン
コ
ク
で
開
催
さ
れ＊

＊
＊
＊た（

Ａ
Ａ
Ｃ
２
０
０
６
）。
タ
イ
公
衆
衛
生
省
疾
病
管
理
局
及
び
労
働
省
の
労
働
保

護
局
・
社
会
保
障
事
務
所
の
共
催
、Ｉ
Ｌ
Ｏ
、Ｗ
Ｈ
Ｏ
、Ｉ
Ｂ
Ａ
Ｓ
及
び
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｈ
の
後
援
に
よ
り
、ア
ジ
ア
太
平
洋
、

ア
フ
リ
カ
、欧
州
、北
米
の
二
六
か
国
か
ら
、専
門
家
、行
政
関
係
者
、建
設
労
働
者
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル（
Ｂ
Ｗ

＊  http://www.issa.int/engl/homef.htm、『安全センター情報』2007年9月号、2007年9月12日の第
1回世界社会保障フォーラムにおける報告も参照。 http://www.issa.int/wssf07/documents/
pdf/reports/en/2-AP.pdf、『安全センター情報』2007年10月号。

＊＊ 『安全センター情報』2006年12月号他
＊＊＊ ILOとWHOは共同で2007年9月に、「アスベスト関連疾患を根絶する国のプログラム策定のた

めのアウトライン」も公表した。 http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/
oshworld/news/asb-outline.htm

＊＊＊＊ 『安全センター情報』2006年12月号



Ｉ
、Ｉ
Ｆ
Ｂ
Ｗ
Ｗ
が
発
展
改
称
）や
産
業
界
の
代
表
ら
三
百

名
が
参
加
し
た
（
石
綿
全
国
連
関
係
者
も
多
数
参
加
）。

同
会
議
で
採
択
さ
れ
た
「
バ
ン
コ
ク
宣
言＊

」
は
、「
石
綿
の
採

掘
、
石
綿
及
び
石
綿
含
有
製
品
の
使
用
及
び
リ
サ
イ
ク
ル

は
、
す
べ
て
の
諸
国
に
お
い
て
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」と
宣
言
し
た
。

Ｇ
Ａ
Ｃ
２
０
０
４
と
Ａ
Ａ
Ｃ
２
０
０
６
を
直
接
の
契
機
と

し
て
、、二
〇
〇
七
年
七
月
に『
未
来
を
奪
う―

ア
ジ
ア
の
ア

ス
ベ
ス
ト
使
用＊

＊

』
が
出
版
さ
れ
、
石
綿
全
国
連
は
そ
の
日
本

語
版
を
発
行
す
る
こ
と
を
決
め
て
い
る
。

さ
ら
に
石
綿
全
国
連
は
韓
国
の
労
働
組
合
、
環
境
、
労

働
安
全
衛
生
、医
療
団
体
等
と
と
も
に
、二
〇
〇
七
年
五
月

一
八
・一
九
日
、ソ
ウ
ル
で
「
石
綿
問
題
解
決
の
た
め
の
日
韓

共
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」も
開
催
し＊

＊
＊た

。こ
れ
は
、日
本
と
韓
国

の
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
者
・
家
族
が
初
め
て
顔
を
合
わ
せ
る
機

会
と
も
な
っ
た
。

そ
の
他
に
も
様
々
な
企
画
や
取
り
組
み
が
、三
回
目
の
世
界
会
議
・
Ｇ
Ａ
Ｃ
や
第
二
、第
三
の
Ａ
Ａ
Ｃ
等
も
含
め

て
、
展
開
中
ま
た
は
準
備
中
で
あ
る
。
世
界
の
労
働
組
合
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
関
心
を
寄
せ
る
全
て
の
関
係
者
が
、い
ま

こ
そ
世
界
的
な
石
綿
の
全
面
禁
止
に
確
実
な
道
筋
を
つ
け
る
好
機
と
努
力
を
集
中
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ

る
。

「アジア・アスベスト会議」（2006年7月26-27日）

＊ 『安全センター情報』2006年11月号
＊＊ http://www.lkaz.demon.co.uk/ktf_web_fin.pdf
＊＊＊  『安全センター情報』2007年7月号
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11 
ク
ボ
タ・シ
ョッ
ク
と
日
本
の
対
応

ク
ボ
タ
近
隣
住
民
患
者
と
の
出
会
い

ア
ス
ベス
ト
セ
ン
タ
ー
、患
者
と
家
族
の
会
の
設
立
か
ら
Ｇ
Ａ
Ｃ
２
０
０
４
開
催
と
い
う
流
れ
の
な
か
で
、再
び
わ

が
国
の
メ
デ
ィ
ア
が
石
綿
問
題
を
取
り
上
げ
る
機
会
も
増
え
て
き
た
。
患
者
と
家
族
の
会
等
が
尼
崎
の
ク
ボ
タ

近
隣
住
民
中
皮
腫
患
者
と
出
会
っ
た
の
も
ま
さ
に
そ
の
中
で
の
こ
と
だ
っ
た
。

患
者
と
家
族
の
会
副
会
長
の
古
川
和
子
さ
ん
は
、「
新
た
な
出
会
い
の
な
か
で
絆
が
強
ま
り
、さ
ら
に
新
た
な

出
会
い
が
生
ま
れ
た
」と
語
って
い
る
。
電
力
会
社
の
下
請
け
の
設
備
工
事
作
業
に
従
事
し
た
夫
を
石
綿
肺
が
ん

で
二
〇
〇
一
年
三
月
に
亡
く
し
、約
一
五
か
月
の
闘
病
・
看
護
に
加
え
、労
災
不
支
給
決
定―

不
服
審
査
に
よ
り

死
亡
約
一
か
月
前
に
逆
転
認
定
、病
理
解
剖
に
よ
る
診
断
名
の
中
皮
腫
か
ら
肺
が
ん
への
変
更
等
々
、石
綿
疾
患

の
患
者
と
家
族
を
襲
う
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
こ
と
を
経
験
し
た
古
川
さ
ん
は
、
自
ら
の
経
験
も
生
か
し
て
同
じ

石
綿
被
害
に
遭
っ
た
人
た
ち
の
手
助
け
す
る
こ
と
が
夫
への
供
養
と
考
え
て
、患
者
と
家
族
の
設
立
の
中
心
と
な

り
、地
元
の
関
西
を
中
心
に
支
援
活
動
を
開
始
し
て
い
た
。

最
初
の
相
談
者
が
、
広
島
在
住
の
元
船
員
の
笠
原
昭
雄
さ
ん
だ
っ
た
。
笠
原
さ
ん
は
、
元
船
員
の
石
綿
被
害

認
定
第
一
号
と
な
り
、「
昔
石
綿
を
吸
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
必
ず
検
査
を
す
る
よ
う
に
」
と
い
う
仲
間
た
ち
へ
の

石綿疾患の被害者とその家族たちを撮り続けている写真家・今井明さん
のフォトドキュメント『明日をください  アスベスト公害と患者・家族の記録』が
2006年に出版された（現在、アットワークスから発行）。このなかには、「クボタ・
ショックを語る」と題した古川和子さんらの座談会の記録も収録されている。



メ
ッ
セ
ー
ジ
を
残
し
て
二
〇
〇
四
年
四
月
に
亡
く
な
ら
れ
た
。
笠
原
さ
ん
の
「
遺
言
」
を
受
け
継
い
だ
日
本
郵

船
Ｏ
Ｂ
会
や
海
員
組
合
が
、
全
国
の
仲
間
を
守
る
た
め
に
立
ち
上
が
っ
た
結
果
、
被
害
の
掘
り
起
こ
し
が
進
み
、

二
〇
〇
五
年
末
に
は
船
員
向
け
の
健
康
管
理
手
帳
制
度
が
で
き
た
。
二
〇
〇
六
年
五
月
、三
浦
半
島
の
観
音
崎

に
あ
る
戦
没・殉
職
船
員
の
碑
に
、船
員
石
綿
被
害
者
と
し
て
初
め
て
笠
原
さ
ん
の
名
前
が
刻
ま
れ
た
。

二
〇
〇
三
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
が「
評
伝
・
環
境
の
思
想
人
た
ち
」の
特
集
で
石
綿
全
国
連
の
初
代
代
表
委
員

の
ひ
と
り
故
田
尻
宗
昭
さ
ん
を
取
り
上
げ
た
の
を
聞
い
た
友
人
か
ら
、
自
ら
の
病
気
が
労
災
か
も
し
れ
な
い
と

聞
か
さ
れ
た
加
古
川
の
立
谷
勇
さ
ん
か
ら
連
絡
が
入
っ
た
。
旧
国
鉄
で
機
関
車
の
修
理
を
し
た
後
に
Ｊ
Ｒ
の
運

転
手
を
務
め
て
、
六
〇
歳
で
胸
膜
中
皮
腫
を
発
症
し
た
立
谷
さ
ん
は
、
旧
国
鉄
・
Ｊ
Ｒ
で
初
め
て
の
石
綿
労
災

認
定
者
と
な
っ
た
が
、
四
か
月
後
に
他
界
さ
れ
た
。
こ
れ
を

き
っ
か
け
に
鉄
道
退
職
者
の
会
や
国
労
等
に
よ
る
Ｊ
Ｒ
、
鉄

道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
国
鉄
清
算
事
業
本
部

に
対
す
る
働
き
か
け
や
石
綿
被
害
の
掘
り
起
こ
し
が
進
み
、

二
〇
〇
七
年
八
月
末
ま
で
の
労
災
（
新
法
に
よ
る
時
効
救
済

を
含
む
）認
定
一
〇
八
名
、さ
ら
に
五
二
名
が
審
査
中
と
い
う

事
態
に
ま
で
な
っ
た＊

。
船
員
、旧
国
鉄
・
Ｊ
Ｒ
の
被
害
掘
り
起

こ
し
に
は
メ
デ
ィ
ア
も
一
役
買
って
い
る
。

番
組
の
取
材
で
石
綿
問
題
を
知
っ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
の
担

当
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
、
今
度
は
石
綿
特
集
の
番
組
を
つ
く
り
、

患
者
と
家
族
の
会
の
誕
生
、
Ｇ
Ａ
Ｃ
２
０
０
４
開
催
予
定
等

を
放
送
。
そ
れ
を
聞
い
た
関
西
の
ド
キ
ュメ
ン
タ
リ
ー
制
作
会

土井雅子さんを見舞う古川和子さん

＊ http://www.jnrsh.jrtt.go.jp/80asbestos/asbestos2.htm
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社
の
社
長
が
取
材
を
開
始
。
担
当
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
古
川
さ
ん
通
い
が
始
ま
る
。
あ
る
日
、そ
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
か

ら「
石
綿
を
吸
っ
た
こ
と
の
な
い
女
性
の
中
皮
腫
患
者
が
い
る
」と
知
ら
さ
れ
た
古
川
さ
ん
は
、
彼
女
を
見
舞
って

話
を
聞
い
た
。
最
初
の
ク
ボ
タ
近
隣
住
民
中
皮
腫
患
者
、土
井
雅
子
さ
ん
だ
っ
た
。

確
た
る
曝
露
源
が
見
当
た
ら
ず
、地
図
を
見
て
い
て
ク
ボ
タ
旧
神
崎
工
場
が
原
因
で
は
な
い
か
と
疑
っ
た
古
川

さ
ん
は
、尼
崎
通
い
を
し
て
工
場
周
辺
の
聞
き
取
り
調
査
を
開
始
し
た
。
そ
れ
を
繰
り
返
し
て
い
た
あ
る
日
、歩

き
疲
れ
て
立
ち
寄
っ
た
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
で「
う
ち
の
社
長
も（
石
綿
に
よ
る
が
ん
）」と
聞
か
さ
れ
た
。
前
田
恵

子
さ
ん
と
い
う
二
人
目
の
被
害
者
の
発
掘
で
あ
る
。
前
田
さ
ん
は
、成
人
し
て
か
ら
尼
崎
市
に
転
居
し
て
き
て
以

来
、ず
っ
と
そ
こ
に
住
ん
で
事
業
を
さ
れ
て
お
り
、ク
ボ
タ
の
工
場
か
ら
粉
じ
ん
が
周
囲
に
飛
散
し
て
い
た
状
況
等

を
よ
く
記
憶
し
て
い
た
（
前
田
さ
ん
は
、
石
綿
健
康
被
害
救
済
新
法
が
施
行
さ
れ
た
二
〇
〇
六
年
三
月
二
七
日

に
逝
去
さ
れ
た
）。

さ
ら
に
も
う
一
人
、
自
営
業
の
男
性
患
者
が
み
つ
か
り
（
他
に
す
で
に
亡
く
な
ら
れ
て
い
た
方
二
人
も
確
認
）、

お
互
い
に
知
り
合
う
な
か
で
ク
ボ
タ
が
原
因
と
確
信
し
た
三
人
の
中
皮
腫
患
者
は
、
古
川
さ
ん
及
び
関
西
労
働

者
安
全
セ
ン
タ
ー（
関
西
安
全
セ
ン
タ
ー
）、
尼
崎
労
働
者
安
全
衛
生
セ
ン
タ
ー（
尼
崎
安
全
セ
ン
タ
ー
）の
支
援
を

受
け
て
二
〇
〇
五
年
春
、ク
ボ
タ
に
対
し
て
、工
場
の
中
で
何
が
起
こって
い
る
の
か
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
申
し

入
れ
た
。

ク
ボ
タ
が
患
者
と
初
め
て
直
接
会
っ
た
の
は
、Ｊ
Ｒ
尼
崎
列
車
事
故
の
翌
日
の
四
月
二
六
日
、
事
故
現
場
か
ら

ほ
ど
近
い
公
民
館
の
一
室
だ
っ
た
。
結
果
的
に
ク
ボ
タ
は
相
当
詳
し
い
社
内
資
料
を
開
示
、
補
償
交
渉
と
は
無

関
係
に
見
舞
金（
二
百
万
円
）を
支
払
い
た
い
と
申
し
出
て
き
た
。
ド
キ
ュメ
ン
タ
リ
ー
会
社
が
制
作
し
た
番
組
は

一
月
二
九
日
と
五
月
二
八
日
に
朝
日
放
送
系
列
で
放
映
さ
れ
て
い
た
が
、ク
ボ
タ
他
の
企
業
名
は
伏
せ
ら
れ
て
い

た
。
結
局
、六
月
二
九
日
付
け
毎
日
新
聞
夕
刊
が
、社
名
を
明
ら
か
に
し
て「
一
〇
年
で
五
一
人
死
亡  

ア
ス
ベス



ト
関
連
病
で
」、「
住
民
五
人

も
中
皮
腫  

見
舞
金
検
討
、二

人
は
死
亡
」
と
報
じ
て
、ク
ボ

タ
は
大
阪
本
社
で
急
遽
記
者

会
見
、
全
メ
デ
ィ
ア
が
取
り
上

げ
る
と
い
う
か
た
ち
で
ク
ボ

タ・シ
ョッ
ク
は
始
ま
っ
た
。

多
く
の
人
々
に
と
っ
て
は
ク

＊ 『安全センター情報』2005年9・10月号
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2005年6月29日付け毎日新聞夕刊

ボ
タ
の
突
然
の
公
表
で
始
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
受
け
取
め
ら
れ

た
か
も
し
れ
な
い
が
、
引
き
金
は
、
孤
立
さ
せ
ら
れ
不
治
の
病

と
闘
って
き
た
住
民
被
害
者
が
、
お
互
い
に
知
り
合
い
励
ま
し

合
い
な
が
ら
、大
企
業
相
手
に
立
ち
向
か
っ
た
勇
気
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う＊

。

相
談
の
殺
到
、企
業
の
対
応

ク
ボ
タ・シ
ョッ
ク
以
降
、行
政
や
関
連
企
業
、石
綿
全
国
連
等
に
は
、石
綿
被
害
者
や
家
族
、労
働
者
、市
民
、マ

ス
コ
ミ
等
か
ら
の
相
談
や
問
い
合
わ
せ
、
取
材
等
が
殺
到
し
た
。
石
綿
全
国
連
加
盟
団
体
で
は
積
極
的
に
相
談

窓
口
を
開
設
し
た
り（
全
建
総
連
の
七
月
二
四
日「
建
設
労
働
一
一
〇
番
」や
全
造
船
の
八
月
一
〇
日「
造
船
ア

ス
ベス
ト  

中
皮
腫
・
肺
が
ん
・
じ
ん
肺
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」な
ど
）、関
係
企
業
や
行
政
機
関
等
に
対
す
る
緊
急
の
提



119 アスベスト問題の過去と現在

＊ http://www.chuuhishu-family.net/request/requests20050728.pdf
＊＊ http://www.asbestos-center.jp/about/propositions/10proposals.pdf
＊＊＊ 第1回（2005年7月29日） http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/07/h0729-2.html 及び第

2回（同年8月26日） http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/08/h0826-3.html
＊＊＊＊ 『安全センター情報』2005年9・10月号
＊＊＊＊＊ http://www.jaasc.or.jp/

言
や
要
請
行
動
等（
七
月
一
五
日
の
患
者
と
家
族
の
会
の
要
望＊

・
ア
ス
ベス
ト
セ
ン
タ
ー
の
一
〇
項
目
対
策
の
提
案＊

＊

や
各
労
働
組
合
の
行
政
要
請・交
渉
な
ど
）も
取
り
組
ま
れ
た
。

一
方
、石
綿
被
害
者
を
出
し
て
い
る
企
業
に
よ
る
情
報
開
示
や
、行
政
に
よ
る
関
係
企
業
に
対
す
る
調
査
と
そ

の
結
果
の
開
示
が
続
き
、一
か
月
後―

七
月
二
九
日
に
は
厚
生
労
働
省
が
、「
石
綿
ば
く
露
作
業
に
係
る
労
災
認

定
事
業
場
一
覧
表
」を
公
表
す
る
ま
で
に
な
っ＊

＊
＊た

。

し
か
し
、
企
業
の
情
報
開
示
や
行
政
の
調
査
は
あ
ま
り

に
も
不
十
分
な
も
の
で
あ
り
、
石
綿
全
国
連
は
七
月
六
日

に
、
ま
ず
石
綿
協
会
に
要
請
書
を
送
り
、
話
し
合
い
の
場

を
設
定
す
る
よ
う
求
め
た
。「
せ
め
て
ク
ボ
タ
並
み
に
意
味

の
あ
る
情
報
」
を
開
示
せ
よ
と
い
う
の
が
、
要
請
の
柱
の
ひ

と
つ
で
あ
っ
た
。
ど
ち
ら
も
殺
到
す
る
相
談
等
へ
の
対
応

に
追
わ
れ
て
い
る
等
の
事
情
も
あ
り
、
文
書
回
答
が
届
け

ら
れ
た
の
が
八
月
二
九
日
、話
し
合
い
が
持
た
れ
た
の
は
九

月
一
四
日
だ
っ＊

＊
＊
＊た

。
話
し
合
い
の
中
で
同
協
会
は
、
加
盟
各

社
か
ら
報
告
を
受
け
協
会
で
把
握
し
て
い
る
過
去
の
①

作
業
環
境
測
定
、
②
工
場
敷
地
境
界
で
の
石
綿
濃
度
測

定
、
③
Ｐ
Ｒ
Ｔ
Ｒ
デ
ー
タ
の
公
表
や
、四
月
か
ら
有
料
で
販

売
し
て
い
た
『
既
存
建
築
物
に
お
け
る
石
綿
使
用
の
事
前

診
断
監
理
指
針
』の
無
償
提
供（
ウ
エ
ブ
版
公
開
）等
を
約

束＊
＊
＊
＊
＊

し
た
。
し
か
し
、
個
別
企
業
で
、「
ク
ボ
タ
並
み
に
意
味

患者と家族の会・アスベストセンターの記者会見（2005年7月15日）



の
あ
る
情
報
」を
開
示
し
た
と
こ
ろ
は
、い
ま
だ
に
一
社
も
な
い
こ
と
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

関
係
閣
僚
会
合
と
全
国
連
の
提
言

世
論
に
お
さ
れ
る
か
た
ち
で
国
は
、
七
月
一
日

に
課
長
レ
ベ
ル
に
よ
る
ア
ス
ベ
ス
ト
問
題
に
関
す
る

関
係
省
庁
会
議
を
開
催
、そ
れ
が
七
月
二
一
日
に

は
局
長
級
に
格
上
げ
さ
れ
、
さ
ら
に
二
六
日
の
閣

議
で
、
二
九
日
に
内
閣
官
房
長
官
を
中
心
に
総

務
、文
部
科
学
、厚
生
労
働
、経
済
産
業
、国
土
交

通
、
環
境
の
各
大
臣
で
ア
ス
ベ
ス
ト
問
題
に
関
す

る
関
係
閣
僚
会
合
を
開
催
す
る
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
。

一
般
住
民
の
石
綿
被
害
へ
の
対
応
、
過
去
の
企

業
・
行
政
に
よ
る
対
応
の
検
証
や
責
任
の
解
明
、

行
政
の
垣
根
を
超
え
た
総
合
的
対
策
の
必
要
性

等
を
突
き
つ
け
た
ク
ボ
タ
・
シ
ョッ
ク
に
対
す
る
備

え
は
、前
述
の
と
お
り
、各
省
庁
に
は
全
く
な
か
っ

た
。
ど
こ
の
役
所
が
、ま
た
、各
省
庁
の
中
で
も
ど

こ
の
部
署
が
、何
を
す
べ
き
か
、で
き
る
の
か
と
いっ

石綿全国連の記者会見（2005年7月26日）
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121 アスベスト問題の過去と現在

＊ 『アスベスト対策情報』No.35（2006年）、『安全センター情報』2005年9・10月号
＊＊ 関係閣僚会合関係資料は、http://www.env.go.jp/air/asbestos/index_mats.html他関係

省庁のウエブから入手可能なので、個々の文書等の所在情報は記さない。

た
と
こ
ろ
か
ら
著
し
い
混
乱
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
健
康
被
害
対
策
を
め
ぐ
って
は
、
従
来
石
綿
対

策
を
担
って
き
た
化
学
物
質
対
策
課
や
補
償
課
で
は
な
く
、じ
ん
肺
対
策
等
が
所
管
の
労
働
衛
生
課
が
仕
切
る

よ
う
に
な
っ
た
厚
生
労
働
省
と
、担
当
部
署
す
ら
容
易
に
定
ま
ら
な
か
っ
た
環
境
省
が
、協
力
し
合
う
の
で
は
な

く
、
様
子
を
伺
い
な
が
ら
牽
制
し
合
う
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
関
係
閣
僚
等
に
よ
る
国
の
責
任
を
め
ぐ
る
発

言
も
、二
転
三
転
し
た
。

そ
の
よ
う
な
状
態
で
「
ご
く
短
期
間
の
う
ち
に
過
去
の
検
証
及
び
今
後
の『
総
合
対
策
を
確
立
』
し
よ
う
と

し
て
い
る
こ
と
に
、
再
び
そ
の
場
し
の
ぎ
の
対
応
に
終
わ
って
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
強
い
危
機
感
す
ら
感

じ
」た
石
綿
全
国
連
は
、こ
れ
ま
で
に
主
張
し
続
け
て
き
た
こ
と
や
Ｇ
Ａ
Ｃ
２
０
０
４
の
成
果
等
も
踏
ま
え
て
、七

月
二
六
日
に
、「
ア
ス
ベス
ト
問
題
に
係
る
総
合
的
対
策
に
関
す
る
提
言＊

」を
発
表
す
る
と
と
も
に
、内
閣
総
理
大

臣
と
各
政
党
に
届
け
た
。

提
言
は
、以
下
の
六
つ
の
柱
に
沿
って
、取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諸
課
題
を
約
七
〇
項
目
に
わ
た
って
提

起
し
、合
わ
せ
て「
緊
急
を
要
す
る
課
題
に
つい
て
は
、省
庁
の
管
轄
や
既
存
の
ど
の
法
令
や
制
度
で
対
応
す
る
か

等
を
論
ず
る
以
前
に
、ま
ず
確
固
た
る
決
断
を
示
す
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、そ
の
う
え
で
、腰
を
据
え
て
真
に
体

系
的
な
総
合
的
対
策
を
確
立
す
る
よ
う
強
く
勧
告
」
し
た
。
六
つ
の
柱
は
、
①
全
面
禁
止
、
②
健
康
被
害
対
策

―

補
償
、ハ
イ
リ
ス
ク
者
の
健
康
管
理・健
康
被
害
の
早
期
発
見
、治
療
、患
者・家
族
の
心
の
ケ
ア
、上
記
全
プ
ロ
セ

スへの
患
者
・
家
族
の
代
表
の
参
加
の
確
保
等
、③
既
存
ア
ス
ベス
ト
対
策―

把
握
、管
理
、除
去
、廃
棄
等
、④
法

規
制
等―

ア
ス
ベス
ト
対
策
基
本
法
の
制
定
、関
連
行
政
一
体
と
な
っ
た
体
制
の
確
立
等
、⑤
海
外
移
転
の
阻
止・

地
球
規
模
で
の
禁
止
、⑥
予
防
原
則
の
教
訓
を
引
き
出
す
た
め
の
歴
史
の
検
証
等
、で
あ
る
。
こ
の
提
言
は
、そ

の
後
の
様
々
な
団
体・個
人
等
に
よ
る
政
策
提
言
等
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

七
月
二
九
日
の
第
一
回
関
係
閣
僚
会
合＊

＊
は
、「
ア
ス
ベス
ト
問
題
への
当
面
の
対
応
」（
「
当
面
の
対
応
」）を
発



表
、「
労
災
補
償
を
受
け
ず
に
死
亡
し
た
労
働
者
、家
族
及
び
周
辺
住
民
の
被
害
への
対
応
に
つい
て
は
、十
分
な

実
態
把
握
を
進
め
つつ
、幅
広
く
検
討
し
て
、九
月
ま
で
に
結
論
を
得
る
」な
ど
と
し
た
。
八
月
二
六
日
の
第
二
回

会
合
で
は
、「
当
面
の
対
応
」を
改
訂
、「
救
済
の
た
め
の
新
た
な
法
的
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
、次
期
通
常
国

会
への
法
案
の
提
出
を
目
指
」す
な
ど
と
し
た
。合
わ
せ
て
、「
政
府
の
過
去
の
対
応
の
検
証
に
つい
て
」も
公
表
さ

れ
た
。

政
党
・
国
会
レ
ベ
ル
の
動
き

＊ http://park3.wakwak.com/̃banjan/situmonjyo.html、『アスベスト対策情報』No.35（2006年）、
『安全センター情報』2005年9・10月号

各
政
党
も
石
綿
問
題
に
関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー

ム
等
を
設
置
、石
綿
問
題
は
様
々
な
委
員
会
等
で
取
り

上
げ
ら
れ
た
が
、参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
は
八
月
三

日
に
石
綿
問
題
の
集
中
審
議
を
設
定
し
、
岸
本
卓
巳
・

岡
山
労
災
病
院
副
院
長
と
古
谷
杉
郎
・
石
綿
全
国
連

事
務
局
長
を
参
考
人
と
し
て
呼
ん
だ
。

政
局
は
、参
議
院
で
郵
政
民
営
化
法
案
否
決
、衆
議

院
解
散
、総
選
挙
と
い
う
流
れ
に
な
っ
た
が
、石
綿
全
国

連
は
八
月
二
四
日
に
、
各
政
党
に
対
し
て
公
開
質
問
状

を
送
付
、九
月
一
日
に
、自
民
、公
明
、民
主
、共
産
、社

民
の
五
党
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
回
答
を
公
表
し
た＊

。

質
問
事
項
は
、
①
住
民
被
害
者
等
に
対
す
る
補
償

参議院厚生労働委員会（2005年8月3日）
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制
度
の
確
立
、②
時
効
問
題
の
立
法
的
解
決
、③
中
皮
腫
登
録
制
度
の
創
設
、④
健
康
管
理
手
帳
と
労
災
補
償

制
度
の
改
善
、⑤
住
民
の
疫
学
調
査
の
実
施
、⑥
発
が
ん
物
質
と
し
て
の
規
制
対
象
範
囲
の
整
合
化
、⑦
建
築
物

等
の
解
体
等
に
対
す
る
規
制
の
整
合
化
、⑧
関
連
情
報
の
開
示
と
永
久
保
存
、⑨
特
別
立
法
を
含
め
た
総
合
対

策
の
確
立（
ア
ス
ベス
ト
対
策
基
本
法
の
制
定
）、⑩
国
の
窓
口
一
本
化
、患
者
・
家
族･

Ｎ
Ｐ
Ｏ 

が
参
加
す
る
継
続

的
取
り
組
み
、と
い
う
一
〇
項
目
。
各
党
の
回
答
は
、
選
挙
向
け
と
い
う
こ
と
も
あ
って
お
お
む
ね
好
意
的
＝
違

い
が
あ
ま
り
目
立
た
な
い
も
の
だ
っ
た
が
、自
民
党
だ
け
が
、新
規
立
法
を
被
害
者
救
済
目
的
に
限
定
、時
効
救

済
を
労
災
補
償
を
受
け
ず
に「
死
亡
し
た
労
働
者
」に
限
定
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
回
答
だ
っ
た
こ
と
と
、ま

た
、中
皮
腫
登
録
制
度
の
創
設
に
賛
否
の
言
明
を
避
け
て
い
る
こ
と
が
、公
明
党
も
含
め
た
他
の
政
党
の
回
答
と

の
違
い
だ
っ
た
。

緊
急
の
意
見
表
明･

諸
団
体
の
提
言
等

選
挙
の
結
果
、自
民
党
が
圧
勝
し
た
こ
と
に
よ
り
、政
府
内
で
も
与
党
内
に
お
い
て
も
、自
民
党
の
上
述
の
、他

党
と
は
異
な
る
立
場
が
押
し
通
さ
れ
る
様
相
が
強
ま
っ
た
。
と
り
わ
け
、
被
害
者
救
済
の
内
容
が
き
わ
め
て
不

十
分
・
不
公
正
な
も
の
と
な
り
そ
う
に
な
って
き
た
こ
と
か
ら
、石
綿
全
国
連
は
、石
綿
協
会
と
の
話
し
合
い
の
後

に
緊
急
に
運
営
委
員
会
を
開
催
。
翌
日
九
月
一
五
日
に
、「
ア
ス
ベス
ト
新
法
に
対
す
る
緊
急
の
意
見
表
明
」を
マ

ス
コ
ミ
発
表
す
る
と
と
も
に
、首
相
及
び
各
政
党
に
届
け
た＊

。

意
見
表
明
の
内
容
は
、①
す
べ
て
の
石
綿
被
害
者
に
労
災
補
償
に
準
じ
た
所
得
・
医
療
補
償
、②
石
綿
被
害
に

時
効
を
適
用
し
な
い
法
的
措
置
、
③
中
皮
腫
は
す
べ
て
労
災
補
償
ま
た
は
新
法
に
よ
る
補
償
対
象
、
④
中
皮
腫

死
亡
者
の
遺
族
に
対
す
る
理
不
尽
な
医
学
的
立
証
等
の
負
担
の
回
避
、⑤
石
綿
肺
が
ん
、そ
の
他
石
綿
関
連
疾

＊ 『アスベスト対策情報』No.35（2006年）、『安全センター情報』2005年9・10月号



患
の
労
災
補
償
に
準
じ
た
新
法
に
よ
る
補
償
、⑥
新
法
に
よ
る
補
償
に
時
期
指
定
や
地
域
指
定
等
の
限
定
導
入

反
対
、⑦
新
規
立
法
対
応
を
被
害
者
補
償
に
限
定
せ
ず
ア
ス
ベス
ト
対
策
基
本
法
を
制
定
、で
あ
る
。

九
月
二
九
日
の
第
三
回
関
係
閣
僚
会
合
に
よ
る「
当
面
の
方
針
」の
再
改
訂
で
は
、「
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害

の
救
済
に
関
す
る
基
本
的
枠
組
み
」
が
示
さ
れ
、「
給
付
水
準
、
費
用
負
担
そ
の
他
の
具
体
的
内
容
に
つい
て
は

…
引
き
続
き
検
討
」と
さ
れ
た
。「
政
府
の
過
去
の
対
応
の
検
証
に
つい
て
」の「
補
足
」も
公
表
さ
れ
た
が
、「
検

証
結
果
全
体
と
し
て
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
に
お
い
て
、当
時
の
科
学
的
知
見
に
応
じ
て
関
係
省
庁
に
よ
る
対
応

が
な
さ
れ
て
お
り
、行
政
の
不
作
為
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、当
時
に
お
い
て
は
予
防
的
ア
プ
ロ
ー
チ

（
完
全
な
科
学
的
確
実
性
が
な
く
て
も
深
刻
な
被
害
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
対
策
を
遅
ら
せ

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
）が
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
に
加
え
、個
別
に
は
関
係
省
庁

間
の
連
携
が
必
ず
し
も
十
分
で
な
か
っ
た
等
の
反
省
す
べ
き
点
も
み
ら
れ
た
」
と
し
て
い
る
。（
本
書
は
、こ
の
見

解
に
対
す
る
回
答
＝
批
判
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。）

一
方
、
九
月
一
四
日
に
は
近
畿
弁
護
士
連
合
会
が「
ア
ス
ベス
ト
被
害
の
早
期
救
済
と
恒
久
対
策
を
求
め
る
決

議
」を
採
択＊

、九
月
二
一
日
に
は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
・
環
境
ホ
ル
モ
ン
対
策
国
民
会
議
が「『
ア
ス
ベス
ト
対
策
基
本
法

（
仮
称
）』の
立
法
提
言
」
を
発
表
し＊

＊
、一
〇
月
二
一
日
の
連
合
第
一
回
中
央
執
行
委
員
会
で
「
ア
ス
ベ
ス
ト
基
本

法（
仮
称
）の
制
定
」、政
府・患
者・家
族･

Ｎ
Ｐ
Ｏ・医
療
関
係
者・弁
護
士・労
働
組
合
な
ど
が
参
加
す
る「
国
民

ア
ス
ベス
ト
会
議
の
設
置
」
等
の
実
現
を
求
め
る
「
ア
ス
ベス
ト
問
題
に
対
す
る
連
合
の
取
り
組
み
」
を
確＊

＊
＊認

、さ

ら
に
一
〇
月
二
五
日
に
は
民
主
党
が
政
策
提
言
「
石
綿
対
策
の
総
合
的
推
進
に
関
す
る
法
律
案
」
を
衆
議
院
に

提
出
、
合
わ
せ
て「
民
主
党
は『
ノ
ン
ア
ス
ベス
ト
社
会
』を
つ
く
る
」を
発＊

＊
＊
＊表

す
る
な
ど
の
動
き
が
続
い
た
。
在
野

か
ら
の
提
言
等
は
、「
総
合
的
対
策
の
提
言
」や「
緊
急
の
意
見
表
明
」等
を
通
じ
て
石
綿
全
国
連
が
訴
え
て
き

た
内
容
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
古
谷
杉
郎・石
綿
全
国
連
事
務
局
長
に
よ
る
、「
ア
ス
ベス
ト
対
策
基
本
法（
仮

＊ http://www.osakaben.or.jp/web/info/2005/2005_0922.php
＊＊ http://www.kokumin-kaigi.org/action/action_p.cgi?action=html2&key=37
＊＊＊ 『安全センター情報』2005年11月号
＊＊＊＊ http://www.dpj.or.jp/news/dpjnews.cgi?indication=dp&num=760
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称
）骨
子
私
案＊

」も
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

百
万
人
署
名
、大
臣
と
の
面
会

こ
の
よ
う
な
な
か
で
石
綿
全
国
連
は
、「
百
万
人
署
名
」運
動
を
呼
び
か
け
る
こ
と
を
決
定
、一
〇
月
二
二
日
の

＊ 『安全センター情報』2005年11月号

東
京
・
有
楽
町
マ
リ
オ
ン
前
で
の
街
頭
宣
伝
か
ら
署
名
集

め
を
開
始
し
た
。

署
名
で
掲
げ
た
請
願
項
目
は
、
①
石
綿
及
び
石
綿
含

有
製
品
の
製
造
・
販
売
・
新
た
な
使
用
な
ど
を
速
や
か
に

全
面
禁
止
す
る
こ
と
、
②
石
綿
及
び
石
綿
含
有
製
品
の

把
握
・
管
理
・
除
去
・
廃
棄
な
ど
を
含
め
た
総
合
的
対
策

を
一
元
的
に
推
進
す
る
た
め
の
基
本
と
な
る
法
律
（
仮

称
・
ア
ス
ベス
ト
対
策
基
本
法
）を
制
定
す
る
こ
と
、③
石

綿
に
曝
露
し
た
者
に
対
す
る
健
康
管
理
制
度
を
確
立

す
る
こ
と
、
④
石
綿
被
害
に
関
わ
る
労
災
補
償
に
つい
て

は
、
時
効
を
適
用
し
な
い
こ
と
、
⑤
労
災
補
償
が
適
用

さ
れ
な
い
石
綿
被
害
に
つい
て
、
労
災
補
償
に
準
じ
た
療

養
・
所
得
・
遺
族
補
償
な
ど
の
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
、

⑥
中
皮
腫
は
原
則
す
べ
て
補
償
の
対
象
と
す
る
と
と
も

に
、
中
皮
腫
の
数
倍
と
言
わ
れ
る
石
綿
肺
が
ん
な
ど
中

石綿全国連100万人署名開始（2005年10月22日）



皮
腫
以
外
の
石
綿
関
連
疾
患
も
確
実
に
補
償
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、の
六
項
目
で
あ
っ
た＊

。

ク
ボ
タ
・
シ
ョッ
ク
以
降
、患
者
と
家
族
の
会
の
メ
ン
バ
ー
は
拡
大
し
、広
島
支
部（
二
〇
〇
五
年
九
月
）、尼
崎
支

部（
一
〇
月
）、ひ
ょ
う
ご
支
部（
一
〇
月
）、北
海
道
支
部（
二
〇
〇
六
年
四
月
）、奈
良
支
部（
五
月
）、四
国
支
部

（
五
月
）、
東
海
支
部（
六
月
）が
新
た
に
結
成
さ
れ
た
が
、
労
働
組
合
、
市
民
団
体
等
共
に
、
患
者
と
家
族
た
ち

は
、各
地
で
署
名
集
め
の
先
頭
に
立
っ
た
。

一
〇
月
八
日
に
放
映
さ
れ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル「
ア
ス
ベス
ト  

不
安
に
ど
う
向
き
合
う
か
」が
き
っ
か
け
と
な
っ

＊ http://park3.wakwak.com/̃banjan/syomei.html
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て
、一
〇
月
一
六
日
に
大
阪
労
働
局
に
お
い
て
尾
辻
秀
久
・
厚

生
労
働
大
臣
と
患
者
・
家
族
ら
の
会
見
が
実
現
し
た
。
患

者
ら
は
、「
労
災
と
新
法
は
表
裏
一
体
、
同
じ
石
綿
被
害
の

救
済
に
差
別
が
持
ち
込
ま
れ
て
は
な
ら
な
い
。
全
て
の
被
害

者・家
族
に
公
正
な
救
済
を
」と
強
く
訴
え
た
。
尾
辻
大
臣

は
こ
れ
を
受
け
て
動
こ
う
と
し
た
気
配
が
見
ら
れ
た
も
の

の
、一
〇
月
末
の
内
閣
改
造
で
厚
生
労
働
大
臣
が
代
わ
って

し
ま
っ
た
。一
方
、同
じ
く
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
出
演
し
、
内
閣
改
造
で

も
続
投
と
な
っ
た
小
池
百
合
子
・
環
境
大
臣
の
方
は
、第
四

回
関
係
閣
僚
会
合
の
わ
ず
か
三
日
目
に
な
っ
て
よ
う
や
く

尼
崎
に
出
向
い
て
患
者
・
家
族
と
面
会
し
た
も
の
の
、
直
接

聞
い
た
そ
の
声
を
環
境
省
や
内
閣
の
政
策
に
反
映
さ
せ
よ

う
と
い
う
努
力
は
見
受
け
ら
れ
ず
、か
え
って
患
者・家
族
ら

の
批
判
を
買
って
い
る
。

患者・家族らは小池大臣の姿勢を批判（2006年1月31日）



127 アスベスト問題の過去と現在

関
係
閣
僚
会
合
の「
総
合
対
策
」

一
一
月
二
九
日
の
第
四
回
関
係
閣
僚
会
合
で
公
表
さ
れ
た
「
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律

案（
仮
称
）大
綱
」は
、伝
え
ら
れ
て
い
た
内
容
と
ま
っ
た
く
変
わ
る
と
こ
ろ
の
な
い
不
十
分
、低
水
準
の
ま
ま
の
も

の
だ
っ
た
。

一
二
月
二
七
日
の
第
五
回
関
係
閣
僚
会
合
は
、「
ア
ス
ベ
ス

ト
に
よ
る
健
康
被
害
に
関
す
る
法
的
措
置
や
平
成
一
八
年

度
予
算
案
等
の
内
容
が
固
ま
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
」、
そ
れ

ま
で
の
「
当
面
の
対
応
」
に
代
え
て
「
ア
ス
ベ
ス
ト
問
題
に
係

る
総
合
対
策
」（「
総
合
対
策
」）を
ま
と
め
て
公
表
し
た
。そ

の
具
体
的
内
容
は
、
①
全
面
禁
止
は
二
〇
〇
六
年
度
中
に

関
係
法
令
の
整
備
に
よ
り
実
施
、
②
健
康
被
害
対
策
に
つい

て
「
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
案
（
仮

称
）」
を
、
③
既
存
石
綿
対
策
に
つい
て
大
気
汚
染
防
止
法
、

廃
棄
物
処
理
法
、
建
築
基
準
法
、
地
方
財
政
法
の
四
法
を
一

括
し
て
改
正
す
る
「
石
綿
に
よ
る
健
康
等
に
係
る
被
害
の
防

止
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案（
仮
称
）」

を
、
④
そ
の
他
の
施
策
に
係
る
も
の
も
含
め
て
平
成
一
七
年

度
補
正
予
算
案
と
と
も
に
、通
常
国
会
に
提
出
す
る
と
い
う

石綿全国連の国会緊急集会（2006年1月23日）



も
の
で
あ
っ
た
。

尼
崎
で
小
池
大
臣
と
面
談
し
た
患
者・家
族
ら
は
大
臣

の
約
束
は
何
ひ
と
つ
果
た
さ
れ
て
は
い
な
い
と
感
じ
て
い
た

し
、「
百
万
人
署
名
」
に
掲
げ
ら
れ
た
請
願
事
項
を
実
現

す
る
も
の
で
も
な
く
、ま
た
、一
二
月
二
六
日
に
尼
崎
市
長

名
で
関
係
大
臣
宛
て
に
提
出
さ
れ
た
「
ア
ス
ベ
ス
ト
問
題

に
よ
る
健
康
被
害
対
策
等
の
強
化
に
関
す
る
要
望
」で
示

さ
れ
て
い
た
、
①
新
法
立
法
化
と
併
行
し
た
環
境
曝
露
に

よ
る
健
康
被
害
と
発
生
源
の
因
果
関
係
の
究
明
、②
環
境

曝
露
に
よ
る
被
害
者
に
対
し
公
害
健
康
被
害
補
償
法
や

労
災
補
償
と
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
補
償
の
制
度
化
、
③
要

経
過
観
察
と
さ
れ
た
市
民
に
対
す
る
健
康
管
理
手
帳
に

相
当
す
る
支
援
措
置
及
び
自
治
体
へ
の
財
政
的
支
援
の

実
施
、
④
新
法
案
で
予
定
さ
れ
て
い
る
基
金
へ
の
拠
出
は

地
方
自
治
体
に
求
め
ず
に
国
と
事
業
主
の
責
任
で
実
施
、
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等
の
要
望
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

国
会
に
お
け
る
新
法
等
の
審
議

二
〇
〇
六
年
一
月
二
〇
日
の
通
常
国
会
冒
頭
に
、石
綿
健
康
被
害
救
済
法（
救
済
新
法
）案
と
既
存
石
綿
対

石綿全国連の国民層決起集会（2006年1月31日）



129 アスベスト問題の過去と現在

策
関
連
四
法
一
括
改
正
法
案
が
提
出
さ
れ
た
が
、政
府
は
、野
党
の
特
別
委
員
会
の
設
置
や
合
同
審
査
要
求
を

拒
否
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
環
境
委
員
会
で
の
短
時
間
審
議
等
だ
け
で
す
ま
せ
、
可
能
で
あ
れ
ば
二
月
中
に
も

成
立
さ
せ
た
い
意
向
で
あ
る
こ
と
が
伝
わ
って
き
た
。
こ
の
た
め
石
綿
全
国
連
は
急
遽
、一
月
二
三
日
に
衆
議
院

第
二
議
員
会
館
内
に
お
い
て
、「
百
万
人
署
名
達
成
！
な
く
せ
ア
ス
ベス
ト
被
害
、国
会
緊
急
集
会
」を
開
催
し
、

定
員
百
名
の
会
場
に
二
五
〇
名
以
上
が
詰
め
か
け
た
。
こ
の
日
ま
で
に
請
願
署
名
は
目
標
の
百
万
人
を
突
破
し

て
一
四
六
万
強
に
達
し
た
。
衆
議
院
で
の
法
案
審
議
は
、一

月
二
七
日
に
、
本
会
議
で
趣
旨
説
明
の
後
、
環
境
委
員
会

で
審
議
が
行
わ
れ
、
患
者
・
家
族
を
は
じ
め
全
国
連
関
係

者
も
多
数
傍
聴
し
た
。

一
月
三
〇
日
に
は
日
比
谷
公
会
堂
で
、
石
綿
全
国
連
主

催
の「
百
万
人
署
名
達
成
！
な
く
せ
ア
ス
ベス
ト
被
害
、国

民
決
起
集
会
」
が
開
催
さ
れ
、二
、五
〇
〇
人
が
参
加
し

た
。
集
会
に
は
、民
主
、共
産
、社
民
の
各
党
、そ
し
て
こ
の

間
総
合
対
策
等
の
提
言
を
公
表
し
た
連
合
、ダ
イ
オ
キ
シ

ン
・
環
境
ホ
ル
モ
ン
対
策
国
民
会
議
、
東
京
弁
護
士
会
公

害
・
環
境
委
員
会
の
各
代
表
ら
が
来
賓
と
し
て
出
席
し
て

連
帯
の
挨
拶
を
行
っ
た
。
集
会
後
参
加
者
は
、
石
綿
被
害

の
犠
牲
と
な
っ
た
家
族
の
遺
影
や
銘
々
の
思
い
を
書
い
た
プ

ラ
カ
ー
ド
、横
断
幕
、の
ぼ
り
旗
等
々
を
手
に
、国
会
請
願

デ
モ
を
行
っ
た
。
二
三
日
以
降
集
ま
っ
た
署
名
が
三
五
万

石綿全国連の国会請願デモ（2006年1月31日）



筆
を
超
え
、最
終
的
に
賛
同
署
名
は
合
計
一
八
七
万
一
、四
七
三
筆
と
な
っ
た
。

一
月
三
〇
日
の
夕
方
か
ら
夜
に
法
案
が
衆
議
院
通
過
の
予
定
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
が
、
予
算
委
員
会
が
Ｂ
Ｓ

Ｅ
問
題
で
紛
糾
し
た
た
め
そ
う
は
な
ら
ず
、
翌
三
一
日
に
延
期
さ
れ
た
衆
議
院
の
環
境
委
員
会
と
本
会
議
に

は
、前
日
上
京
し
宿
泊
し
た
各
地
の
患
者
・
家
族
を
含
め
た
多
数
の
全
国
連
関
係
者
が
傍
聴
し
た
。
衆
議
院
環

境
委
員
会
で
は
、民
主
党・無
所
属
ク
ラ
ブ
が
、救
済
新
法
案
に
対
し
て
、①
療
養
手
当
の
加
算
、②
就
学
援
護
等

措
置
に
関
す
る
規
定
の
追
加
、③
三
年
以
内
の
見
直
し
、の
三
点
に
絞
っ
た
修
正
案
を
提
出
し
た
が
与
党
は
受
け

入
れ
ず
、
両
法
案
と
も
原
案
の
ま
ま
可
決
。
本
会
議
で
も
与
党
多
数
の
も
と
で
可
決
さ
れ（
四
法
一
括
改
正
法

案
は
民
主
、共
産
も
賛
成
）、衆
議
院
を
通
過
し
た
。

参
議
院
の
環
境
委
員
会
で
の
審
議
は
、二
月
三
日
の
午
前
・
午
後
に
か
け
て
行
わ
れ
た
。
民
主
党
・
新
緑
風
会

か
ら
衆
議
院
段
階
と
同
じ
内
容
の
修
正
案
、共
産
党
か
ら
、①
指
定
疾
病
に
石
綿
肺
等
を
追
加
、②
石
綿
健
康

被
害
救
済
基
金
への
地
方
自
治
体
の
拠
出
を
な
く
す
、
③
同
基
金
への
中
小
零
細
事
業
主
の
拠
出
の
軽
減
を
内

容
と
す
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
た
が
、や
は
り
与
党
は
受
け
入
れ
ず
、両
法
案
と
も
原
案
の
ま
ま
可
決
。
同
日
、

本
会
議
で
も
可
決
さ
れ
、二
つ
の
法
案
は
原
案
ど
お
り
、一
切
の
修
正
を
受
け
入
れ
る
こ
と
な
く
成
立
し
た
。

な
お
、衆
議
院
環
境
委
員
会
で
は
両
法
案
に
対
し
て
各
々
、参
議
院
環
境
委
員
会
で
は一本
の
、附
帯
決
議
が
、

と
も
に
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
て
い
る＊

。

法
案
の
成
立
に
対
し
て
は
同
日
、
連
合
が「
ア
ス
ベス
ト
対
策
関
連
法
の
成
立
に
対
す
る
事
務
局
長
談
話＊

＊

」を

発
表
し
、そ
の
内
容
と
成
立
プ
ロ
セ
ス
を
批
判
す
る
と
と
も
に
、「
政
府
は
、あ
ら
た
め
て
そ
の
責
任
の
所
在
を
明

確
に
し
、
石
綿
被
害
者
へ
の
謝
罪
と
被
害
者
の
声
を
反
映
し
た
救
済
措
置
の
充
実
を
行
う
べ
き
で
あ
る
」、「
連

合
は
、石
綿
被
害
の
な
い
社
会
の
実
現
に
向
け
て
引
き
続
き
、被
害
者・労
働
者・市
民
と
と
も
に
運
動
を
続
け
て

い
く
」と
し
た
。
ま
た
、全
労
連
は
、「
国
の
責
任
を
曖
昧
に
し
た
ま
ま
で
の『
幕
引
き
』を
許
さ
な
い―

『
ア
ス
ベス

11  クボタ・ショックと日本の対応   130

＊ 『安全センター情報』2006年3月号
＊＊ http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/danwa/2006/20060206_1139188438.html



131 アスベスト問題の過去と現在

ト
新
法
』の
成
立
に
あ
た
って―

」と
い
う
事
務
局
長
談
話
を
発
表
し
た
。
な
お
、日
本
弁
護
士
連
合
会
は
一
月

一
八
日
に
、「『
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
制
度
案
の
概
要
』に
対
す
る
会
長
声
明
」を
発
表
し
、

①
指
定
疾
病
の
対
象
拡
大
、②
救
済
給
付
の
内
容
・
水
準
の
大
幅
見
直
し
、③
汚
染
者
負
担
原
則
の
徹
底
、④
時

効
の
適
用
見
直
し
、の
修
正
が
な
さ
れ
る
よ
う
要
望
し
て
い
る＊

。

石
綿
全
国
連
は
二
月
二
〇
日
に
、「
署
名
への
御
協
力
に
対
す
る
御
礼
及
び
今
後
の
取
り
組
み
に
対
す
る
御
理

解
・
御
協
力
の
お
願
い
」を
発
表
、（
成
立
し
た
法
律
で
は
）「
山
積
み
の
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
ず
、

石
綿
問
題
が
、
今
後
数
十
年
間
に
わ
た
って
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
国
民
的
課
題
で
あ
る
こ
と
に

変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
政
府
は
、
救
済
新
法
に
つい
て
三
月
末
に
も
施
行
、
そ
の
一
週
間
前
か
ら
救
済
給
付
の

支
給
に
係
る
認
定
の
申
請
を
受
け
付
け
る
と
し
て
い
ま
す
が
、
労
災
補
償
制
度
も
含
め
た
石
綿
健
康
被
害
補

償
・
救
済
諸
制
度
総
体
の
制
度
・
体
制
の
不
備
か
ら
様
々
な
混
乱
や
ト
ラ
ブ
ル
が
続
出
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま

す
。
私
た
ち
は
、被
害
者
や
家
族
の
相
談
等
に
応
じ
そ
の
権
利
や
生
活
を
守
る
た
め
に
全
力
を
注
ぐ
と
と
も
に
、

早
期
の
見
直
し
を
求
め
て
い
く
所
存
で
す
。
ま
た
、健
康
被
害
対
策
以
外
の
諸
施
策
も
含
め
た
石
綿
対
策
全
体

に
つい
て
、
衆
参
両
院
環
境
委
員
会
で
全
会
一
致
で
付
さ
れ
た
附
帯
決
議
に
掲
げ
ら
れ
た
諸
措
置
の
実
施
状
況

も
含
め
て
、そ
の
効
果
及
び
妥
当
性
も
検
証
し
な
が
ら
、引
き
続
き『
ア
ス
ベス
ト
対
策
基
本
法
』の
制
定
を
求
め

る
運
動
を
継
続
し
て
い
き
ま
す
」と
し
た＊

＊

。

石
綿
被
害
救
済
新
法
の
施
行

成
立
し
た
救
済
新
法
は
、二
月
一
〇
日
に
公
布
、
環
境
省
と
厚
生
労
働
省
合
同
で
「
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害

の
救
済
に
関
す
る
意
見
の
募
集（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）」が
実
施
さ
れ
、石
綿
全
国
連
は
、六
六
項
目
に
及
ぶ
意

＊ http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/2006_01.html
＊＊ http://park3.wakwak.com/̃banjan/oreikenkai.pdf



見
を
提
出
し
た＊

。

環
境
省
と
厚
生
労
働
省
合
同
で
前
年
一
一
月
一
六
日
に
参
集
し
た「
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
に
係
る
医
学
的

判
断
に
関
す
る
検
討
会
」の
報
告
書
が
二
月
七
日
に
提
出
さ
れ
、厚
生
労
働
省
は
、二
月
九
日
付
け
で
労
災
認
定

基
準
を
再
び
改
正（
中
皮
腫
に
つい
て
は
、石
綿
曝
露
指
標
の
医
学
的
所
見
を
求
め
な
い
等
）。
環
境
省
は
、二
月

九
日
に
中
央
環
境
審
議
会
に
「
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
お
け
る
指
定
疾
病
に
係
る
医
学
的
判
定
に

関
す
る
考
え
方
に
つい
て
」
諮
問
。
翌
一
〇
日
の
同
審
議
会
環
境
保
健
部
会
に
お
い
て
石
綿
健
康
被
害
救
済
小

委
員
会
の
設
置
を
決
め
、
同
小
委
員
会
は
二
月
二
四
日
と
三
月
一
日
の
二
回
の
審
議
で
検
討
結
果
を
取
り
ま
と

め
、翌
二
日
の
環
境
保
健
部
会
で
報
告
・
了
承
さ
れ
、翌
三
日
に
は
審
議
会
か
ら
環
境
大
臣
に
対
し
て
そ
の
ま
ま

答
申
さ
れ
る
と
い
う
慌
た
だ
し
い
手
続
が
進
め
ら
れ
た
（
新
法
施
行
後
の
四
月
一
一
日
に
小
委
員
会
の
医
系
委

員
が
そ
の
ま
ま
移
行
す
る
か
た
ち
で
石
綿
健
康
被
害
判
定
部
会
が
設
け
ら
れ
、そ
の
も
と
に
専
門
委
員
を
加
え

た
石
綿
健
康
被
害
判
定
小
委
員
会
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た―

救
済
新
法
で
は
、
法
施
行
前
に
死
亡
し
た
中

皮
腫
事
例
以
外
は
、全
件
全
て
こ
の
意
見
を
踏
ま
え
た
環
境
大
臣
に
よ
る
医
学
的
判
定
が
必
要
と
さ
れ
る
）。

三
月
六
日
に
新
法
に
よ
る
救
済
給
付
の
実
施
機
関
と
な
る
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
の
専
用
フ

リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
が
開
設
さ
れ
、七
日
に
は
新
法
が
同
月
二
七
日
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
、石
綿
健
康
被
害
救

済
法
施
行
令
も
公
布
さ
れ
た
。
三
月
一
三
日
に
は
環
境
省
関
係
施
行
規
則
等
と
環
境
保
健
部
長
名
の
施
行
通

知
、同
日
前
述
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
結
果
及
び
意
見
に
対
す
る
考
え
方
の
公
表
、三
月
一
七
日
に
は
厚
生
労

働
省
関
係
施
行
規
則
及
び
労
働
基
準
局
長
名
の
施
行
通
達
と
、こ
れ
で
新
法
施
行
の
一
週
間
前
＝
三
月
二
〇

日
か
ら
の
石
綿
健
康
被
害
救
済
新
法
に
か
か
る
申
請
・
請
求
の
受
付
開
始
の
準
備
が
何
と
か
整
っ
た
こ
と
に
な

る
。
特
別
遺
族
年
金
受
給
者
が
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
日
を
定
め
る
省
令
、
民
事
損
害
賠
償
と
特
別
遺
族
給

付
金
と
の
調
整
基
準
が
示
さ
れ
た
の
は
、新
法
施
行
後
の
三
月
二
八
日
と
な
っ
た
。
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「
迅
速
」さ
の
み
が
押
し
出
さ
れ
、患
者
・
家
族
ら
の
望
み
で
あ
っ
た「
隙
間
な
く
公
正
」は
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る

が
ご
と
く
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、補
償
・
救
済
制
度
の
設
計
や
準
備
、運
営
を
患
者
・
家
族
ら
の
参
加
な
し
に

行
お
う
と
す
る
こ
と
自
体
が
間
違
って
い
る
の
で
あ
る
。

ク
ボ
タ
は
新
た
な
補
償
制
度

＊ http://www.joshrc.org/̃open/files/20060331-022.pdf

一
方
、こ
の
間
の
事
態
の
出
発
点
と
な
っ
た
、尼
崎
の
ク

ボ
タ
旧
神
崎
工
場
周
辺
住
民
被
害
に
関
し
て
は
、見
舞

金
・
弔
慰
金
を
求
め
た
人
の
数
が
百
人
を
超
え
る
と
と

も
に
、
既
出
の
「
尼
崎
市
ク
ボ
タ
旧
神
崎
工
場
周
辺
に

発
生
し
た
中
皮
腫
の
疫
学
評
価
」に
よ
って
、ク
ボ
タ
旧

神
崎
工
場
で
使
用
さ
れ
た
石
綿
と
の
因
果
関
係
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
き
た＊

。

ク
ボ
タ
は
二
〇
〇
五
年
一
二
月
二
五
日
に
、
社
長
ら

が
、患
者・家
族
と
の
会
合
に
出
席
し
て
謝
罪
す
る
と
と

も
に
、見
舞
金・弔
慰
金
よ
り
も
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
補

償
制
度
を
実
施
す
る
た
め
に
、
当
事
者
、
支
援
団
体
と

協
議
し
て
い
き
た
い
と
表
明
。
二
〇
〇
六
年
四
月
一
七

日
に
、
話
し
合
い
協
議
を
経
て
「
旧
神
崎
工
場
周
辺
の

石
綿
疾
病
患
者
並
び
に
ご
家
族
の
皆
様
に
対
す
る
救

補償制度についての患者・家族らの記者会見（2006年4月17日）



済
金
支
払
規
程
」の
骨
子
が
ま
と
ま
っ
た
こ
と
を
公
表
し
た＊

。

同
社
は
、
退
職
者
も
含
め
た
労
働
者
の
石
綿
被
害
に
対
し
て
は
、
労
災
補
償
に
加
え
て
二
、五
〇
〇
〜

三
、二
〇
〇
万
円
を
支
給
す
る
等
の
「
上
積
み
補
償
制
度
」
を
実
施
し
て
い
る
が
、工
場
周
辺
住
民
被
害
者
に
対

し
て
も
新
た
に
、救
済
新
法
と
は
別
に「
救
済
金
」と
し
て
二
、五
〇
〇
〜
四
、六
〇
〇
万
円
を
支
払
う
と
い
う
も

の
。
原
則
と
し
て
、
①
救
済
新
法
の
対
象
と
な
っ
た
者
、
②
石
綿
を
使
用
し
て
い
た
一
九
五
四
〜
九
五
年
の
間
に

同
工
場
か
ら
一
㎞
以
内
に
一
年
以
上
居
住
ま
た
は
範
囲
内
に
所
在
す
る
職
場
・
学
校
等
に
一
年
以
上
生
活
拠
点

を
も
って
い
た
者
を
対
象
と
し
て
い
る
も
の
の
、
双
方
同
数
で
構
成
さ
れ
る
救
済
金
運
営
協
議
会
を
設
置
し
て
、

原
則
か
ら
外
れ
る
場
合
の
取
り
扱
い
を
検
討
す
る
道
も
確
保
し
て
お
り
、
②
は
す
で
に
一・
五
㎞
に
ま
で
拡
大
さ

れ
て
い
る
。

石
綿
全
国
連
は
、こ
れ
を「
す
べ
て
の
被
害
者
に
隙
間
な
く
公
正
な（
労
災
補
償
並
み
の
）補
償
」を
実
現
す
る

「
最
初
の
大
き
な
第
一
歩
と
し
て
評
価
」
す
る
と
と
も
に
、「
ク
ボ
タ
に
と
って
も
そ
の
社
会
的
責
任
を
は
た
し
て

い
く
第
一
歩
」で
あ
り
、
①
因
果
関
係
を
真
正
面
か
ら
認
め
て
謝
罪
し「
救
済
」で
は
な
く「
補
償
」と
す
べ
き
、

②
一
㎞
超
の
範
囲
の
被
害
、
中
皮
腫
以
外
の
石
綿
関
連
疾
患
等
の
取
り
扱
い
に
つい
て
も
真
摯
に
協
議
に
臨
む
べ

き
、③
下
請
・
出
入
り
業
者
の
労
働
者
の
被
害
に
対
し
て
も
正
社
員
並
み
の
補
償
を
実
施
す
べ
き
、④
日
本
で
最

後
の
最
後
ま
で
最
大
の
消
費
企
業
と
し
て
石
綿
含
有
建
材
等
を
、
含
有
の
事
実
及
び
有
害
性
等
の
情
報
を
適

切
に
知
ら
せ
る
こ
と
な
し
に
製
造・販
売
し
続
け
て
き
た
こ
と
の
社
会
的
責
任
も
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、と
指
摘
し
た＊

＊

。

ク
ボ
タ
・
シ
ョッ
ク
以
降
、尼
崎
以
外
で
も
各
地
で
新
た
な
住
民
被
害
が
明
ら
か
に
な
り
つつ
あ
り
、新
法
に
よ

る
救
済
給
付
に
上
積
み
す
る
補
償
を
行
う
企
業
も
出
て
い
る
が
、患
者
・
家
族
ら
に
評
価
に
値
す
る
情
報
を
開

示
し
つつ
、
公
正
な
協
議
を
進
め
た
う
え
で
補
償
制
度
を
つ
く
っ
た
の
は
、こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
ク
ボ
タ
が
唯
一
で

＊ 『安全センター情報』2006年6月号、http://www.kubota.co.jp/new/2006/s4-17.html
 2007年3月末までの救済金支払実績は125名。http://www.kubota.co.jp/kanren/index7.htm
＊＊ 『アスベスト対策情報』No.35（2006年）、『安全センター情報』2006年6月号
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135 アスベスト問題の過去と現在

あ
る
。
ま
た
、労
災
上
積
み
補
償
制
度
を
持
って
い
る
企
業
は
多
い
が
、退
職
後
に
発
症
し
た
石
綿
被
害
も
対
象

と
し
て
い
る
も
の
は
ま
だ
ま
だ
少
な
い
。
連
合
の「
ア
ス
ベス
ト
問
題
に
対
す
る
連
合
の
取
り
組
み
」で
も
、「
石
綿

被
害
に
対
す
る
労
災
の『
上
積
み
補
償
』を
盛
り
込
む
。
そ
の
際
、補
償
額
に
つい
て
は
公
開
す
る
よ
う
求
め
て
い

く
。
同
時
に
、そ
の
適
用
に
当
た
って
は
、年
齢
の
制
限
な
く
退
職
者
に
も
拡
大
す
る
と
と
も
に
、審
査
は
指
定
病

院
の
診
断
書
で
な
く
て
も
可
能
と
す
る
よ
う
要
請
す
る
」と
さ
れ
て
い
る
が
、こ
れ
も
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
る
。

労
災
保
険
以
外
の
時
効
救
済
措
置
等

救
済
新
法
は
、「
労
災
補
償
の
対
象
と
な
ら
な
い
者
」を
対
象
と
す
る
救
済
給
付
と
、「
労
災
保
険
の
遺
族
補

償
給
付
を
受
け
る
権
利
が
時
効
に
よ
り
消
滅
し
た
者
」
を
対
象
と
す
る
特
別
遺
族
給
付
金
、の
二
つ
の
制
度
を

創
設
し
た
。
し
か
し
、時
効
に
よ
り
遺
族
補
償
を
受
け
る
権
利
を
消
滅
し
た
者
は
、労
災
保
険
以
外
の
労
災
補

償
制
度
に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
る
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
に
対
し
て
石
綿
全
国
連
が
提
出
し
た
意
見
で

も
こ
の
点
を
指
摘
さ
れ
た
が
、回
答
は
な
か
っ
た＊

。

回
答
を
し
た
環
境
省
・
厚
生
労
働
省
は
、
自
ら
の
所
管
事
項
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
関
係

閣
僚
会
合
が
設
置
さ
れ
た
体
制
の
元
で
あ
っ
て
も
縦
割
り
行
政
の
弊
害
が
解
消
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
如
実
に

物
語
って
い
る
。

し
か
し
、
す
で
に
多
数
の
石
綿
被
害
者
が
労
災
補
償
を
受
け
て
い
る
旧
国
鉄
職
員
に
関
し
て
、
国
鉄
清
算
事

業
本
部
が
三
月
一
三
日
付
け
で
、
昭
和
六
二
年
三
月
三
一
日
以
前
に
係
る
業
務
災
害
補
償
規
程
を
改
正
し
て
、

新
法
に
よ
る
特
別
遺
族
給
付
と
同
等
の
内
容
の
時
効
救
済
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や

新
聞
広
告
で
知
ら
せ
た＊

＊

。

＊ 『アスベスト対策情報』No.35（2006年）、安全センター情報』2006年3月号
＊＊ http://www.jnrsh.jrtt.go.jp/80asbestos/top.htm



三
月
二
九
日
ま
で
に
日
本
た
ば
こ
産
業（
Ｊ
Ｔ
）も
、同
等
の
内
容
で
、「
業
務
上
の
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
に

係
る
日
本
専
売
公
社
業
務
災
害
補
償
規
則
に
お
け
る
遺
族
補
償
年
金
の
時
効
に
対
す
る
救
済
措
置
」
を
設
け

る
こ
と
を
決
定
し
た＊

。
旧
電
電
公
社
職
員
の
労
災
補
償
の
実
施
機
関
で
あ
る
日
本
電
信
電
話
（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
）の
対

応
は
明
ら
か
に
な
って
い
な
い
が
、
少
な
く
と
も
具
体
的
事
例
が
で
て
く
れ
ば
、
同
等
以
上
の
措
置
を
と
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

一
方
、二
月
一
〇
日
付
け
で
、地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
に
宛
て
て
総
務
省
自
治
行
政
局
公
務
員
部
長
名

で
、「
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
第
六
三
条
に
規
定
す
る
時
効
の
取
り
扱
い
に
つい
て
」
通
知
が
出
さ
れ
、三
月

一
七
日
付
け
で
、
同
基
金
よ
り
基
金
各
支
部
宛
て
に
、「
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
に
係
る
公
務
災
害
認
定
請
求

時
の
取
扱
い
に
つい
て
」通
知
さ
れ
て
い
る＊

＊

。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、地
方
公
務
員
の
時
効
救
済
措
置
で
は
、「
時
効
利

益
を
放
棄
す
る
」こ
と
が
明
記
さ
れ
、具
体
的
取
り
扱
い
で
も
、請
求
し
た
日
か
ら
五
年
間
過
去
に
遡
って
、遺
族

補
償
年
金
だ
け
で
な
く
、就
学
援
護
金
等
の
福
祉
事
業
も
支
給
す
る
と
い
う
、新
法
に
よ
る
特
別
遺
族
給
付
＝

労
災
保
険
の
時
効
救
済
措
置
を
上
回
る
救
済
内
容
と
な
って
い
る
。

船
員
保
険
法
で
は
、死
亡
し
た
の
が
五
年
よ
り
前
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、過
去
五
年
間
分
は
遡
及
し
て
請
求
す

る
こ
と
の
で
き
る
仕
組
み
に
な
って
い
る
。
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
は
、
権
利
を
有
す
る
こ
と
の
通
知
が
な
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
、補
償
を
受
け
る
権
利
は
時
効
消
滅
し
な
い
旨
の
規
定
が
あ
る
の
で
、事
実
上
、時
効
が
適
用

さ
れ
な
い
。石
綿
全
国
連
等
が
一
貫
し
て
要
求
し
て
き
た
、「
時
効
を
適
用
し
な
い
こ
と
」が
す
で
に
実
現
さ
れ
て

い
る
と
も
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、石
綿
被
害
の
時
効
救
済
を
め
ぐ
って
、労
災
補
償
制
度
間
の
格
差
が
あ
ら
た
め
て
浮
き
彫
り
に

さ
れ
る
と
と
も
に
、縦
割
り
行
政
の
弊
害
を
排
し
て
、「
全
て
の
石
綿
被
害
者
に
隙
間
な
く
公
正
な
補
償
」を
実

現
さ
せ
る
必
要
性
が
ま
す
ま
す
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え
る
。

＊ http://www.jti.co.jp/JTI/attention/about_comp.htm
＊＊  『安全センター情報』2006年4月号

11  クボタ・ショックと日本の対応   136



137 アスベスト問題の過去と現在

12 
石
綿
問
題
は
終
わ
っ
て
い
な
い

関
係
閣
僚
会
合
の「
幕
引
き
」

石
綿
全
国
連
は
、二
〇
〇
六
年
四
月
二
八
日
に
第
一
九
回
総
会
を
開
催
、「
全
て
の
被
害
者
に
公
正
な
補
償
と

『
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
基
本
法
』の
制
定
を
求
め
る
決
議
」
及
び
「
石
綿
対
策
全
国
連
絡
会
議
は
ア
ス
ベ
ス
ト
問
題

の
地
球
規
模
で
の
解
決
を
め
ざ
す
」
と
い
う
二
本
の
決
議
案
を
採
択
し
て
、「
石
綿
問
題
を
終
わ
ら
せ
な
い
」
決

意
を
再
確
認
し
た＊

。

一
方
、二
〇
〇
六
年
九
月
八
日
、第
六
回
目
に
し
て
、小
泉
内
閣
最
後
の
ア
ス
ベス
ト
問
題
に
関
す
る
関
係
閣
僚

会
合
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、①
石
綿
健
康
被
害
救
済
法
に
基
づ
く
申
請
受
付
・
認
定
の
状
況（
累
計
）、②

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
係
る
事
業
主
負
担
に
関
す
る
考
え
方（
概
要
）（
以
上
、環
境
省
）、③「
石
綿

健
康
被
害
救
済
法
に
基
づ
く
特
別
遺
族
給
付
金
の
請
求
・
決
定
状
況
」及
び「
労
災
保
険
法
に
基
づ
く
石
綿
に

よ
る
中
皮
腫
・
肺
が
ん
の
補
償
状
況
」、④
石
綿
の
製
造
等
の
全
面
禁
止（
以
上
、厚
生
労
働
省
）、⑤
石
綿
除
去

等
の
取
組
状
況（
防
衛
庁
、総
務
省
、文
部
科
学
省
、厚
生
労
働
省
、農
林
水
産
省
、国
土
交
通
省
、環
境
省
）、及

び
、⑥
石
綿
対
策
関
係
平
成
一
九
年
度
概
算
要
求
額
一
覧
、が
報
告
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。

前
年
末
に
関
係
閣
僚
会
合
と
し
て
取
り
ま
と
め
た「
総
合
対
策
」の
進
捗
状
況
を
確
認
し
、
積
み
残
し
事
項

＊ 『アスベスト対策情報』No.35（2006年）、『安全センター情報』2006年6月号



及
び
実
施
し
た
中
で
明
ら
か
に
な
っ
た
新
た
な
課
題
等
を
整
理
し
て
、次
の
内
閣
に
引
き
継
ぐ
と
い
う
、当
然
な

さ
れ
て
し
か
る
べ
き
「
小
泉
内
閣
の
も
と
で
の
石
綿
対
策
の
総
括
」
が
行
わ
れ
た
形
跡
は
ま
っ
た
く
な
い
。
政
府

―
関
係
閣
僚
会
合
と
し
て
の
文
章
も
一
切
な
く
、
各
省
庁
の
報
告
文
書
の
寄
せ
集
め
が
公
表
さ
れ
た
だ
け
な
の

で
あ
る
。
ク
ボ
タ・シ
ョッ
ク
以
前
の
縦
割
り
行
政
時
代
に
逆
戻
り
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。

続
く
安
倍
内
閣
の
も
と
で
は
、
関
係
閣
僚
会
合
は
一
度
も
開
催
さ
れ
な
か
っ
た
。
関
係
閣
僚
会
合
は
す
で
に

「
幕
引
き
」さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

全
面
禁
止
の
実
現
は
い
つ
か

既
述
の
と
お
り
、二
〇
〇
四
年
一
〇
月
一
日
か
ら
わ
が
国
で
実
施
さ
れ
た
原
則
禁
止
は
、
条
文
上
は
一
〇
種

類
の
石
綿
含
有
製
品
の
禁
止（
禁
止
品
を
列
挙
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
）に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、ク
ボ
タ
・
シ
ョッ

ク
前
の
時
点
で
す
で
に
、二
〇
〇
五
年
四
月
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
石
綿
条
約
批
准
が
審
議
さ
れ
た
参
議
院
外
交
貿
易
委
員

会
で
公
明
党
の
澤
雄
司
議
員
か
ら
質
さ
れ
て
、厚
生
労
働
省
は
後
日
、同
議
員
に
、二
〇
〇
七
年
を
目
途
に
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
リ
ス
ト（
禁
止
除
外
品
を
列
挙
）化
す
る
方
針
を
報
告
し
て
い
た＊

。

ク
ボ
タ・シ
ョッ
ク
直
後
の
七
月
八
日
、尾
辻
厚
生
労
働
大
臣
は
、「
二
〇
〇
八
年
度
ま
で
に
全
面
禁
止
」す
る
方

針
を
表
明
。
七
月
二
九
日
の
第
一
回
関
係
閣
僚
会
合
の「
当
面
の
対
応
」
で
は
、「
遅
く
と
も
二
〇
〇
八
年
ま
で

に
全
面
禁
止
を
達
成
す
る
た
め
代
替
化
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
全
面
禁
止
の
前
倒
し
も
含
め
、さ
ら
に
早
期

の
代
替
化
を
検
討
す
る
」と
さ
れ
、
年
末
の
第
五
回
関
係
閣
僚
会
合
の「
総
合
対
策
」で
は
、「
全
面
禁
止
を
前

倒
し
し
て
、関
係
法
令
の
整
備
を
行
い
二
〇
〇
六
年
度
中
に
措
置
す
る
」と
公
約
し
た
。

厚
生
労
働
省
は
、「
石
綿
製
品
の
全
面
禁
止
に
向
け
た
石
綿
代
替
化
等
検
討
委
員
会
」を
設
置
し
て
検
討
を

12  石綿問題は終わっていない   138
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進
め
、二
〇
〇
六
年
一月
一八
日
に
そ
の
報
告
書
を
公
表
し
た
が
、そ
こ
で
は
、二
〇
〇
六
年
度
中
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
リ

ス
ト
化（
禁
止
除
外
は
七
製
品
だ
が
、前
回
除
外
さ
れ
た
三
製
品
よ
り
実
際
の
対
象
は
狭
く
な
る
）を
示
し
た
も

の
の
、全
面
禁
止
の
時
期
は
明
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
国
会
審
議
に
お
い
て
も
、「
完
全
な（
例
外
な
き
）全
面
禁
止
」

の
時
期
は「『
で
き
る
だ
け
早
期
に
』以
上
の
こ
と
は
言
え
な
い
」と
い
う
政
府
答
弁
で
、Ｅ
Ｕ
そ
の
他
諸
国
の「
全

面
禁
止
」に
も
例
外
は
あ
り
、「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
リ
ス
ト
化
は
実
質
的
な
全
面
禁
止
」だ
と
居
直
って
い
る
が
、こ
れ

は
公
約
を
反
古
に
す
る
も
の
と
言
わ
れ
て
も
仕
方
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
も
か
く
、再
び
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
が
改
正
さ
れ
、経
過
措
置
と
し
て
新
た
に
六
品
目
に
再
整
理
さ

れ
た
適
用
除
外
製
品
等
を
除
き
、
石
綿
を
そ
の
重
量
の
〇
・一
％
を
超
え
て
含
有
す
る
製
品
等
の
使
用
等
の
禁

止
が
、二
〇
〇
六
年
九
月
一
日
か
ら
実
施
さ
れ
た＊

。
規
制
対
象
の
含
有
率
基
準
の
一
％
か
ら
〇
・一
％
へ
の
引
き

下
げ
は
、前
年
の
総
選
挙
時
に
石
綿
全
国
連
が
公
開
質
問
状
で
あ
ら
た
め
て
提
起
し
、全
政
党
が
賛
意
を
示
し

た
内
容
が
実
行
に
移
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
化
学
物
質
等
に
係
る
表
示
及
び
文
書
交
付
制
度
の
改
善
関
係
の

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
等
の
改
正
も
別
途
行
わ
れ
て
、一
二
月
一
日
か
ら
は
、石
綿
以
外
も
含
め
た
発
が
ん
物

質
に
係
る
関
係
規
制
も
含
有
率
〇
・一
％
基
準
で
整
合
化
が
図
ら
れ
た
。

貿
易
統
計
に
よ
る
と
、原
料
石
綿
の
新
た
な
輸
入
は
二
〇
〇
六
年
以
降
、止
ま
って
い
る
。
と
は
い
え
、石
綿
の

全
面
禁
止
の
実
現
時
期
は
い
ま
だ
に
不
透
明
な
ま
ま
で
あ
り
、
そ
の
早
期
実
現
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
輸
出
の

禁
止
や
海
外
移
転
の
規
制
に
関
す
る
規
定・仕
組
み
が
な
い
こ
と
な
ど
も
課
題
で
あ
る
。

「
隙
間
な
く
公
正
な
」補
償
・
救
済

ク
ボ
タ
・
シ
ョッ
ク
に
よ
る
社
会
の
最
大
の
関
心
が
、石
綿
被
害
に
対
す
る「
迅
速
」か
つ「
隙
間
な
く
公
正
な
」

＊ 厚生労働省「アスベスト（石綿）情報」ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/new-info/
kobetu/roudou/sekimen/index.html）。再度の労働安全衛生法施行令改正が行われ、2007
年10月1日から、石綿等の製造等の全面禁止が当分の間猶予されている製品等のうち、非石綿製
品への代替化が可能となった一部の製品の製造等の禁止されている。



救
済
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
間
全
国
安
全
セ
ン
タ
ー
が
実
施
し
た
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
に
よ

る
全
国
一
斉
石
綿
健
康
被
害
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
に
寄
せ
ら
れ
た
相
談
件
数
は
、
二
〇
〇
五
年
一
二
月
九
・一
〇
日

四
九
四
件
、
新
法
に
よ
る
救
済
措
置
の
申
請
・
請
求
の
受
付
開
始
に
合
わ
せ
た
二
〇
〇
六
年
三
月
二
〇
〜
二
二

日
に
は
八
〇
五
件
、同
年
一
二
月
一・
二
日
に
は
一
二
八
件
と
い
う
状
況
に
な
って
い
る
。
救
済
新
法
の
施
行
後
、メ

デ
ィ
ア
が
石
綿
問
題
を
取
り
上
げ
る
機
会
は
激
減
し
て
い
る
が
、石
綿
被
害
は
決
し
て
終
わ
って
い
な
い
し
、今
後

も
増
加
し
続
け
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。

表
２
は
、石
綿
全
国
連
が
作
成
し
た
、
労
災
補
償
と
新
法
に
よ
る
救
済
の
比
較
で
、「
◆
救
済
の
隙
間
」
及
び

「
▼
公
正
さ
を
欠
く
点
」
を
示
し
て
い
る
。
石
綿
全
国
連
は
、「『
見
直
し
』は
、
部
分
的
な
手
直
し
で
す
ま
せ
る

わ
け
に
は
い
か
ず
、事
実
上『
作
り
直
し
』で
な
け
れ
ば
対
処
で
き
な
い
と
考
え
」る
と
し
て
い
る
。

こ
の
他
に
も
、ク
ボ
タ
の
よ
う
な
法
律
を
超
え
る「
上
積
み
補
償
制
度
」の
問
題
や
、労
災
補
償
や
時
効
救
済
の

「
官
民
格
差
」
な
ど
の
問
題
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
認
定
基
準
や
そ
の
運
用
等
も

含
め
て
、補
償
・
救
済
を
め
ぐ
る
問
題
点
は
広
範
囲
に
わ
た
って
お
り
、詳
し
い
解
説
は
省
略
す
る
が
、主
な
問
題

点
だ
け
で
も
、以
下
の
よ
う
な
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

・ 

「
す
べ
て
の
被
害
を
救
済
」で
き
て
い
る
か
ど
う
か
の
検
証

・ 

新
た
な
時
効
切
り
捨
て
の
続
出（
生
存
中
本
人
申
請
要
件
、過
去
分
は
三
年
以
内
）

・ 

迅
速
な
行
政
救
済
か
ら
ほ
ど
遠
い（
と
く
に
新
法
救
済
で
は
全
数
環
境
大
臣
の
医
学
判
定
↓
環
境
再
生

保
全
機
構
の
役
割
は
単
な
る
メッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
）

・ 

被
災
者・家
族
に
多
大
な
医
学
的
立
証
責
任

・ 

医
学
的
診
断
精
度
の
向
上
等
を
救
済
制
度
に
持
ち
込
む
べ
き
で
は
な
い―
新
法
救
済
で
は「
判
定
保
留
」、

「
取
り
下
げ
」事
案
続
出
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・ 

「
石
綿
肺
が
ん
」を
ほ
と
ん
ど
救
済
で
き
て
い
な
い

・ 

対
象
疾
病
以
外
の
石
綿
関
連
疾
患（
と
く
に
石
綿
肺
）

・ 
認
定
事
業
場
名
、市
区
町
村
別
中
皮
腫
数
等
の
公
表

・ 
救
済
財
源
の
事
業
主
負
担
の
あ
り
方

責
任
の
所
在
を
明
確
に
し
た
補
償
・
救
済
は
今
な
お
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。
個
別
企
業
の
責
任
を
追
及
す

る
に
し
て
も
、補
償
を
行
う
べ
き
企
業
が
す
で
に
存
在
し
な
い
場
合
や「
ク
ボ
タ
並
み
」の
補
償
を
実
施
で
き
な
い

企
業
も
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、環
境
曝
露
の
発
生
源
が
工
場
か
ら
建
築
物
等
の
改
修・解
体
等
に
移
行
し
て
い
く

に
つ
れ
て
、加
害
者
を
特
定
で
き
な
い
被
害
事
例
が
将
来
増
え
て
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
そ
れ
ら

も
含
め
て
、ア
ス
ベス
ト
の
使
用
を
早
期
に
中
止
さ
せ
る
こ
と
を
怠
り
、か
え
って
そ
の
使
用
を
事
実
上
義
務
づ
け

た
り
、促
進
し
て
き
た
面
す
ら
あ
る
、国
の
責
任
を
回
避
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
結
局
、個
別
企
業
の
対
応
の

み
に
よ
って
い
た
の
で
は
正
義
が
実
現
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
国
と
し
て
の
対
応
が
必
要
に
な
って
く
る
こ
と
は

不
可
避
で
あ
る
。

石
綿
曝
露
者
の
健
康
管
理
対
策

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
対
策
は
、疾
病
が
発
症
し
て
し
ま
っ
た
場
合
の
補
償
・
救
済
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
こ
の
点
で
は
、ま
ず
、政
府
の
検
討
会
報
告
書
等
で
も
何
度
も
勧
告
さ
れ
て
い
な
が
ら
、い
ま
だ
に
実
現
し
て

い
な
い
中
皮
腫
等
の
登
録
制
度
の
確
立
が
重
要
で
あ
る
。
臨
床
現
場
に
お
け
る
中
皮
腫
等
の
診
断
精
度
の
向
上

ま
で
を
も
新
法
の
も
と
で
の
医
学
判
定
が
担
う
か
の
ご
と
き
い
び
つ
な
現
状
は
早
急
に
是
正
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
。
ま
た
、因
果
関
係
の
究
明
の
た
め
に
も
同
制
度
は
寄
与
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

12  石綿問題は終わっていない   142



143 アスベスト問題の過去と現在

過
去
石
綿
に
曝
露
し
た
者
に
係
る
健
康
管
理
対
策
に
つい
て
は
、
関
係
閣
僚
会
合
の「
総
合
対
策
」で
も
一
定

ふ
れ
ら
れ
な
が
ら
、
船
員
で
あ
っ
た
者
に
対
す
る
健
康
管
理
手
帳
の
創
設
以
外
に
は
、い
ま
だ
に
何
ら
恒
久
的
な

具
体
策
の
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
課
題
で
あ
る
。

石
綿
曝
露
労
働
者
対
策
と
し
て
は
、
行
政
指
導
に
よ
る
事
業
主
に
よ
る
離
退
職
者
健
診
が
一
定
行
わ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
内
容
等
の
妥
当
性
は
検
証
さ
れ
て
お
ら
ず
、い
つ
ま
で
続
け
ら
れ
る
か
も
不
透
明
。
倒
産
企
業
等
の

離
退
職
者
に
対
し
て
は
、厚
生
労
働
省
委
託
事
業
に
よ
る
特
別
健
康
診
断
が
行
わ
れ
た
が
一
過
的
な
も
の
で
あ

る
。「
総
合
対
策
」
で
「
調
査
研
究
の
結
果
を
踏
ま
え
…
見
直
し
を
行
う｣

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
健
康
管
理
手
帳

制
度
の
見
直
し＊

が
早
急
に
実
施
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、石
綿
全
国
連
は
早
く
か
ら
、
①
交
付
対
象
者
を
三
か
月

以
上
の
石
綿
曝
露
作
業
従
事
者
に
拡
大
、
②
「
常
時
従
事
」
要
件
を
撤
廃
す
る
と
と
も
に
、
③
本
人
の
申
請
に

よ
ら
ず
事
業
者
の
責
任
で
交
付
手
続
を
す
る
よ
う
に
し
、④
過
去
の
離
・
退
職
者
に
つい
て
も
遡
及
適
用
す
る
こ

と
。
ま
た
、
⑤
手
帳
所
持
者
が
無
料
で
健
診
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
医
療
機
関
を
全
て
の
医
療
機
関
に
拡
大

す
る
こ
と
等
を
要
求
し
て
い
る
。

「
総
合
対
策
」で
は
ま
た
、「『
石
綿
に
関
す
る
健
康
管
理
等
専
門
家
会
議
』に
お
い
て
検
討
し
、そ
の
結
果
を

活
用
し
て
、一
般
住
民
等
の
健
康
管
理
の
促
進
を
図
る
」と
も
し
て
い
た
。し
か
し
、同
専
門
家
会
議
の
報
告
書
は
、

「
中
皮
腫
登
録
の
あ
り
方
の
検
討
の
必
要
性
」
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
も
の
の
、
労
働
者
の
場
合

の
健
康
管
理
手
帳
制
度
の
よ
う
な
、「
一
般
住
民
等
の
健
康
管
理
体
制
の
確
立
」
に
関
す
る
具
体
的
提
言
は
な

さ
れ
て
い
な
い
。
環
境
省
の「
石
綿
の
健
康
影
響
に
関
す
る
検
討
会
」で
は
、①
健
康
リ
ス
ク
調
査（
大
阪
府
泉
南

地
域
、尼
崎
市
、鳥
栖
市
）、②
健
康
影
響
実
態
調
査（
大
阪
府
、佐
賀
県
）、③
尼
崎
市
コ
ホ
ー
ト
調
査
等
が
進

め
ら
れ
て
い
る
が
、そ
こ
か
ら
何
が
生
ま
れ
て
く
る
の
か
も
定
か
で
は
な
い
。
現
在
、一
部
の
地
方
自
治
体
や
企
業

に
よ
って
行
わ
れ
て
い
る
健
康
診
断
は
、健
康
管
理
対
策
と
は
言
え
ず
、妥
当
性
、将
来
性
等
も
不
透
明
な
ま
ま

＊ 健康管理手帳の交付要件の見直し案のパブリックコメント手続が実施され（http://search.e-gov.
go.jp:80/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495070076&OBJCD=100495&G
ROUP）、2007年10月1日から施行された。石綿全国連はあらためて16項目の意見を提出したが、
それらの要望は満たされていない。



で
あ
る
。

労
働
者
と
同
様
の
職
業
曝
露
の
可
能
性
の
あ
る
自
営
業
者
や
、
学
校
等
に
お
け
る
吹
き
付
け
ア
ス
ベ
ス
ト
等

に
曝
露
し
た
可
能
性
の
あ
る
児
童
・
生
徒･

学
生
等
の
健
康
管
理
対
策
の
考
え
方
・
あ
り
方
等
に
つい
て
は
、検
討

す
ら
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
り
、こ
の
よ
う
な
重
要
な
課
題
を
放
置
し
た
ま
ま
、終
わ
ら
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
で
あ
ろ
う
。

既
存
石
綿
対
策
の「
整
合
性
」

こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
の
既
存
石
綿
対
策
に
関
し
て
は
、数
多
く
の
省
庁
や
法
令
が
関
与
し
て
い
な
が
ら
も
、①

そ
れ
ら
の
間
で「
整
合
性
」や「
連
携
」を
欠
き
、ま
た
、②「
隙
間
」も
多
く
、さ
ら
に
、③
規
制
等
の
周
知
・
遵
守

の
徹
底
、執
行
体
制
上
の
問
題
も
多
い
、こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
た
。
最
大
の
弱
点
は
、何
と
いって
も
石
綿
対

策
に
係
る
国
と
し
て
の「
戦
略
」の
不
在
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
ク
ボ
タ・シ
ョッ
ク
を
契
機
に
求
め
ら
れ
た
の
は
、

そ
の
よ
う
な
状
況
を
抜
本
的
に
変
革
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

既
存
石
綿
対
策
に
関
し
て
は
、大
気
汚
染
防
止
法
、廃
棄
物
処
理
法
、建
築
基
準
法
が
改
正
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
一
言
で
言
え
ば
い
ず
れ
も
、
原
則
使
用
禁
止
と
い
う
新
た
な
局
面
に
対
応
し
た
労
働
安
全
衛
生
法
令
、
と

り
わ
け
石
綿
障
害
予
防
規
則
の
二
〇
〇
五
年
七
月
一
日
施
行
ま
で
に
当
然
行
わ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
対
応
の
遅
れ

を
、ク
ボ
タ
・
シ
ョッ
ク
後
の
ど
さ
く
さ
に
紛
れ
て
取
り
戻
し
た
に
す
ぎ
ず
、そ
の
点
で
す
ら
十
分
と
は
言
え
な
い

内
容
に
と
ど
ま
って
い
る
。
労
働
安
全
衛
生
法
改
正
は
行
わ
れ
ず
、既
述
の
禁
止
規
制
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ・
リ
ス
ト
化

と
含
有
率
基
準
の
引
き
下
げ
を
除
く
と
、マ
イ
ナ
ー
な
石
綿
障
害
予
防
規
則
の
改
正
が
二
〇
〇
六
年
九
月
か
ら

実
施
等
に
と
ど
ま
って
い
る
。
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例
え
ば
、規
制
対
象
と
な
る
石
綿
建
材
等
の
石
綿
含
有
率
基
準
は
、労
働
安
全
衛
生
法
・
石
綿
障
害
予
防
規

則
で
は
、前
述
の
と
お
り
ク
ボ
タ
・
シ
ョッ
ク
直
後
に
、一
％
か
ら
〇
・一
％
への
引
き
下
げ
の
方
針
が
固
ま
っ
た
。
大

気
汚
染
防
止
法
で
は
、法
令
で
は
な
く
施
行
通
知
で
一
％
基
準
を
示
し
て
い
た
が
、二
〇
〇
六
年
七
月
に
都
道
府

県
等
に
示
さ
れ
た
改
正
大
気
汚
染
防
止
法
の
解
説
で
あ
る
「
建
築
物
の
解
体
等
に
係
る
石
綿
飛
散
防
止
対
策

マニュア
ル
」で
は
、「『
石
綿
を
含
有
す
る
』と
は
…
石
綿
を
意
図
的
に
含
有
さ
せ
た
こ
と
を
言
い
、そ
れ
が
不
明

な
場
合
に
あ
って
は
、石
綿
の
質
量
が
当
該
建
築
材
料
の
質
量
の
一
％
を
超
え
る
こ
と
を
い
う
」と
し
て
い
る
。
意

図
的
含
有
の
場
合
に
は
〇
・一
％
以
下
の
場
合
も
含
ま
れ
る
よ
う
に
も
読
め
る
が
、
な
ぜ
〇
・一
％
基
準
を
採
用

し
な
い
の
か
疑
問
で
あ
る
。
施
行
令
改
正
案
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
で
寄
せ
ら
れ
た
意
見
に
対
す
る
回
答
（
七

月
三
一
日
）の
中
で
、「
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
及
び
石
綿
障
害
予
防
規
則
の
改
正
に
よ
り
石
綿
含
有
率
が

〇
・一
％
超
え
に
変
更
に
な
る
場
合
は
、そ
の
運
用
方
針
も
見
な
が
ら
で
き
る
だ
け
合
わ
せ
て
ま
い
り
た
い
」と
し

て
い
る
が
、い
ま
だ
に
マニュア
ル
の
記
述
は
変
更
さ
れ
て
い
な
い
。
廃
棄
物
処
理
法
令
で
は
、含
有
率
基
準
は
示
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
改
正
廃
棄
物
処
理
法
施
行
令
に
よ
り
〇
・一
％
基
準
を
採
用
し
た
。
ま
た
、
国
会
審
議
で

国
土
交
通
省
は
「
建
築
基
準
法
独
自
に
含
有
率
の
数
値
を
定
め
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
」
と
答
え
た
も
の
の
、

法
改
正
に
伴
う
建
築
基
準
法
関
連
告
示
で
規
制
対
象
を
、①
吹
き
付
け
石
綿
、及
び
、②
吹
き
付
け
ロッ
ク
ウ
ー

ル
で
そ
の
含
有
す
る
石
綿
の
重
量
が
当
該
建
築
材
料
の
重
量
の
〇
・一
％
を
超
え
る
も
の
、と
明
示
し
た
。

規
制
対
象
と
な
る
石
綿
建
材
等
の
範
囲
に
つい
て
は
、石
綿
障
害
予
防
規
則
は
、レ
ベ
ル
①―

石
綿
含
有
吹
き

付
け
、レ
ベ
ル
②―

石
綿
を
含
有
す
る
耐
火
被
覆
材
、
保
温
材
、
断
熱
材
、レ
ベ
ル
③―

上
記
以
外
の
石
綿
含
有

材
、と
称
し
て
、曲
が
り
な
り
に
も
全
て
の
石
綿
建
材
等
に
つい
て
各
々
の
レ
ベ
ル
に
応
じ
た
規
制
を
設
け
た
。
改

正
大
気
汚
染
防
止
法
令
で
は
、
特
定
建
築
材
料
と
し
て
、
従
来
の
レ
ベ
ル
①
に
レ
ベ
ル
②
に
対
応
す
る
も
の
を
追

加
し
て
、
①
と
②
の
区
別
を
つ
け
な
い
同
じ
規
制
を
か
け
た
も
の
の
、レ
ベ
ル
③
に
対
応
す
る
部
分
の
対
策
に
つい
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て
は
、法
令
に
よ
る
規
制
で
は
な
く
、前
述
の
マニュア
ル
に
よ
る
行
政
指
導
を
示
す
に
と
ど
ま
って
い
る
。
改
正
廃

棄
物
処
理
法
令
で
は
、レ
ベ
ル
①
と
②
の
部
分
を
含
め
て
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
と
し
て
の
廃
石
綿
等
と
し
て
、

①
と
②
の
区
別
を
つ
け
な
い
同
じ
規
制
の
対
象
と
し
た
う
え
で
、レ
ベ
ル
③
に
対
応
す
る
も
の
に
対
し
て
も
、「
石

綿
含
有
一
般
廃
棄
物
」及
び「
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
」と
し
て「
収
集
、
運
搬
、
処
分
等
の
基
準
」を
示
し
た
。

他
方
、改
正
建
築
基
準
法
は
、レ
ベ
ル
①
の
石
綿
含
有
吹
き
付
け
の
一
部
と
し
て
の
、吹
き
付
け
石
綿
及
び
石
綿

含
有
吹
き
付
け
ロッ
ク
ウ
ー
ル
の
み
に
限
定
し
た
、新
た
な
規
制
を
導
入
し
た
も
の
で
あ
る
。

各
省
庁
ま
か
せ
で
は
な
い
関
係
閣
僚
会
合
の
も
と
で
の「
総
合
対
策
」
と
言
って
も
、こ
の
よ
う
に「
整
合
性
」

が
と
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、よ
り
強
力
な
政
府
一
体
化
の
方
策
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

既
存
石
綿
対
策
の「
隙
間
」

し
か
も
、い
ず
れ
の
法
令
も
基
本
的
に
、建
築
物
等
の
解
体
等
作
業
が
行
わ
れ
る
段
に
な
ら
な
い
と
発
動
さ
れ

な
い
仕
組
み
と
な
って
い
る
。
唯
一
の
例
外
が
、石
綿
障
害
予
防
規
則
が
事
業
主
に
対
し
て
、「
そ
の
労
働
者
を
就

業
さ
せ
る
建
築
物
の
壁
、柱
、天
井
等
に
吹
き
付
け
ら
れ
た
石
綿
等
が
損
傷
、劣
化
等
に
よ
り
そ
の
粉
じ
ん
を
発

散
さ
せ
、及
び
そ
の
労
働
者
が
そ
の
粉
じ
ん
に
ば
く
露
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、当
該
石
綿
等
の
除
去
、封

じ
込
め
、
囲
い
込
み
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
し
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
に
よ
り
事
業
者
は
、
吹
き

付
け
石
綿
等
の
調
査
及
び
状
況
の
把
握
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、石
綿
全
国
連
が
要
求
し
た
「
措
置
を
講

ず
べ
き
場
合
の
基
準
」及
び「
い
ず
れ
の
措
置
を
講
ず
べ
き
か
の
判
断
基
準
」が
明
確
で
は
な
い
上
に
、
周
知
さ
れ

て
い
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
。

今
回
の
建
築
基
準
法
改
正
の
関
連
で
事
態
が
改
善
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
が
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
施



行
規
則
の
改
正
で
重
要
事
項
説
明
に
追
加
さ
れ
た
の
は
、「
当
該
建
物
に
石
綿
の
使
用
の
有
無
の
調
査
の
結
果

が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、そ
の
内
容
」で
あ
って
、調
査
の
実
施
及
び
結
果
の
記
録
を
義
務
づ
け
る
も
の
で
は

な
く
、
住
宅
性
能
表
示
基
準
等
の
改
正
で
石
綿
関
連
項
目
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
同
基
準
に
よ
る
評
価
を

受
け
る
か
ど
う
か
は
申
請
者
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
建
築
基
準
法
一
二
条
一
項
に
基
づ
く
定
期
調
査
報

告
書
の
様
式
が
、
吹
き
付
け
石
綿
等
の
実
態
把
握
を
よ
り
適
切
に
行
う
た
め
に
改
正
さ
れ
、「
石
綿
を
添
加
し

た
建
築
材
料
の
調
査
状
況
」の
欄
が
新
設
さ
れ
、こ
の
欄
に
吹
付
け
石
綿
等
が
あ
る
旨
を
記
入
し
た
場
合
に
は
、

「
一
般
構
造
の
調
査
状
況
」
に
お
い
て
も
併
せ
て
「
不
適
合
の
指
摘
あ
り
（
既
存
不
適
格
）」
を
チ
ェッ
ク
す
る
必

要
が
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
が
、今
後
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
る
か
、注
目
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

国
土
交
通
省
住
宅
局
長
名
で
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
一
日
付
け
で
都
道
府
県
宛
て
に
発
出
さ
れ
た
、
改
正
法

施
行
に
係
る
技
術
的
助
言
の
通
知（
国
住
指
第
一
五
三
九
号
）は
、「
吹
付
け
石
綿
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
建
築

物
に
つい
て
は
、民
間
建
築
物
に
お
け
る
吹
付
け
ア
ス
ベス
ト
の
実
態
調
査
、定
期
調
査
・
報
告
等
に
よ
り
把
握
し

た
上
で
、必
要
に
応
じ
て
、報
告
聴
取
、立
入
検
査
を
行
い
、建
築
物
の
所
有
者
等
に
除
去
等
の
飛
散
防
止
措
置

の
実
施
を
指
導
」
し
、「
石
綿
の
飛
散
に
よ
り
著
し
く
衛
生
上
有
害
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場

合
に
は
、
法
第
一
〇
条
に
基
づ
く
勧
告
、
命
令
の
厳
正
な
適
用
を
図
ら
れ
た
い
」
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
一
方
で
、

「
石
綿
繊
維
の
濃
度
の
基
準
に
つい
て
は
、
現
時
点
で
室
内
環
境
の
基
準
は
な
く
、石
綿
繊
維
の
濃
度
測
定
結
果

に
基
づ
き
、勧
告・命
令
の
判
断
を
一
律
に
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」と
も
言
って
い
る
。

す
な
わ
ち
、現
在
、ど
こ
に
、ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、ど
れ
だ
け
の
石
綿
が
存
在
し
て
い
る
か
を
、誰
が
、い
つ
、

ど
の
よ
う
に
調
査
・
把
握
す
る
か
を
規
定
し
た
法
令
は
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ク
ボ
タ・シ
ョッ
ク

後
、
各
省
庁
等
の
指
示
に
よ
り
全
国
で
建
築
物
の
石
綿
調
査
等
が
実
施
さ
れ
た
が
、こ
の
調
査
の
法
的
裏
付
け

は
存
在
せ
ず
、
調
査
方
法
及
び
実
施
状
況
の
妥
当
性
等
も
検
証
さ
れ
て
い
な
い
。
学
校
パ
ニッ
ク
の
と
き
と
同
様
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の
諸
問
題
が
再
燃
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

濃
度
基
準
等
に
つい
て
は
、
現
在
、
法
令
で
策
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
令
に
よ
る
屋
内
作
業

環
境
基
準（
管
理
濃
度
）＝
〇
・一
五
繊
維
／㏄
＝
一
五
〇
繊
維
／
㍑
、
及
び
、
大
気
汚
染
防
止
法
令
に
よ
る
敷

地
境
界
基
準
（
ア
ス
ベ
ス
ト
粉
じ
ん
発
生
施
設
と
周
辺
環
境
と
の
敷
地
境
界
に
お
け
る
規
制
基
準
）
＝
一
〇
繊

維
／㏄
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、石
綿
含
有
製
品
製
造
工
場
を
主
眼
と
し
た
も
の
で
あ
って
、新
た
な

製
造
等
が
原
則
禁
止
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、現
実
に
発
動
さ
れ
る
場
面
は
な
く
な
って
い
る
。

そ
し
て
、
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
な
濃
度
基
準
等
を
定
め
て
い
る
法
令
は
、い
ま
だ
に
ひ
と
つ
も
な
い
の
が
実

状
で
あ
る
。
国
土
交
通
省
の
社
会
資
本
整
備
審
議
会
建
築
分
科
会
に
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
部
会
が
設
置
さ
れ
、

二
〇
〇
五
年
一
二
月
に「
建
議『
建
築
物
に
お
け
る
今
後
の
ア
ス
ベス
ト
対
策
』」
が
ま
と
め
ら
れ
た
。
そ
の
概
要

の
ひ
と
つ
に
、「
室
内
空
気
中
の
ア
ス
ベス
ト
繊
維
濃
度
の
指
標
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
」と
の
項
目
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
建
議
を
踏
ま
え
て
、ア
ス
ベス
ト
室
内
濃
度
測
定
委
員
会
が
参
集
さ
れ
、委
員
の
一
人（
名
取
雄

司
・
ア
ス
ベス
ト
セ
ン
タ
ー
所
長
）か
ら
根
拠
を
示
し
て「
建
物
内
の
石
綿
濃
度
指
針
を
〇
・
三
繊
維
／㏄
と
す
る

提
案
が
な
さ
れ
た
が
、採
用
さ
れ
ず
、そ
れ
に
代
わ
る
濃
度
指
標
も
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
提
案
は
、二
〇
〇
六

年
三
月
に
ま
と
め
ら
れ
た
「
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
健
康
障
害
対
策
に
関
す
る
緊
急
研
究
建
築
物
室
内
の
ア
ス
ベ
ス

ト
濃
度
指
標
の
検
討
報
告
書
」の
本
体
に
も
収
録
さ
れ
な
い
で
、
議
事
録
と
一
緒
に
別
冊
化
さ
れ
た
う
え
、ウ
エ

ブ
で
も
公
表
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。

既
存
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
の
原
則

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、
改
正
さ
れ
た
関
連
法
令
を
含
め
て
既
存
の
法
令
を
遵
守
し
て
い
る
だ
け



で
は
十
分
な
対
策
と
は
言
え
ず
、ま
た
、企
業
な
り
所
有
者
、管
理
者
と
し
て
も
、法
令
さ
え
守
って
い
れ
ば
責
任

を
果
た
し
て
い
る
と
言
い
切
れ
な
い
実
状
に
あ
る
。
ク
ボ
タ
・
シ
ョッ
ク
後
、多
く
の
地
方
自
治
体
が
石
綿
対
策
に

関
連
し
た
条
例
等
を
策
定
し
て
い
る
が
、こ
れ
ら
は
改
正
法
令
の
施
行
に
対
応
し
た
見
直
し
が
必
要
な
だ
け
で

な
く
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
も
見
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
（
現
に
国
の
法
令
の
不
備
を
補
う
よ
う
な
条
例

も
見
受
け
ら
れ
る
）。

そ
の
際
、既
存
石
綿
対
策
の
主
な
原
則
と
し
て
、以
下
の
点
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

・ 

全
て
の
ア
ス
ベス
ト
含
有
製
品
等
を
対
象
と
す
る

・ 

把
握・管
理・除
去・廃
棄
等
を
一貫
し
た
対
策
を
た
て
る

・ 

有
害
性・飛
散
性
等
に
よ
る
優
先
順
位
付
け

・ 

有
害
性（
青・茶
石
綿
含
有
製
品
）

・ 

飛
散
性（
吹
き
付
け
、保
温
材・断
熱
材・耐
火
被
覆
板
等
）

・ 

利
用
状
況（
不
特
定
多
数
者
の
利
用
の
有
無・頻
度
等
）に
よ
る
優
先
順
位
付
け

・ 

特
別
な
管
理
が
必
要
な
石
綿
等（
優
先
順
位
の
高
い
石
綿
等
）の
取
り
扱
い
は
認
可
を
受
け
た
業
者
、そ
れ

以
外
は
粉
じ
ん
飛
散
防
止
の一般
原
則
の
徹
底

・ 

封
じ
込
め
、
囲
い
込
み
は「
管
理
」対
策
の
ひ
と
つ
で
あ
って「
措
置
済
み
」で
は
な
い
こ
と
の
徹
底（「
除
去
」

す
る
ま
で
の
管
理
計
画
）

・ 

計
画
的・段
階
的・継
続
的
取
り
組
み（
年
次
計
画
の
作
成
等
）

・ 

情
報
公
開
／
関
係
者
の
教
育・参
加
／
人
材・財
政
的
裏
付
け

国
レ
ベ
ル
で
は
や
は
り
、
各
省
庁
ま
か
せ
の
現
状
を
転
換
し
て
、「
ア
ス
ベス
ト
対
策
基
本
法
」
の
制
定
、
及
び
、

政
府
に
お
い
て
は
、省
庁
間
の
縦
割
り
行
政
の
弊
害
を
克
服
す
る
た
め
、内
閣
府
の
も
と
に「
ア
ス
ベス
ト
対
策
会

12  石綿問題は終わっていない   150
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議
」を
設
置
す
る
と
と
も
に
、ア
ス
ベス
ト
被
害
者
と
そ
の
家
族
、労
働
者
、市
民
等
の
代
表
を
含
め
た「
ア
ス
ベス

ト
対
策
委
員
会
」を
設
置
す
る
こ
と
等
も
重
要
な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

石
綿
問
題
は
終
わ
っ
て
い
な
い

石
綿
全
国
連
は
、二
〇
〇
七
年
三
月
二
五
・
二
六
の
両
日
、石
綿
健
康
被
害
救
済
法
一
周
年
を
検
証
す
る
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム（
二
一
〇
名
参
加
）と
集
会
・
デ
モ（
九
〇
〇
名
参
加
）を
行
い
、「
ア
ス
ベス
ト
問
題
は
終
わ
って
い
な
い
！

隙
間
な
く
公
正
な
補
償
・
救
済
を
求
め
る
ア
ピ
ー
ル
」
を
採
択
し
た
。
ま
た
尼
崎
で
は
、
地
元
関
係
団
体
を
中

心
と
し
た
実
行
委
員
会
主
催
、兵
庫
県
、尼
崎
市
と
石
綿
全
国
連
の
後
援
で
、六
月
三
〇
日
・
七
月
一
日
に「
ク

ボ
タ・シ
ョッ
ク
か
ら
二
年  

写
真
と
報
告
で
つ
づ
る
ア
ス
ベス
ト
被
害
尼
崎
集
会
」が
開
催
さ
れ（
三
〇
〇
名
参
加
）

「
ア
ス
ベス
ト
の
な
い
社
会
を
！
尼
崎
宣
言
二
〇
〇
七
」
が
採
択
さ
れ
た
（
一
周
年
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
尼
崎
集
会
は

各
々
報
告
書
の
発
行
が
予
定
さ
れ
て
い
る
）。

そ
れ
ら
を
通
じ
て
、職
業
病
と
公
害
の
垣
根
を
超
え
た
ア
ス
ベス
ト
被
害
者
と
そ
の
家
族
、市
民
、労
働
者
、関

心
を
寄
せ
る
様
々
な
分
野
の
専
門
家
等
々
の
連
携
が
、
そ
し
て
ま
た
一
方
で
、
国
境
を
越
え
た
連
携
も
ひ
ろ
が
っ

て
い
る
。

私
た
ち
は
、人
類
史
上
最
悪
の
産
業
災
害
と
言
え
る
ア
ス
ベス
ト
の
負
の
遺
産
か
ら
未
来
を
守
る
た
め
の
新
た

な
二
〇
年
の
歩
み
を
刻
み
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
石
綿
問
題
は
終
わ
って
い
な
い
し
、
小
手
先
の
対
策
で
終

わ
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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